
事務事業評価等実施結果一覧表
（平成１９年度実施事業）

平成20年11月
越　  谷　  市



秘書課 8 1 1-8 建設総務課 6 (1) 93 318-323
広報広聴課 7 3-5 9-15 道路街路課 19 (2) 93-97 324-342

15 治水課 17 (2) 97-101 343-359

企画課 13 (1) 5-9 16-28 下水道課 11 (2) 103-105 360-370

政策経営課 2 9 29-30 営繕課 2 105 371-372

財政課 3 (1) 9-11 31-33 55 (7)

情報統計課 4 11 34-37 都市計画課 13 (1) 107-111 373-385

財産管理課 1 11 38 市街地整備課 3 111 386-388

人権推進課 2 (1) 11-13 39-40 再開発課 1 111 389
25 (3) 公園緑地課 9 111-113 390-398

文書法規課 4 (1) 13 41-44 開発指導課 4 (1) 113-115 399-402

人事研修課 11 (1) 13-17 45-55 建築住宅課 9 (2) 115-117 403-411

契約課 1 17 56 39 (4)

総務管理課 6 (1) 17-19 57-62 市立病院事務部 庶務課 1 117 412
工事検査課 1 19 63 1

23 (3) 出納課 2 117-119 413-414

市民税課 4 (1) 19-21 64-67 2

資産税課 3 21 68-70 議会事務局 議事課 1 119 415
納税課 1 21 71 1

市民課 10 (1) 23-25 72-81 総務課 19 (2) 119-123 416-434

北部出張所 1 25 82 指導課 17 (2) 123-127 435-451

南部出張所 1 25 83 学校課 11 (4) 127-131 452-462

20 (2) 給食課 9 (3) 131-133 463-471

地域活動推進課 18 (3) 25-31 84-101 56 (11)

危機管理課 7 (1) 31-33 102-108 生涯学習課 33 (3) 133-143 472-504

くらし安心課 12 (1) 33-37 109-120 体育課 15 (2) 143-149 505-519

37 (5) 図書館 10 (2) 149-151 520-529

社会福祉課 8 (1) 37-39 121-128 58 (7)

障害福祉課 31 (3) 39-47 129-159 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 3 (1) 151 530-532

高齢介護課 31 (3) 47-55 160-190 3 (1)

国民健康保険課 12 (1) 55-59 191-202 監査委員事務局 監査課 1 151 533
市民健康課 14 (2) 59-63 203-216 1

96 (10) 公平委員会事務局 公平委員会事務局 1 151 534
児童福祉課 23 (3) 63-69 217-239 1

保育課 16 (3) 69-73 240-255 農業委員会事務局 農業委員会事務局 3 (1) 153 535-537

39 (6) 3 (1)

環境資源課 19 (3) 73-77 256-274 固定資産評価審査委員会 固定資産評価審査委員会 1 153 538
環境保全課 8 77-79 275-282 1

産業支援課 18 (3) 79-85 283-300 総務課 11 153-155 539-549

農政課 17 (2) 87-91 301-317 予防課 2 155-157 550-551

62 (8) 警防課 4 157 552-555

※（　）内の数字は平成20年度の外部評価対象事業数 指令課 1 157 556
18

＜目次＞

小計

所管

建設部

事業
番号

秘書室

企画部
小計

頁事業数

小計

小計

事業
番号

所管 事業数頁

環境経済部

都市整備部

教育総務部

生涯学習部

消防本部

総務部

市民税務部

小計

小計

小計

小計

小計

協働安全部

健康福祉部

小計

児童福祉部

小計

小計

合計 556 (68)

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計



【8.個別評価結果】

 

 

 

 

 　休・廃止した場合に、市民に与える影響が大きい。

 　特定の個人や団体に受益が偏っていない（不公平感はない）。

 

 

 

 

 

 

 　設定した活動指標・成果指標に対する達成度が高い。

 　事業の活動量に見合った十分な成果が出ている。

 　成果を上げるために事業内容を見直す必要はない。

 

 　事業の対象や意図が上位施策の目的に結びついている。

 　上位施策への貢献度を成果指標により客観的に説明できる。

 　事業の成果が上位施策の実現に高く貢献している。

 

後掲の一覧表における記号等の説明

類型

　市民から事業継続の要望が多く、それを裏付ける具体的データや需要予測もあ
る。受益者以外からの意見も広く聴いている。(1)

妥
当
性

　定期的に事業の実施手順や費用対効果を把握・検証し、効率化に向けた取組を
行っている。

　法律で市の実施義務や公務員の従事義務があり、市の意思では廃止・見直しで
きない。

　国・県・民間等では実施又は適切なサービス水準の確保が困難で、市が主体と
なって関与すべき事業である。

(2)
効
率
性

　活動指標による単位あたりのコストが、前年度との比較又は 近数年間の推移
において、悪化（事業計画上、予定されたコスト上昇等を除く）していない。

(3)
有
効
性

(4)
貢
献
度

　受益者負担の見直しの余地はない、又は受益者負担を求める事業ではない。

該当項目数
(○の個数)

内容(具体的判断基準)

3個
以下
↓

｢低」

　事業の成果を下げずにコストを削減する余地（仕様や工法の見直し、電算化等
の事務改善、臨時・非常勤職員等の活用や委託化など）はない。

　社会情勢や時代の変化を踏まえても、事業の意義は薄れておらず、税金を使っ
て実施する事業としてふさわしい。

4個
以上
↓

「高」

2個
以下
↓

｢低」

　他の自治体の手法や体制と比較しても効率的かつ質の高い取組を行っている。

3個
以上
↓

「高」

2個
以下
↓

｢低」

2個
以下
↓

｢低」

　事業目的を踏まえた適切な活動指標・成果指標（数値化が困難な場合等は文言
により代替的に指標となるもの）を設定している。

　事業を継続することによって成果のさらなる向上又は適正水準の確保が期待で
きる。

　上位施策を実現する手段として類似・重複する事業はない、又は他の事業と統
合することによって成果を向上させる余地はない。

3個
以上
↓

「高」

3個
以上
↓

「高」



「(1) 「(2)

　

「(3) 「(4)

　

「(5)

　

【9.クロス分析結果】

市が直接実施する必要性

(d)

事業×直接」【事業そのものの必要性と市が直接
実施する必要性】
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(b)

妥
当
性

(a)

(c)

高

低 (d)

(a) (b)

妥当×効率」【妥当性と効率性】

受益×負担」【受益の偏りと受益者負担の見
直しの余地】

同×廃・縮」【同じ目的をもつ事業の有無と廃止・縮
小の余地】



●総合評価
構成比
15.5%
83.8%
0.5%
0.2%
100.0%

●改革改善の方向性
構成比
13.3%
83.8%
2.9%
100.0%

事務事業評価（事後評価）実施結果

区分

終了(H20年度)
検討・見直し

1
556

事業数(件)
74現状維持

事業数(件)
86
466
3

計

466
16
556

総合評価
Ａ事業内容は適切である

Ｄ事業の休・廃止を含めた検討が必要
計

Ｂ課題が少しあり事業の一部見直しが必要
Ｃ課題が多く事業の大幅な見直しが必要

C評価の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
111：交通災害共済保険料負担事業、159：障害者（児）複合施設整備事業、539：消防委員会運営事業

D評価の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
120：共済見舞金（加入促進費含む）

終了(H20年度)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
15：市制施行５０周年記念事業、101：大相模地区センター整備事業（旧公民館新設事業）、191：審査
委託事業（老人保健）、193：レセプト点検等事業（老人保健）、194：医療費通知事務事業（老人保健）、
195：電算処理事務事業（老人保健）、198：老人保健会計繰出金事業、201：医療給付事業（老人保
健）、202：医療費支給事業（老人保健）、316：地盤沈下対策事業、340：新越谷駅北通り線整備事業、
341：鳩ヶ谷別府線整備事業、354：洪水ハザードマップ作成事業、384：越谷レイクタウン新駅設置事
業、397：須賀用水緑道整備事業、519：平成20年度全国高等学校総合体育大会剣道大会開催事業



「(1)

62事業 453事業

14事業 27事業

ある ない

「(2)

21事業 446事業

11事業 78事業

ある ない

「(3)

61事業 458事業

14事業 23事業

低 高

妥当×効率」【妥当性と効率性】
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(a)

(c)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
87：越谷しらこばと基金事業（越谷しらこばと基金積立事業含
む）、100：集会施設整備事業、111：交通災害共済保険料負
担事業、120：共済見舞金（加入促進費含む）、194：医療費通
知事務事業（老人保健）、201：医療給付事業（老人保健）、
202：医療費支給事業（老人保健）、264：動物死体収集事業、
281：空閑地除草事業、301：農産物生産奨励事業、302：農業
環境衛生改善事業、313：農業従事・後継者育成事業、410：
木造住宅耐震改修促進事業、550：火災予防事業

(c)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
47：職員表彰事業、111：交通災害共済保険料負担事業、
120：共済見舞金（加入促進費含む）、180：順正苑施設管理
事業、181：順正苑運営事業、182：日用品等支給事業、193：
レセプト点検等事業（老人保健）、194：医療費通知事務事業
（老人保健）、354：洪水ハザードマップ作成事業、355：都市
防災河川等整備事業、539：消防委員会運営事業

(c)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
109：交通安全推進事業、111：交通災害共済保険料負担事
業、120：共済見舞金（加入促進費含む）、191：審査委託事業
（老人保健）、192：疾病予防費（国保会計）、193：レセプト点
検等事業（老人保健）、194：医療費通知事務事業（老人保
健）、195：電算処理事務事業（老人保健）、196：国民健康保
険会計繰出金（法定外）事業、201：医療給付事業（老人保
健）、202：医療費支給事業（老人保健）、273：家庭用生ごみ
処理機器購入費補助事業、308：市民農園整備事業、539：消
防委員会運営事業



「(4)

74事業 445事業

18事業 19事業

低 高

「(5)

25事業 522事業

3事業 6事業

低 高

市が直接実施する必要性

事業×直接」【事業そのものの必要性と市が直接実施
する必要性】

事
業
の
必
要
性

高
(a)

(d)(c)

有効性

(b)

低

(d)(c)

妥
当
性

高

低

妥当×有効」【妥当性と有効性】

(a) (b)

(c)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
99：公有財産管理事業(東小林記念会館)、109：交通安全推
進事業、111：交通災害共済保険料負担事業、118：消費者保
護委員会事業、120：共済見舞金（加入促進費含む）、191：審
査委託事業（老人保健）、192：疾病予防費（国保会計）、193：
レセプト点検等事業（老人保健）、194：医療費通知事務事業
（老人保健）、195：電算処理事務事業（老人保健）、196：国民
健康保険会計繰出金（法定外）事業、201：医療給付事業（老
人保健）、202：医療費支給事業（老人保健）、301：農産物生
産奨励事業、309：農業技術研究事業、314：畜産振興・衛生
事業、354：洪水ハザードマップ作成事業、539：消防委員会
運営事業

(a)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
107：防犯対策事業、115：市民相談事業、117：消費者啓発事
業、122：更生保護事業、180：順正苑施設管理事業、181：順
正苑運営事業、182：日用品等支給事業、195：電算処理事務
事業（老人保健）、237：児童館コスモス運営事業、238：児童
館ヒマワリ施設管理事業、239：児童館ヒマワリ運営事業、
242：家庭保育室事業、261：資源物等収集運搬事業、262：粗
大ごみ収集運搬事業、284：相談事業（旧：労働相談事業・内
職相談事業）、287：能力開発支援事業　(旧：勤労者等能力
開発支援事業）、291：産業情報化推進事業、308：市民農園
整備事業、309：農業技術研究事業、338：八潮越谷線整備事
業（県営）、386：東越谷土地区画整理事業、387：七左第一土
地区画整理事業、406：住まいの情報館施設管理事業、434：
科学技術体験センター施設管理事業、454：入学準備金貸付
事業

(c)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
111：交通災害共済保険料負担事業、120：共済見舞金
（加入促進費含む）、192：疾病予防費（国保会計）

(d)の内訳→事務事業評価等実施結果一覧表の
99：公有財産管理事業(東小林記念会館)、191：審査委託
事業（老人保健）、194：医療費通知事務事業（老人保健）、
201：医療給付事業（老人保健）、202：医療費支給事業（老
人保健）、539：消防委員会運営事業



1/158

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

1 秘書業務事業 秘書室 秘書課 - - 　市長、副市長の円滑な公務遂行を図る。 高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

2 市長交際事業 秘書室 秘書課 - -
　市政推進に必要な外部との交際により、円
滑な市政運営を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

3 表彰関係事業 秘書室 秘書課 - -
　越谷市表彰規則に基づき、個人又は団体
の功労を称え、市民の生活及び文化の向上
並びに社会福祉の増進を図る。

高 高 低 低 (b) (d) (b) (a) (b) Ｂ

4
市長会・副市長会
関係事業

秘書室 秘書課 - -
　市長会、副市長会として、各市との連絡調
整を行い、市政並びに地方自治の円滑な運
営と進展を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

5 国際交流事業 秘書室 秘書課 - -

　本市における外国人登録者数は4,000人を
超え、全国的にも今後、日本への定住化の
傾向にある。本市においても国際化を推進す
るため、市の情報の多言語化をはじめとする
外国人住民への情報提供を行い、さらに、お
互いの国籍や文化の違いを理解しあえる多
文化共生社会の実現に向けた地域づくりを
行う必要がある。また、姉妹都市であるキャ
ンベルタウン市との交流活動を始めとする国
際交流を引き続き継続していく。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

6
国際交流員招致
事業

秘書室 秘書課 H5 -

　本市の国際化関係事務の補助、市内の各
種団体の事業活動への参加、地域住民の異
文化理解のための交流活動等を通し、市民
のニーズにあわせた国際理解推進を行って
いく。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

7
国際交流協会支
援事業

秘書室 秘書課 S57 -

　広範囲におよぶ、市民ボランティアによる国
際交流活動全般を通して、外国人にとって住
み良いまちづくりの推進を目指し活動を行う。
さらに、市民の国際理解の増進と青少年姉
妹都市派遣事業による使節団の派遣・受入
れを中心とした国際親善の促進を図るととも
に、地域の国際化の推進に寄与するための
中心的役割を担っていく。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

8 人事交流員事業 秘書室 秘書課 - -

　キャンベルタウン市からの人事交流員を約
3ヶ月間、隔年で受入れ、越谷市や日本の行
政システムを中心に研修を行う。研修は派遣
職員のキャンベルタウン市での所属に類似し
た部署へ依頼し、自席を配置している。

低 高 高 高 (b) (d) (d) (d) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

　市長、副市長の円滑な公務執行上、必要
な事業である。

①②今後とも、市長、副市長が円滑に公務
を遂行できるよう、スケジュール管理や事前
準備等の適切かつ細やかな秘書業務を行
う。

検討・
見直
し

　市政推進に必要な外部との交際を行うた
めに、適正な支出をしていく必要がある。

①②今後とも、市政推進に必要な外部との
交際を行うために、適正な支出をしていく。

検討・
見直
し

　現在は庁内各課において各々所管する各
種表彰規則等があるため、基準を明確化す
るなど、表彰制度のあり方について全体的
な見直しをする必要がある。

①②他市の状況等も十分調査のうえ、既存
の庁内表彰関係規則等を整理統合し、より
効率的・効果的な表彰制度のあり方につい
て、全体的な見直しをしていく。

検討・
見直
し

17 Ｃ

　市の表彰は、市民にとって名誉であり
励みになるものである。表彰の基準は広
く開かれて透明性の高いものであること
が重要である。市としての統一的な基準
のもとに、既存の複数ある表彰制度を整
理統合して、特に地域コミュニュティの貢
献度を適切に評価できるような仕組みを
考える必要がある。

　他自治体との連絡調整を行い、地方自治
の円滑な推進を図るため、必要な会議への
出席をしていく。

①②今後とも他自治体との連絡調整を行
い、地方自治の円滑な推進を図るため、必
要な会議への出席をしていくとともに、関係
部局に、より迅速かつ適正に情報提供を
行っていく。

検討・
見直
し

　各年度により、事業内容、対象者が異な
るため、参加者数は一定ではないが、事業
内容をより充実して、越谷市の国際化を図
る必要がある。

①平成21年度は、越谷市、キャンベルタウ
ン市の姉妹都市提携25周年を迎えるため、
交流事業を充実していく。
②多文化共生社会の形成を推進するため
に、外国人市民にとっても住みやすいまち
づくりを図っていく。

検討・
見直
し

　事業の開催回数や参加者、受益者を増や
していく必要がある。

①平成21年度は、今年度に引き続き、事業
の主催者との協議を十分に行い、参加者に
とって魅力のある事業を行う。
②本市の国際化のさらなる推進のために、
今後も国際交流員を活用して、事業の充実
を図っていく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　市民の多様なニーズにあった国際理
解を推進するため、国際交流事業はま
すます重要になってくる。英語圏のみな
らず広く異文化理解のための交流活動
が求められる。但し、当該事業の効率性
及び効果性を高める為、民間国際交流
団体組織とのすみわけ及び協働活動の
仕組みが必要となる。

　越谷市国際交流協会での開催事業をより
充実したものにして、参加者の増加を図る
必要がある。

①平成21年度も引き続き、越谷市国際交流
協会へ支援を行い、在住外国人への情報
提供、その他国際交流に係る事業を開催し
て、越谷市の国際化を図っていく。
②市民レベルでの国際化を推進するため
に、越谷市国際交流協会と連携して、各事
業を開催していく。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　国際交流協会へ運営を任せ、市は必
要な補助金を出し職員関与度を 小に
することで効率化・経費削減を計画的に
進めていただきたい。

　キャンベルタウン市からの人事交流員を
約3ヶ月間、各課を訪問して行う研修につい
て、各課での研修日程、研修内容をより充
実したものにするため、各課へ一層の協力
を要請する必要がある。

①本事業は、越谷市・キャンベルタウン市で
一年おきに派遣と受け入れを行っており、
平成21年度は、越谷市から、キャンベルタ
ウン市人事交流員派遣研修により、人事交
流員を派遣して、両市の姉妹都市関係の充
実を図っていく。
②平成21年には、姉妹都市提携25周年を
迎える両市の歴史ある友好関係を継続して
いくために、本事業を継続していく。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　教育の視点から国際交流の意味につ
いては、理解できる。
　キャンベルタウン市との一連の交流事
業全体の中で、職員の人事交流の意
味、事業の目的を明確にすると共に、交
流を通じて得られた知見を庁内で報告
するなど、その成果を組織全体で共有す
る仕組みを作ることが重要である。

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性
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9 広報活動事業 秘書室
広報広
聴課

S47 -

　　広報広聴業務の充実と円滑な推進を図る
ため、広報広聴専門委員の会議と視察研修
会を開催し、広報広聴活動に関する助言及
び協力を得て業務に反映させる。さらに、市
政の動きを身近に感じ、理解してもらうために
市政移動教室を開催する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

10 広報紙発行事業 秘書室
広報広
聴課

S29 -

　市の施策、市からのお知らせ、催し情報、ま
ちの話題などを紹介し、市民生活の利便性
の向上等を図る。広報紙については毎月発
行のお知らせ版と年間4回発行の季刊版（特
集、読み物、写真中心）とし、分かりやすく親
しみやすい紙面となるよう努めている。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

11
市民ガイドブック
等発行事業

秘書室
広報広
聴課

S40 -

　市民の日常生活の利便性を高めるため、
市民生活に関係ある手続きなどを分かりや
すくまとめた市民ガイドブックのほか、市政や
歴史、将来展望を写真やグラフ等を活用しま
とめた市勢要覧、公共施設などを記載した案
内図を作成する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

12
テレビ等視聴覚広
報事業

秘書室
広報広
聴課

H4 -

　市民生活の利便性とふるさと意識の向上を
図るために、映像による情報を、テレビ埼玉、
ケーブルテレビ、インターネットのホームペー
ジで放映する。また、市の業務に関する各種
情報を24時間休み無く市民に提供するテレホ
ンガイドシステムを運用するほか、ホーム
ページを活用し、市の 新情報を提供する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

13
情報データベース
化事業

秘書室
広報広
聴課

H9 -

　広報広聴課に蓄積されている写真・フィル
ムをデータベース化し、劣化を防ぎ、保管の
効率を良くするとともに、貸し出しサービスの
円滑化を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要
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担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　19年度に委員選考基準を時代の状況を
考慮し見直した。その結果半数以上の委員
が変更となり成果をあげた。今後はその効
果を一層高めるよう引き続き取り組みを進
めたい。

①②広報広聴専門委員の役割を再確認し
ながら、委員の任期や会議のあり方、施策
への反映など再検討していく。

検討・
見直
し

17 Ｃ

　広報広聴専門委員の会議は、昭和47
年より継続しており、また一部メンバーも
固定的であり有効な提言件数も少なく、
その役割について改めて検討することを
求める。新設される行政経営審議会との
役割分担を整理し、専門委員会の主旨
を見直し、必要ならばふさわしい委員構
成での再構成を求める。

　広報紙配布は、自治会を通して各世帯に
配布しているほか、自治会未加入世帯への
対応として市内の公共施設に広報紙を置い
ている。19年3月からは一部のコンビニ等に
も置き拡大を図っているが、自治会未加入
世帯の増加により配布率の低下が懸念さ
れ、更なる拡大による全戸配布を目指す必
要がある。

①平成21年度は自治会未加入世帯への広
報紙（誌）の配布拡充を図り、配布率を高め
ていく。
②平成23年のテレビ放送の地上波デジタ
ル化に伴い、各家庭のテレビでインターネッ
トへの接続が可能な環境が整うことから、
広報紙（誌）についてもテレビで容易に見る
ことが可能になると予想される。ただし、今
の時点ではどこまで容易に接続できるかは
推測の域を出ないため、今後その動向を確
認しながら、広報紙（誌）の新たな配布方法
について調査・検討していく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　市政を市民に正しく伝えることは重要
であるが、世帯構成等の変化により、配
布率が低下している。コンビニエンススト
ア等、新しい情報伝達ルートを確立しな
ければならない。

　市勢要覧については、市の取組等を広く
周知し市政について理解を深めていただく
冊子であり、また、市民ガイドブックについ
ては、市民生活に密着した情報や手続きを
詳しくお知らせするものである。さらに、公
共施設などを分かりやすく記載した案内図
は、今後も継続して作成していく必要があ
る。

①市民ガイドブック並びに案内図について
は、市民生活において必要な情報や手続き
をお知らせする必要があることから、平成
21年度も引き続き分かりやすく利用しやす
いものとして作成するとともに、内容の一層
の充実を図っていく。
②市勢要覧については3年毎に発行するた
め、平成21年度は作成の年度である。市政
や歴史、将来展望を写真やグラフ等を活用
して分かりやすく、独自性のあるものを作成
するための準備を今から進めていく。

現状
維持

17 Ｂ

　市民ガイドブックは必要である。市民の
視点に立った、利用しやすい索引、内容
にすることを一層検討されたい。また、ガ
イドブックでは紹介しきれない詳細情報
については、市役所ホームページのアド
レスを記載し容易に詳細情報を入手でき
るような工夫を求める。

　平成23年からの地上波デジタル放送開始
によりテレビ画面上でのインターネット接続
が可能なインフラが整備され、一層のイン
ターネットの普及が予想される。テレビ広報
番組の内容等について再考する時期が近
づいている。

①平成21年度はより分かりやすく、動画の
利点を生かした広報番組作りを行う。
②平成23年度からの地上波デジタル放送
開始による新たな番組作りと放送媒体のあ
り方を検討する。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　広報内容について、各課との協力によ
り作成されている姿勢は評価できる。
　内部評価の総合評価にあるとおり、イ
ンターネットの普及と地上波デジタル放
送への切り替えを見据えた広報媒体の
役割分担について、現時点から再検討
し、準備と試行を進めておく必要がある。
そのうえで、テレビ媒体の持つ特徴を活
かした広報活動を進めることを望む。

　データを電子化することで、データの劣化
を防ぐとともに、省スペース化が図れるが、
分類方法に若干問題がある。

①平成21年度は過去のデータをより分かり
やすく検索するための作業を行う。
②平成23年度までにＣＤによる保存から
サーバーによる保存方法へと切り替えるた
めのカテゴリーの整理とネガ写真のデータ
化（スキャニング）を随時進めて行く。

検討・
見直
し

16 Ｃ

・フィルム、広報誌の保管は保管だけで
は意味がなく、いかに活用するかを目的
とし、なにが保管されているかという情報
を公開するなどの検討が必要である。
・従って、広報広聴課で把握している情
報という観点だけではなく、全庁の情報
公開の立場からの見直しが必要であ
る。
例えば、文書管理システムの中で、全部
公開、一部公開、非公開などの区分を
設け、情報公開に対応するなどを検討し
ていただきたい。情報公開をはかり透明
性を高めることで市民の市政への関与
度も上がり、市民協同も実現していくこと
になる。
・市のホームページからや図書館で各種
キーワードでの検索等に対応できるよう
にするなどもご検討いただきたい。
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14 広聴活動事業 秘書室
広報広
聴課

S45 -
　市民の要望や意見を個々の行政サービス、
事業や施策の企画等に反映し、市民との協
働による行政運営をめざす。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

15
市制施行５０周年
記念事業

秘書室
広報広
聴課

H18 H20
　市制施行50周年を契機に市民、行政、企業
が一緒になり協働のまちづくりを進める。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

16
総合企画調整事
務事業

企画部 企画課 - -

　より充実した市政運営を行うため、全国特
例市連絡協議会などへの参加を通して、地
方分権の推進や自立した地域の形成などの
調査・研究を行うとともに、構成団体との意見
交換等により、地方公共団体の共通した諸
課題の解決をめざす。

低 高 高 高 (b) (a) (d) (d) (b) Ｂ

17 広域行政事業 企画部 企画課 S57 -

　5市1町（草加市、越谷市、八潮市、三郷市、
吉川市及び松伏町）及び6市1町（春日部市、
草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市及
び松伏町）の連携を図るとともに、地域住民
の福祉の増進と地域の発展を一元的に図
る。

高 低 高 高 (a) (b) (a) (b) (b) Ｂ

18
男女共同参画推
進委員会運営事
業

企画部 企画課 H17 -

　平成17年7月に施行された「越谷市男女共
同参画推進条例」に基づき、施策を総合的か
つ計画的に推進するため、男女共同参画推
進委員会を設置している。なお、男女共同参
画推進委員会は、基本計画やその他重要事
項及び男女共同参画の推進に関する必要な
事項について、調査審議し、意見を述べるこ
とが出来る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

19
男女共同参画苦
情処理委員事業

企画部 企画課 H17 -

　「越谷市男女共同参画推進条例」に実効性
を持たせるため設置している。苦情処理委員
は、男女共同参画の推進に関する市の施策
や男女共同参画の推進を妨げると認められ
る事案に対する苦情について、市民や事業
者からの申し出を受け、適切かつ迅速に処
理する。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

20
男女共同参画推
進事務事業

企画部 企画課 - -

　男女共同参画社会の実現に向けて、「越谷
市男女共同参画推進条例」第10条に規定す
る基本計画である「こしがや男女共同参画プ
ラン」に基づき、施策を推進する。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　市政世論調査では、平成19年度はやや
回収率が上昇したものの、依然回収率が低
い。また、市政モニターにおいては、応募者
数が減少し、会議・研修会等の行事への出
席率も低下している。

①市民との協働による行政運営をめざすた
め、いろいろな媒体により市民ニーズの把
握に努める。
②市政世論調査は、調査項目の抑制等に
よる回収率のアップに努めるとともに、世論
調査実施の意義や実施期間等の見直しを
検討する。また、市政モニターは応募者数
の減少や行事への出席率の低下等を考慮
し、モニター制度の見直しを検討する。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　市政世論調査については、回収率が
下がっている。世論調査自体への関心
の低下として捉え、前回調査の結果の
フィードバックを含め回収率の向上の施
策を早急に打つ必要がある。また回収
率低下による調査結果の有意性の限界
を見極めなければならない。

①②平成20年11月3日に本市は市制施行
50周年を迎える。1年間を通じて50周年を祝
うさまざまな事業や取り組みを行う。

終了
(H20
年度)

　各種協議会等を通して提供を受けた情報
により、共通する行政課題の解決を図るな
ど、より効果的に活用していく必要がある。

①各種協議会等を通して提供を受けた情
報により、共通する行政課題の解決を図
る。
②より効果的に活用していく。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　各協議会等へ加入した当初の目的と
照らし、継続する意味と加入していること
より得られる成果を毎年確認し、退会を
検討するしくみを作ることが求められる。
　また、会議、研修等に出席した職員
が、その内容を情報発信し、協議会等へ
参加した成果を庁内で共有する場を設
けることを望む。

　5市1町の東南部都市連絡調整会議は、
住民を対象にした事業を実施するなど、大
きな成果をあげているが、6市1町の東部広
域行政推進協議会は、活動を休止してお
り、団体の存続について検討する必要があ
る。

（東南部都市連絡調整会議）①平成21年度
は、平成18年度に策定した基本指針に基づ
き事業を実施していく。また、公共施設予約
案内システムのリース期間の満了にあわせ
て、新しいシステムへの移行準備を行う。
②基本指針に掲げる事業の中から必要
性、意義、効果等を見極め、実施事業を選
択していく。
（東部広域行政推進協議会）①②平成18年
度から事業は休止中。第2次埼玉県東部広
域行政圏振興計画の 終年度が平成22年
度であることから、その後の取り組みにつ
いて検討する。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　東南部都市連絡調整会議は設立後１
５年を経ており、いくつかの活動成果が
得られている。また、活動指針を見直す
好機でもある。活動指針の再設定を行
い、今後より一層の成果が得られること
を求められている。東部広域行政推進
協議会は縮小することが妥当である。

①②男女共同参画推進委員会から幅広い
意見を求め、男女共同参画をより推進し、
男女共同参画社会の実現を目指す。

現状
維持

　男女共同参画に関する苦情処理委員を
更に広く周知する必要がある。

①広報、ホームページ、ほっと越谷での講
座、苦情処理委員ＰＲカード等を活用し、苦
情処理委員を積極的にＰＲする。
②苦情の申し出に対する的確な処理によ
り、男女共同参画の推進を図る。

検討・
見直
し

　実施計画の策定の際に、事業の目標値
の適正な設定が必要である。さらに、設定し
た目標を目指し、進捗状況の的確な把握に
努めていく必要がある。また、「越谷市男女
共同参画推進条例」に基づく施策につい
て、市民の認知度を高めていくことができる
よう、ＤＶ防止に対する意識啓発や苦情処
理委員の周知等について、継続的に取り組
む必要がある。

①「こしがや男女共同参画プラン」に基づく
施策の進捗状況の把握に努めるとともに、
リーフレットやＰＲカード等を積極的に活用
し、「越谷市男女共同参画推進条例」の周
知を図る。
②平成22年度が「こしがや男女共同参画プ
ラン」の 終年度となることから、施策の進
捗状況の把握とともに、新たな計画の策定
に向けて検討を進める。

検討・
見直
し
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業
終
期
年
度

7.事業内容と意図

21
男女共同参画支
援センター施設管
理事業

企画部 企画課 H13 -

　すべての市民がお互いの人権を尊重しな
がら女性と男性がパートナーとしてあらゆる
分野での活動に参画できる社会の形成に向
けて、必要な意識や行動を備えた、個人・団
体・事業者の育成を支援するための拠点施
設とする。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

22
男女共同参画推
進事業

企画部 企画課 H13 -

　真の男女平等を達成し、すべての市民がお
互いの人権を尊重しながら女性と男性が
パートナーとしてあらゆる分野での活動に参
画できる社会を市民との協働により形成する
ため、必要な意識や行動を備えた、個人・団
体・事業者の活動を支援する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

23
男女共同参画情
報提供事業

企画部 企画課 H13 -
　男女共同参画に関する情報の提供を行い、
必要な意識や行動を備えた個人・団体・事業
者を育成する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

24
男女共同参画相
談事業

企画部 企画課 H13 -

　DV被害者や女性の生き方等の相談事業を
実施し、女性の自立に伴う自己決定ができる
ための支援をする。県・市・民間等の関係機
関と連携を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

25
男女共同参画学
習事業

企画部 企画課 H13 -

　男女が共に性別にとらわれない対等なパー
トナーとして、あらゆる分野に参画し、個性や
能力を発揮し、かつ、責任を分かち合う男女
共同参画社会の形成のためその認識と理解
を深める。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

26 自立支援事業 企画部 企画課 H17 -

　女性（特にＤＶ被害者）の自立には様々な
困難があり、精神的・経済的・社会的に自立
していくためのサポート環境整備は重要であ
る。自立に向けての課題の解決を早期に図
ることを目的に自立支援事業を展開し、結
果、地域社会における男女共同参画の早期
実現を目指す。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

27
指定管理者選定
審査会運営事業

企画部 企画課 H19 -

　公の施設の指定管理者の選定について、
法律、企業経営、施設管理について識見を
有する委員で構成する審査会で審査すること
で、公平性、透明性をより一層確保する。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ａ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　施設利用者の増加、利用率の向上

①平成21年度は多様な参加者を想定した
魅力ある講座、イベントの開催、市民団体
企画事業の回数、財政的支援の充実を図
り、男女共同参画の推進を図るための拠点
施設としての施設の管理・運営を行う。
②未だに性別役割分担意識等が解消され
ず、男女共同参画社会が実現したとは言え
ない状況にあり、より一層の取り組みが求
められている中、男女共同参画社会を市民
との協働により実現するため、今後の事業
を拡充する必要がある。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　男女共同参画支援センター施設の管
理事業であるが、目的である男女共同
参画の推進には直接的に結びつきにく
い事業である。活動指標としてセミナー
ルームの稼働率を60%に設定されている
が、数量的な側面のみならず、質的な評
価、すなわち男女共同参画の推進に寄
与する内容のセミナールーム利用の促
進、及びイベント企画など積極的に取り
組んでいただきたい。

　市民の意識水準に合わせた講座内容の
レベルアップ、市民団体育成のための効果
的な支援

①平成21年度は、市民との協働・市民参画
によるセンター運営を推進するため登録団
体を核とした協働講座やフォーラムなどの
協働事業の充実を図る。また、他自治体等
の支援センターとの交流を図り、更に魅力
あるセンター作りに努める。
②未だに性別役割分担意識等が解消され
ず、男女共同参画社会が実現したとは言え
ない状況にあり、より一層の取り組みが求
められている中、男女共同参画社会を市民
との協働により実現するため、今後の事業
を拡充する必要がある。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　男女が平等にあらゆる分野で活動する
ための支援は重要である。
　｢学習」｢相談｣｢交流｣｢情報」の四つの
機能を統合的に位置づけ、DV（ドメス
ティック・バイオレンス）被害者への対応
とともに、自立支援対策を是非、強化し
ていただきたい。
　他自治体等の支援センターと、より一
層の交流・親睦を深め、さらに魅力ある
センター作りに努めていただきたい。

　継続的に幅広く情報を提供することで、更
に意識啓発を図る必要がある。

①平成21年度はさらに市民の関心を引くよ
うな紙面づくりを工夫するとともに、情報誌
についてＰＲしていく。
②継続的に事業を行うことが男女共同参画
社会の実現につながる。

検討・
見直
し

　相談者が利用しやすい相談事業としてい
く必要がある。また、市民ニーズに応えるべ
く、更に事業を充実していく必要がある。

①平成21年度においても相談者の増加と
相談内容の重症化・複雑化が予想されるた
め、相談員へのスーパーバイズ事業が必
要である。
②ＤＶ関連相談をはじめ相談事業に対する
市民のニーズは今度も更に高くなることが
予想されるため、事業の充実は不可欠であ
る。

検討・
見直
し

　市民向けに周知度を高め、より多くの参
加者を集めることが課題である。男女共同
参画の概念が様々な年代の市民に浸透し
意識されるよう、講座・セミナー等へ特に働
く男女や事業者の参加拡大を図る必要が
ある。

①平成21年度は講座・セミナー等により多く
の参加者が集められるよう周知の方法等を
工夫するなど努力していく。
②未だに性別役割分担意識等が解消され
ず、男女共同参画社会が実現したとは言え
ない状況にあり、より一層の取り組みが求
められる中、男女共同参画社会を市民との
協働により実現するため、今後の事業を拡
充する必要がある。

検討・
見直
し

　利用者の個人ニーズに沿った、よりきめ
細やかな市民サービスの提供をしていく必
要がある。

①平成21年度は個人レベルでの支援に実
績のあるＮＰＯの専門性や特性を活かし、
女性の自立に対する支援及び関連した事
業を一層充実させていく。
②社会において経済的又は精神的な自立
及び社会参画を求める女性に対する支援
は、より一層取り組みが求められる。

検討・
見直
し

　適正な審査会運営を維持する必要があ
る。

①新規に指定管理者制度を導入する施設
及び指定期間満了施設の指定管理者の選
定を行う。
②外部委員で構成する審査会で審査する
ことで、公平性、透明性を確保し、指定管理
者を選定していく。

現状
維持
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28
土地開発公社振
興事業

企画部 企画課 H13 -
　土地開発公社の事業の円滑な推進と経営
の健全化を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

29
行政経営審議会
運営事業

企画部
政策経
営課

H17 -
　社会経済情勢の変化に的確に対応し、
少の経費で 大の効果を挙げることのできる
行政運営を市民の視点に立って推進する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

30

行政評価事務事
業（主に外部評価
の実施に係る業
務委託）

企画部
政策経
営課

H16 -

　事業の実施主体である市の職員による内
部評価に加え、外部の第三者による評価を
行うことで、次の事項を推進する。
○評価の客観性・透明性の確保
○市民に対する評価結果のわかりやすい説
明
○行政評価制度そのものの改善・改良

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

31
予算編成及び執
行管理事務事業

企画部 財政課 - -

　予算編成に当たっては、コスト意識と都市
経営の視点に立ち、事務事業等の見直しや
徹底した経費の節減を図り、効率的、効果的
な予算の配分を行うとともに、適正な執行管
理を行うことにより、市民福祉の増進を図る。
また、市民に対し財政情報を的確かつわかり
やすく伝えることにより、財政状況の理解の
促進、受益と負担に関する意識の啓発を図
る。

高 低 低 低 (b) (d) (a) (a) (b) Ｂ

32
財政分析事務事
業

企画部 財政課 H11 -

　健全財政の推進を図るため、企業会計的
手法によるバランスシートの作成並びに決算
額を階層型に分類し、事業や施策の性格・目
的別などを明示したマトリクス型決算書を作
成公表し、市財政に対する市民の理解を深
める。

高 高 低 高 (b) (d) (b) (a) (b) Ｂ
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価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　越谷市土地開発公社補助金等交付要綱
に沿った補助金等を交付しているが、計画
より先行して借入金残高が減少している。

①越谷市土地開発公社の経営健全化計画
に基づき、適正に執行していく。
②今後も公共用地等の効果的な確保と計
画的な事業化を図りながら、計画を適正に
執行していく。

現状
維持

16 Ｂ

　計画より先行して、長期借入金残高が
減少しているものの、土地開発公社の
経営健全化計画の妥当性を委員会を通
じて継続的に検討していただきたい。

　行政改革をはじめとする種々の取組によ
る市民の視点・経営の視点に立った行政運
営の推進については、市民や議会から絶え
ず要請されているところであり、その適切な
実施に寄与するものとして、今後とも同審
議会の一層効果的な活用のあり方を検討し
ていく必要がある。

①現行の第4次行政改革が計画期間（平成
17～22年度）の後半期を迎えたことから、改
革全体の目標達成に向け、審議会からさら
に有益な意見等が得られるよう、各取組の
適切な進行管理及び推進に引き続き努め、
的確な論点の整理やわかりやすい資料の
作成等により、効率的で効果的な会議運営
を図る。
②行政改革の推進のほか今後の行財政の
あり方や都市経営上の課題等について、審
議会に付議する効果的な案件の選定に今
後とも努めるとともに、その意見等を踏まえ
た取組の実効性を高めることができるよう、
関係各課との連携・調整を行っていく。

検討・
見直
し

　外部評価の実施方法について、現状では
業務委託方式が妥当と考えるが、市民の声
をより的確に反映し得る評価制度となるよ
う、そのあり方について今後も引き続き検討
していく必要がある。なお、平成19年度から
補助金等事業についての外部評価を開始
したが、その一層の充実を図るため、事業
の括り方や補助金等評価基準との整合性
の確保等について、さらに検討する必要が
ある。

①平成20年度に実施する外部評価の業務
委託仕様書から、補助金等事業の評価方
法を明確にするなどの改善を図った。これ
らによる評価結果等を踏まえ、平成21年度
に向けた外部評価の実施方法の課題や今
後の方向性について検討する。②現行の
行政評価制度における市民の関与の状況
をわかりやすく明示していく中で、評価過程
に市民の声を取り入れることのできる仕組
みの充実を目指し、外部評価の一層適切な
あり方を継続的に検討していく。

検討・
見直
し

　予算の効率的、効果的な配分を促進する
ために、現在の配分予算制度の更なる検
討や行政評価制度との連携強化により、一
層の事務事業の見直しを行う必要がある。
また、財政状況の公表については、市民へ
の認知度を更に高めるため広報誌や年2回
発行している「越谷市のざいせい状況」を通
じ啓発に努める。

①平成20年度（平成21年度当初予算編成）
においては、引き続き配分予算制度を行う
こととし、配分対象経費や、配分方法などに
ついて、先進的な取り組みを行っている団
体の事例を参考に調査研究に努め、弾力
的、機動的、効率的な財政運営制度の充
実を図る。また、引き続き行政評価制度と
の連携強化を図りながら補助金の見直しを
はじめ予算編成等に生かせるよう政策経営
課と協議する。
②財政状況の公表については、公表方法、
説明内容の調査、検討を行う。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　市民向けの資料「越谷市の財政事情」
は、市の財政状況を家計簿にたとえるな
どの工夫があり分かりやすい。
　予算編成にあたっては、配分予算方式
に加え、インセンティブの考え方などをぜ
ひ導入し、その効果を評価し更なる適正
化を進めていただきたい。さらに、事業
評価制度をより活用し、各事業の評価を
活かしたものにすることを期待する。

　バランスシートは、総務省の指導の下、近
年多くの自治体において作成されており、
徐々に市民の理解は深まっているものと考
えるが、今後、内容表示や公表方法の工夫
により、さらに市民の認知度を高め、財政
状況の共有を図り、理解と協力を得る必要
がある。

①新たな公会計制度導入の取り組みによっ
て、全ての自治体は平成21年度決算より
「基準モデル」または「総務省改訂モデル」
により4つの財務諸表の公表が求められて
いる。これに伴い、平成20年度より「総務省
改訂モデル」での作成を行い、 終的には
「基準モデル」での財政諸表作成を念頭に、
財務会計システム等の改修に平成20年度
に着手する。
②今後の作成、公表予定･･･19年度決算
(H20)→公表・現行総務省、試作・改訂モデ
ル、20年度決算(H21)→公表・改訂モデル。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　全庁バランスシート、マトリクス型決算
書等基礎情報は出力されているが、各
事業別経営改善に資する情報に至って
おらず、今後の有効活用が望まれる。
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33
財政調整基金事
業

企画部 財政課 - -

　災害復旧、り災救助及び地方債の繰上償
還、財源の不足が生じたときの財源に充てる
ものである。あわせて、繰越金など財源が捻
出できた場合、基金への積立を行い財源不
足に対応する。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

34
総合行政情報化
推進事業

企画部
情報統
計課

H13 -

　アクションプランに基づき、内部事務とりわ
け人事給与・庶務事務システムの導入を促
進することにより内部コストを削減し、効率的
な人員配置による行政経営の改善を図る。ま
た、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）の利活
用を図り、電子申請等の市町村共同事業を
推進し行政全体の情報化を進める。

高 高 高 低 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

35 電算運用事業 企画部
情報統
計課

S42 -

　市民サービスの充実を図るため、マルチア
クセス環境を実現し、ワンストップ・ノンストッ
プサービスの充実を図る。また、事務の効率
化を推進するため、電算化を進める。

高 低 低 低 (b) (b) (a) (a) (b) Ｂ

36
庁内ＬＡＮ運用事
業

企画部
情報統
計課

H10 -

　庁内に保有する様々な情報を体系的に蓄
積・管理し、各部門の職員が情報共有・交流
できる情報通信基盤として、さらには、市民
サービスの向上や電子自治体の実現に向け
た共通基盤として、庁内情報通信の高機能
化と高度利用を推進する。また、行政事務の
簡素化・効率化を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

37
指定統計調査事
業

企画部
情報統
計課

- -

　法定受託事務として実施している事業であ
ることから、各種統計調査の目的に合わせた
調査対象客体の把握と確実な調査票の取
集、審査を実施し、正確な統計情報が提供で
きるように進める。

高 高 高 低 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

38
公有財産管理事
業

企画部
財産管
理課

H15 -
・　普通財産の行政利用の促進と貸付け、売
却並びに適正管理
・　公有財産の登記、登録

高 高 高 低 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

39 人権推進事業 企画部
人権推
進課

S51 -

　同和問題を人権問題の重要課題に位置付
け、あらゆる人権問題の解決に向けて、関係
機関（団体等）との連携のもと、人権が尊重さ
れる差別のない明るい地域社会を目指す。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　健全財政の推進を図るため、予期しない
収入の減少や不時の支出等に備え、一定
額の基金残高を維持する必要がある。

①全庁的に経費削減を図り、歳出を抑制す
るとともに、使用料等をはじめとする歳入の
確保に努め、基金の取崩しを抑制する。ま
た、繰越金において、可能な限り積み立て
を行う。
②三位一体の改革などに伴い、税源移譲
が行われ市税収入は増加しているものの
地方交付税の交付税額が抑制され、歳入
総額は減少する結果となっている。これら
国の政策等による影響に大きく左右され、
その結果財政運営に影響が生じる場合が
増大している。このような状況の中、不測の
事態に備え、健全財政の堅持のため一定
額の基金を確保する。

検討・
見直
し

　人給・庶務事務導入支援、LGWAN運用、
情報化研修、電子申請システム運用など、
先行投資ないしは基盤整備的な性質のも
のであり、即時に成果が現れるものではな
いため、具体的な成果を示すことは困難で
ある。

①市民ニーズに根ざした情報化施策の展
開によるサービス向上を目指し、平成21年
度からの新アクションプランを策定する。
②電子申請の普及促進など、電子自治体
の整備を目指す。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　アクションプランに基づき、順調に事業
を推進している。
　今後はＩＴ投資評価のフレーム策定を
おこない、ＩＴ投資効果の住民への情報
提供を一層進めることも重要である。
　４０施策の検討・開発に着手とのことで
あるが、大規模開発になるものと思われ
るので、進行管理に意を配り、電子自治
体の着実な実現を期待したい。

　事業の一部について外部へ委託するこ
と。ネットワークを一元化し職員がワンストッ
プで作業を行えることにより住民サービスを
向上させること。

①情報システムについて、同時に多くの者
が使用可能な環境を形成し、システムの安
定運用を図る。
②事業のアウトソーシングの可能性につい
て検討し、また、ネットワークの一元化につ
いても調査を行い事務処理の効率化を図
る。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　ワンストップ・ノンストップサービスの充
実を図るなど、市民サービス向上に向け
た姿勢が充分にうかがわれる。今後も継
続して、事業費の削減努力をすることは
重要である。
　将来的には、国の共通基盤整備状況
を見つつも、他自治体との共同利用やＡ
ＳＰ（アプリケーション・サービス・プロバ
イダー：組織内に業務ソフトを持たずに
インターネットを介してソフトを時間借りし
て使用するサービス）の導入も視野に入
れて、さらなる業務改革を推進に期待す
る。

　安定性の確保と調達コスト抑制の両立

①調達手法の改善により一定のコスト縮減
は図られているが、よりいっそうの調達コス
ト削減に努める。
②業務系ネットワークとの統合を見据えた
調査検討を行っていく。

検討・
見直
し

　価値観の多様化、プライバシー意識の高
揚などにより統計調査の環境は年々悪化し
ており、調査への協力が得られにくく、正確
な統計が確保できなくなっていることから、
実態に即した統計調査の見直しが必要で
ある。

①プライバシーへの配慮、統計調査の重要
性を理解していただくよう調査方法の改善
を図っていく。
②実施母体である国、県に対して、調査方
法や調査項目の見直しを検討していただく
よう要望していく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　法定受託事務として、市でコントロール
できる領域に限りがある。長期的視野で
統計調査事業のあり方や進め方につい
て広く意見を取り入れ、改善していく必
要がある。

　未利用地の売却促進や財産（普通財産）
管理の徹底

①貸付賃料の見直し
②公有財産台帳の再編

検討・
見直
し

18 Ｂ

　未利用の普通財産等の売却を進め、
公有財産効率を高めるべきである。ま
た、公有財産の維持管理に関し、今後も
引き続き業務効率の向上を図っていく必
要がある。

　事業内容のマンネリ化や参加者の固定化
等の課題があるが、創意工夫を凝らし、改
善していきたい。

①② 新の教材を積極的に導入し、研修
会、講演会等を実施する。また、新規参加
者及び新規開催場所の検討等積極的に人
権教育・人権啓発を推進し、国民に保障さ
れた基本的人権の擁護に努める。

検討・
見直
し
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40 人権擁護事業 企画部
人権推
進課

S37 -

　市民の人権問題に対し、相談を受け、適正
な回答・アドバイスを与える。人権擁護委員
法の規定に基づいて法務大臣の委嘱を受け
た人権擁護委員による人権相談を実施し、特
に人権侵犯事件については、調査及び情報
収集を行い法務大臣への報告・関係機関へ
の勧告等適切な処置をし救済を図る。さら
に、啓発活動（市民まつり、人権の花運動等）
を通して基本的人権の擁護及び自由人権思
想の普及高揚を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

41 法制・訟務事業 総務部
文書法
規課

- -

　行政法を中心とした法律問題にかかる顧問
弁護士相談とその他の法律問題にかかる法
律相談を行うとともに訴訟における代理人を
依頼し、個別業務を支援する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

42 法令等管理事業 総務部
文書法
規課

- -

　条例等例規の検索、改正事務を効率的か
つ正確に行うため、台本形式（紙ベース）の
例規集の電子情報化を図るとともに、市民
サービスの向上及び良質な情報の提供を実
現する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

43 公文書管理事業 総務部
文書法
規課

H3 -

　ファイリングシステムの活用等により文書を
適正かつ効率的に管理し、事務能率の向
上、文書の共有化の推進、情報公開への積
極的な対応等を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

44
情報公開・個人情
報保護制度事業

総務部
文書法
規課

H11 -

　情報公開制度及び個人情報保護制度の適
正かつ円滑な運営を図るとともに、両制度を
一層充実させる。また、公開請求に対する決
定や開示・訂正等の請求に対する決定に係
る不服申立てについて、公平な審査（権利救
済）を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

45
人事管理事業（昇
任試験委託）

総務部
人事研
修課

S58 -

　管理職への昇任について、受験成績、勤務
成績その他の能力の実証に基づいて、職へ
の適合性を公正に審査し、管理職にふさわし
い人材を任用する。

低 高 高 高 (b) (a) (d) (d) (b) Ｂ
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11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　人権侵犯事件は年々増加傾向にあり、そ
のたびごとに「人権尊重」が叫ばれているた
め、相談日の拡充等一層の人権啓発事業
の充実が求められている。

①平成20年度から人権相談所の開設を毎
月2回に拡充。その他地区センター、出張所
等での人権相談も検討していく。
②市民まつり、市内幼稚園での映画会及び
座談会等の啓発活動に対して、より円滑な
事業運営が図れるよう創意工夫する。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　11名の人権擁護委員の活動を支援す
る事業である。平成20年度より相談回数
を増やすなどの努力をされていることは
評価に値する。
　市職員と人権擁護委員との全体協議
会を更に積極活用され、人権擁護委員
の知見を市職員が活用できる工夫をし
ていただきたい。

　法制・訟務事務に関する職員の意識

法制・訟務に関する研修による知識の習
得、意識の向上
①直面する課題に対応した研修の実施
②研修の継続的な実施による職員意識の
向上

現状
維持

　職員、市民等に対する情報ツールとして
の利便性の確保

現状
維持

18 Ｂ

<例規データベースシステム事業>
　例規をデータベース化し、検索能力を
向上させ、職員・市民への利便性を高め
ることは、これからますます重要になっ
てくる。今後は100冊の例規集印刷物の
減冊を含め適正なシステムの運用及び
強化に努めてもらいたい。

　文書の整理及び保存の手法であるファイ
リングシステムの適正な運用を維持していく
こと。また、今後予定されている文書管理シ
ステムの導入による文書事務の電子化に
対応した文書管理が必要となること。

①文書管理システムの整備に向けた具体
的な検討を行う。また、システムの導入に合
わせた文書事務の見直しを行う。
②文書事務の電子化に適切に対応した文
書管理全体の仕組みを再構築する。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　文書を適正に管理することは重要であ
る。保管する一方で、文書廃棄ルールを
定め不要な文書を廃棄また保存対象と
しないルールを徹底することが重要と考
える。
　電子ファイリングシステムに移行しても
文書管理ルールの重要性は同様であ
り、管理ルールを全庁で徹底するしくみ
作りが求められる。
　文書のファイリングシステムの維持管
理については、各部署での文書管理体
制をさらに徹底するなどして、正規職員
2.38人/年の工数を削減する努力を望
む。

　審査会は、情報公開制度及び個人情報
保護制度に係る行政処分に対する救済機
関であり、また、審議会は、両制度の適正
かつ円滑な運営を確保するためのチェック
機関であるが、これまでの運営状況等に照
らし、妥当性、効率性、有効性、貢献度等
の観点から総合的に判断して、課題はない
ものと思われる。

①②審査会と審議会は、情報公開制度及
び個人情報保護制度の運営を監視する役
割を担ううえで必要不可欠な第三者機関で
あり、単純に開催回数の増減で費用対効果
等を測定することは困難である。したがっ
て、特に課題も見当たらないことから、当面
現状を維持するものとする。

現状
維持

20 Ａ

　情報公開制度及び個人情報保護制度
の適正かつ円滑な運営を図るために、
当該事業は不可欠である。事業費に妥
当性があり、審議会委員の改選も適切
に実施されている。正規職員の一層の
業務効率化を図るべく努力を今後も継
続していただきたい。

　高度化・多様化する行政課題に対応する
ため、これまで以上に効率的な組織運営が
求められており、職制や昇任の今後のあり
方について検討が必要である。

①教養試験の問題作成及び採点について
は、事務の効率化及び公正性の確保の観
点から、引き続き委託を行っていく。
②昇任のあり方については、人事管理制度
全般にわたる検討見直しの中で、今後検討
していく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　試験問題の作成等一部業務の外部委
託は、効率化及びコストの観点からも適
切である。課題は“良い人材”の育成で
あり、市の発展にとって も有効な管理
者を先見性を持って任用・育成するため
の努力をなお一層お願いしたい。また、
試験内容の見直しと、任用後の追跡評
価等の結果を試験制度にフィードバック
することを望む。
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46
職員採用事業（採
用試験委託）

総務部
人事研
修課

- -
　市職員の採用にあたって、職務遂行能力を
公正公平に判断し、市民の負託に応える有
為の人材を確保する。

高 高 高 高 (b) (a) (b) (b) (b) Ａ

47 職員表彰事業 総務部
人事研
修課

- -
　永年勤続の職員に対し、多年の勤続の労を
ねぎらうことにより、士気を高め公務の能率を
向上させる。

低 高 高 低 (b) (c) (d) (d) (b) Ｂ

48 健康管理事業 総務部
人事研
修課

- -
　疾病の早期発見、職員の健康管理への主
体的な取組を推進し、職員の健康増進を図
る。

高 高 高 高 (b) (a) (b) (b) (b) Ｂ

49
労働安全衛生事
業

総務部
人事研
修課

- -

　管理･監督職員及び職員の労働安全衛生
への意識の高揚を図り、公務災害の発生を
未然に防止する。また、発生した公務災害に
対して、再発防止の策を講じるとともに、職員
への補償等を行う。

高 高 高 高 (b) (a) (b) (b) (b) Ｂ

50
職員福利厚生事
業

総務部
人事研
修課

- -

①　地方公務員法42条に基づく福利厚生事
業として、職員の健康保持・増進や元気回復
を図り、職務能率の向上を目指す。
②　良質な市民サービスの提供と効率的な
公務の執行、職員の服務規律の確保を図る
観点から、職員に制服を着用させる（事務服
は平成19年度をもって廃止）。

高 高 高 高 (b) (a) (b) (b) (b) Ｂ

51 階層別研修事業 総務部
人事研
修課

- -
　新採用職員から管理職員まで、各階層に必
要な基本的知識や課題対応能力等の修得を
図る。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

①職員採用事業については、有為の人材
確保に向けて、毎年、募集方法や試験方法
を見直し、その充実を図ってきたところであ
る。委託業務に関しても、採用事業全体の
中で、市の独自性と外部機関の専門性との
バランスをとりながら、効果的活用を図る。
②高度化する行政課題に的確に対応する
ために、求められる人材とその確保の方法
について検討していく。

現状
維持

19 Ｂ

　第１次試験を委託化しコスト低減され
ていることは評価できる。また、第2次試
験以降において、市全体の人材ニーズ、
長期的な育成計画の視点から見た新規
採用への要望を取り入れ、対応されてい
ることも評価できる。
　第１次試験業者に対し、市としての要
望を伝える場をさらに活用する必要があ
る。また、総合成績のみでなく、科目別
の成績を開示するよう求めていくことを
望む。

　従来行っていた銀盃の贈呈は、平成16年
度から廃止しており、現在は表彰状の授与
と記念写真等のみとして 小限の経費で実
施しているが、今後さらに職員の士気高揚
に資する効果的な制度を検討していくことも
必要である。

①引き続き経費の抑制に努めながら、事業
を実施していく。
②今後さらに職員の士気高揚に資する効
果的な制度を検討していく。
　第4次行政改革大綱実施計画（集中改革
プラン）に基づいて、平成22年度を目途とし
た人事管理制度全般にわたる検討及び見
直しを進めているところであり、特に現在検
討中の人事評価制度において、職員や組
織の活性化に有効な制度の構築を図り、現
行の表彰制度を見直していく。

検討・
見直
し

19 Ｃ

　表彰制度の運用が長年継続しており、
永年勤続表彰に偏した運用となっている
ように見受けられる。
　表彰制度の本来の意味に立ち返り、ひ
とりの職員を表彰することにより多くの職
員が活性化する、組織活性化のための
制度としての運用の再検討を望む。

　受診率を100パーセントに近づけていくた
めに、未受診者に対する指導を徹底する必
要がある。また、人間ドック受診者を含め、
受診結果に対する事後指導やメタボリック
症候群対策、メンタルヘルス対策につい
て、今後さらなる充実を図る必要がある。

①②うつ病等の精神性疾患への早期対応
と未然防止を図るため、平成20年度より2ヵ
年計画で、全職員を対象とした「メンタルヘ
ルス診断事業」を実施する。また、平成20
年度から専門職（看護師）の職員を1名増員
し、保健スタッフ2名体制による職員の健康
管理事業の充実を図る。②今後も、職員の
疾病等の早期発見をはじめ、心身の健康
維持、増進に努めていく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　職員の受診率100％達成及び、事後の
フォローを徹底し、職員の予防医療を高
める必要がある。また、メンタルヘルス
へのきめ細かな対応が求められる。

　職場の労働安全衛生向上には、日常の
安全点検や意識啓発など継続的な取組が
必要である。

①採用時・異動時の安全衛生教育の徹底
や定期的な労働安全研修の実施、各事業
所における安全衛生委員会の充実を図りな
がら、公務災害の減少に取り組む。
②事業主の立場として、職員の安全を確保
し、快適な職場環境の形成を図ることは重
要であり、今後も引き続き災害の未然防止
に努める。

検討・
見直
し

　当該事業については、職員が心身ともに
健康で働くために必要であるが、社会情勢
等の変化を踏まえた適時の見直しが必要。

①職員が心身ともに健康で働くために当該
事業は必要であるが、社会情勢等の変化
を踏まえ、適時の見直しが必要である。平
成19年度は、被服貸与のうち事務服の廃
止を決定。20年度から貸与廃止による経費
削減が図られる。併せて、市民サービス向
上の観点から、大きくわかりやすい名札の
着用を開始する。
②引き続き、事業効果と効率性に配慮しつ
つ、職員の心身の健康を維持し公務能力
の向上を図る観点から、必要 小限の範囲
で当該事業を実施していく。

検討・
見直
し

17 Ｃ

<職員被服貸与事業>
　クールビズが普及してきている社会的
傾向を考慮すれば、制服が規律を維持
するという意識は薄れている。制服着用
を義務付けている規定を見直し、必要な
部署の必要な担当者のみに制服を貸与
するよう再検討することを望む。
　市民サービスの維持の点については、
名札の着用や腕章の利用などの代替手
段によるサービスレベルの維持を検討
し、経費の大幅削減を望む。

　職員の大量退職を迎えるにあたり、組織
の中核を担う人材の育成が急務であること
から、特に監督職層の研修について、質の
向上が必要である。

①各階層の職員の現状と課題を踏まえ、求
められる能力養成に向け、効果的な研修を
実施していく。
②行政課題の高度化に伴い、職員に求め
られる能力も高度化・専門化している一方、
職員の任用及び勤務形態は多様化する傾
向にある。そのことを踏まえ、長期的な人材
育成システムの一環である階層別研修の
あり方を検討していく必要がある。

検討・
見直
し

18 Ｂ

<職員研修事業>
（事業番号：52、53、54、55を含む）
　今後、職員の専門性向上や意識改革
を図るために、職員研修は重要である。
人事管理制度と連動させた研修制度を
早急に確立させる必要がある。また、活
動結果及び成果に関し適切な指標を設
定し、研修の成果を直接的に把握できる
ものにする必要がある。
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52 専門研修事業 総務部
人事研
修課

- -

　時代の変化や複雑高度化する住民ニーズ
に対応するため、地方自治法や行政法、民
法などの法令関係をはじめ、法務能力や政
策形成能力など高度な専門知識・技能の習
得を図る。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

53 特別研修事業 総務部
人事研
修課

- -

　多様化・高度化する市民ニーズに的確に対
応できる能力を開発するとともに、新たな行
政課題に対応するための知識や実務に即し
た技能の習得を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

54 派遣研修事業 総務部
人事研
修課

- -

　国や県をはじめ、彩の国さいたま人づくり広
域連合、公的研修機関、民間研修機関に職
員を派遣し、新たな制度に関する知識や各業
務に関するより高度な専門的知識・技能の習
得を図る。

高 高 高 高 (b) (a) (b) (b) (b) Ｂ

55
自己啓発研修事
業

総務部
人事研
修課

- -

　通信教育や自主研究グループ活動など、自
己啓発にかかる費用を助成し、職務に関連
する資格・知識の習得を促すとともに、能力
向上の意欲を高め、能力開発を奨励する組
織風土を醸成する。

高 高 高 高 (b) (a) (b) (b) (b) Ｂ

56
電子入札システム
事業

総務部 契約課 H15 -

・　入札手続事務等の透明化、効率化を図
る。
・　入札参加業者の利便性、競争性等の向上
を図る。（時間・事務経費等の軽減⇒建設コ
ストの縮減が期待できる。）

高 高 高 低 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

57
公文書管理事業
(総務管理課分)

総務部
総務管
理課

- -

　庁内各課の郵便物を取りまとめ発送する事
務及び年間16回発行している「広報こしが
や」を始めとする市の各種お知らせを自治会
等へ配送する事務の効率化と節減を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

58 印刷管理事業 総務部
総務管
理課

- -

　庁内の複写機や軽印刷機の管理事務及び
大量の印刷物や製本が必要な印刷物に対す
る浄書印刷事務の効率化と経費の節減を図
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　複雑高度化する行政課題に対応するた
め、職員の高度な法務能力や政策形成能
力などの向上が必要となっており、その能
力の向上が効果的に行える研修内容を適
時検討する必要がある。

①研修の効果測定の手法を検討し、職員
の能力向上につながる効果的な研修の充
実を図る。
②高度化する行政課題を踏まえ、職員に求
められる専門知識・技能に対応するよう、研
修課目を適宜見直し、効果的な専門研修を
体系的に展開していく。

検討・
見直
し

<職員研修事業>
（事業番号：51参照)

　新たな行政課題に対応するため、実務知
識・技能の習得の必要性はますます高まっ
ており、更なる内容の充実が必要。

①行政課題及びメンタルヘルスについて認
識の強化や安全講習等の充実を図る。
②全庁横断的な課題に関わる行政課題及
び新たな行政課題について、関わる部課所
等と連携し、研修を実施することにより、職
員の知識の習得及び能力の向上を図る。、

検討・
見直
し

<職員研修事業>
（事業番号：51参照)

　新たな制度に対する知識や業務に対する
高度な専門的知識・技能の習得を図るた
め、今後とも積極的に外部の研修機関等の
資源を活用していく必要がある。

①当初予算編成時に、各課の派遣要望を
調査し、計画的効果的な派遣研修の実施を
図る。
②専門的知識・技能の習得について、存課
年数に対応した派遣研修を実施するなど、
職務経験と連携した効果的な研修体系を整
備する。

検討・
見直
し

<職員研修事業>
（事業番号：51参照)

　受講者の拡大及び自己研修についての
助成制度の周知の必要がある。

①人事研修課において指定した通信教育
以外の自己研修の助成について積極的に
ＰＲし、自主的な学習活動を促進する。②集
合研修や派遣研修、ＯＪＴ（職場内研修）等
も含めた総合的な研修体系の見直しを行う
中で、自己啓発研修の役割と効果的な実
施方法を検討していく。

検討・
見直
し

<職員研修事業>
（事業番号：51参照)

　本システムは、埼玉県と県内参加自治体
が開発・運営を行っているが、電子認証の
システム変更により、不具合が生じる等、シ
ステムとして未成熟な部分があるため、引
き続き、改善要望等を行い、円滑な運用に
努めていく。

①②引き続き、県主催の会議、打ち合わせ
に積極的に参加し、実務面から出る課題等
に対する意見、提案を行うとともに、参加自
治体との情報交換を図り、電子入札共同シ
ステムの円滑な運用に努めていく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　電子入札による事業者への利便性の
向上、自治体入札業務の効率性向上は
喫緊の課題であり、当該事業の優位性
は認められる。本事業は、埼玉県と県内
自治体が共同で開発・運営している事業
であるが、早急に改善効果を得るべく、
業者登録審査等の連携強化を図りなが
ら運用・体制・制度を充実させる必要が
ある。

　他課からの郵便物などの集配について、
他課からの時間内提出等の協力を求める
ことが必要。

①平成21年度に向けても、郵便料金の割
引制度等を利用しコスト削減に努める。
②郵政民営化に伴い、 新の郵便業界の
情報や制度変更等に注視し、コスト削減に
努め、さらに郵便物の提出等について協力
を求めていく。

検討・
見直
し

　浄書印刷枚数は増加しており、常にコスト
ダウンを考えつつ業務を行うことが必要で
ある。

①本年度は庁内29台の複写機の入れ替え
を行う。導入にあたっては 小の経費で
大の効果を念頭に置き、さらに、本市の利
用形態に 適な機種を導入する。
②電子印刷機やデジタル印刷機の稼動率
をあげ、印刷物のさらなる内製化に努め、
複写機のみならず浄書印刷業務全体の効
率化を行う。

検討・
見直
し

18 Ｃ

　庁内で効率的に印刷事務を行う内製
化の必要性は認められる。今後さらに業
務を拡大していく中で、職員の配置につ
いて臨時職員や嘱託職員を活用する余
地がある。また、業務が年間を通じて平
準的かつ計画的に実施できるように、運
用制度を再検討する必要がある。
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59 庁舎管理事業 総務部
総務管
理課

S44 -
　市民の安全と利便性の確保及び行政サー
ビスの向上を図るため、庁舎内の環境整備
を進め、効率的な庁舎の保守管理を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

60 庁舎整備事業 総務部
総務管
理課

H12 -

　市民が利用しやすい庁舎を目指し、各施設
の改修工事を実施し、安全性と利便性の向
上を図る。また、施設の老朽化に伴い、各種
設備機器等に不具合が生じていることから、
改修や交換修繕を行い、良好な庁舎環境の
維持に努める。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

61
庁用備品管理事
業

総務部
総務管
理課

S33 -
　庁用備品の取得に伴う備品登録事務、不
要備品の所属換え及び備品の廃棄に伴う不
要決定事務を行い、適正な維持管理を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

62 庁用車管理事業 総務部
総務管
理課

H20 H22

　公用車及びバスの適切な運行管理を行い、
庁用車の有効利用を図る。また、安全運転管
理者協会に係る業務及び自動車等運転職員
の指定業務により安全運転の意識高揚を図
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

63
優秀建設工事表
彰事業

総務部
工事検
査課

H11 -

　この事業は、市が発注した建設工事を優秀
な成績で完成した現場代理人・請負業者に
対し表彰を行うことにより、建設技術の向上
及び請負者の施工意欲の向上を図るととも
に、公共工事の品質確保の促進に寄与する
ものである。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

64 税証明事務事業
市民税
務部

市民税
課

- -

　個人住民税の納税者に市・県民税の所得
並びに控除等に関する課税又は非課税証明
書、納税の状況等に関する個人・法人市民
税の納税証明書の発行を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　人件費等コスト削減の余地がある。
①②庁舎の良好な環境維持に努め、併せ
て業務見直しや省エネ対策を講じ経費節減
を図る。

検討・
見直
し

16 Ｃ

　市民が利用しやすく、職員が働きやす
い環境整備は強く望まれるものの、業務
内容は庁舎管理業務・電話交換業務・
守衛業務等多岐にわたっており、事業全
体の効率性向上を図ることが求められ
ている。特に、守衛業務の一部に含まれ
る公権力執行業務（申請受理等）を除
き、正規職員人件費（１５．７５人・年＝約
１．３億円）の削減検討を図り効率性の
向上をめざす必要がある。
　業務の標準化等に努め、アウトソース
活用によるコスト削減とサービスレベル
の維持・向上を図っていただきたい。

①②本庁舎が築39年を経過しているため、
計画的な施設・設備の整備を進め、安全確
保と良好な執務環境の向上を図る。

現状
維持

20 Ｂ

　本庁舎の老朽化に伴い、修繕や改修
工事のコストが増加している現状となっ
ている。修繕工事においては、単に業者
に発注するだけでなく、職員で対応でき
る点は職員が対応しており、経費削減努
力は評価できる。
　本庁舎は、平成13年度の耐震診断で
耐震性に問題があるとされており、大い
に懸念される。政策会議で他の市有施
設の耐震化と合わせ、総合的に耐震改
修促進計画をたてているとのことで、緊
急性と重要性の観点から総合的に耐震
改修を進めていただくことを強く要望す
る。

　業務処理の適正及び簡素化を図る必要
がある。

①②平成20年度中に情報統計課が管理シ
ステムを構築することにより、平成21年度以
降は各々の処理の迅速化・簡素化が図れ
る。

検討・
見直
し

<庁舎管理事業>
（事業番号：59参照)

①②平成20年度中に、各課車両の稼働率
を調査し、21年度に向け見直しを図る。中
型バス2台目を廃車し、経費節源を図る。

現状
維持

17 Ｃ

　各課で管理している庁用車の一部につ
いても管財課で一括管理し、管理対象を
拡げることにより共有化による有効活用
を進め、庁用車全体の稼働率を向上さ
せる必要がある。庁用車については、
リースの採用も視野に入れ、維持費の
低減化の検討をお願いする。

　表彰と不可分である工事成績評定につい
ては、入札契約適正化法及び品確法に基
づき、平成20年度より成績評定の標準化を
図り実施している。　優秀工事の表彰は、国
等の総合評価方式において、評価項目の
一つとして位置付けされており、今後は市
町村でも当該方式の導入が予定されること
から、本事業の必要性は高い。　表彰の客
観性、公平性の観点から新しい成績評定を
注意深く運用する必要がある。

①今後予定される市町村における総合評
価方式の導入に対応するため、必要な調
査研究を進めていく。
②現時点では不確定事項ではあるが、総
合評価方式が導入されることになれば、そ
の評価結果は、業者の経営に大きな影響を
与えることから、請負業者への通知点数に
対する説明請求に対応する必要がある。平
成20年度より工事成績評定審査委員会を
設置したが、今後さらに透明性・客観性の
観点から第三者機関の設置に関し必要性
を検討する。

検討・
見直
し

17 Ｄ

　表彰制度による、市発注建設工事の
品質向上の有効性が確認できない。品
質レベルは発注条件で明示すべきであ
り、その検査も仕様に基づいて行うべき
であると考える。検査基準を明確にし、
また検査結果を公開するなど、市場競
争原理に基づいて発注工事の品質向上
を目指すべきである。

　窓口対応ピーク時の証明書交付時間の
短縮

①②電子申請活用及び自動交付機による
交付（平成19年8月より稼動）の周知

検討・
見直
し

17 Ｂ

　証明書交付の窓口対応ピークを平準
化することがコスト削減につながる。証
明書交付要求をインターネット等の活用
により事前受付し、バッチ処理によりあ
らかじめ出力した証明書を交付するなど
の方法により、ピーク時のリアルタイム
サービスの負荷軽減を検討することを要
望する。
　事務処理方法の確立している定例的
な処理は極力機械化し、窓口での対応
は市民相談対応にシフトする検討を望
む。

20/158



21/158

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

(4)
妥
当
×
有
効

8.個別評価結果 9.クロス分析結果

(4)
貢
献
度

(3)
有
効
性

(5)
事
業
×
直
接

(3)
妥
当
×
効
率

(2)
同
×
廃・
縮

(1)
受
益
×
負
担

(2)
効
率
性

(1)
妥
当
性

1.
番
号

2.事業名 3.部名 4.課名

5.
事
業
開
始
年
度

6.
事
業
終
期
年
度

7.事業内容と意図

65
市民税課税事務
事業

市民税
務部

市民税
課

- -

　個人の前年の所得等に対して課税する個
人住民税及び法人の規模などに応じた均等
割と法人税額を基礎とした法人税割により課
税される法人市民税について、課税対象者
の正確な把握に努め、適正に課税する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

66
軽自動車税課税
事務事業

市民税
務部

市民税
課

- -

　軽自動車税は、４月１日の賦課期日に、軽
四輪自動車、原動機付自転車等を所有して
いる方に課税することとなっており、年を通し
て発生する、所有者の変更、新規登録、廃車
等の手続きを通じ、適正な課税を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

67
諸税課税事務事
業

市民税
務部

市民税
課

- -

　たばこ製造業者、卸売販売業者等が市内
の小売販売業者にたばこを売り渡したときに
かかる市たばこ税及び一定規模以上の事務
所、事業所の事業活動に対してかかる事業
所税の課税客体を正確に把握し、適正に課
税する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

68
地理情報システム
委託事業

市民税
務部

資産税
課

H9 -

固定資産税の賦課期日である1月1日現在に
おける土地及び家屋の状況を的確に把握す
るため、土地の分筆、合筆による地番図デー
タ及び家屋の新築、増築、滅失による家屋図
データの修正編集を行う。また、航空写真を
撮影し画像データとしてシステムに取込み、
画面上で、地番図、家屋図、航空写真等を重
ね合わせて表示し、賦課期日における土地
及び家屋の利用状況や過去と現在の経年変
化の状況を把握して、公平で適正な課税を行
う。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

69
土地評価システム
委託事業

市民税
務部

資産税
課

H9 -

　平成21年度評価替えにて約28万筆の土地
を効率的に評価するための準備として、用途
地区・状況類似地区・標準宅地及び路線価
付設路線の設定・更新等を行う。鑑定評価等
を解析し土地の価格形成要因を把握し、地域
性に即した路線価格差である土地価格比準
表を作成する。公開用路線価図及び路線価
台帳を作成し住民の閲覧請求に対応する。
固定資産税路線価等開示情報の集約化事
業に対応するため各種データ作成を行う。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

70
土地鑑定評価委
託事業

市民税
務部

資産税
課

H4 -

　平成21年度固定資産評価替えに向け、平
成21年基準年度標準宅地597箇所につき、価
格調査基準日である平成20年1月1日におけ
る評価額を、不動産鑑定士に委託し適正に
把握する。　また、平成20年度の課税にあた
り標準宅地593箇所につき、平成17年1月1日
から平成19年7月1日までの2年半の地価下
落率を不動産鑑定士に委託して把握し、課税
標準額の算出基礎となる土地の評価額を適
正に定める。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

71
市税等徴収事務
事業

市民税
務部

納税課 - -

　歳入の根幹をなす市税（市県民税、固定資
産税、軽自動車税等）の収納を管理する。ま
た、納期限内に納付されない方への督促、催
告による納税の勧奨と、滞納者に対する財産
差し押さえ等の適正な滞納処分を執行するこ
とにより、税負担の公平性、公正性を確保す
るとともに、安定した自主財源の確保を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ
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事業内容は適切である
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課題が多く事業の大幅な見直しが必要
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↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

現状
維持

20 Ｂ

　市民税の課税事務自体に特に問題は
なく適正な課税が行われているとのこと
であるが、限られた期間に極めて大量の
事務処理が集中する作業上の課題、ま
た事務改善の視点で、更なるコスト削減
に取り組んでいただきたい。
　今後、ネットワーク社会の実現により国
税等からの磁気媒体の入手など、一層
の効率化、改善を目指して研究を進めて
いただきたい。

現状
維持

現状
維持

　関連する部署との連携を継続するととも
に、道路台帳管理システムや都市計画支
援システム、農業地図情報システムとの地
番図及び家屋図情報等の共有を一層推進
し、地理情報の統合化への整備・推進が図
れるよう、効率的なシステムの運用を図って
いく必要がある。

①今後も継続してデータの更新を行うととも
に、よりローコストで精度の高いシステムの
構築を目指す。
②地理に関する同様な情報を必要としてい
る他の部署との情報共有を進め、データの
全庁的な共有を図り、システム全体のコスト
ダウンを図る取り組みを行う。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　地理に関連する情報は、市政運営の
基礎をなす情報であり、さまざまな部署
で利用されている。市民課の住居表示
事務事業、建設総務課の道路台帳整備
事業、都市計画課の地図印刷事業、治
水課の浸水対策水路調査事業など、同
様の情報を必要としている他の部署との
情報共有を積極的に検討することを望
む。地理情報の全庁的な共有を図ること
により、全体でのコストダウンを検討いた
だきたい。

　公平かつ適正な土地評価を実施するた
め、常に事業内容を検証し、経費の節減を
図りながら事業の成果の向上に努める必
要がある。

①平成21年度評価替えに向けた継続性の
高い業務であるため、委託経費の合理性を
追求し今後も事業を実施する。
②適正な価格体系を維持しながら、常に土
地の価格形成要因を把握し、地価の変動を
固定資産評価に十分反映できるようシステ
ムの事業内容の検証を継続して行い、制度
の高いシステムの構築を図る。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　競争入札の採用等、対応出来る分野
から分離発注しているのは評価できる
が、委託費用が例年あまり変わらないと
いうのは、市民の理解が得られにくいと
思われるので、一層委託経費の合理性
追求を続けていただきたい。委託納品物
の検収ルールを研究し、「土地評価シス
テム」自体を評価するとともに、随意契
約のマンネリ化を打破し、精度アップに
努めていただきたい。

①平成21年度の評価替えにおいても市街
化調整区域内の雑種地等につき、不動産
鑑定価格等を活用して宅地との価格差を求
め、適正な評価を行う。更地の旧既存宅地
につき、不動産鑑定士の知識と技術を活用
して現況宅地との価格差を調査し、補正の
必要性の有無を精査する。
②公平で適正な評価を推進するために、今
後の評価替えにおいて、土地の評価額に
影響を及ぼすと思われる要因について、補
正の必要の有無を検証するにあたり、不動
産鑑定評価等の活用は不可欠である。

現状
維持

①②滞納者に対する催告業務の強化に伴
う通信運搬費や、コンビニ収納を実施したこ
とによる手数料経費が多少増加している
が、今後も引き続き、より安定した自主財源
の確保を目指していく。

現状
維持

17 Ｂ

　徴収のノウハウをマニュアル化する取
組みは評価できる。このノウハウを活か
し、担当職員による徴収業務のさらなる
効率化の検討を願う。収納率の他、職員
ひとりあたり徴収額での全国比較など、
業務効率化の面での新たな目標設定を
お願いする。
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72
住民基本台帳管
理事業

市民税
務部

市民課 - -

　住民基本台帳は、行政運営の基本となると
共に住民の居住関係の公証等を行う重要な
住民データであることから、住民の住所等に
関する記録の正確な管理を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

73
住基ネットワーク
事業

市民税
務部

市民課 - -

　住民基本台帳ネットワークシステム「住基
ネット」の稼動と住基カード普及を図るととも
に、出生者等に対する住民票コードの付番、
通知及び個人情報保護の管理を行う。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

74
戸籍管理事業（戸
籍システム整備事
業を含む）

市民税
務部

市民課 - -

　戸籍法に基づく各種届出の受付受理及び
戸籍の記録管理。人口動態調査令に基づく
統計調査及び相続税第58条に関する税務署
への報告。迅速・正確な事務処理を行うとと
もに、申請者に親切丁寧な応対を行う。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

75
証明発行事務事
業

市民税
務部

市民課 - -

　住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄
本等の諸証明発行を、市役所本庁舎のほ
か、12地区センターや市内4ヶ所(5台)に設置
した自動交付機等において行い、身近な市
民サービスの向上に努める。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

76
窓口業務改善事
業

市民税
務部

市民課 - -
　住民異動届出・戸籍届出や諸証明等の申
請に来庁される方のスムーズな窓口案内を
図り、円滑な窓口業務の推進に努める。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

77 外国人登録事務
市民税
務部

市民課 - -
　在留外国人の申請に基づき、居住関係及
び身分関係に関する情報の正確な登録を行
い、適正で公正な管理を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

78
住居表示事務事
業

市民税
務部

市民課 S40 -

　住居表示区域内において、建物を新築する
建築主に対し、建物の住所を設定する必要
がある旨の通知を行い、予め当該建物の住
所を定める。このことにより、その後の転入
届、転居届の受付事務の効率化を図る。

高 低 高 低 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　住民異動届出等の受付は、市民課、北部
出張所及び南部出張所の3箇所での受付と
なっているが、移動の多い時期では待ち時
間が2～3時間となることもあり、受付窓口
の増設等の改善が必要。

①受付方法等の検討
②新たな受付窓口(出張所)等の増設に向
けた調査・研究

検討・
見直
し

　住基カードの普及が低迷している。

①平成20年度から3年間について、住基
カードの交付手数料を無料とし、住基カード
の普及を図る。
②住基カードの普及を図るため、市独自利
用について全庁的な検討が必要。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　住基カードの普及率を上げることが
大の課題であり、普及に向けての取組
みを積極的に推進する必要がある。合
わせて、自動交付機の効果的な設置を
進め、住基カードの利用価値を高める必
要がある。
　住基ネットの自動交付機以外の活用
方法について調査・研究を行い、住民
サービス向上につながる公的認証など
の機能強化を図っていただきたい。

　戸籍事務は国からの法定受託事務であ
り、戸籍法及び民法等により事務取扱が定
められている。戸籍の事務処理や管理につ
いては、電算システムでの処理で効率的で
あるが、さらに市民サービスの向上に努め
迅速で効率的な事務の流れについて常に
検討する必要がある。

①②戸籍の電算システムのバージョンアッ
プ等について検討し事務の効率化を図り、
戸籍作成の時間短縮等の対策に取り組
む。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　住基ネットワーク事業と同様、住基カー
ドを利用して自動交付機による戸籍抄・
謄本の発行など、事務効率の向上を図
る必要がある。
　事務担当者に対する教育研修を今後
も継続的に行うことにより、効率的で正
確な事務を行うようにしていただきたい。

　市民課窓口での発行が集中しており、証
明書自動交付機や地区センターの利用向
上を図る必要がある。

①証明書自動交付機の利用向上を図るた
め、市民カード及び住基カードのPRにより
普及を図る。住基カードは平成20年度から3
年間について、交付手数料を無料とする。
②平日の夜間や休日でも証明書の取得が
可能である証明書自動交付機の増設検
討。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　住民への利便性向上のために、土日、
夜間サービス、地区センター、取次店
サービス等を拡充の方向。ただし、長期
的には、人件費抑制のため自動交付機
等の適切な設置が望まれる。
　住民票発行業務（437,702件/22.75人）
の効率化を図るため一層のITによる合
理化を図り、電子自治体化の推進が必
要。
　現在行っているワークシェアリングを更
に推し進めたコスト削減が望まれる。
　成果指標においては住民への利便性
に関わる指標と証明書1通当たりコスト
の削減に関わるものを設定していただき
たい。

　分かりやすい受付窓口案内及び証明書
等の交付案内の改善が必要。また、なりす
ましによる申請等が発生しているため、犯
罪を防止する対策が必要。

①証明書等交付の新たな呼び出しシステム
及び防犯カメラを平成20年度に設置予定。
②分かりやすい窓口案内システムの調査・
研究。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　「窓口業務改善」という事業名から推察
すると、庁内各部署と横断的に連携する
ことが求められるが、事業内容は来庁者
への整理券発行とそれに伴なう呼び出
しシステムの導入及び充実に絞ってい
る。この事業内容に対しては特に問題な
いものと思われるが、今後は、窓口に関
連する庁内部署と横断的に連携し、市
民から見て真に「窓口業務改善」となる
課題に挑戦していただきたい。

現状
維持

　住居表示区域に転入又は住宅を新築した
市民に、住所番号の付定をする際に使用す
る台帳が古くなっているため、見直しの必要
がある。

①受付方法の検討
②電算による台帳管理ができるようにし、
事務の効率化を図る。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　当該業務の重要性は高く、継続的推進
を図っていく必要がある。ただし、業務推
進にあたり、業務効率化の推進や航空
写真の採用等による住居表示台帳の再
整備等業務の進め方についての改善が
求められる。
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79
国民年金事務事
業
（主に電算委託）

市民税
務部

市民課 S34 -

　公的年金受給権確保に向け、年金制度へ
の理解と加入を促進し、また、年金相談をよ
り充実することにより、市民サービスの向上
を図る。
　市民(国民年金被保険者)の加入記録等の
管理を行う。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

80 斎場運営事業
市民税
務部

市民課 H17 H37

　葬祭場の貸し出し及び火葬業務を行うにあ
たり、利用者が安全・安心・快適に利用いた
だけるよう施設の適切な維持管理を行うとと
もに、利用者の心情に配慮したサービスの提
供を行い、斎場業務の円滑な運営を図る。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

81
旅券発給事務事
業

市民税
務部

市民課 H19 -
　市民サービス向上のための埼玉県からの
権限委譲に伴い、市民の一般旅券発給を行
い、適性かつ円滑で正確な旅券事務を図る。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

82
北部出張所運営
事業

市民税
務部

北部出
張所

S63 -

　北部地域の行政サービスの拠点として、住
民が身近に利用できるよう、迅速かつ効率的
な事務処理に努めるとともに、正確で親切な
対応に心がけ、住民サイドに立った窓口サー
ビスの向上を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

83
南部出張所運営
事業

市民税
務部

南部出
張所

H4 -

　南部地域の行政サービス拠点として、住民
が身近に利用できるよう、迅速かつ効率的な
事務処理に努めるとともに、正確で親切丁寧
な対応に心掛け、住民サイドに立った窓口
サービスと利用効率向上を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

84 自治会振興事業
協働安
全部

地域活
動推進
課

S39 -

　各地区における自治会の健全な育成と円
滑な運営を助長し、地域社会における連帯感
の醸成と自治意識の向上並びに環境衛生思
想の啓発及び普及を図る。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

85
コミュニティ推進事
業

協働安
全部

地域活
動推進
課

H4 -

　第3次越谷市総合振興計画に位置付けられ
た地区別将来像を具現化していく中で、地区
住民の連帯意識や地域コミュニティの育成を
図る。

高 高 高 低 (d) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　国民年金法の改正があった場合、既存シ
ステムに変更が生じるため、常に国の動向
を把握しておく必要がある。

①受付窓口等の検討
②受付専門職員の配置を検討

検討・
見直
し

　ＰＦＩ事業による斎場運営が3年目を向か
え、運営方法・施設維持管理において改善
が図られてきている。今後も省エネ対策等
を実施しコスト削減に努めるとともに、施設
設備の点検を計画的に行い、適切な維持
管理を行っていく。①祭壇の洗浄・修繕②
火葬炉台車耐火材の交換

①年4回のモニタリングを実施し、事業契約
相手方（ＳＰＣ）と運営・施設維持管理につ
いて検討・勧告を行う。また、斎場管理運営
連絡協議会や地元土地利用協議会におい
て運営、環境整備等の協議を行い、課題の
把握、解決を図る。
②ＳＰＣによる長期保全計画（20年）に基づ
き、施設設備の維持管理を行う。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　新設の斎場運営開始一年を契機に、
健全な運営理念や他業務への対応を考
慮し、ノウハウを継承するためのマニュ
アル化の取組は素晴らしいので、是非
他の事例の見本となるよう完成を期待し
たい。
間接管理であることから、サービスの低
下をきたさないよう、市民（利用者）の観
点も入れたモニタリングシステムを一層
充実されるよう要望する。

　平成19年4月から権限委譲により事業を
開始したが、当初予想していたよりも業務
量が多く、人件費に見合った交付金となっ
ていない。

①実績に見合った交付金の増額を県へ要
望する。
②申請件数に毎年同じような季節変動が見
られる場合は、効率的な臨時職員の配置を
検討する。

検討・
見直
し

　窓口業務のオンラインシステムのＷｅｂ化
等により改善がされて来ているが、反応が
遅いことがあり、来客の込み合う時間帯等
に迅速な対応が出来ないことがある。また、
出張所は高齢者が通常の申請や相談に来
ることも多く説明に時間がかかることが多
い。また、西大袋区画整理事業の進展に伴
い異動届等の増加が予想される。

①当面、現体制のなかで、高齢者等への親
切な対応に努める。
②来客のニーズを考えると将来的には支所
体制の確立が必要である。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　定型的な受付業務処理の際、繁忙期
に支障をきたしているとのことであるが、
経済性を考慮した自動交付機の導入、
定型業務の民間人の活用、非定型業務
の再任用職員等の活用、インターネット
受付等による作業繁忙期の山ならし工
夫の検討を期待する。今後の傾向とし
て、相談や苦情対応が増加すると思わ
れるので、件数や業務量等の事務実態
の把握を行い、南部出張所も含め、これ
からの出張所体制の在り方の研究に取
り組まれる必要があると思われる。

　窓口業務のコンピュータシステムのＷｅｂ
化等により改善がなされ来ているが、反応
が遅い事があり､来客の混み合う時間帯等
に迅速な対応が出来ないことがある。また、
出張所は高齢者が通常の申請や相談に来
る事も多く説明に時間がかかることが多
い。また、レイクタウン等での異動届の増加
が懸念される。

①当面、現体制のなかで、高齢者への親切
な対応とレイクタウン等の異動受付等の対
応を図る（超過勤務要）。
②来客のニーズ等を考えると将来的には支
所体制の確立が必要である。

検討・
見直
し

　適正な交付金とするため、活動内容を把
握する必要がある。

①活動内容の事業報告を受け、地域にとっ
て有効な交付金とし、まちづくりを更に推進
する。
②社会背景など様々な要因が想定される
が、自治会加入率の低下が課題となってい
る。自治会は任意の組織ではあるが、地域
のコミュニティづくりを進めるうえで重要な役
割を担っている団体であり、加入率の向上
に努める。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　地域における自治会の役割は重要で、
自治会振興等は不可欠である。しかしな
がら、自治会加入率が低下しており、助
成内容の見直しは必要である。あわせ
て、有効な自治会加入率向上施策を検
討することが重要である。

　地区のまちづくりの運営の取り組みは、地
域に浸透してきているが、各地区によって
意識の差がみられる。

①②各地区のコミュニティ推進協議会によ
り差はみられるが、自主運営にむけ事務の
移譲について、今後も継続して話し合いを
続けていく。

検討・
見直
し
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86
市民活動支援事
業

協働安
全部

地域活
動推進
課

H13 -

①　市民に対してはＮＰＯ活動の理解者を増
やす。
②　市民活動団体には人材の育成、活動場
所（団体室）の提供、情報の提供などを行うこ
とで、健全な組織の発展を図る。
③　行政職員のＮＰＯへの理解促進を図る。
④　①～③の実現により、ＮＰＯと行政との協
働の促進につながる。また、多様な市民ニー
ズに対応できる新しい仕組みが誕生し、サー
ビス利用者からは選択肢が増え、結果として
市民満足度の高いまちづくりの実現に寄与す
る。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

87

越谷しらこばと基
金事業（越谷しら
こばと基金積立事
業含む）

協働安
全部

地域活
動推進
課

H2 -
　地域の課題に自主的に取り組む市民や市
民活動団体を支援することで、市民主体のま
ちづくりの推進を図る。

高 高 高 高 (c) (b) (b) (b) (b) Ｂ

88
中央市民会館管
理事業

協働安
全部

地域活
動推進
課

H4 -

　市民文化や生涯学習、福祉活動の拠点施
設として、中央市民会館の管理運営を財団
法人越谷市施設管理公社に委託し、効果的
な運営を図る。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

89
中央市民会館施
設改修事業

協働安
全部

地域活
動推進
課

H4 -
　地域に根差したコミュニティ・文化活動の拠
点施設として、良好な施設環境を図るため、
会館の改修を行う。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

90
北部市民会館施
設管理事業

協働安
全部

地域活
動推進
課

S63 -
　地域に根差したコミュニティ・文化活動の拠
点施設として、効果的な運営を図るため、北
部市民会館の維持管理を行う。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

91

北部市民会館施
設管理事業（北部
市民会館管理運
営委託事業）

協働安
全部

地域活
動推進
課

S63 -

　地域に根差したコミュニティ・文化活動の拠
点施設として、北部市民会館の管理運営を
地域住民で組織した運営協議会に委託し、
効果的な運営を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

92
北部市民会館施
設改修事業

協働安
全部

地域活
動推進
課

S63 -
　地域に根差したコミュニティ・文化活動の拠
点施設として、良好な施設環境を図るため、
会館の改修を行う。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

93
交流館施設管理
事業

協働安
全部

地域活
動推進
課

H6 -
　市民文化や生涯学習、福祉活動の拠点施
設として、交流館の清掃業務、設備保守、そ
の他の管理を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要
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担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　利用率が高くなり、市民活動が活発になっ
てきていると考えられる。団体室が狭隘の
ために団体の会員が多いところでは利用に
不便をきたしているようである。
　今後の団体室の方針について、市民ニー
ズを得るためにも市民活動団体と話し合い
ながら検討を図っていく必要がある。

①平成21年度までに市民が求める団体室
を整備するために市民活動団体室検討会
を設立し、検討を図る。
②平成22年度までには、市民活動支援の
場を拡充整備するために、市民活動団体室
検討会のとりまとめを図る。

検討・
見直
し

19 Ｃ

　市民活動団体室「ふりすぺ」の利用促
進からさらに一歩すすめ、場の活用を通
じて行政とNPOとの結びつきの強化を図
る活動を進めることが重要である。
　行政がNPOに期待する活動を明確に
し、活動団体にご理解いただき、協働を
推進する必要がある。また、協働を推進
するためには、活動団体との調整を円
滑に進めることができる企画調整能力を
持った行政側の人材育成も必要である。

　本来の目的である市民主体のまちづくり
活動を助成するために、現況を踏まえて助
成金交付要綱等の見直しを検討中である。
早期の見直し決定を図りたいと考える。

①平成21年度には、助成金交付要綱など
の見直しを行い、より多くの市民のまちづく
り活動を助成する体制を整備する。
②平成22年度までには、市民との協働のま
ちづくりを推進するために市民活動団体と
協議を重ねて施策を構築していきたい。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　市民活動団体を支援する当該事業の
重要性は認められる。但し、運用開始か
ら17年が経過し、また、現在スポーツの
分野に助成が著しく偏りがあることから、
支援分野の見直しを含め、基金の活用
方針を再設定する時期に来ている。ま
た、正規職員の作業範囲を見直し、定数
削減の検討を加えるべきである。

　指定管理者と引き続き連携を図り、効果
的な管理運営事業を行う必要がある。

①平成21年度は指定管理者制度導入4年
目に入り、サービスの向上と経費の削減が
期待できる。
②施設の適正な維持管理に努め、安全で
快適な利用ができるよう指定管理者との連
携を図る。

検討・
見直
し

　建築物や施設内備品等の損傷があり、計
画的に改修を進め適正な維持管理を図る
必要がある。

①平成21年度も施設・設備の改修が見込ま
れる。なお、安全面を優先し改修に努める。
②施設・設備の経年劣化や機器類の耐用
年数を重視して計画的な改修を図っていく。

検討・
見直
し

　劇場等の利用稼働率を上げる必要があ
る。

①施設の適正な維持管理に努める。
②安全で快適な利用ができるよう指定管理
者と連携を図る。

検討・
見直
し

　指定管理者と引き続き連携を図り、効果
的な管理運営を行う必要がある。

①平成21年度は指定管理者制度導入4年
目に入り、サービスの向上と経費の削減が
期待できる。
②施設の適正な維持管理に努め、安全で
快適な利用ができるよう指定管理者との連
携を図る。

検討・
見直
し

　建築物や施設内備品等の損傷があり、計
画的に改修を進め適正な維持管理を図る
必要がある。

①平成21年度も施設・設備の改修が見込ま
れる。なお、安全面を優先し改修に努める。
②施設・設備の経年劣化や機器類の耐用
年数を重視して計画的な改修を図っていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　施設の老朽化に伴い、年々、改修工事
費、修繕費がかかる現状となっている。
改修工事費、修繕費が中長期的にどれ
だけの費用負担となるかについて計画
を立案し、市民にわかりやすく説明する
ことが重要である。

　老朽化している交流館の適正な施設維持
管理を図る必要がある。

①順次、備品購入を行う。
②年次計画をたて、バリアフリー対策を含
め施設機能の充実を図る。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　交流館は、地域のコミュニティの拠点と
しての機能を果たしてきたが、施設の老
朽化に伴うバリアフリー対策や農協との
併設施設の更新が課題となっている。ま
た、地域コミュニティの場として、自治会
館、地区センター(13ヶ所)や市民会館
(2ヶ所）と交流館(8ヶ所）の役割分担のあ
り方、使用料のバランスなどを総合的に
見直し、市民にとって利用価値の高いも
のにしていくことが必要である。
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94
交流館施設改修
事業

協働安
全部

地域活
動推進
課

H8 -
　市民文化や生涯学習、福祉活動の拠点施
設として、良好な施設環境を図るため、交流
館の建物及びその他の改修を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

95 交流館運営事業
協働安
全部

地域活
動推進
課

H6 -
　住民の自主的・主体的な活動を支援する場
として、交流館の管理運営を住民で組織した
運営協議会に委託し、効果的な運営を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

96
地区センター施設
管理事業

協働安
全部

地域活
動推進
課

S46 -
　市民の自主的、主体的な活動を行う地区セ
ンターとして市民が安全かつ快適に利用でき
るよう施設管理を行う。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

97
地区センター施設
改修事業

協働安
全部

地域活
動推進
課

S46 -
　地区センターを利用する市民が快適に利用
できるように環境を整備する。

高 高 低 高 (a) (d) (b) (a) (b) Ｂ

98
地区センター業務
事業

協働安
全部

地域活
動推進
課

H16 -

　市民ニーズにあった、行政サービスを提供
するため、諸証明の発行や市への届出書類
の文書回送業務等を行い、市民サービスの
向上を図る。

高 高 高 低 (a) (d) (b) (b) (b) Ｂ

99
公有財産管理事
業(東小林記念会
館)

協働安
全部

地域活
動推進
課

H19 -

　増林地区東越谷連合自治会の集会所施設
として自治会の活動、会員の親睦、自治会内
諸団体の活動の場として使用したいとの要望
により市と5年間の土地・建物使用貸借契約
を締結する。

低 高 低 低 (d) (d) (d) (c) (d) Ｂ

29/158



30/158

事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　建築物や施設内備品等の損傷があり、計
画的に整備を進め適正な維持管理を図る
必要がある。

①各交流館の状況把握に努め、緊急性の
高いものから順次実施する。
②適正な施設の維持管理を図る。

検討・
見直
し

　指定管理者と引き続き連携を図り、効果
的な管理運営を行う必要がある。

①運営協議会に対する適切な指導・情報提
供を行う。
②効果的な施設運営を目指す。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　今後より一層高まる市民ニーズに対応
するためのサービス拡充が強く求められ
る。ただし、施設関連コストを反映したフ
ルコストの把握が必要である。
　さらに新設3館については建物関連減
価償却費を含めていただきたい。活動結
果指標として交流館の設備稼働率を設
けていただきたい。

　施設が老朽化し修繕要望箇所が毎年増
加している中、限られた予算でいかに費用
対効果をあげるかが課題である。

①コストに見合った効果を実現する。
②市民ニーズを的確に把握し、効率的な運
営のもと安全かつ快適に利用できるような
施設を提供する。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　13地区センター施設の管理をする上で
不可欠な事業である。現在の保守管理
等の委託料を更に削減する努力を期待
する。地区センターの利用者数を成果指
標にするのではなく、保守管理等に掛か
る事業費削減効果を成果指標にしてほ
しい。また、正規職員の担うべき仕事を
明確にして、なお一層の効率的な事業
の実施に努めることが望まれる。

　限られた予算の中でいかに効率よく修繕
を行っていくかが課題である。

①施設の維持管理及び利用者の安全管理
を踏まえ、必要な箇所の修繕、改修を行な
う。
②老朽化した施設が多いため長期的な修
繕計画を行うとともに、緊急な場合にも対処
できるようする。

検討・
見直
し

　地区センターで提供している行政サービ
スの内容の周知が不十分である。

①市民ニーズや時代の流れに沿った行政
サービスのより一層の向上を図る。
②利用状況等を定期的に精査し事業の見
直しを図る。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　地区センター事務事業の事業内容は、
諸証明書発行等の行政サービスの提供
だけではない。「地域コミュニティ活動の
拠点づくり」という地区センターの事業目
的を再確認し、目標に応じた評価指標を
設定し、事業を計画する必要がある。
　センターの規模、利用頻度等により、
定数の配置を一律ではなく柔軟に設定
することも検討される必要がある。また、
行政サービスの提供について、本庁との
作業分担割合を明確にし、センターごと
の目標値を設定し、住民に対する利用
促進のための周知活動等を行う必要が
ある。

　施設利用自治会の自治会加入率の向上
①利用自治会の自治会加入率の向上を図
る。
②施設の維持管理の充実を図る。

検討・
見直
し

20 Ｄ

　施設の遊休化に伴い、自治会と土地・
建物使用貸借契約を締結し、自治会に
管理・運営を任せているが、水道光熱
費・修繕費等の管理費については市で
負担しているという現状である。当館を
利用する特定の団体の使用にかかる費
用を市が負担し、受益が偏っていること
が問題だと考える。さらに、施設の中長
期的な観点から取り壊し等も含め、事業
を全面的に見直すべきである。
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100
集会施設整備事
業

協働安
全部

地域活
動推進
課

S54 -
　地域における連帯意識の高揚を図り、地域
文化の発展と福祉の向上に資する。

高 低 低 高 (c) (d) (a) (a) (b) Ｂ

101
大相模地区セン
ター整備事業（旧
公民館新設事業）

協働安
全部

地域活
動推進
課

H16 H20
　生涯学習、地域コミュニティ、地域福祉、防
災救援の四つの機能を併せた地区センター
（大相模地区センター）を建設する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

102 防災会議事業
協働安
全部

危機管
理課

S38 -

　災害対策基本法第16条の規定により、不適
当又は困難な場合を除き、市町村に防災会
議を設置することとされている。
　防災会議は調査等を行う諮問機関という性
格だけでなく、実施機関としての性格も有して
おり、その所掌事務は、市民の生命、身体及
び財産を災害から保護するため、地域防災
計画の作成又は修正及び防災計画の実施
の推進、災害時の情報収集、関係機関への
資料の提供等協力依頼などとなっている。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

103
災害予防対策事
業

協働安
全部

危機管
理課

- -
　災害から市民の生命、身体及び財産を守
り、かつ被害を 小限に食い止める。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

104
防災施設整備事
業

協働安
全部

危機管
理課

- -

　市民の生命、身体及び財産を災害から守る
ため、避難場所を周知するとともに、避難場
所における停電時の照明を確保する。
全国瞬時警報システムを整備し、防災行政
無線を通じて、市民へ災害情報等を伝達す
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

105
国民保護協議会
事業

協働安
全部

危機管
理課

H18 -

　武力攻撃事態等における国民の保護のた
めの措置に関する法律第39条の規定によ
り、市町村に国民保護協議会を設置すること
とされている。国民保護協議会は市民の生
命、身体及び財産を武力攻撃等から保護す
るため、市長の諮問に応じて市域に係る国民
の保護のための措置に関する重要事項の審
議及び市長に意見を述べることとされ、具体
的には国民保護計画の作成又は変更に際し
ての審議を行う諮問機関である。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　予算範囲内での事業執行のため、自治会
の要望に応えきれない。用地取得の際の用
地の広狭、集会施設新築の際の1㎡当たり
の単価等に要綱上の制約がなく、土地取得
面積、新築時の建築仕様等によって、一部
公平性に課題がある。

①集会施設新築の際の1㎡当たりの単価に
ついて、要綱等を見直し、公平化を図る。
②自治会の施設整備に補助しているが、今
後修繕の要望が多くなることが見込まれる
ことから、集会施設の状況把握に努める。

検討・
見直
し

19 Ｂ

【①越谷市集会施設整備事業費補助
金】
　越谷市としての自治会の将来的なあり
方を再検討し、その目的にあった拠点づ
くりのための補助金制度を検討すべき。
　今後、集会施設の修繕費の増大が予
想されることから、既存施設を有効利用
した集会施設の活用促進、複数自治会
で共同利用する集会施設運営等、市全
体での経済性を追求するとともに、自治
会相互間の連携・協力関係が密になる
ような拠点づくりへ誘導する補助金制度
への検討も必要と考える。また、補助金
を支出した結果整備した集会施設の利
用状況を把握する必要がある。

①②平成21年4月1日に供用開始を予定。
終了
(H20
年度)

①平成19年3月に越谷市地域防災計画の
改訂が終了したが、その後、埼玉県の被害
想定が発表され、県の地域防災計画の見
直しに併せ、今後、本計画を修正し審議を
していく。
②地域防災計画の見直しだけではなく、災
害に関する情報収集等について定期的に
行う。

現状
維持

　備蓄品については時代の変化により、市
民からの要望が多様化している。備蓄につ
いて品目（アレルギー対策）等の対応が必
要。

①現在の被害想定に基づく備蓄資器材に
ついては、平成20年度におおむねその目標
を達成する見込みであり、今後は県が実施
した被害想定に基づき、備蓄計画の見直し
を行う。
②市民のニーズに合わせた備蓄品の項目
を検討していく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

<備蓄資機材整備事業>
　現行「地域防災計画」での備蓄整備は
20年度で目標を達成するとのことである
が、市役所主導の備蓄整備、水の確保
だけでなく、地区センターや地区防災組
織での備蓄、何より市民が自ら運営でき
る自主防災の考え方は非常に評価でき
る。地域防災計画の見直しをされるとの
ことであるが、一層の備蓄資器材整備の
充実を期待する。

　昭和59年より設置した防災行政無線（180
基）については、中高層建築物の建設によ
り、聞こえにくい地域が生じている。

①平成20年度には、防災行政無線の音達
調査を実施する。その調査に基づき、平成
21年度以降に改善工事を実施する。
②改善工事を実施することにより、防災行
政無線を通じた、市域全体への速やかな情
報伝達を図る。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　案内板等の施設の設置等のハード的
対応と、防災マップの配布等のソフト的
対応の両面から事業を進めていることは
評価できる。
　防災を地域の問題として理解いただ
き、地域自治会との協力体制を作る努
力が必要である。
　また、案内板等の設置は都市整備等
他の事業計画と連携し計画的に行う必
要がある。

①国民保護協議会の開催については、平
成18年度に作成した国民保護に関する越
谷市計画を変更する必要が生じた場合に、
市長からの修正案の諮問に応じ、審議を行
う。
②計画の見直しだけではなく、国民の保護
に関する事項について審議を行っていく。

現状
維持
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106
危機管理対策事
業

協働安
全部

危機管
理課

H17 -
　あらゆる危機から市民の生命、身体及び財
産を保護し、市民の生活又は市の産業・経済
の安定を図る。

高 高 高 低 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

107 防犯対策事業
協働安
全部

危機管
理課

- -
　自主防犯活動団体の育成及び支援、また、
警察や関係団体と連携し、犯罪のない安全
で安心に暮らせる地域をつくる。

高 低 低 高 (b) (b) (a) (a) (a) Ｂ

108
自主防災組織育
成事業

協働安
全部

危機管
理課

H7 -
　災害に備え自分たちの地域は自分たちの
手で守るという意識を基盤に、自主防災組織
の整備促進及び活動支援を図る。

高 高 高 高 (d) (b) (b) (b) (b) Ｂ

109
交通安全推進事
業

協働安
全部

くらし安
心課

- -

　交通安全市民大会の実施や各種交通安全
運動による啓発活動及び交通安全活動団体
への活動支援等を行い、交通安全・交通事
故防止に取り組む。

低 低 低 高 (b) (b) (c) (c) (b) Ｂ

110
交通安全指導事
業

協働安
全部

くらし安
心課

S44 -

　登校時における児童の安全確保や交通安
全教育及び街頭指導等の実施により、市民
の交通の安全とともに交通道徳の高揚を図
る。

高 低 高 低 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

111
交通災害共済保
険料負担事業

協働安
全部

くらし安
心課

S50 -

　加入金を600円とし、交通災害を受けた者
やその遺族の救済を図るための共済制度で
ある。なお、満65歳以上の高齢者・新入学児
童・生活保護者の共済加入金は、市が負担
する制度となっている。

低 低 低 低 (c) (c) (c) (c) (c) Ｃ
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課題が少しあり事業の一部見直しが必要
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度
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外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　平成19年度に危機管理計画は策定され
ているが、各課での危機管理マニュアル作
成完了までは至っておらず、危機管理対処
の成果が具体的に表れない。

①平成19年度に危機管理計画を策定し、
庁内通知を図ったところで、危機事象につ
いて各課で危機管理マニュアルの作成を行
う。
②全課において、所管する危機事象につい
て危機管理マニュアルの作成を行う。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　危機管理計画、国民保護計画は、市
民の安全確保のため不可欠な事業であ
る。まずは、国民保護計画等の実施に
向けた取組や、危機管理マニュアルの
策定を進め、事案ごとに対応を図り計画
の精度を高めることを期待する。

　街頭犯罪件数は減少傾向にあるものの、
当市における犯罪率は県内他市町との比
較しても依然高い。また、子どもを取り巻く
不審者情報が1年間に約50件発生してい
る。

①平成19年度に越谷市安全で安心な防犯
のまちづくり条例を制定したところで、さらに
街頭犯罪件数が減少するよう、街頭犯罪件
数のうち約半数を占めている自転車盗につ
いて、二重ロックの推奨などの対策方法を
イベント等において、積極的に啓発する。
②各地区に自主防犯活動団体が結成され
ているが、地区によってばらつきがあること
から各地区毎にPRを行うなど、結成率の向
上を図る。また、自主防犯活動団体による
青色回転灯を装備した車での防犯パトロー
ルを増やすための啓発を図っていく。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　各地区の自主防犯団体の活動を、自
治会を通じて把握し、その活動状況を共
有し、近隣自治会どうし連携し協力した
組織的な活動を推進することが求められ
る。
　自治会連合会との連絡・連携も強化
し、市と地域とが一体となった防犯対策
を進めることによって事業の効果をあげ
ることを検討する必要がある。

　近年大規模な地震が続発し、自治会等で
結成されている自主防災組織においても、
災害時の備えに対する関心が高く、全ての
補助要望に対し、対応しきれていない。

①防災訓練や防災講演会等において、未
結成団体に対し設立依頼や補助制度の啓
発を積極的に働きかける。
②自主防災組織設立予定や補助要望のア
ンケートを、平成19年度に自治会へ実施し
た。補助要望の増加に対しては、平成21年
度以降において補助限度額あるいは補助
率の見直しを検討していく。

検討・
見直
し

　交通安全推進事業は、市民の交通安全
意識を高揚させていくことを目的に他の交
通安全関係団体との連携・協力により実施
しており、一層の効率的かつ効果的な事業
執行が課題である。

①②特に、交通安全は警察署との連携が
重要であり、連絡を密にし効率的・効果的な
事業実施とするよう積極的に取り組む。

検討・
見直
し

19 Ｂ

【②越谷市交通安全母の会補助金】
　事務事業評価の成果指標を見直す必
要がある。交通安全活動団体に対し、市
から事故情報などの情報提供をするとと
もに、交通事故の減少割合など、事業の
成果を表す指標を設定するとともに、的
確な目標値を設定したうえで、交通安全
関連団体を指導する必要がある。また、
交通安全教育については、学校の協力
が不可欠であり、教育委員会との連携を
図ることを望む。

　交通指導員の交通安全指導のレベルアッ
プを図っていくことが課題である。

①②学校関係者から交通指導員を増員し
立しょう場所を増やして欲しいという要望が
ある。1校2名の原則を今後も維持し、警察
署との連携による交通安全教育研修を実
施し、交通指導のレベルアップを図る。

検討・
見直
し

19 Ｂ

【③交通指導員連絡協議会負担金】
　交通安全指導へのニーズは高い。交
通安全のみならず、地域の防犯、防災
活動と連携した地域活動として考える必
要がある。
　交通指導員連絡協議会に対しては、交
通指導員を有効に活用するための交通
事故に関連する情報などについて、市
から積極的な情報提供が必要である。
また、学校関係者とは、事故を抑止する
ための目標値を設定・共有し、先生や保
護者と連携した事業活動をするなどの協
力体制の構築を望む。

　市負担額の大きい共済となっており、特に
65歳以上の高齢者が多く、年々増加傾向に
あり、一般加入者は減少傾向にあることか
ら健全運営が課題である。

①②平成19年度に検討した結果を踏まえ、
20年度中に見直しをする予定。

検討・
見直
し

18 Ｃ

　事業開始年度である昭和50年から、社
会状況は大きく変化してきている。交通
事故被災者やその遺族を救済する共済
制度は有益であるが、今後の高齢者人
口の増加も勘案し、共済加入金の市負
担対象者や負担金額の抜本的見直しを
迫られている。
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112
放置自転車対策
事業

協働安
全部

くらし安
心課

S57 -
　各駅周辺に放置された自転車・バイクの整
理及び撤去を行い、歩行者の安全と通行機
能の確保を図る。

高 低 低 高 (a) (b) (a) (a) (b) Ｂ

113
放置自動車対策
事業

協働安
全部

くらし安
心課

- -

　警察署照会により所有者を把握し、所有者
による放置自動車の撤去を原則に指導す
る。所有者不明の場合は、廃棄物認定後に
廃棄処分とする。放置自動車は交通障害を
起こし、交通事故を誘発する要因にもなるこ
とから市内に存在する放置自動車の撲滅を
目的に取り組んでいる。

高 低 低 高 (a) (b) (a) (a) (b) Ｂ

114
放置自転車保管
管理事業

協働安
全部

くらし安
心課

H14 -
　撤去された放置自転車等や保管所の管理
を行い、自転車等所有者から撤去・保管料を
徴収する。

高 低 低 高 (a) (b) (a) (a) (b) Ｂ

115 市民相談事業
協働安
全部

くらし安
心課

S44 -

　市政に関する問題、市民生活の中で生じる
諸問題及び交通事故等に関する相談、さらに
法律相談・税務相談・行政相談・登記相談・
行政書士相談に応じ、適切な助言等を行い、
市民生活の一層の向上を図る。

高 高 高 低 (b) (d) (b) (b) (a) Ｂ

116
消費生活相談事
業

協働安
全部

くらし安
心課

S49 -

　消費生活に係る相談及び苦情処理を行う
ため、専門的知識を有する相談員を置き、市
民からの相談に応じ、適切な助言やあっせん
等を行い、市民の消費生活の安定を図る。

高 高 高 低 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

117 消費者啓発事業
協働安
全部

くらし安
心課

S49 -

　消費者の安全な生活環境を目指し、身近な
問題を自分の問題として捉えられるような講
座や、消費者トラブルの被害防止の啓発を推
進する中で、賢い消費者の育成を図る。

高 高 高 低 (b) (d) (b) (b) (a) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　土曜・日曜等の休日及び平日の午後への
対応を検討していく必要がある。

①②各駅の誘導整理員の配置状況と放置
自転車数を検討し、現配置を見直し、必要
な地域・時間帯に重点的に振り分けを進め
る。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　放置自転車の台数を減らす総合的な
対策を行う事業の再構成が必要である。
放置自転車関連事業として、当該事業
に加え、「放置自転車等誘導整備業務
委託事業」、「放置自転車等保管返却業
務委託事業」、「放置自転車等処分業務
委託事業」の事業全体としての総合的な
見直しが求められる。さらに、民間によ
る駐輪場の設置と連携を図る必要があ
る。

　放置自動車の発生の原因が、ほとんどが
相手方にあり、発生台数を抑制する対策が
ない。

①②特に、放置自動車撤去は警察署との
連携が重要であり、連絡を密にし効率的・
効果的な事業実施とするよう積極的に取り
組む。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　放置自動車は、放置する人のモラルの
問題である。事業そのものは特に指摘
事項はないが、車の撤去に伴って職員
の方がトラブルに巻き込まれるなどの事
故の防止に注意いただきたい。
　壁などへの落書きも、放置自動車同様
市や市民にとっての迷惑行為であるが、
多くの自治体で自治会等と連携して対策
を立て効果をあげている。放置自動車の
問題も、このような事例を参考にして、市
当局だけの問題として取り組むのではな
く、自治会等と連携をとり自動車が放置
されないような工夫を期待する。

　放置自転車等の撤去が多くなればスペ－
ス的にも拡充していく必要があるが、現状と
しては十分なスペ－スが確保されている。
放置自転車等の所有者が来場するところで
ある。トラブルが発生しやすく、市の意思を
十分理解する委託職員を置いていく必要が
あり、現場との意思疎通を図っていくことが
課題である。

①②自転車等の返還業務に関わる対応マ
ニュアル等を作成し、円滑な運営を図る。

検討・
見直
し

16 Ｃ

　誘導整理委託事業と合わせて、手数
料負担の原則で見直し、市の費用負担
を減額する方向で検討していただきた
い。

　相談内容が、より複雑化・多様化する中
で、さらに相談体制の拡充を図る必要があ
る。

①平成20年度から多重債務者相談等に対
応するため、法律相談を月1回増やし、相談
体制の充実を図った。
平成21年度は、さらに、法律相談体制を拡
充し、関係機関との連携を図りながら、必要
な体制を整えていく。
②外国人相談窓口開設についても検討・実
施していく。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　越谷市の特性を持った事業であり、今
後とも拡充していただきたい。ただし、活
動結果指標・成果指標については相談
件数のみでなく、事業成果をより適切に
表す指標を設定していただきたい。

　相談内容が、より専門化・複雑化してお
り、相談体制の拡充とともに、専門機関との
連携を図る必要がある。

①平成20年度は、平日に、毎日2人で相談
を受けらる体制が整った。
平成21年度に向け、現状体制の中で、さら
に相談体制の充実を図っていく。
②平日毎日、2人体制を維持しながら、相談
体制の充実を図っていく。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　越谷市の特性を持った事業であり、今
後とも拡充していただきたい。ただし、成
果指標については相談結果に基づく不
当請求回収率も含めていただきたい。

　啓発手段を検討し、講座の更なる充実を
図る。

①平成19年度に、地域の高齢者を見守る
民生委員などを対象に、市民講師育成講
座を開催した。
受講者が地域へ戻り、啓発活動を続けられ
るよう、情報提供を継続し、活動内容を把
握するよう努めていく。
②消費生活講座・出前講座などの啓発事
業を継続し、より多くの市民に消費生活に
関する知識を取得してもらい、消費者トラブ
ルの被害防止に役立ててもらう。

検討・
見直
し

17 Ｃ

　昨今の悪質犯罪から消費者を保護す
ることが非常に重要であり、消費生活セ
ンターを中心とした、組織的対応が強く
求められている。消費者啓発事業は、こ
の観点から、重要な事業であるが事業
費単位当りコスト等を勘案し、啓発事業
の民間活用を含めた運営改善が必要で
ある。
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118
消費者保護委員
会事業

協働安
全部

くらし安
心課

S51 - 　消費者保護委員会の円滑な運営。 低 高 低 高 (b) (b) (d) (c) (b) Ｂ

119 計量器検査事業
協働安
全部

くらし安
心課

H15 -

　計量法による特定市の業務として、定期検
査・商品量目立入検査・計量思想の普及啓
発に関する業務等を実施し、適正な事業活
動の確保並びに消費者保護を図る。

高 低 高 低 (a) (d) (a) (b) (b) Ｂ

120
共済見舞金（加入
促進費含む）

協働安
全部

くらし安
心課

S50 -

　条例により死亡、又は負傷の程度に応じ、
共済見舞金を支給するものである。また、災
害が原因で身体障害者の1級又は2級に該当
することとなった場合は、特別共済見舞金を
別に支給するもの。

低 低 低 低 (c) (c) (c) (c) (c) Ｄ

121
民生・児童委員活
動事業

健康福
祉部

社会福
祉課

- -

　民生委員・児童委員の活動を積極的に支
援・促進するとともに、研修等を通し資質の向
上を図ることにより、一人暮らし高齢者や要
支援者への対応、相談支援活動などが充実
し、市民福祉の向上を図る。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

122 更生保護事業
健康福
祉部

社会福
祉課

- -

　保護司会・更生保護女性会と連携し、犯罪
を犯した者の更生を助けるとともに犯罪や非
行の予防・啓発を行い、安全で住みやすい地
域社会を構築する。
　越谷地区保護司会定数73人（平成19年越
谷支部）、越谷地区更生保護女性会会員358
名

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (a) Ｂ

123
行旅病人等援護
事業

健康福
祉部

社会福
祉課

- -
　住所及び居所不明で引き取り手のない遺
体の葬祭及び遺骨の保管

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

124
福祉保健オンブズ
パーソン事業

健康福
祉部

社会福
祉課

H14 -

　福祉保健サービスに関する苦情を公正・中
立な立場で調査・判断し、迅速に問題の解決
を図るため｢越谷市福祉保健オンブズパーソ
ン｣を委嘱する。これにより、サービス利用者
の権利を守り、よりよいサービスを提供する。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　消費者保護委員会は、苦情処理の斡旋・
調停を行うことができるなど、重要な責務を
担っている。
条例の見直し・改正については、19年度、
条例検討部会委員の会議日程の調整がつ
かず開催することができなかったが、引き
続き検討していく必要がある。

①②当該委員会の所掌事務・組織につい
て規定している「越谷市民の消費生活を守
る条例」の見直し・改正に向け、消費者保護
委員会内の条例検討部会において、条例
改正の必要性、見直し時期等について検討
し、全体会の中で調整していく。

検討・
見直
し

19 Ｃ

｢越谷市民の消費生活を守る条例」の意
味は大きい。必要な条例であるので、現
在求められている状況に対応した改正
に向け、スケジュールを明確に設定し、
消費者保護委員会で検討いただく内容
を示し、委員会を有効に機能させ活用す
る必要がある。

　コスト削減のため、業務委託の拡充に取
り組む必要がある。

①②できる限り、（財）埼玉県計量協会への
委託を検討していくが、協会にも受託能力
に限界がある。

検討・
見直
し

17 Ｃ

　計量法等、法的根拠に基づき、計量に
関する検査、計量思想の普及啓発事業
は、特例市業務として必要である。
　ただし、業務遂行上の効率性に関する
検討が必須であり、計量協会あるいは
民間への運用委託を推し進め、人件費
及び事業費の軽減を図るべきである。

　市負担額が突出しており、共済としての健
全運営が困難な状況にあり、廃止を含めた
見直しが必要である。

①②平成19年度に検討した結果を踏まえ、
20年度中に見直しの実施予定。

検討・
見直
し

16 Ｄ

　県の共済や民間の保険事業等もあり、
一般財源からの繰入を行ってまで市が
実施する必要性が薄い。将来的に廃止
の方向で検討していただきたい。高齢
者、新入学児童等の保険料を市で負担
しているが、福祉全般の観点で見直しを
お願いしたい。

　地域福祉の推進役として民生委員・児童
委員の役割は重要性を増しており、活動の
更なる充実が必要である。1人暮らし高齢者
や児童虐待などの問題、災害時の支援な
ど、その活動の範囲は広がっており、説明
会や研修等の充実を図る必要がある。

①平成19年度の一斉改選により、新任の
民生委員も多く、21年度に向け、研修等の
充実を図る。
②身近な福祉の相談員として民生委員・児
童委員が地域で活動できるよう、地区民生
委員協議会の事業の充実・支援を進め地
域福祉の推進を図る。

検討・
見直
し

　更生保護事業の有効性・効率性を評価す
る数値指標の設定は難しい。そのため、啓
発事業の一つである社会を明るくする運動
の参加者数を指標とした。今後とも犯罪を
犯した人たちの更生への支援を進めるた
め、更生保護事業の充実を図るとともに、
市民への啓発を行っていく必要がある。

①社会を明るくする運動の実施など、更生
保護への理解を深めるための事業を充実
するとともに、引き続き、保護司会、更生保
護女性会との連携を図る。
②保護司会、更生保護女性会とともに、中
学校や大学などとの連携も図り、青少年へ
の更生保護への理解を深め、青少年の犯
罪防止活動を推進する。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　各補助金とも、適切な業績評価指標を
設定し、成果と公益性を検証する必要が
ある。
【④更生保護女性会助成金】
　補助金により実施した事業の成果を把
握し、成果を検証する必要がある。
【⑤越谷地区保護司会越谷支部助成
金】
　補助金により実施した事業の成果を把
握し、成果を検証する必要がある。
【⑥越谷地区保護司会助成金】
　補助金により実施した事業の成果を把
握し、成果を検証する必要がある。

　取り扱い件数は少ない。また、身元・本人
確認や身内や葬祭執行者を調査するのに
時間がかかる。

①調査に時間はかかるが、定められた手続
きにより業務を行っていく。
②法に規定された業務であり今後も継続し
て行う。

検討・
見直
し

　相談・申立ての件数は少ないが、制度の
必要制は高い。今後とも制度の周知等を
図っていく。

①引き続きオンブズパーソン制度の周知を
図っていく。
②オンブズパーソンがどのような事例にも
適切に対応できるよう研修等を実施し、事
業の充実を図る。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　オンブズパーソン制度の有効活用の
観点から、福祉サービスの現場職員とオ
ンブズパーソンとのコミュニケーションの
場を設定し、福祉の現場で日々発生して
いる相談、対応内容の情報共有が必要
と思われる。
オンブズパーソン活用については、市民
向けの広報とあわせて、現場担当職員
への周知を図ることも必要と思われる。
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125
生活保護事務事
業

健康福
祉部

社会福
祉課

- -
　生活保護の医療事務、介護事務において
適正な執行を図るため、嘱託医を委嘱すると
ともに、レセプト点検を実施する。

高 高 高 低 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

126
生活保護扶助事
業

健康福
祉部

社会福
祉課

- -

　生活保護法に基づき、生活に困窮している
方々に対して、健康で文化的な 低限の生
活を保障するとともに、被保護者に対し必要
な指導・援助を行い、自立助長を図ることを
目的とする。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

127 り災者援護事業
健康福
祉部

社会福
祉課

S48 -

　火災等の災害により、被害を受けた被災者
及びその遺族等に対し、条例に基づき見舞
金・弔慰金を支給し、市民福祉の向上に資す
る。また、火災により自己所有の住宅が全焼
し、仮住まいを必要とする方が民間の借家を
借りる場合、家賃の一部を給付する。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

128
社会福祉協議会
助成事業

健康福
祉部

社会福
祉課

S43 -

　地域福祉を中心に事業を展開する民間の
社会福祉団体である社会福祉協議会の組織
体制・事業の強化・充実を図り、すべての人
が住み慣れた地域に安心して暮らせるよう地
域福祉事業の充実を図る。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

129
成年後見制度利
用援助事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H16 -

　判断能力が不十分な方で、身寄りがない方
に対し、市長が審判の請求を行い、成年後見
人等の選任を容易にして高齢者等の福祉の
増進を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

130
グループホーム支
援事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H10 -

　地域での生活を望む知的障害者・精神障害
者に対し、日常生活における援助等を行い、
障害者の自立生活の助長を図る。平成18年
度からは障害者自立支援法による福祉サー
ビスに移行している。(旧知的障害者・精神障
害者グループホーム支援事業)

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

131

障害者施設事業
（旧・施設サービス
給付事業、旧身体
障害者施設訓練
等支援事業、旧知
的障害者施設訓
練等支援事業を
統合）

健康福
祉部

障害福
祉課

S35 -
　障害者が障害福祉サービスや施設入所支
援を提供する施設に入所・通所し社会参加と
自立を図るため、必要な訓練指導を受ける。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

132
ホームヘルプサー
ビス事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H12 -

　障害者の日常生活の円滑化を図るため、
在宅生活を営むうえで家事や身体の介助等
を要する方に、ホームヘルパーを派遣する。
社会福祉協議会等へ委託してサービスを行
うものや、利用者にあらかじめ受給者証を交
付し、利用者が事業者と契約して受けたサー
ビスに要した費用を自立支援介護給付費とし
て支給するものなどがある。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　生活保護に関する事務のうち、医療費に
係る事務が主体となる。レセプト点検等の
有効性は高く、引き続き継続していく必要が
ある。目標値の設定については難しい。

①平成20年度に開始する生活保護受給者
の就労支援事業について適切に評価し、平
成21年度では事業の充実を図る。
②生活保護における医療扶助の適正化を
図るため、引き続き嘱託医、レセプト点検な
どの事業を充実する。

検討・
見直
し

　生活保護受給者の自立世帯率を高めた
い。具体的には、就労支援相談員・ハロー
ワークを活用して就労させ、収入の増加を
図る。

①平成20年度に始めた就労支援事業を平
成21年度も実施していく。稼働能力を活用
することにより収入の増加を図り、さらに自
立へ向けたい。
②福祉から就労ということで就労指導を強
化したい。

検討・
見直
し

　り災者援護事業では、日赤事業である布
団等の提供と合わせ、見舞金の支給を行っ
ており、被災者から喜ばれている。しかしな
がら、住宅提供等の要望も多く、新たな対
応の検討が必要である。

①引き続き、被災者に対し布団等を速やか
に届け、見舞金等の援護について説明をし
ていく。
②部分焼などの対応など、見舞金の対象・
金額などを検討するとともに、公的な一時
避難住宅などについても検討する必要があ
る。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　市役所にこのような援護事業があるの
は、行政の原点とも思われるが、援護の
限度はあるにしても、制度に従い対応す
る担当者のジレンマを伺い知ることがで
きる。被害への補助対象枠を拡げ、例え
ば、半焼家屋・水害被害の見舞い等の
拡大を検討していただきたい。　また、感
謝の声だけでなく、不満についても記録
し、今後の制度のありかたについての検
討資料としていただきたい。

　社会福祉協議会が行っている地域福祉事
業を適正に評価しながら助成事業を進める
必要がある。法人運営に係る指標の設定
は難しいため、社会福祉協議会が行ってい
る地域福祉事業の一つであるふれあいサ
ロンの参加者数を活動指標とした。

①引き続き助成事業の見直し・検討を進
め、助成金の効率的な運用や効果的な事
業の実施について明確にしていく。
②運営費的な補助から事業費補助に切り
替える。

検討・
見直
し

17 Ｃ

　この助成金は、社会福祉協議会の管
理運営の補助であり、助成金の効果が
不明である。このような助成金を縮小す
るとともに、事業運営の委託や補助へ転
換し、効果を評価できるものにすべきで
ある。社会福祉協議会の経営について
も、事業の見直し（民間との役割分担）、
人件費のあり方(給与体系の見直し）、自
主収入の拡大を図る必要がある。

　成年後見制度の利用を必要としている高
齢者、障害者は多いと思われるが、未だに
周知が不十分な面がある。

①②認知症高齢者や知的障害、精神障害
などで判断能力が不十分な場合、財産管
理や介護その他商法上の契約などで権利
を脅かされたり、不利益を被ることがないよ
う、今後とも成年後見制度の周知を図って
いく。

検討・
見直
し

　入所施設から地域生活への移行が進め
られており、地域生活の受け入れ場所とし
てグループホームやケアホームの果たす役
割は大きい。しかし、食費等の実費負担が
大きく、希望者がいても利用につながらない
ことも多い。

①②グループホーム等を運営できる社会福
祉法人やNPO法人への働きかけにより、市
内設置数を増やす。また、利用希望者への
情報提供や施設入所者が速やかに地域生
活に移行できるよう、日中活動の場の確保
に努める。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　障害者福祉は、施設サービスから在宅
サービスへ、より少ない費用で利用者
ニーズに対応しようとしているが、市内
の施設利用者(170人）やグループホー
ム(1ヶ所）の整備状況を勘案すると、国
や県の動向を見ながら、慎重に拡充を
進めていく必要がある。

　入所施設から地域生活への移行が進め
られる中、入所施設の利用に大きな伸びは
見られないが、通所施設は日中活動の場と
して、就労までの訓練の場として、重要な位
置を占める。

①②障害者自立支援法の施行により、現
行の入所施設は、平成24年3月までに新
サービス体系の事業に移行することが決
まっており、生活介護、施設入所支援等の
介護給付や就労継続支援等の訓練等給付
に移行していくため、知的障害者施設訓練
等支援事業の利用に大きな伸びはないと
思われる。

検討・
見直
し

　身体・知的・精神障害のどれも利用を希望
する方が増加傾向にあり、一人当たりの
サービス時間も多方面に及ぶものもある。
今後、利用者の利便性を考慮しつつ、サー
ビス提供業者や医療機関との連携を深め
ながら事業を推進することが必要である。

①平成21年度は、これまでサービスを受け
ている人の内容を精査し、各種サービスの
低下に至らぬように注意しながら正確な状
況確認をして、認定調査等を実施するよう
に努める。
②障害者の在宅生活を支えるために不可
欠なサービスであり、今後もニーズが高ま
ることが予想されることから、引き続き調
査・検討が必要である。

検討・
見直
し
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番
号

2.事業名 3.部名 4.課名

5.
事
業
開
始
年
度

6.
事
業
終
期
年
度

7.事業内容と意図

133
障害者ガイドヘル
パー派遣委託事
業

健康福
祉部

障害福
祉課

S56 -
　介護者がいない在宅の障害者等に対して、
ガイドヘルパーを派遣することにより公的機
関や医療機関への外出を容易にする。

高 高 高 低 (a) (d) (b) (b) (b) Ｂ

134
障害者介護券給
付事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H3 -

　脳性麻痺や筋疾患等により四肢体幹にわ
たり重度の障害がある者又は重度の知的障
害者に、外出援助のための介護人を派遣す
ることにより、外出する機会を提供し、社会参
加の促進を図る。

高 高 高 高 (d) (d) (b) (b) (b) Ｂ

135
障害者福祉セン
ター運営委託事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H4 -

　通所により創作的活動、機能訓練などの各
種サービスを提供し、障害者の自立促進・社
会参加を図る。また手話講習会等を開催して
障害者福祉ボランティアを育成する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

136
障害者福祉交流
センター委託事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H10 -
　社会適応訓練や創作的活動などのデイ
サービス・各種相談事業を実施し、自立促
進・社会参加を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

137
移動入浴サービス
事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H12 -
　自宅において、入浴が困難な身体障害者に
対し、巡回入浴車を派遣し、または施設入浴
設備を利用し保健衛生の向上を図る。

高 低 高 高 (a) (b) (a) (b) (b) Ｂ

138
心身障害者地域
デイケア事業費補
助事業

健康福
祉部

障害福
祉課

S63 -

　在宅の心身障害者に必要な自立訓練、授
産活動の場を提供し、心身障害者の社会参
加の助長を図るため、心身障害者地域デイ
ケア事業を行う事業者に対して補助し、障害
者福祉の増進を図る。日中活動の場のない
在宅障害者の利用を促進する。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

139
障害児（者）生活
サポート事業費補
助事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H11 -

　在宅の心身障害児（者）の地域生活を支援
するため、一時預かり、派遣による介護サー
ビス、外出援助等を実施するとともに、団体
に補助することにより、サービス提供団体に
おいて障害者の福祉の向上及び介護者の負
担軽減を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　派遣範囲を明確化し、類似事業（移動支
援事業）に対する本事業の位置付け・利用
条件の整理が必要

①派遣範囲の明確化、利用者への周知徹
底
②類似事業（移動支援事業）に対する本事
業の位置付け・利用条件の整理

検討・
見直
し

19 Ｂ

　障害者ガイドヘルパーの派遣範囲の
拡大ニーズに対しては、代替手段の利
用を検討し、公益性の高いものに限定す
ることを維持すべきである。
　ヘルパー確保の工夫が望まれる。
　また、外出支援事業をさまざまに組み
合わせることで、利用者の利便性を高め
ていくことに取り組んでいただきたい。

　他の外出介助施策との調整を図りなが
ら、本事業の趣旨の周知を徹底し、適正か
つ有効な運用を図っていく必要がある。

①自立支援法の施行を受け、移動支援事
業、ガイドヘルパー事業など、障害者の外
出介助施策が多様化する中で、それぞれ
の制度における対象者や利用基準を明確
化するとともに、重度の身体障害者、知的
障害者を対象とした本事業の制度の周知を
図り、適切な実施に努める。
②重度障害者の外出介助施策の充実に努
め、更なる社会参加の促進を図る。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　この事業は、市の単独事業として実施
しているが、平成17年度より県の補助事
業となるなど、住民のニーズに柔軟に対
応しているものといえる。国や県の動向
を見ながら、利用者の偏在、利用実態を
踏まえた上で、事業を遂行していくことが
必要である。また、支援費制度と似たよ
うな事業があり、利用者の重複利用を運
用上制限しているが、この事業を支援費
制度へ統合することの要否も検討する
必要がある。

　障害者団体の拠点施設として、重要な役
割を担っているが、今後も障害者の多様な
ニーズに対応した事業展開が必要となって
いる。

①平成21年度は要約筆記奉仕員講習会を
開催してコミュニケーション支援事業を展開
していく。
②デイサービス事業をより効果的にするた
めに、障害者のニーズを把握して、事業の
充実を図っていく。

検討・
見直
し

　養護学校を卒業した知的障害者は、就労
の機会もなく、地域での自立が難しい面が
あり、この交流事業の実施により、在宅の
知的障害者に社会参加の機会を提供して
いるが、利用者ニーズに対応したサービス
の提供が求められる。

①平成21年度はデイサービス事業をより充
実して知的障害者の社会参加を図ってい
く。
②障害者自立支援法と異なる枠組みで事
業展開を図っているが、今後も、効率的な
運営と利用者のサービス向上について努め
る余地がある。

検討・
見直
し

　当該事業に対する利用者のニーズは恒
常的に高い。ただし、委託先業者の選定に
ついて、より公平性を向上させる余地があ
る。また、利用者負担について、利用者意
見等を勘案しつつ見直す必要がある。

①業者選考方法、委託料の見直しを検討
する。利用者負担軽減等市民ニーズを反映
した事業として事業内容を拡大すべきか検
討する。
②障害者の自宅入浴の代替的手段が当該
事業の目的とするところであり、市民に対し
て事業の周知徹底を図り、重度の障害者に
対してはより高度な技術を提供できる委託
業者の選定を目標とする。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　利用者が委託先を選択できる制度の
導入の検討を求める。
　委託先を拡大するとともに、公平性の
確保が望まれる。
　また、利用者負担の軽減につながるな
らば、料金表の見直しをすることも必要
であろう。

　デイケア施設は、就労に繋がらない養護
学校卒業生の進路先として、重要な位置を
占めているが、運営は障害者団体等運営
基盤の弱い団体が多く、法に則ったサービ
スに比べ利用者負担額が多くなっている。

①②デイケア施設も障害者自立支援法上
の新体系サービスへの移行が進められて
おり、地域活動支援センターや生活介護事
業所（平成19年度は2施設が移行済み）等
への移行が検討されているが、職員配置基
準等クリアすべき課題も多い。移行にあ
たっては、建設整備補助などを行い、推進
をしていく。

検討・
見直
し

　利用登録者は前年比10％以上の伸びを
見せており、特に利用者負担に差額補助が
ある児童の利用希望が多い。県補助額は
人口30万人以上520万円（平成20年4月より
500万円に下がる）の上限であり、超過分は
市単独の負担となっている。利用登録者の
伸びに対し、市内に事業所が増えていない
ため、利用したい時に利用できない状況が
発生している。

①②在宅の障害児（者）にとって柔軟な利
用ができるサービスとして、介護する家族
からの利用希望が多い。事業所の拡充を
図る。

検討・
見直
し
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140
越谷市地域活動
支援センター運営
費等補助事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H19 -

　精神障害者が地域社会のなかで自立した
日常生活又は社会生活を営むことができるよ
う地域活動支援センターで障害者等の地域
生活支援の促進を図ることを目的とする。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

141

精神障害者小規
模地域生活支援
センター運営費補
助事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H17 -
　精神障害者の社会復帰の促進を図るた
め、日常生活の支援、日常的な相談への対
応や地域交流活動等の場を提供する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

142

障害者短期入所
事業（旧障害者
ショートステイ支
援事業）

健康福
祉部

障害福
祉課

H15 -

　障害者を介護している者及びその家族が、
介護できない場合に障害者支援施設等を利
用することにより、介護に負担を感じている方
の介護負担の軽減を図る。　また、やむを得
ない事由により障害者が障害者自立支援法
等に基づく短期保護制度の利用が困難であ
り、かつ、障害者支援施設等に一時的に保
護する必要があると認める場合に、保護を行
い、障害者本人の安全及び介護者の負担を
軽減する。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

143
手話通訳者派遣
事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H14 -
　登録している手話通訳者等を依頼に応じ派
遣することにより、聴覚障害者の社会参加促
進とコミュニケーションの円滑化を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

144
障害者相談支援
事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H14 -

　在宅の障害者に対して、在宅福祉サービス
の利用援助、社会資源の活用を高めるため
の支援、ピアカウンセリングを行うことにより、
障害者の生活を支援する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

145
障害者就労支援
事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H17 -

　障害者が就労するために、就労先の開拓、
障害者本人への業務内容に関する助言や技
術的援助、一緒に働く人の障害者に対する
理解などの職場に定着するための支援を行
う必要がある。障害者就労支援センターを設
置し、障害者の就労支援を実施する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

146
福祉タクシー利用
券・自動車燃料券
給付事業

健康福
祉部

障害福
祉課

S56 -
　在宅障害者の外出を容易にし、経済的負担
の軽減と障害福祉の増進を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　補助金に見合った事業が適正に行われて
いるか、定期的に観察する必要がある。ま
た、デイケア施設等法定外施設からの移行
促進を図る必要がある。

①平成21年度は、各地域活動支援センター
の事業がより充実したものとなるよう、適切
な助言・指導を行っていく。また、デイケア
施設等法定外施設からの移行促進を図る
ため、補助要綱等の整備を図る。
②引き続き市内の地域活動支援センターに
対して、補助事業を行っていく。

検討・
見直
し

　精神障害者小規模地域生活支援センター
の安定的な運営のためには、市がその支
援に努める必要がある。

①②平成21年度は精神障害者の生活を支
援するうえで、施設の安定的な運営が図れ
るよう事業内容を精査していく。

検討・
見直
し

　施設入所を望んでいる障害者が、施設に
空きが無いため、本人の身体状況や家庭
環境等を理由に、特例的に継続して長期に
わたり短期入所サービスを利用している。
あくまでも特例的な利用のため、定期的に
サービスの見直しや対応策を検討していく
必要性があると思われる。

①短期入所サービスは、毎年、支給決定の
更新を必要とする。そのため更新時には、
本人の心身の状態等を勘案して、サービス
の種類の見直しを含め、適正なサービス及
び支給量を決定するように努める。
②短期入所サービスを利用する障害者及
びその家族に対し、本事業の趣旨等につい
て周知徹底し、さらなる事業の適正化を図
る。

検討・
見直
し

　登録手話通訳者の確保と技術向上、事業
の周知徹底

①登録手話通訳者の養成・確保
②利用者拡大のため、公的機関等に対す
る広報・個人利用対象者に対する周知徹底
を図る。また、今後、要約筆記者の派遣も
あわせ、コミュニケーション支援事業として
の一体的な運営に向けて準備をすすめて
いく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　聴覚障害者の社会参加促進のため意
義のある事業と考えられるが、登録通訳
者の育成・増員に一層努められるよう期
待する。なお、社会福祉協議会への委
託事務であるが、利用者の声を記録し、
ニーズを反映できるよう十分な連絡調整
をお願いしたい。

　障害者自立支援法の中で、市町村が実
施する地域生活支援事業として相談支援
事業が位置づけられ、相談支援事業の重
要度が増している。

①②地域自立支援協議会を設立して、相談
支援事業所間の連携を図り、各障害に対応
した相談支援事業を展開できるように事業
の充実を図っていく。

検討・
見直
し

　障害者自立支援法の施行などにより、障
害者の就労支援の重要度が増している。障
害者の就労支援に関し、必要となる支援の
あり方や実施方法について、精査していく
必要がある。

①②平成21年度からは長期契約による委
託を実施し、中長期的な計画に基づく就労
支援の取り組みを行うとともに、障害者の
就職や職場実習の受け入れ企業の増加に
向けた取り組みを実施していく。

検討・
見直
し

　自動車燃料費助成券の1枚あたりの助成
額については、平成19年度中に要綱改正を
含め検討・改正したが、利用できるガソリン
スタンドについては、十分とはいえない。

①②平成21年度は自動車燃料費助成券の
利用協力事業所を拡充させたい。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　障害者の外出支援・交流の促進のた
めの利用券・燃料券の給付は全県的に
導入されていることもあり、利用率も高く
継続が望ましいが、利用者の声を収集し
て記録に残して頂きたい。なお、福祉タ
クシー利用券利用にあたってのタクシー
会社への事務経費補助（手数料）は「福
祉タクシー運営協議会」で協議されてい
るとのことであるが、今後障害者の社会
参加を社会全体で支援できるよう、市民
はもとより、企業からも障害者を支援す
る取り組みが一層広がるよう期待した
い。
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147

障害者自立支援
医療給付事業（旧
身体障害者更生
医療事業）

健康福
祉部

障害福
祉課

S26 -

　上肢・下肢・心臓・腎臓等に障害があり、手
術・治療を行うことによって障害の軽減、社会
生活の円滑化に効果が見込まれる場合に、
手術等にかかわる医療費を給付し、日常生
活の容易化と経済的負担の軽減を図る。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

148
身体障害者補装
具給付事業

健康福
祉部

障害福
祉課

- -

　身体障害者の身体の欠損又は身体の機能
の損傷を補い、日常生活又は職業生活を容
易にするために必要な補装具の購入又は修
理に要した費用を補装具費として支給する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

149
重度心身障害者
医療給付事業

健康福
祉部

障害福
祉課

S50 -

　障害者の健康を守り、本人や家族等の経
済的負担の軽減を図る。
（内訳：重度心身障害者医療給付費・印刷製
本費・手数料・医療事務委託料・精神障害者
通院医療費助成給付費）

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

150
障害者手当給付
事業

健康福
祉部

障害福
祉課

S54 -

　重度心身障害者（児）を対象に、障害の程
度、年齢等に応じて重度心身障害者手当、
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的
福祉手当を支給することにより、経済的負担
の軽減を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

151
日常生活用具給
付事業

健康福
祉部

障害福
祉課

- -

　在宅の重度心身障害者等に対し、その障
害状況等に応じて日常生活用具の給付を行
うことにより、日常生活の便宜を図り、福祉の
増進を図る。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

152 障壁改善事業
健康福
祉部

障害福
祉課

H11 -

　歩道の段差解消などの工事等を実施し、障
害者が安心して地域で共に暮らせるまちづく
りを推進する。また市内施設のバリアフリー
情報をバリアフリーマップとしてまとめ、冊子
及びホームページで公開する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

153
障害者施策推進
協議会事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H18 -
　障害者に関する施策の総合的かつ計画的
な推進について調査審議する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

154 審査会事業
健康福
祉部

障害福
祉課

H18 -

　障害者自立支援法第15条に基づき、介護
給付費等の支給に関する審査会を設置し、
障害福祉サービスの利用を希望する者への
介護給付に係る障害程度区分に関する審査
及び判定等を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　医療保険の負担限度額や高額医療費の
還付制度など医療費の負担軽減策は多岐
に渡っているため、申請者が更生医療を真
に必要としている者か検討する必要があ
る。また、利用者が自ら制度を選択できるよ
う周知する必要がある。

①後期高齢者医療保険開始に伴い、自己
負担限度額の変更が予想されるため、他制
度との利用との比較検討をする。
②利用者が他制度との比較検討を行いや
すくするために、制度内容の周知を行う必
要がある。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　障害福祉事業として重要な事業であ
る。
　障害者に安心感を与えるよう、病院の
医師等との情報交換を図り、市役所窓
口でのきめ細かな相談対応が求められ
る。

　労災保険、健康保険、介護保険など他法
他施策による給付可能な場合は除く。事業
の周知や情報提供に努めると共に、県等か
ら助言、指導を受けさらに効果を高めてい
く。

①窓口申請を通じて日常生活、職業生活や
生活状況に応じた助言、指導を行っていく。
②障害状況、生活状況に応じた適切な事業
の実施に努める。また、他法との関係を整
理した制度の周知に努める。

検討・
見直
し

　障害者の高齢化及び受給者数の増加に
伴い、年々事業費が増加している。一方、
利用者からは重度心身障害者医療費の窓
口払いを廃止し、償還払い方式から現物給
付方式へ切り替えるよう要望が多く寄せら
れている。後期高齢者医療制度の施行に
伴い、レセプトデータが提供されないため
に、受給者は各々窓口申請が必要となり、
事務の煩雑化と受給者への負担が増大し
ている。

①平成21年度は後期高齢者医療制度施行
に伴う、65歳以上の方の申請が煩雑化して
しまうために、例年に比して約2倍の事務量
が発生してしまうが、適正な給付が行える
ように事務体制の見直しを行っていく。
②平成21年度から障害者の申請事務を簡
素化するために、市内医療機関について現
物給付の導入を検討していく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　障害福祉事業として重要な事業であ
る。レセプトデータの電子データでの提
供を広域連合に求めるなど、内部事務
の効率化と合わせて、市民の利便性向
上の促進に努めていただきたい。

　受給資格者に周知された制度であり、制
度の見直しの余地は少ないが、効率的な事
務処理を検討する余地はある。

①②平成21年度に向けて定期的な事務処
理のマニュアルを整備していきたい。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　例えば、運用の事例を分析し、定例業
務と特殊案件を区別してマニュアル化す
るなどの、事務の迅速化、効率化を進め
ていただきたい。
　障害者福祉は広域事業であるので、市
（独自）の事業については、近隣市との
バランスを考慮してサービスの維持に努
めていただきたい。

　介護保険等による類似事業との調整が必
要である。また、法令に基づく事業ではある
が、事業の周知や情報提供に努めるととも
に効果を高めるための助言･指導が必要で
ある。

①日常生活の円滑化・事業の効果を高める
ため、引き続き給付品目について検討す
る。
②窓口相談等を通じて、障害状況・生活状
況に応じた用具の給付を行い、適切な事業
の実施に努める。

検討・
見直
し

　障害者が街に出ていく上で、道路の段差
解消や点字ブロックの敷設がさらに必要で
ある。

①平成21年度は障害者や高齢者が外出し
やすくなるよう、道路の段差解消や点字ブ
ロック敷設事業を行っていく。
②点字ブロックや道路の段差解消を行うた
めに、必要な実施箇所の精査を行い、計画
的に事業を実施していく。

検討・
見直
し

現状
維持

　審査会の設置・開催については、法に規
定されているため、市の意思で廃止等をで
きるものではない。しかし、審査会の運営に
あたり、障害程度区分の認定に至るまでの
過程（調査、医師意見書、審査等）において
は、更なる効率化を図り、正確性を向上さ
せていきたい。

①平成21年度は、障害程度区分の有効期
間終了者が増えることに伴い、審査会案件
の増加が予想される。そのため、調査員、
審査会委員のそれぞれが専門研修を受講
するなど、障害程度区分認定までの過程
を、適切かつ迅速に対応できるよう、更なる
効率化に努める。
②審査会の開催時期によって、審査案件数
のバラつきがみられるため、申請受付等事
務手続きの内容を検討し、できる限り平準
化に努める。

検討・
見直
し
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155
しらこばと職業セ
ンター施設管理事
業

健康福
祉部

障害福
祉課

S55 -
　就職が困難な知的障害者を通所させて、必
要な作業指導及び生活指導を通じ、独立自
活を図るための施設環境を整える。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

156
しらこばと職業セ
ンター運営事業

健康福
祉部

障害福
祉課

S55 -
　就職が困難な知的障害者を通所させて、必
要な作業指導及び生活指導を通じ、独立自
活を図ることを目的とする。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

157
生活ホーム助成
事業

健康福
祉部

障害福
祉課

S63 -
　自立した生活を望んでいる障害者に対し、
生活ホームを提供し社会的自立の助長を図
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

158
重症心身障害児
施設運営補助事
業

健康福
祉部

障害福
祉課

H9 -
　中川の郷療育センターの運営に対し助成す
ることにより、重度心身障害者（児）の療育を
支援する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

159
障害者（児）複合
施設整備事業

健康福
祉部

障害福
祉課

H13 -
　みのり学園・あけぼの学園・しらこばと職業
センターの3施設の機能・サービスを見直し、
施設の複合化を図る。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ｃ

160
生きがい対策推
進事業

健康福
祉部

高齢介
護課

- -
　高齢者が、いきいきと自分らしく、安心して
健康で元気に暮らせるよう、社会参加や生き
がい活動を支援する。

高 低 高 高 (d) (b) (a) (b) (b) Ｂ

161
老人福祉センター
運営事業

健康福
祉部

高齢介
護課

S59 -
　高齢者に関する各種相談に応じるとともに､
健康の増進､教養の向上及びレクリェーション
等のための便宜を総合的に供与する。

高 低 高 高 (a) (b) (a) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要
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担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　施設の老朽化に伴い障害者自立支援法
に基づく新たなサービス内容を提供する施
設を建設する。

①平成20年度に新施設の基本設計、実施
設計
②平成21～22年度に建設工事の予定。23
年度新施設オープン予定

検討・
見直
し

　本事業は今後も市が主体となって行うべ
き業務であるが、運営形態については、効
率的視点に立ち検討していく必要がある。

①②障害者の状態やニーズに応じた支援
が適切に行われるよう、障害者自立支援法
に基づく新たなサービス事業所へと平成23
年度末までに移行する。平成21年度はその
ための調査検討と、利用者の就労支援に
ついて関係機関と連携し、企業実習や就職
面接等へ積極的に参加する。

検討・
見直
し

　知的障害者が利用する市内の生活ホー
ムは平成18年度から、障害者自立支援法
に則ったグループホームへ移行している。
身体障害者の利用は生活ホームに限られ
ている。

①②知的障害者が利用する市外の生活
ホームは順次、自立支援法に則ったグルー
プホーム・ケアホームに移行していくと思わ
れるが、身体障害者の利用は生活ホーム
に限られる。今後は身体障害者の生活の
場として、生活ホームの確保を図る必要が
ある。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　自立支援に向けたヘルパー派遣事業
と合わせて、生活ホーム利用者が自立
するために必要な周辺支援施策との連
携を強化する必要がある。
　 も福祉の現場に近い事業を担当さ
れている基礎自治体としての意見を、県
や国に向けて発信されることを望む。

　重症心身障害児施設として、医療ケアを
含めた必要性は大きい。障害者自立支援
法の施行に伴う、新体系サービスへの移行
について、検討していく時期になっている。

①平成21年度は引き続き、重症心身障害
児の施設サービスを継続していく。
②平成23年度までに障害者自立支援法の
新体系サービスへの移行を行うべく、準備
を行っていく。

検討・
見直
し

　障害者自立支援法の施行により施設体
系の再編がなされ、障害者施設と障害児施
設の複合化を図ることの効果を再検証する
必要がある。

平成19年度に基本構想の見直しを行い、障
害者施設と障害児施設の複合化は実施せ
ず、平成20年度以降は、障害者施設整備
事業と障害児施設整備事業に分離して取り
組むこととした。
①平成21年度は障害者施設の建設工事を
行う。
②平成23年度までに障害者施設を開設す
る。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　事業計画を早期に作り、専門スタッフ
の充実と共有化をはかり、サービスレベ
ルの向上と効率化をはかっていただきた
い。待機者への施設の紹介をホーム
ページ等でできないか検討していただき
たい。

　高齢化率が年々上昇し、利用者、参加
者、支給人数も増加するのみであり、将来
的には扶助費の縮小や、事業にかかる受
益者負担の検討が必要になると思われる。

①経費削減のため、敬老祝金の支給内容
の見直しを図っていく。
②敬老会の開催方法の検討、いきいきセン
トー事業において、受益者負担も含めた内
容の検討を行う。

検討・
見直
し

18

16

Ｂ

Ｂ

<敬老会開催事業>
　限られた財源を効果的に活用し、高齢
者福祉を拡充することは重要である。但
し、対象者の増加や意識の多様化の現
状も踏まえ、今後も事業内容の見直しを
継続的に行う必要がある。
<老人クラブ育成事業>
　高齢者ニーズに対する適切な対応をし
ていくことで、増加する高齢者にとって魅
力のある場になるような支援を期待した
い。それにはアンケートなど満足度をは
かり、イベントの刷新なども行っていける
ような仕組みづくりを支援していただきた
い。

　高齢化率は年々上昇し、高齢者人口も増
加の一途であり、引き続き将来にむけての
受益者負担の検討が必要になると思われ
る。

①平成21年度においては現状維持
②（仮称）第4老人福祉センター建設が実現
できた時点（予定では平成22年度に用地取
得）で、受益者負担導入を検討する。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　施設の利用状況（利用率、実利用時間
等）を把握し有効活用を図ることが望ま
れる。
　利用対象者を高齢者に限定するので
はなく、施設の複合的な活用や開放を検
討してはどうか。
　また、業者選定にあたっては、指定管
理者制度の趣旨を活かして、公募するこ
とが必要である。
　社会福祉協議会における、さらなる経
営改革（効率化）が望まれる。
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162
日常生活支援事
業

健康福
祉部

高齢介
護課

H6 -

　高齢者が可能な限り住み慣れた家庭や地
域の中で、安心して暮らし続けることができる
よう、日常生活の支援に係る在宅福祉サービ
ス事業を行う。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

163 介護予防事業
健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -

　要援護高齢者(特定高齢者)や、その家族等
に対し、要介護状態に陥らないための介護予
防に関する指導やサービスを、介護保険事
業との整合を図り実施する。自立支援通所
サービス、生活支援短期宿泊事業。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ａ

164
家族介護支援事
業

健康福
祉部

高齢介
護課

S61 -

　高齢者を介護している家族等を支援し、そ
の家族の精神的・経済的負担の軽減を図る
とともに、一人暮らし高齢者等の急病や災害
等の緊急時に迅速に対応する体制を整備
し、日常生活上の緊急事態における安全の
確保と不安の解消を図る。
　また、在宅の寝たきり高齢者を介護してい
る家族に手当を支給する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

165
家族介護支援事
業(介護保険)

健康福
祉部

高齢介
護課

H18 -

　要介護高齢者を介護する家族等に対し、適
切な支援・給付を行うとともに、介護知識や技
術を習得することを目的とした教室等を開催
する。また、認知症により徘徊しがちな高齢
者を在宅で介護する家族の方に位置検索機
能のついた端末機を貸与する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

166 手当給付事業
健康福
祉部

高齢介
護課

H8 -
　日本国籍を有しない、特別永住者で公的年
金を受給していない等、一定の要件を満たす
外国人高齢者の方への生活支援。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

167
老人日常生活用
具給付事業

健康福
祉部

高齢介
護課

S63 -

　要援護老人及び一人暮らし老人に対し、そ
の日常生活の便宜を図るため、介護保険の
給付対象外となっている老人日常生活用具
を給付する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　支援を必要とする方に対し、自立支援の
観点から事業の周知を行い、促進を図るこ
とが必要である。

①②利用の手引き、地域包括支援センター
による利用のPRを行う。

検討・
見直
し

　要援護高齢者に対して、自立に向けた
サービスについての周知を図るとともに、介
護状態にならないように利用を促し、介護
予防の推進を進める。

①平成21年度から自立支援通所サービス
は特定高齢者施策に移行する。
②制度の周知を地域包括支援センターを通
し利用のＰＲを図っていく。

現状
維持

20 Ｂ

　ふれあいサービス事業を特定高齢者
施策に移行する計画は、妥当な判断で
あると思う。
　一方、短期宿泊事業については、利用
者数が実人数で4名と少ないことを考え
れば、他の事業で吸収する等の方策を
検討し、事業の効率的推進を考慮いた
だきたい。

　高齢化の進展に伴い、在宅高齢者等への
支援が一層必要となる。

①緊急通報システムの機器保守管理契約
において、契約条件の見直しを行い、総事
業費の抑制を図る。
②平成21年度以降については、他市の状
況と比較し、支援内容を検討していく。

検討・
見直
し

19 Ｃ

①　緊急通報システムは、ひとり暮らし
高齢者に通報用のペンダントを貸与する
事業であるが、廃止を含めて検討する。
昭和６１年からの事業であり、平成18年
は新規４件、機器確保契約台数２００台
のうち全設置台数９８台にとどまってお
り、一定の事業目的を達成している。一
方で、維持コストは年間５３０万円（５４，
０００円/１台）である。代替手段（携帯電
話、警備会社等）を検討する余地があ
る。また、契約業者への条件変更要請
及び新しくコストパフォ－マンスの良いシ
ステム提案を行わせる等、大幅な見直し
が必要である。
②　在宅介護者福祉手当は、寝たきり老
人を介護する家族への現金給付であり、
平成１８年は３６１名を対象としている。
福祉的な施策ではあるが、介護保険が
導入され、政策がサービス給付へシフト
している中で、このような手当のあり方を
見直す必要がある。

　国の指針に基づく事業であり、介護保険
の基本理念である高齢者の自立支援、尊
厳の保持を目的とした家族介護の継続事
業として、介護保険制度の地域支援事業・
任意事業に位置づけられている。

①②継続して計画どおり事業を進める。
検討・
見直
し

現状
維持

　高齢者の増加が見込まれるなか、加齢に
伴う認知病状のある方の在宅生活を支援
するための事業の周知が必要である。

①②平成21年度はさらに包括支援センター
を通し周知を図っていく。

検討・
見直
し

19 Ｄ

　ひとり暮らし高齢者等に火災報知器、
自動消火器、電磁調理器の設置を補助
する事業である。昭和６３年からの事業
であり、介護保険の制度化により、一定
の目的は達せられたものと思われる。申
請件数も、平成18年は2件と少ない。事
業費2万円に対し、事業遂行のための人
件費が90万円となっており、投入した作
業工数に見合う事業となっていない。低
所得者向けの適用は必要性の検討を要
するものの、当制度の廃止、または代替
手段（消防法及び住宅政策での対応）へ
の切り替えも含めた検討が必要。
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168
老人ホーム措置
事業

健康福
祉部

高齢介
護課

S55 -
　環境上の理由及び経済的な理由により､居
宅において生活することが困難な方を老人
ホームに入所措置し生活を支援する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

169 介護支援事業
健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -

　居宅介護サービス（介護予防・地域密着型
サービスを含む。）に係る利用者負担額につ
いて、非課税世帯の者の利用者負担額（1割
負担）を10分の3もしくは10分の5に減額し、低
所得者の負担を軽減する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

170
保険事務管理事
業

健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -

　高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
の作成、介護保険サービスの給付動向の把
握等を行い、介護保険制度における保険者
としての事務を円滑に遂行する。

高 低 高 低 (d) (d) (a) (b) (b) Ｂ

171
電算処理事務事
業(介護保険料電
算委託)

健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -
　65歳以上の第1号被保険者の介護保険料
賦課徴収にかかる事務を電算化し、事務の
効率化と適正な資格管理を行う。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ａ

172
介護認定審査会
事業

健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -

　要介護認定を受けようとする市民からの申
請を受けて、調査員による調査票と主治医意
見書に基づき、介護認定審査会において要
介護度の審査判定を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

173 認定調査事業
健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -

　要介護認定を受けようとする市民からの申
請を受けて、市の調査員または委託により訪
問調査を実施し、介護認定審査会へ提出す
る調査票を作成する。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ａ

174 趣旨普及事業
健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -
　様々な広報媒体や出前講座を活用し、介護
保険制度を市民に正しく理解をしてもらう。

高 高 低 低 (a) (d) (b) (a) (b) Ｂ

175 運営協議会事業
健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -

　市が行う介護保険事業の円滑かつ適切な
運営に資するため、地方自治法(昭和22年法
律第67号)第138条の4第3項の規定に基づい
て設置した、市長の附属機関として越谷市介
護保険運営協議会の運営。

高 高 低 低 (b) (d) (b) (a) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　入所者の高齢化に伴い、入所生活におけ
る自立が困難な状態になる方に対する介
護サービス等が必要となってくる。

現状
維持

　低所得者に対する市単独の負担軽減施
策で、国の軽減制度に市の独自性を加えた
ものとして有効な施策である。今後要介護・
要支援認定者の自然増に伴い、事業費の
増加が見込まれる。

継続して計画どおり事業を進める。
現状
維持

　国の基本方針に基づき介護保険制度の
適正運営を図る。

①②第三期越谷市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画を円滑かつ適正に推進
していくため、進行管理に努めていく。介護
保険フェスタなどの事業を通じて介護保険
制度の周知を図る。

検討・
見直
し

17 Ｃ

　介護保険導入から5年経過し、市内の
要介護保険者数は2,600人から4,200人
へ増加している。介護保険の主旨普及
は一定の成果をあげており、介護保険
フェスタのあり方を見直す必要がある。
また、介護相談員による事業所派遣は、
年8カ所程度の施設中心であるが、受入
拒否事業所もあり、通所施設は未実施
である。今後の方向としては、当該事業
の見直しを行い、事業者のサービス評
価（第三者評価）の活用や情報公開制
度の推進などにより、より効果的な方法
を検討する必要がある。

現状
維持

　国の指針に基づく制度であり、適正運営
に努める。

継続して計画どおり事業を進める。
現状
維持

　国の指針に基づく制度であり、適正運営
に努める。

継続して計画どおり事業を進める。
現状
維持

　制度の周知方法について検討を要する。

①②介護保険制度は高齢者はもとより、多
くの市民の方々に理解していただく必要が
あることから、制度の周知方法について
は、印刷物をはじめ様々な広報媒体や出前
講座を活用し実施していく必要がある。この
ようなことから、市発行の広報紙、市ホーム
ページ等の積極的な活用を図るとともに、
出前講座の実施をより一層増やしていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　介護保険制度の趣旨を市民にご理解
いただくことを目的とした事業である。作
成されているPR資料等は汎用的、全般
的な内容であり、市民にとっては印象が
薄く、記憶に残りにくい様に思われる。ア
ンケート調査等により普及度や理解度を
検証するなど、より分かり易く市民の理
解が深まる内容とし、効果的な活動に取
り組んでいただきたい。今後は、個別相
談に注力し、きめ細かく具体的事例に対
応する方向に進まれることを望む。

　情報の共有と共通理解に努める。
①②共通理解が得られるよう、本市の運営
状況や国・県からの情報を各委員に適宜提
供していく。

検討・
見直
し
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7.事業内容と意図

176
高額介護サービス
費貸付事業

健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -

　高額介護サービス費又は高額介護予防
サービス費が支給されるまでの間、当該介護
サービス費等に係る貸付金を貸し付けること
により、介護保険サービスの利用者負担を軽
減する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

177
介護予防施策事
業

健康福
祉部

高齢介
護課

H18 -

　介護予防事業の対象となる特定高齢者を
把握し(各市町村における第1号被保険者の
5％程度)その方に対する事業として、通所又
は訪問により、要介護状態等となることの予
防又は要介護状態等軽減若しくは悪化の防
止を目的として介護予防に資する事業を行
う。
　また、すべての第1号被保険者を対象とす
る事業として、介護予防に関する知識の普及
啓発や地域における自主的な介護予防に資
する活動の育成支援を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

178
介護給付等費用
適正化事業（介護
保険）

健康福
祉部

高齢介
護課

H15 -

　介護（予防）給付について、不要または不適
正な給付が提供されていないかを検証し、利
用者に適切なサービスを提供できる環境の
整備を図るとともに、介護保険の適正な運営
を推進する。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ａ

179

家族介護支援事
業(介護保険)（家
族介護慰労金支
給事業）

健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -

　要介護4または要介護5と認定された高齢
者を在宅で介護している同居家族に介護慰
労金（年額10万円）を支給することにより、家
族の身体的・精神的負担の軽減を図り、要介
護高齢者に対する家族介護を支援する。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ａ

180
順正苑施設管理
事業

健康福
祉部

高齢介
護課

S44 -

　順正苑における敷地（苑庭）及び施設設備
等の維持管理を行う。
1.施設概要
  (1)　敷地面積　　7,916㎡　  (2)　建物面積
1,195㎡
　(3)  設備　ボイラー設備・消防用設備・浄化
槽設備他　(4)  その他　設備保守点検委託・
夜間警備委託他

低 高 高 低 (b) (c) (d) (d) (a) Ｂ

181 順正苑運営事業
健康福
祉部

高齢介
護課

S44 -
　自立生活を基本とした養護支援の推進と、
在苑者が地域の中で安心して生きがいのあ
る生活を送れるような運営に努める。

低 高 高 低 (b) (c) (d) (d) (a) Ｂ

182
日用品等支給事
業

健康福
祉部

高齢介
護課

S44 -
　在苑者が当施設において安心して生活でき
るように日用品等の支給による扶助を行う。

低 高 高 低 (b) (c) (d) (d) (a) Ｂ

183
老人福祉センター
改修事業

健康福
祉部

高齢介
護課

S59 -

　老人福祉センターは、高齢者の福祉施設で
あり多くの高齢者が集うことから、安全確保
に十分配慮する必要がある。
①老朽化・劣化等に起因する施設設備の改
修
②地盤沈下に起因する施設及び外構の改修

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　国の指針に基づいた制度であり、低所得
者に対する負担軽減を図る施策として必要
性があり、廃止縮小はできない。

①②継続して計画どおり事業を進める。
現状
維持

　介護予防に資する事業のため、参加者の
増員を図る必要がある。

①②特定高齢者への参加呼びかけを、地
域包括支援センターを通じ、訪問等により
行っていく。

検討・
見直
し

①②継続して計画どおり事業を進める。
現状
維持

継続して計画どおりに事業を進める。
現状
維持

20 Ｃ

　在宅介護をしている家族に対する慰労
金の支給事業であるが、H19年度の対
象者は1人と極めて少なく、また介護保
険制度があるので、基本的には介護保
険制度を利用していただくよう理解を得
る努力をすべきと思われる。

　入所者が快適に生活するためには、現基
準にあった施設整備が必要である。

①②平成21年度末までに介護保健施設と
の連携が可能な社会福祉法人による養護
老人ホームの整備・運営を促進することに
伴い、市立養護老人ホーム順正苑を廃止
する。

検討・
見直
し

　入所者が快適に生活するためには、現基
準にあった施設整備が必要である。

①②平成21年度末までに介護保健施設と
の連携が可能な社会福祉法人による養護
老人ホームの整備・運営を促進することに
伴い、市立養護老人ホーム順正苑を廃止
する。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　「施設の更新時（建替え等）において
は、施設の設置・運営方法等も含めて方
策を検討する必要がある。」とあるが、い
つかが決まっていない現状では、調理の
委託など経費削減化できるところは早期
に計画的に進めていただきたい。

　平成21年度末の施設閉鎖までは引き続き
継続する。

①②平成21年度末までに介護保健施設と
の連携が可能な社会福祉法人による養護
老人ホームの整備・運営を促進することに
伴い、市立養護老人ホーム順正苑を廃止
する。

検討・
見直
し

　施設の老朽化はもとより、地盤沈下の進
行による影響もあり、継続した改修・修繕が
必要である。

①けやき荘　ファンコイル改修工事、お風呂
のろ過タンク交換工事
　くすのき荘　雨漏り改修工事
　3館共通　　地盤沈下の影響による改修、
補修
②3館共通　　地盤沈下の影響による改修、
補修

検討・
見直
し
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184
介護保険会計繰
出金事業

健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -
　介護給付費に係る法定負担分と介護保険
事務に要する費用を一般会計から負担する
ことで介護保険財政の適正運営を図る。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ａ

185 介護サービス事業
健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -

　要介護者に対し、介護の必要の程度に応じ
た在宅サービス及び施設サービスや地域密
着型サービス等の介護サービスが実施され、
その費用を介護保険から給付する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

186
電算処理事業（介
護保険システム電
算委託）

健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -

　介護を必要とする被保険者の申請に基づ
いて行う認定事務や、受給者管理及び給付
実績管理を電算化し、介護相談や情報提供
に活用し、制度の円滑な運用を図る。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ａ

187 審査委託事業
健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -

　要介護･要支援の認定を受けた被保険者が
受けたサービスの提供に対する介護給付費
の請求内容を審査し、サービス提供事業者
へ支払う。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ａ

188
介護予防サービス
事業

健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -

　要支援者に対し、介護の必要の程度に応じ
た在宅サービス及び地域密着型サービス等
の介護サービスが実施され、その費用を介
護保険から給付する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

189
介護保険給付費
準備基金積立金
事業

健康福
祉部

高齢介
護課

H12 -
　第1号被保険者の保険料を介護給付準備
基金に積み立てることにより、介護保険財政
の健全運営を図る。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ａ

190
包括的支援事業
（介護保険）

健康福
祉部

高齢介
護課

H18 -

　高齢者が住み慣れた地域でずっと暮らせる
ように、またできるだけ要介護状態にならな
いよう、地域にある様々な社会資源を使って
必要な援助・支援を総合的に行う。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

191
審査委託事業
（老人保健）

健康福
祉部

国民健
康保険
課

S58 H20
　老人保健受給者のレセプトの審査支払業
務を委託し、事務の効率化や適正化を図る｡

低 低 低 低 (a) (d) (c) (c) (d) Ａ

192
疾病予防費（国保
会計）

健康福
祉部

国民健
康保険
課

S54 -

　国民健康保険被保険者の健康増進、疾病
の早期発見や予防を行い、地域全体の衛
生・保健向上を図り、医療費の負担軽減を
行っていく。

低 低 低 低 (a) (d) (c) (c) (c) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
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度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　国の基本方針に基づき介護保険制度の
適正運営を図る。

①②第三期越谷市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画を円滑かつ適正に推進
していくため、進行管理に努めていく。

現状
維持

　国の指針に基づく制度であり、廃止、縮小
はできない。

継続して計画どおりに事業を進める。
現状
維持

①②継続して計画どおりに事業を進める。
制度改正に伴う電算システムの改修につい
ては対応が必要。

現状
維持

継続して計画どおりに事業を進める。
現状
維持

　国の指針に基づく制度であり、廃止、縮小
はできない。

①②継続して計画どおり事業を進める。
現状
維持

　国の方針に基づく制度であり、健全かつ
円滑に運営できるよう努めていく。

現状
維持

　地域包括支援センターは、地域における
福祉・保健医療等の総合相談窓口として、
地域の中核機関として、一層の充実を図
り、各包括支援センターを中心として、地域
ケアネットワークの構築を進めていく。

①②地域包括支援センターの周知ととも
に、高齢者の見守りや虐待防止を行う、地
域ケアネットワークの構築を進めていく。

検討・
見直
し

①②国の制度として実施されている。平成
20年度で現行の老人保健法の取り扱いが
なくなり、新たに後期高齢者医療制度が発
足する。

終了
(H20
年度)

　平成20年度から各医療保険者に義務付
けられた特定健診・特定保健指導の実施に
伴い、人間ドック・胃検診の助成事業を廃止
し、事業全体の調整を図る。

①平成20年度から開始された特定健診・特
定保健指導の実施状況により平成21年度
以降の見直しが必要
②平成20年度から開始された特定健診・特
定保健事業の実績を平成25年度までにあ
げていくため、各年度の状況を把握しなが
ら事業内容を拡大する必要がある。

検討・
見直
し

19 Ｃ

　当事業は、国保の被保険者が、胃が
ん検診、人間ドック、保養所利用の３つ
の場合に助成するものである。胃がん検
診の助成は、市民の利用者負担分を国
保会計から助成する制度であるが、他
のがん検診では助成していないこと、本
来は自己負担で行うべきものである。人
間ドックの助成は、市の基本健康診査と
は別に個人で受診した場合の助成であ
り、特定の利用者だけに支給することの
公平性に欠ける面がある。
　保養所利用の助成は、国保の目的で
ある医療給付とは直接関係がない。い
ずれも、国保の赤字補てんに一般財源
が880百万円も投入されていることを念
頭におき、他の保険制度（政府管掌保
険、他市国保等）との比較検討もしなが
ら、廃止を含めて助成金額の見直しが
必要である。
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2.事業名 3.部名 4.課名

5.
事
業
開
始
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6.
事
業
終
期
年
度

7.事業内容と意図

193
レセプト点検等事
業（老人保健）

健康福
祉部

国民健
康保険
課

H10 H20
　診療報酬明細書（レセプト）の点検を行い、
過誤請求の発見に努め、財政効果の向上と
医療費の適正化を図る｡

低 低 低 低 (a) (c) (c) (c) (b) Ｂ

194
医療費通知事務
事業（老人保健）

健康福
祉部

国民健
康保険
課

- H20

　医療費支弁額通知事務を老人保健法第29
条第3項に規定する者に委託し、老人保健拠
出金算出のため支払基金を通し各保険者に
通知する。また、受給者に医療費通知を送付
し、医療費についての認識と理解を深めてい
ただき、医療費の適正化を図る｡

低 低 低 低 (c) (c) (c) (c) (d) Ｂ

195
電算処理事務事
業（老人保健）

健康福
祉部

国民健
康保険
課

- H20

　市が実施する老人保健事務と国保連合会
が行う審査支払事務、支払基金の実施済レ
セプトを一元化し、電算処理する共同電算に
加入し、事務の効率化や経費の削減を図る｡

低 低 低 低 (a) (a) (c) (c) (a) Ｂ

196
国民健康保険会
計繰出金（法定
外）事業

健康福
祉部

国民健
康保険
課

H7 -
　赤字基調にある国民健康保険特別会計の
健全化

低 低 低 低 (d) (b) (c) (c) (b) Ｂ

197
保険給付事業(国
保会計)

健康福
祉部

国民健
康保険
課

- -
　医療が必要な人に原則3割の自己負担で給
付を行い、負担の軽減を図る。

高 低 低 低 (a) (b) (a) (a) (b) Ｂ

198
老人保健会計繰
出金事業

健康福
祉部

国民健
康保険
課

S58 H20

　老人保健法に基づく医療費の市負担分及
び職員給与費等について、老人保健特別会
計へ繰り出しを行う。
　老人医療費の費用負担割合
　①平成18年4月から9月　医療費の46/600
　②平成18年10月から　　医療費の1/12

高 低 低 低 (b) (b) (a) (a) (b) Ａ

199
老人保健拠出金
（国保会計）

健康福
祉部

国民健
康保険
課

S58 H22

　老人の医療費を全国民で賄うため、各医療
保険制度の保険者が市の国保の老人医療
費と老人の加入割合等で計算された金額を
拠出する。

高 低 低 低 (b) (b) (a) (a) (b) Ｂ

200
介護納付金（国保
会計）

健康福
祉部

国民健
康保険
課

H12 -
　介護保険の費用を全国民で賄うため、国保
の被保険者である40歳以上65歳未満の方に
税を賦課・徴収し、国に納付する。

高 低 低 低 (a) (b) (a) (a) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　臨時職員の質の向上が必要。

①②レセプト点検に係る研修等に参加し、
雇用している臨時職員の質の向上を図って
いく。平成20年度で現行の老人保健法の取
り扱いがなくなり、新たに後期高齢者医療
制度が発足する。

終了
(H20
年度)

　出力される様式等は、共同電算処理のた
め市独自の変更ができない。

①②個人への医療費通知は、共同電算か
らの出力のため、問題点については全体の
検討会の場で提起していく。平成20年度で
現行の老人保健法の取り扱いがなくなり、
新たに後期高齢者医療制度が発足する。

終了
(H20
年度)

　出力される様式等は、共同電算処理のた
め市独自の変更ができない。

①②共同電算処理は、県下一斉処理のた
め、問題点については全体の検討会の場
に提起していく。
平成20年度で現行の老人保健法の取り扱
いがなくなり、新たに後期高齢者医療制度
が発足する。

終了
(H20
年度)

18 Ｂ

　老人保健法の改正に伴い、国保連合
会が行う老人保健共同電算システムを
利用しているが、約２万人の老人保健事
務のほとんどをカバーしているので継続
も止むを得ないと思われる。しかし、委
託団体と連携をとって適切な委託経費を
検討すること、提供される出力資料だけ
でなく、個々のデータを元に分析資料を
作成する体制づくりも考慮していただき
たい。

　評価・チェックにかかわらず、国の制度で
ある国民健康保険制度の存続には一般会
計からの繰入金（法定外）は不可欠である
が、本制度は全市民を対象としたものでは
ないため、その額が多額にならないよう、加
入者の負担額を調整していくことが肝要で
ある。平成20年度は国民健康保険税の税
率改定を行う。

①平成20年度に国民健康保険税の税率改
定を行う。
②平成20年度から後期高齢者医療制度が
開始され、今後の医療費の抑制が望まれる
が、平成21年度以降はその動向によって対
応していく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　国保特会の赤字補填の為、一般会計
からの操出を当然と受け止めるのでは
なく、真剣な操出金減少に取り組んでい
ただきたい。収納率は90％前後と評価で
きるが、医療費の減少に向け、関係部課
が連携を取り、市が一丸となって緊急プ
ロジェクトを設置するなどして、取り組ん
で頂きたい。

　外部評価の内容を検討し、医療費の適正
化等に努めていく。

①平成21年度以降も現状維持の見込みで
ある。
②平成20年度から実施された後期高齢者
医療制度の動向により、医療費が削減され
ることになれば、多少、事業の縮小もあるか
もしれない。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　医療費の適正化（レセプト二重チェッ
ク）にさらに努めることを望む。
　頻回受診などによる医療費のムダ使
いを減らすための対策を進める必要が
ある。
　国保連合会の事務の合理化を促進す
る必要がある。

①②平成20年度から新たに後期高齢者医
療制度が発足する。事業事務の形態がか
わるが、医療費の市負担割合は変わらな
い。

終了
(H20
年度)

19 Ｂ
　医療費の適正化（レセプト二重チェッ
ク）にさらに努めることを望む。

　高齢者医療費の増加が続いているため、
抜本的見直しが必要である。

①②平成20年度から後期高齢者医療制度
が開始されたため、老人医療費拠出金は
廃止されるが、前々年度の精算分を平成22
年度まで拠出する必要がある。

検討・
見直
し

　平成18年度以降納付金は減少傾向にあ
るが、平成20年度は国民健康保険税の介
護分についても改定を行う。

①平成21年度も現状維持で対応する。
②介護保険制度が継続される限り、介護納
付金も継続して対応していく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　制度に従い実施する事業であり、事務
事業評価の視点からは課題は見つけに
くい。あえて挙げるとすれば徴収率の向
上策があるが、負担納付率を高める努
力を重ね、市からの繰入金の減少及び
保険料アップをしなくても済む措置を期
待する。
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201
医療給付事業（老
人保健）

健康福
祉部

国民健
康保険
課

S58 H20

　老人保健法第29条第1項に基づき、医療に
関する費用を保険医療機関に支払い、住民
の老後における健康の保持と適切な医療の
確保を図る｡

低 低 低 低 (c) (d) (c) (c) (d) Ａ

202
医療費支給事業
（老人保健）

健康福
祉部

国民健
康保険
課

S58 H20
　老人保健法第32条に基づき、医療費を支
給し、住民の老後における健康の保持と適切
な医療の確保を図る｡

低 低 低 低 (c) (d) (c) (c) (d) Ａ

203
保健センター施設
管理事業

健康福
祉部

市民健
康課

S63 -

　市民各層を対象に、健康等に対する知識の
普及・啓発を行うことで保健衛生の向上を推
進する。その拠点として、施設を維持するた
めの管理を行い、利用者が快適に利用でき
るようにする。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

204
保健センター施設
改修事業

健康福
祉部

市民健
康課

S63 -

　母子、成人及び老人保健という市民各層を
対象に、健康等に対する知識の普及・啓発を
することで保健衛生の向上を推進する。その
拠点として、施設を維持するための修繕を行
い、利用者が快適に利用できるようにする。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

205
地域医療推進事
業

健康福
祉部

市民健
康課

H8 -
　市民が「健康はつくるもの」という意識をも
ち、生活の質の向上を目指した健康づくりを
進められるように正しい知識の普及を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

206
救急医療対策事
業

健康福
祉部

市民健
康課

S52 -
　救急医療体制の整備を推進するため、救
急医療の充実を図るとともに救急医療機関
相互の連携を深める。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

207
健康づくり推進事
業

健康福
祉部

市民健
康課

- -

　市民一人ひとりが健やかで実り多き人生を
送れるよう、自分の健康管理について関心を
持ち、健康づくりを行うことに支援をするた
め、健康に関する正しい知識や情報の提供、
実践方法を普及すること、仲間づくりを推進
することを目的として、各種専門職や住民ボ
ランティアによる講座や講習会を開催する。
また、健康づくりを推進するためのボランティ
アの養成・育成を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

208
乳幼児等健康診
査事業

健康福
祉部

市民健
康課

S54 -

　疾病や発達の遅れの早期発見、育児に関
する相談を行い、乳幼児の健康の保持増進
を図る。また、妊婦健康診査（問診、診察、血
液検査、尿検査、ＨＩＶ抗体検査、超音波検
査）を医療機関に委託して、妊婦の保健管理
の向上を図る。第一期の妊婦健診・母子感染
防止事業は平成15年度からこの事業に含ま
れる。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

①②国の制度として実施されている。平成
20年度で現行の老人保健法の取り扱いが
なくなり、新たに後期高齢者医療制度が発
足する。

終了
(H20
年度)

①②国の制度として実施されている。平成
20年度で現行の老人保健法の取り扱いが
なくなり、新たに後期高齢者医療制度が発
足する。

終了
(H20
年度)

　現状の保守水準を保ち、コストを削減でき
るよう仕様の見直しを行う。

①現状の保守水準を保ち、コスト削減に向
けて仕様の見直しを行う。
②現状の保守水準を保ち、コスト削減に向
けて常に仕様の見直しを行う。

検討・
見直
し

　昭和63年に建設され、老朽化が進んでい
ることから、計画的な修繕が必要である。
突発的不具合に対し発生主義により迅速に
対応する。

①②建物及び設備の老朽化が進んでいる
ことから、優先順位を検討し、計画的な修
繕・改修等を行う。

検討・
見直
し

　講演会、シンポジウム等のテーマ設定に
ついて、市民ニーズに合致したものであっ
たか事後評価し、翌年度に反映させる取組
が常に必要である。

①現在の健康に対する市民ニーズを検討
し、テーマ設定をする。
②その時期に合致した健康に対する市民
ニーズを検討する。

検討・
見直
し

　埼玉県地域保健医療計画の中で病院数
が定められており、新たな病院の設置は困
難であることから、現状の医療機関の中で
実施していかなければならない。

①②埼玉県東部第三地区第二次救急医療
対策協議会をとおし、救急医療を確保して
いく。

検討・
見直
し

17 Ｄ

<在宅当番医制事業>
　地域住民の初期救急医療の確立は、
市民が健康で安心して暮らせるまちづく
りには必須である。ただし、休日等の初
期救急医療体制は、すでに医師会によ
り整いつつある。平成17年度在宅当番
医制から日曜日診療が除外されており、
今後さらに祝日においても在宅当番医
制の意義について抜本的見直しを図り、
医療機関自身による初期救急医療体制
の確立を推進する必要がある。

　市内各地域・各世代に応じた健康づくりが
推進できるよう、市民の要望に対応しなが
ら市民の健康づくりの意識啓発、また、市
民が関心を持って参加できるような内容で
の開催や地域住民との協働のもとに事業
展開をしていかなければならない。

①②平成20年度の医療制度改革により、
対象者に適切な保健指導を実施していくこ
とが義務付けられる中で、一次予防の必要
性はさらに高まることから、地区診断を行っ
て各地域の特性を踏まえた上で、地域住民
からの要望にも応じながら、地区組織との
連携や協働による各世代を対象とした健康
づくり事業の展開を図っていく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　健康づくりの多様なメニューを抱え大
変と思われるが、自分の健康管理に関
心を持ち、健康づくりを支援しているのだ
ということの啓発が一層必要である。そ
のため、免疫力を高めるための健康対
策、機能低下にならないための健康づく
り対策、予防習慣を啓発する活動等、関
心を持ちやすいユニークで親しみのある
事業活動を期待する。

　乳幼児健診については、受診率の向上と
ともに、健診内容や事後フォローについて
の検討を継続して行う。

①20年度からの妊婦健診の公費負担の拡
充とともに受診率の向上を図る。
②未受診者の減少に向けた受診勧奨のた
めの周知方法の拡大

検討・
見直
し

20 Ｂ

　少子化対策の観点から当該事業は重
要である。平成20年度からの妊婦健診
の公費負担増に備え、事業費拡大は不
可欠である。今後も、更に受診率向上に
向けて未受診者の減少に努力してほし
い。

60/158



61/158

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

(4)
妥
当
×
有
効

8.個別評価結果 9.クロス分析結果

(4)
貢
献
度

(3)
有
効
性

(5)
事
業
×
直
接

(3)
妥
当
×
効
率

(2)
同
×
廃・
縮

(1)
受
益
×
負
担

(2)
効
率
性

(1)
妥
当
性

1.
番
号

2.事業名 3.部名 4.課名

5.
事
業
開
始
年
度

6.
事
業
終
期
年
度

7.事業内容と意図

209
母子健康づくり事
業

健康福
祉部

市民健
康課

S30 -

　育児不安の解消を図り、母子の健康づくり
を推進するため、各種健康教育の開催、相
談や家庭訪問を行う。また、同時に父親の育
児参加に関する意識の高揚を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

210 健康診査等事業
健康福
祉部

市民健
康課

S56 -

　生活習慣病の早期発見を図るとともに、健
康に関する正しい知識の普及と自己健康管
理についての意識の高揚を図る。　65歳以上
の高齢者については、介護予防の視点を取
り入れ、生活機能の低下を早期に発見し、速
やかに介護予防事業につなげる。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

211 がん検診等事業
健康福
祉部

市民健
康課

S36 -
　がんの早期発見に努め、治療に結びつける
とともに、がん予防に関する知識の啓発を行
い、市民の健康保持・増進に資する。

高 高 低 高 (b) (d) (b) (a) (b) Ｂ

212
歯科健康診査事
業

健康福
祉部

市民健
康課

H8 -

　生涯を通じて自らの歯で食べる楽しみを享
受し、豊かな人生を送ることができることを目
的に、幼児から高齢者及び障がい者まで、歯
科保健に関する正しい知識を普及啓発し、歯
科疾患の予防を図るとともに早期発見・早期
治療を行うことにより健康の保持・増進を図
る。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

213 機能訓練事業
健康福
祉部

市民健
康課

S63 -

　心身の機能が低下しているが、介護保険の
認定を受ける程度ではない方を中心に、機能
の維持・回復を図り、社会参加を促すとともに
日常生活の自立を支援し、介護予防に努め
る。また、言語障害のある方たちの社会参加
を促す。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

214 予防接種事業
健康福
祉部

市民健
康課

- -

　予防接種法に基づき、伝染の恐れのある疾
病の発生及び蔓延を予防するために、予防
接種を適正かつ円滑に実施し、公衆衛生の
向上に寄与する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

215
急患診療所施設
管理事業

健康福
祉部

市民健
康課

H14 -

　小児の初期救急医療を確保し救急医療体
制の充実を図るため、年間をとおして夜間の
診療業務を実施する医療施設として適性な
維持管理を行い、市民がいつでも安心してか
かれるようにする。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　育児不安を抱える母親への支援のための
相談や訪問日数の拡充

①②生まれて間もない時期への適切なか
かわりがその後の子育てに大きな意味を持
つため、不安を早期に解消できるよう新生
児訪問の充実を図る。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　女性も働いている現状では、平日対応
だけではなく土日の対応をご検討いただ
きたい。また、ITを利用しある程度の相
談内容をホームページからFAQで対応
できるようにするなども必要ではないか。

　健康診査に関する普及啓発を行い、受診
率の向上を図る必要がある。生活習慣病の
有病者・予備群を減少させるためには、若
年層へのアプローチが肝要であることか
ら、特に、若年層の受診率の向上が課題で
ある。また、健康診査の結果からメタボリッ
クシンドロームの有病者・予備群を把握し、
保健指導へつなげ、生活習慣改善を目標と
した支援を行っていく必要がある。

①医療制度改革に伴う対象者の変更によ
り、医療保険未加入者を対象とした健康診
査、保健指導を実施していく。
②平成20年度を初年度とする医療費適正
化計画（5年計画）において、その評価年に
あたる平成24年度には、健康診査の受診
率、保健指導の実施率、メタボリックシンド
ロームの有病者・予備群の減少率を指標と
した実績評価が求められてくる。健康診査
から保健指導まで、連動した計画策定と事
業の実施を国民健康保険課と連携する必
要がある。

検討・
見直
し

　精密検査受診率のアップ。

①平成21年度は精検受診勧奨及び医療機
関への照会を実施して精密検査受診率の
アップを図っていく。
②がんの早期発見及び早期治療に結びつ
けるために、受診率及び精密検査受診率を
向上させていく。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　受診率の向上を図るため、対象者に案
内を出すなどシステムを利用する方向で
検討されたい。施設検診としていくに伴
い、検診を統合し選択できる方式に順次
かえていくことを検討していただきたい。
市内の施設のみでなく柔軟な対応も考
慮し、住民の利便性をはかられたい。

　受診率は若干の伸びがみられるが、まだ
低い状況である。

①受診率の向上に向け、PRに力を入れる。
②歯科健康フェアや各種健康教育等を通じ
て、歯科保健に対する意識啓発を図る。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　高齢者の歯の疾患の予防は重要であ
るが、歯周病が原因で内臓疾患をもたら
し、健康全体がそこなわれつつある事例
があることを広く理解させる取組が必要
と思われる。検診対象者の５％前後の
受診率はやむをえない点もあるが、一層
周知活動に努めていただきたい。

　訓練参加者の固定傾向があり、集団の人
的な循環が必要である。機能訓練教室(A
型)については1年で修了となっているが、
いきいき教室については継続の参加者が
多い。介護保険の非該当となった方や、言
語障害のある方が参加できる場の確保が
必要

①介護保険法・障害者自立支援法の各法
制度の整合性を考え、健康づくり及び介護
予防と自立支援を視点とした事業の展開
②運動習慣の継続による機能維持と生活
の質の確保のための啓発事業の実施

検討・
見直
し

20 Ｂ

　介護保険の認定を受ける程度ではな
い人を対象に日常生活の自立を支援す
る事業である。要介護者を増やさないた
めの予防という側面を持っており、今後
の市の介護事業の負担を軽減するとい
う意味で重要な機能を果たしている。
　現在の課題は、訓練参加者の固定化
傾向があることである。そのために、参
加者の流動性を測定する指標（例：新規
参加者数と訓練卒業者数・自立活動者
数の割合）等を設定し、自らの活動をモ
ニタリングしていくことが重要である。

　受診率向上のために広報・ホームページ・
学校・幼稚園・保育所等を通じても周知を図
る。

①②法定事務であり、法律にのっとった取
組を行っていく。麻しん排除計画による中1
相当・高3相当に対しての5年間の時限立法
により更なる接種率の向上を図る。

検討・
見直
し

　現状の保守水準を保ちながら、コストを削
減できるよう、仕様の見直しを行う。

①②現状の保守水準を保ちながら、コスト
削減に向けて常に仕様の見直しを行う。

検討・
見直
し
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216 診療業務事業
健康福
祉部

市民健
康課

H14 -

　いつでも安心してかかれる小児の初期救急
医療を確保し、救急医療体制の充実を図る
ため、年間をとおして夜間の診療業務を実施
する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

217
児童福祉審議会
運営事業

児童福
祉部

児童福
祉課

H13 -

　少子化対策、子育て支援、児童の権利擁護
や虐待防止、認可外保育所への対応など、
幅広く児童福祉に関する事項を調査、審議
し、行政機関に提言等を行う。

高 高 高 高 (b) (a) (b) (b) (b) Ｂ

218 児童相談事業
児童福
祉部

児童福
祉課

S40 -
　専任の相談員が家庭における子育ての不
安や悩みなどの相談に応じ、適切な助言・指
導を行い児童の健全育成を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

219 子育て支援事業
児童福
祉部

児童福
祉課

H10
H12

-

　子育てに関する不安や悩みについて相談
員が、指導・助言を行う。また、子育てに関す
る講座等を開催し、保護者同士の情報交換
とあわせ交流を図る。
　子育ての援助を受けたい方と子育ての援助
を行いたい方を会員として組織し、育児と仕
事の両立を支援する相互援助活動体制を整
備する。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

220 児童援護事業
児童福
祉部

児童福
祉課

S33
S52

-
　経済的に困窮している妊産婦への助産及
び心臓疾患等で手術等を受ける児童に対し
助成を行う。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

221 障害児療育事業
児童福
祉部

児童福
祉課

S55
H8

-

　ことばが遅い、発音に難がある等の幼児に
治療・訓練を行い改善を図るとともに、心身
の発達に遅れや障害のある幼児と保護者へ
の指導・訓練を通して、発達を促進し、障害
等の軽減を図る。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

222
障害児補装具等
給付事業

児童福
祉部

児童福
祉課

- -
　身体に障害のある児童に対して、補装具等
を給付し、障害による負担を軽減することで、
日常生活の向上を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

223 障害児支援事業
児童福
祉部

児童福
祉課

H15 -
　居宅生活支援サービスや施設サービスを
通じて、障害児の在宅生活を支援するととも
に、介護者等への負担軽減を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要
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担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度
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合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　診療所の認知度を高めるためさらなるＰ
Ｒ・周知をしていく必要がある。

①広報以外に地区センターだより等でのＰ
Ｒ・周知を図っていく。
②様々な方法でのＰＲ・周知を図っていく。

検討・
見直
し

　審議会定数における公募委員選任数(現
行15％→20％)の見直し

①次世代育成支援行動計画の後期計画に
向け、策定案その他子育て支援に関する事
項を協議する。
②子育て支援をはじめ、児童の福祉に関す
る事項を協議する。

検討・
見直
し

　子育て環境、子育て意識等の変化から相
談事業の重要性は更に増していくと予想さ
れるため、相談体制の充実が必要である。

①平成21年度は引き続き相談体制の充実
を図っていく。
②子育て環境等の変化や相談者の実情に
即した相談体制の充実を図っていく。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　子育てに不安や悩みのある保護者を
対象とした当該事業は、今後も継続拡充
すべきである。ただし、子育てサロン委
託事業や、保育ステーション事業等、類
似目的業務との役割分担の明確化を図
る必要がある。

　子育てサロンでは、拠点となる施設を1か
所増設したが、利用者のニーズは多く、事
業内容の見直しを含め、さらに拡大を検討
する必要がある。
ファミリーサポート事業では、就労する母親
等の増加や就労形態の多様化により、サ
ポート提供会員の確保が課題である。

①②子育てサロンでは、利用者のニーズが
多く平成21年度目標の7か所の開設に向
け、公共施設等の活用を含め、身近な場所
に整備するとともに、長期的には中学校数
の設置を目標とする。
ファミリーサポート事業では提供会員の拡
大については、普段の啓発活動とともに、
民生児童委員・子育てサークル会員等人的
資源を取り込めるよう検討する必要があ
る。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　世帯の核家族化、共働き化等により、
子育ての相談・指導や、コミュニケーショ
ンの場の提供が強く求められる。今後も
大いに拡充すべき事業であるが、児童
相談事業や保育ステーション事業等、類
似目的事業との役割分担の明確化や、
施設の共同利用等、事業運営の効率化
を検討する必要がある。また、外部委託
に関し、入札等により委託決定プロセス
の透明化を図るとともに、コストダウンの
努力を払うべきである。児童虐待等への
対応を強化していく必要もある。

　手術等に要した経費の査定基準

①入院助産については、出産後の生活面
などの指導にも取り組んでいく必要がある。
心臓手術に関して制度発足時は保険適用
ができないものがあったが、現在はほとん
どのものが保険適用になっている。
②心臓手術に関しては、他の代替的措置を
検討する中で制度自体の見直しが必要で
ある。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　入院助産制度については、当制度の
適用について十分検討していただきた
い。単に助産支援をするだけでなく、生
活自立のための指導・支援が必要と思
われる。
　心臓手術に関する制度については、保
険適用等の状況を継続的に見て、制度
の見直し・廃止の検討をしていただきた
い。

　関係機関及び保護者とも連携を深め、ま
た、訓練内容などの見直しにより、多くの児
童が参加できるようにする。

①平成21年度は保護者ともより連携協力を
深め、多くの療育・訓練を実施していく。
②知的障害児・肢体不自由児通園施設に
おける療育訓練機能の充実を図るため、施
設を一体的に整備する。

検討・
見直
し

　障害の程度などは個々に違うので、その
対応が課題となる。

①障害の早期発見と機能訓練等より補装
具等の着装が低年齢化してきているが、児
童の状態に応じた適正な支給に努める。
②成長過程にある児童への補装具費等支
給となるため、サイズの変化や消耗が激し
く、支給は増加の傾向にあり予算面での取
り組みは必要である。

検討・
見直
し

　障害者自立支援法では、市がサービス量
を決定し、これに基づき利用者は介護事業
者や福祉施設との契約を結ぶが、児童を対
象とするサービス提供事業者が少なく、必
要な時期などにサービスが受けられない。

①サービス提供事業者が少なく、、必要な
サービスが受けられない場合があるが、他
の援護制度を一部活用するなどして、利用
者のニーズに応えていく。
②障害者自立支援法等に基づくサービス事
業所の設置を国県に働きかけていく。

検討・
見直
し
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224
乳幼児医療費給
付事業

児童福
祉部

児童福
祉課

S48 -
　乳幼児の医療費の一部を支給し、乳幼児
の健康増進と子育て家庭に対する経済的負
担を軽減する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

225
ひとり親家庭等医
療費給付事業

児童福
祉部

児童福
祉課

H4 -
　ひとり親家庭の医療費の一部を支給し、健
康増進と経済的負担の軽減とひとり親家庭
等の福祉の向上を図る。

高 高 高 高 (d) (b) (b) (b) (b) Ｂ

226
児童手当給付事
業

児童福
祉部

児童福
祉課

S47 -
　児童を養育している方に支給し、生活の安
定に資するとともに、次代を担う児童の健全
な育成を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

227
母子生活支援施
設委託事業

児童福
祉部

児童福
祉課

S33 -

　住宅・経済状況等の問題により、児童を養
育できない母子世帯を保護し、母子支援施設
に入所させ、母子が安心して生活できる環境
を確保する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

228
児童扶養手当給
付事業

児童福
祉部

児童福
祉課

S37 -
　父母の離婚などによる母子家庭への生活
の安定を図るため、手当を支給し、児童の福
祉向上を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

229
母子家庭自立支
援給付事業

児童福
祉部

児童福
祉課

H19 -

　収入基盤の弱い母子家庭の母に対して、就
労に結びつきやすい知識・技能の習得や生
活の安定に資する資格の取得を促進し、母
子家庭の自立を図る。

高 高 高 高 (d) (b) (b) (b) (b) Ｂ

230
母子家庭等相談
事業

児童福
祉部

児童福
祉課

H19 -
　経済的基盤などの弱い母子家庭等の自立
を促進し、児童の福祉の向上を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

231
民間学童保育室
運営補助事業

児童福
祉部

児童福
祉課

H16 -

　市内の特別支援学校等に通学する障害児
を放課後の一定時間組織的に指導し、健全
育成する場を提供する児童クラブに対し助成
を行うとともに障害児をもつ家庭への子育て
支援を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　子育て家庭にとって急な疾病による医療
費の負担は大きく、子育て支援施策として
制度の拡充を求められている。県の補助制
度の一部拡大と保険負担割合の改正によ
り市の財政負担も軽減されたが、さらに制
度の拡大を図っていくためには、本制度が
国の法制化により実施されるよう要望して
いく。

①平成20年度に医療費助成のうち、入院に
係る医療費の支給対象年齢を中学校修了
までに拡大する。平成21年度では引き続き
適正な医療費の支給を実施していく。
②県の補助制度等や医療保険制度を見据
え検討していく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　国や県の医療制度の影響を大きく受け
る事業である。
　次期越谷市子育てプランの策定と合わ
せ、将来の財政的な状況を踏まえた市と
しての対応策を検討し、事前に準備する
ことが重要と思われる。

　離婚・死別等によりひとり親家庭が増加す
る中、資格要件等を見直すことにより事務
量の軽減を図る必要がある。

①②この給付事業の主な対象者である児
童扶養手当受給者に関して、平成20年度
から原則として受給後、5年を経過した受給
者の手当額が減額されることとなっていた。
しかし、国の措置により就労中や就労意欲
等のある者については、この適用から除外
されることに変更された。当面は国の措置
を見守っていく。また、ひとり親家庭の経済
的負担や支給事務処理のの軽減を図るこ
とから、受給者が医療機関窓口での負担の
ない現物給付の導入について検討する。

検討・
見直
し

　本人申請主義のため、制度の周知徹底を
行い、受給要件がありながら未受給の者に
対して啓発を行う必要がある。また、所得制
限による認定・審査事務が煩雑であること
から、所得制限の撤廃を国に働きかけてい
くことが必要である。

①②少子化対策における若年層への経済
的支援の要であることから、制度の周知と、
制度改正に伴う適正な事務処理を図ってい
く。

検討・
見直
し

　母子生活支援施設への入所世帯は多様
な問題を抱えていたり、厳しい経済、社会環
境の中、自立への見通しが立ちにくい。そ
のため入所が長期化することがある。

①②多様で複雑な問題を抱える場合が多
く、関係機関との連携を図り、入所者の自
立に向けた支援に取り組んでいく必要があ
る。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　事業の本来の目的は、母子の自立支
援にあると思われる。
　施設へ入所させる対応のみならず、自
立に向けた指導対応を他の部署とも協
力して進める体制を検討する必要があ
る。

　国の動向として金銭給付から自立支援に
向けた就労支援、生活支援等に移行する
中、これらを支援する体制づくりが課題と
なっている。

①平成21年度は引き続き母子自立支援員
による母子の自立に向けた相談事業を進
めていく。
②平成20年度から原則として受給後、5年
を経過した受給者については、手当額削減
が、就労中や就労意欲等のある者について
は、この適用から除外されることになる。こ
のことか母子家庭の母の安定的な就労確
保がより必要となる。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　離婚増等の社会現象から受給者増の
傾向とのことであるが、市負担割合の
増、受給額の減等を踏まえ、母子家庭
自立支援や就業支援に向けた広報活動
や理解を深める事業展開を期待する。
また、将来、母子家庭自立支援員を配
置するとのことであるが、支援員を中心
に母子家庭との経験、知識の交流の場
としてブログなどＩＴを活用したシステム
の研究を進められることを提案する。

　習得した資格等が的確な就労に結びつく
よう情報の提供に努める。

①②習得した資格等が的確な就労に結び
つくよう情報の提供に努める。また、より安
定した就労に結びつく看護師資格等の取得
を指導していく。

検討・
見直
し

　母子家庭等が抱える多様な問題に応えら
れるよう相談指導体制の充実。

①②母子家庭等が抱える多様な問題に応
えられるよう相談指導体制の充実を図る。

検討・
見直
し

　定員があるので待機児童が多い。
①②保育ニーズが増えることが予想される
ので、定員の拡大を検討していく。

検討・
見直
し
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232
みのり学園施設
管理費事業

児童福
祉部

児童福
祉課

S46 -
　就学前の学園児27名の日常生活能力や社
会適応能力を促せるよう療育を図るために、
必要な施設環境を整える。

高 高 高 低 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

233
みのり学園運営
事業

児童福
祉部

児童福
祉課

S46 -

　知的障害のある幼児を早期に療育し、社会
適応能力を高めるため、就学前の学園児27
名の療育を実施し、日常生活能力や社会適
応能力を促す。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

234
あけぼの学園施
設管理事業

児童福
祉部

児童福
祉課

S51 -
　就学前の学園児30名の療育を実施し、日
常生活に必要な基本的動作の習得、運動機
能の獲得を図るために施設環境を整える。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

235
あけぼの学園運
営事業

児童福
祉部

児童福
祉課

S51 -

　運動発達に障害のある児童を早期に療育
し、社会適応能力を高めるため、就学前の学
園児30名の療育を実施し、日常生活に必要
な基本的動作の習得、運動機能の獲得を図
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

236
児童館コスモス施
設管理事業

児童福
祉部

児童福
祉課

S62 -
　館内の安全確保と快適な環境を保ち、児童
館の持つ諸機能が十分に発揮できるように
効率的な施設の管理を行う。

高 低 低 高 (b) (d) (a) (a) (b) Ｂ

237
児童館コスモス運
営事業

児童福
祉部

児童福
祉課

S62 -

　子ども達の健全育成のための拠点施設とし
て、また、｢天文と物理｣をテーマにしたこども
科学館として、地域に根差した児童館を目指
し運営する。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (a) Ｂ
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担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価
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年
度
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合
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価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　施設は老朽化により、建具や排水など修
繕箇所が増加しており、修繕を進めながら
療育環境の向上を目指していきたい。

①施設管理事業では、施設の老朽化によ
る不具合箇所の修繕を進めていく。
②肢体不自由児通園施設「あけぼの学園」
とともに、2施設の機能を併せもつ施設とし
て一体的に整備し、2施設の一体による効
率化や新たな付加機能について検討してい
く。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　児童福祉事業を推進するうえで重要な
事業である。
　事業目的が施設の維持管理であるの
で、活動、成果指標については、施設管
理面に関連付けた指標を設定していた
だきたい。
　施設の複合化計画に合わせ、平成25
年春までの間の施設維持計画に基づい
た保全を実施するよう求める。

　業務の効率化等による経費の削減を図る
こととなるが、計画中の複合施設開設にあ
わせ運営方法を決定していく。

①②平成25年度当初の利用開始を目指
し、肢体不自由児通園施設「あけぼの学
園」とともに2施設の機能を併せもつ施設と
して一体的に整備し、　2施設の一体による
効率化や新たな付加機能について検討し
ていく。今後、運営方法（全部委託・一部委
託等）についての詳細を決定していく。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　複合施設建設時に改善ということでは
あるが、事業費として大きな割合を占め
ている人件費の削減を検討する余地が
ある。

　施設は老朽化により、雨漏りや床の沈下
など修繕箇所が増加しており、修繕を進め
ながら療育環境の向上を目指していきた
い。

①施設管理事業では、施設の老朽化によ
る不具合箇所の修繕を進めていく。
②知的障害児施設「みのり学園」とともに2
施設の機能を併せもつ施設として一体的に
整備し、2施設の一体による効率化や新た
な付加機能について検討していく。

検討・
見直
し

　業務の効率化等による経費の削減を図る
こととなるが、計画中の複合施設開設にあ
わせ運営方法を決定していく。

①②平成25年度当初の利用開始を目指
し、肢体不自由児通園施設「みのり学園」と
ともに2施設の機能を併せもつ施設として一
体的に整備し、　2施設の一体による効率化
や新たな付加機能について検討していく。
今後、運営方法（全部委託・一部委託等）に
ついての詳細を決定していく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　児童福祉事業を推進するうえで重要な
事業である。
　平成25年春の施設複合化に向けて、
現段階から保育士等の人材育成と、外
部委託も見据えた業務効率化の準備を
進めていただきたい。

　開館21年を経過し、施設・設備の老朽化
が進んでいる。平成18年度は配管の一部
改修工事、平成19年度は冷暖房機器の一
部改修工事実施。平成20年度は雨漏り・地
盤沈下改修工事、エレベーター修繕を実施
予定。今後はプラネタリウム・冷暖房機器等
老朽化した設備を逐次改修していく。

①②児童館の安全と快適な環境を維持し、
児童館の持つ機能が十分に発揮できるよう
計画的に施設・設備の改修を図っていく。

検討・
見直
し

　各年度毎の入館者・事業参加者数に若干
の変動が見られるが、児童の健全育成の
ための拠点施設として、また｢天文と物理」
をテーマにしたこども科学館としての児童館
への市民要望は高く、今後も事業内容を精
査して、拡充していく必要がある。また、事
業運営の効率化を図るため児童館運営の
見直しを行っていく必要がある。

①②児童館運営の効率化を図るため指定
管理者制度等を検討していく。

検討・
見直
し

18 Ｃ

　子供が自ら学ぶ場づくりの社会的要請
は特に高まっており、児童館による場の
提供の意義は深く、２０年間に及ぶ実績
は大いに評価されるべきものと思料して
いる。特に 近は、児童虐待、犯罪者か
らの防御、子育て支援等、新たな社会要
請が出現してきていることへの配慮を期
待したい。しかし、運営実態をみるに、児
童福祉の総合的な取組を勘案し、より活
動的な事業展開を考えた場合、現行の
直営運営から、類似館を含め、指定管
理者制度活用による委託運営、ＮＰＯ等
を活用した民間運営の研究を提案する。
また、現状を継続するにしても、担当者
のユニークなアイディアを生かし参加費
を徴収する事業を企画して、より深みの
ある事業展開を検討する時期なのでは
なかろうか。
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238
児童館ヒマワリ施
設管理事業

児童福
祉部

児童福
祉課

H7 -
　館内の安全確保と快適な環境を保ち、児童
館の持つ諸機能が十分に発揮できるように
効率的な施設の管理を行う。

高 高 低 高 (b) (d) (b) (a) (a) Ｂ

239
児童館ヒマワリ運
営事業

児童福
祉部

児童福
祉課

H7 -

　子どもたちの健全育成のための拠点施設と
して、また｢生物と環境｣をテーマにしたこども
科学館として、地域に根差した児童館を目指
し運営する。

高 低 高 高 (b) (d) (a) (b) (a) Ｂ

240
保育所入所事務
事業

児童福
祉部

保育課 - -
　保護者の就労等により自宅で保育ができな
い家庭の児童を、保育所（園）で保育を実施
し、仕事と育児の両立を支援する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

241 私立保育所事業
児童福
祉部

保育課 S54 -

　私立保育所の円滑な運営と保育内容の向
上を図るため、社会福祉法人立等の私立保
育所に対し、保育所運営に必要な人件費及
び事務執行諸経費などの運営費等を助成す
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

242 家庭保育室事業
児童福
祉部

保育課 S48 -

　多様な保育ニーズに応えるとともに待機児
童の解消を図るため、保護者の就労等により
保育に欠ける乳幼児の保育を家庭保育室で
行う。また、家庭保育室へ乳幼児を預ける保
護者に対し、その負担能力に応じて保育料の
一部を補助する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (a) Ｂ

243
保育ステーション
事業

児童福
祉部

保育課 H9 -

　仕事と子育ての両立を支援するため利便
性の高い駅前に保育ステーションを設置し、
送迎保育や一時保育・育児相談等を実施す
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

244 保育所管理事業
児童福
祉部

保育課 S44 -

　保育所の安全確保と保育環境の向上を図
るため､効果的な施設の管理に努める。ま
た、緊急の修繕や年次計画的修繕を実施し、
快適な保育環境の充実を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　施設の安全確保、環境の保持及び設備
の諸機能を維持するため、適切な維持管理
とともに、開館から13年が経過する中、空
調機器、燃焼関係消耗品の交換や製造中
止により、部品調達が困難となっている施
設設備機器等の計画的更新が必要となっ
ている。

①②児童館の機能を保全し、館内の安全
確保と快適な環境を保つため、効率的な施
設の管理を行うとともに、施設設備機器等
の計画的更新を行う。

検討・
見直
し

　入館者・事業参加者数に若干の減少が見
られるが、児童の健全育成のための拠点
施設として、また「生物と環境」をテーマにし
たこども科学館としての児童館への市民の
要望は高く、今後も事業内容を精査し、拡
充していく必要がある。また、事業運営の効
率化を図るため、児童館運営の検討・見直
しを行う必要がある。

①②児童の健全育成のための拠点施設と
して、また「生物と環境」をテーマに、こども
科学館として地域に根ざした児童館を目指
し、事業内容を精査することで、より多くの
児童が参加できる事業内容とする。また、
事業運営の効率化を図るため、児童館運
営の検討・見直しを行う。

検討・
見直
し

　保育所入退所に伴う経常経費であり、随
時事業の見直しを図ることによりコストの軽
減を考慮する。

①平成21年度は 小の経費で 大の効果
を図るために随時事業の見直しを図ってい
く。
②平成22年度以降も近隣市と情報交換を
含め多角的分析を実施し効率化を図ってい
く。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　待機児童の保護者を含む利用者の声
を集めた要望集を作成し、保護者との共
通認識を深める手段にされてはどうか。
入所に関し、近隣市町村との比較でも、
十分な成果が上がっているようである
が、多角的な子育て支援が求められる
時代であることから、市民満足度の更な
る向上のため、保育サービスのグレード
アップ策も試行してみる必要があるので
はなかろうか。

　多様な保育ニーズに応える、民間保育園
との協調を図るために運営に係る補助金の
支出は効果的であった。

①平成21年度は90名規模の保育園の開設
により費用に見合った子育て支援を図って
いく。
②平成22年度以降も、保育需要と子育て支
援の充実のために効果的な予算の執行を
図っていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

【私立保育所運営改善費補助金】
（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　多様化する保育需要の潜在ニーズを、
更にきめこまかく定量的に把握されるこ
とが重要である。
また、私立保育所の施設や人員配置の
状況について、市民に対して分かりやす
くPRし事業推進していただきたい。
　保育行政に基づく保育従事者の確保・
育成に向けて、時間単位での勤務など
勤務条件の柔軟化、処遇の改善も求め
ていく必要もあるのではないか。

　待機児童解消のため、認可保育所と家庭
保育室の地域バランスを考慮し、家庭保育
室の効率的な支援と多様な子育て支援が
必要である。

①平成21年度は引き続き低年齢児の待機
児童解消のため、家庭保育室の充実を
図っていく。
②平成22年度以降も家庭保育室の民間活
力を支援し効率的な子育て支援を図ってい
く。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　多様化する保育需要を踏まえ児童の
積極的受入体制の整備が必要であり、
また家庭保育室事業の市民へのアピー
ルも大切である。
　保育行政としての方針に基づいた、公
立・私立保育所と家庭保育室のバランス
を図る必要がある。

　保育ステーションは女性の社会進出、共
働きの増加に伴い、子育てと就労支援の重
要な事業であり、引き続き事業の充実を
図っていく必要がある。

①平成21年度は利用割合等の事業内容を
整理し、より高い保育ニーズに対応できる
よう検討を行っていく。
②平成22以降は今後の需要調査を行い、
保育ステーション増設等も含めた検討も
行っていく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　事業費は、２ヶ所の保育ステーションへ
の委託費であるが、利用ニーズも高く、
利用者も増加傾向にあることから、事業
継続も必要と思われる。市が自己負担
する一般財源経費も増加傾向にある
中、今後ますます増加する多様なニーズ
にどう対応すべきか、検討する必要があ
る。

　施設の老朽化に伴い、効果のある効率的
な維持管理を図っていく。

①平成21年度は定期的に施設の把握に努
め安全安心の保育活動継続のため予算の
効果的な執行を図る。
②中長期を視野に入れた効果的な管理体
制を確立する。

検討・
見直
し
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245 保育所運営事業
児童福
祉部

保育課 - -

　増加傾向にある保育需要に対応するため、
良質かつ適切な保育サービスの提供を行う。
また、障害児保育・延長保育等多様な保育
ニーズに応えられるよう、適正な保育所運営
の確保に努めるとともに、地域に開かれた保
育所づくりを行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

246
地域子育て支援
事業

児童福
祉部

保育課 H14 -

　保護者が急用等で保育に困った時や子育
てへのリフレッシュに対応するため、一時保
育や育児相談を行う。また、地域に根ざした
子育て支援事業を展開するため、地域子育
てサークル等の育成・支援を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

247
学童保育室施設
管理事業

児童福
祉部

保育課 - -

　安全で快適な保育環境の確保と保育内容
の向上を図るとともに、適正な施設の管理に
努め、放課後児童の健全育成事業の充実を
図る。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

248
学童保育室改修
事業

児童福
祉部

保育課 - -

　児童の安全・衛生面及び施設のバリアフ
リー化等を考慮し、フローリング化の改修工
事を行い、快適な学童保育室の環境づくりを
推進する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

249
学童保育室運営
事業

児童福
祉部

保育課 - -

　放課後児童の健全育成を図るため、保護
者が就労等により昼間家庭にいない小学校
低学年（1年生から3年生）の児童に対し、適
切な遊び及び生活の場を提供する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

250
学童保育室給食
扶助事業

児童福
祉部

保育課 H18 -
　公立学童保育室に入所している要保護・準
要保護世帯の保護者に対し、経済的負担の
軽減を図るため、給食費を扶助する。

低 高 高 高 (a) (a) (d) (d) (b) Ｂ

251
学童保育室建設
事業

児童福
祉部

保育課 S48 -
　増加傾向にある学童保育室の需要に対応
するため、学童保育室の建設を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

252 病後児保育事業
児童福
祉部

保育課 H18 -
　仕事と子育ての両立を支援するため、保育
所（園）に入園中で、病気回復期にあり、集団
保育の困難な乳幼児を一時的に保育する。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　多様な保育ニーズ達成のため、必要不可
欠の事業であり、引き続き費用対効果を考
慮した事業推進を図っていく。

①平成21年度、事業の大きな割合を占める
人件費の適正な執行を図っていく。
②平成25年度までに費用対効果の見地か
ら民間保育園の更なる活用推進を図ってい
く。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　受け入れ児童の量的な拡大について
は、公立保育所の規模拡大が難しい状
況にあることから、民間を積極的に活用
すべきである。また、市では、民間で対
応の難しい障害児保育、延長保育、地
域保育への貢献に重点を移し、多様な
保育ニーズへの対応に期待したい。
　評価表の資源投入量について、保育
士等保育所に勤務している職員の人件
費が含まれていないため、正確なコスト
把握ができていない。評価数値の記載
方法について見直しが必要である。

　地域子育て支援は保育の充実と併せて、
今後、一層の需要の拡大と充実が求めら
れていく事業である。

①平成21年度は、現事業内容を分析し充
実を図っていく。
②平成22年度以降、新方保育所併設もあ
り、これを機会に事業の見直しを行い、多
様な子育て支援策を図っていく。

検討・
見直
し

　入所希望者は依然増加傾向にある。
　老朽化した施設管理においては、物価上
昇もあり、若干の費用の増加は避けられな
い。

①平成21年度は関係者と密接な連携をと
り、課題の整理を含めた対応の検討を行っ
ていく。
②平成22年度以降も、経過年数と比例し構
造の劣化は避けられないため、費用面を含
めた効率的な対応を図っていく。

検討・
見直
し

　各学童保育室は経過年数・入室児童数の
相違があるため、安全で効果的な対応が引
き続き必要である。

①平成21年度は学童保育需要に対応する
ため、児童数を勘案しながら施設の維持管
理を図っていく。
②平成22年度以降は老朽化による施設の
大幅な改修を含め年次計画による効果的
な維持管理を図っていく。

検討・
見直
し

　学童保育室は、民間学童を含めて全小学
校区に設置されているが、障害児保育・保
育時間の延長等の保育ニーズがあることか
ら運営費の拡大は避けられない。

①平成21年度は非常勤職員の割合を高く
し、安心安全な学童保育室の充実を図って
いく。
②平成22年度以降は、入所希望の増加及
び減少傾向を事前に分析検討し、中長期的
な運営を図っていく。

検討・
見直
し

　扶助費の支給基準(就学援助基準)につい
て、妥当かどうかの検討が必要。

①平成21年度は民間学童保育室を調査し
て適正な支給を図っていく。
②平成23年度までに近隣市状況を把握し
扶助の可否について検討を図っていく。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　民営の保育室に対する扶助は行われ
ておらず、公平性の面で課題が残ると思
われる。民営保育室についても、同様に
扶助の必要性を調査検討していただき
たい。

　待機児童解消のため、恒常的に入所希望
の多い小学校区の学童保育室の整備を行
う必要がある。

①平成21年度は当面待機児童が解消され
ない学童保育室の対応を図っていく。
②平成22年度以降、随時、児童数の把握を
行い、保育需要を算出し効率的な事業の展
開を図っていく。

検討・
見直
し

　病後児保育事業の周知もさることながら、
多様な保育ニーズに対応するため病児保
育も視野に入れた事業の検討も必要となっ
てきた。

①平成21年度は利用者の拡大を目標にＰ
Ｒ等の充実により一人当たりのコスト削減を
図っていく。
②平成22年度以降、利用者の更なる利便
性拡大のため病児保育を含めた多様な検
討を図っていく。

検討・
見直
し
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253
児童福祉法による
委託事業

児童福
祉部

保育課 - -
　多様化する保育需要に対応するため、管内
（市内）の民間保育園及び管轄外（市外）の
保育園に入所を委託する。

高 高 高 高 (d) (b) (b) (b) (b) Ｂ

254 保育所改修事業
児童福
祉部

保育課 S44 -
　施設の構造耐力の低下要因の対策と衛生
設備等の充実を図るため、既存施設（公立保
育所の屋根・外壁・内装・設備）維持管理

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

255
民間学童保育室
運営補助事業

児童福
祉部

保育課 S56 -

　保護者の負担の軽減を図るため、昼間就
労等で保護者が不在家庭の小学校低学年児
童または市内の養護学校等に通学する障害
児の放課後の健全育成の場を提供する学童
保育事業者等に対し助成を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

256
廃棄物減量等推
進審議会運営事
業

環境経
済部

環境資
源課

H5 -
　越谷市における一般廃棄物の減量・資源化
を推進する。

低 高 高 高 (b) (d) (d) (d) (b) Ｂ

257
粗大ごみ受付業
務

環境経
済部

環境資
源課

H3 -

　粗大ごみ収集は、戸別有料収集として事前
申し込みの方法により行っており、この電話
受付業務に係る2名の臨時職員の賃金や社
会保険料等である。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

258
廃棄物減量等推
進員事業

環境経
済部

環境資
源課

H18 -
　推進員により、家庭ごみの適正な処理方法
の普及啓発を図りながら、ごみの減量・資源
化を推進する。

低 高 高 高 (b) (b) (d) (d) (b) Ｂ

259
分別収集普及事
業

環境経
済部

環境資
源課

H18 -
　正しい分別の普及啓発と分別の徹底を図
る。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　民間活力を支援・活用して、待機児童の
解消と併せて保育環境の充実が図かれ
た。

①平成21年度は新たな民間保育園の開設
により、保育環境と保育内容の充実を図っ
ていく。
②平成22年度以降も、民間活力支援により
待機児童の解消と多様な保育ニーズの充
実を図っていく。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　待機児童の解消に向けての取り組み
については、一定の成果を得られてい
る。さらに一歩すすめ、現在は就労して
いないが就労への希望があるなど、届
出されていない待機児童の潜在的ニー
ズを把握し、保育事業全体の事業計画
に反映されることを願う。　公立保育園
の運営については、今後求められる
サービスの多様化への対応を促すよう
な施策の検討をお願いしたい。

　施設の老朽化に伴い、限られた予算を、
安全確保を第一とし、改修費の効果的な運
用を図る必要がある。

①平成21年度は温暖化現象を見据えた保
育所改修を図っていく。
②平成22年度以降も老朽化のため改修箇
所増加は必至であり、建替等を視野に入れ
た長期的な取り組みを図っていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　公立・私立保育園の設置、家庭保育室
との分担など、保育行政全体を見据えた
うえで、公立保育園の今後の役割を定
め、中長期的改修計画との整合を図っ
ていただきたい。成果指標については、
改修計画に対する改修実施率などを設
定していただきたい。

　民間学童保育室は公設保育室未設置校
の補完的役割と待機児童減少を目指すた
め果たす役割りは引き続き大きい。

①平成21年度も引き続き入室希望者が多く
見込まれ事業の維持を図っていく。
②入室児童の推移を把握し公立学童保育
室と民間学童保育室のバランスの取れた
運営を図っていく。

検討・
見直
し

　さらなるごみの減量・資源化を促進するた
め、粗大ごみのシール化等を検討する必要
がある。

①平成21年度は粗大ごみのシール化を検
討し、事務の軽減と市民サービスの拡大を
図っていく。
②一般廃棄物処理基本計画に基づく目標
達成のための施策を実現するため、ごみの
有料化の検討をはじめ各種手数料等の見
直しを図っていく。

検討・
見直
し

　受付時に申込内容を手書き伝票により処
理しているが、処理に多くの時間を要する
ため、受付処理の効率化を図る必要があ
る。

①②手書き伝票による受付を、パソコンと
連携した受付システムの構築により受付処
理の効率化を図る。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　粗大ごみに関する問合せについては、
インターネット等の活用により事業内容
を広報し、事前に市民の理解を得られる
方法を検討する。また、運搬費は一律に
するなど、事業内容を単純化し、業務全
体を標準化することにより市民にとって
わかりやすく、また業務の実施にあたっ
ても効率化することを願う。申し込み受
付については、県の電子申請システム
での受付が実施されているが、さらに申
し込み方法の説明を表示しながら入力
できる機能追加を検討するなど、市民か
らの問合せ対応に効率よく対応できる方
法の検討を望む。

　推進員の活躍により、ごみの分別、減量、
資源化が図られた。

①平成21年度は推進員の意見等を踏まえ
ながらさらなる分別収集の徹底を図ってい
く。
②自治会内の衛生委員が推進員を兼ねて
いるケースが多く見られることから、将来的
には自治会自らが推進員を設置できるよう
な組織作りを検討していく。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　家庭ごみの適正な処理方法の普及・
啓発活動に向けた推進員の役割は大き
い。
　推進員が動きやすい環境作りを行うと
ともに、新たにオープンするリサイクルプ
ラザ啓発棟の有効利用と合わせて、推
進員の啓発活動を計画的に行っていくこ
とが重要である。

　分別の徹底を図るため、全世帯にごみ収
集カレンダーをポスティングしているが、紛
失等により再配布する世帯が見受けられ
る。

①②ごみ収集カレンダーの配布方法の見
直しを検討していく。

検討・
見直
し
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260
可燃物収集運搬
事業

環境経
済部

環境資
源課

S33 -
　市民の生活環境を維持するため、一般家
庭から排出される可燃ごみの収集運搬業務
を効率的に行う。

高 低 高 高 (a) (b) (a) (b) (b) Ｂ

261
資源物等収集運
搬事業

環境経
済部

環境資
源課

H18 -

　ごみの減量・リサイクルを推進するため、資
源物等を分別して収集する。
○資源物：古紙類、ペットボトル、びん、白色
トレイ、古着類、缶

高 低 高 高 (a) (b) (a) (b) (a) Ｂ

262
粗大ごみ収集運
搬事業

環境経
済部

環境資
源課

H3 -
　市民の生活環境を維持するため、家庭から
排出される粗大ごみを迅速かつ確実に収集
し、資源化センターに搬入する。

高 低 高 高 (a) (b) (a) (b) (a) Ｂ

263
公共施設廃棄物
処理事業

環境経
済部

環境資
源課

- -
　市の施設から排出される可燃ごみや資源
物、街路樹の伐採枝などを適正に処理する。

高 低 高 高 (a) (b) (a) (b) (b) Ｂ

264
動物死体収集事
業

環境経
済部

環境資
源課

S61 -
　公共衛生を維持するため、動物死体の戸
別有料収集・処理及び道路等に放置された
動物死体の収集処理を行う。

高 低 高 高 (c) (b) (a) (b) (b) Ｂ

265 環境美化事業
環境経
済部

環境資
源課

- -

　地域の快適な生活環境を維持するため、不
法投棄の防止を図るとともに、清掃活動等に
より収集されたごみの収集処分や、まちをき
れいにする条例の啓発活動及び清掃活動団
体等への支援等を行う。

高 低 低 低 (b) (b) (a) (a) (b) Ｂ

266 し尿収集事業
環境経
済部

環境資
源課

- -
　一般家庭等から排出されるし尿を定期的に
収集し、市民の生活環境の保全、公衆衛生
の向上を図る。

高 低 高 高 (a) (b) (a) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　レイクタウン等の整備に伴い、可燃ごみは
増加すると予測される。

①②可燃ごみの収集量に応じた収集体制
の見直しを検討する。

検討・
見直
し

　より効率的な分別収集を検討していく。
①②資源物の排出量を見極め、収集体制
の見直しを検討する。

検討・
見直
し

　申込受付体制の整備と併せた一体的なシ
ステムの構築よる事務の簡略化

①②パソコンと連動した受付システムの構
築（申込受付からの一連の作業がシステム
化可能）

検討・
見直
し

20 Ｂ

　事業内容は、粗大ごみの収集及び処
理場への搬入であり、その点においては
適切な外部委託である。
課題は、①リサイクル率アップ、②減量
化、③手続の効率化である。
　①②については市民へのアピール、③
は粗大ごみ処理券有料シールの採用
や、パソコンシステムを活用した事務処
理の導入の推進を期待する。

　可燃ごみの排出量は、微減となっている。
①②各施設における分別の徹底を図り、減
量・資源化の更なる促進を図る。

検討・
見直
し

　飼い主のいない路上動物死体の迅速な
収集対応が求められている。

①②飼い主のいる動物死体については、市
民全体が利用する事業ではないため、個人
負担額の見直しを検討していく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　飼い主がいる動物死体については、市
民感情から、市の斎場で扱うようにする
ことを検討するか、現行3,500円の受益
者負担額の増額を検討していただきた
い。年間2,000体もの動物死体を処理し、
1,000万円の経費が使われていることに
ついて、市民のご意見を確認したい。路
上放置の動物死体の処理は現行のまま
でも止むをえないと思われるが、動物を
愛護する気持を啓発することを望む。

　パトロールや監視の強化が必要である。
①②道路・公園等施設の管理者による管理
の徹底を要請していく。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　ごみの不法投棄、タバコのポイ捨て
等、住民のモラル向上対策は重要課題
である。
　新たに制定される路上喫煙禁止条例
に期待するところは大きい。
　不法投棄防止のパトロール継続ととも
に、自治会やボランティア清掃団体の環
境美化活動への支援の拡充を図る必要
性も考えられる。

　公共下水道及び浄化槽の普及により、し
尿収集世帯が年々減少傾向にある。

①②し尿収集世帯が年々減少傾向にあり、
収集体制・収集委託料等の見直しを検討し
ていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　対象世帯は2,800程度と多くはないが、
現状では継続が必要な事業である。今
後検討すべきものとして浄化槽設置の
推進があるが、補助金額のアップがどの
程度効果的かを調べる必要がある。ま
た、同時に市民への周知も欠かせない。
　なお、災害時の対応については、危機
管理課の防災施設整備計画担当との協
議も必要と思われる。
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267
終処分場維持

管理事業
環境経
済部

環境資
源課

H2 -
　一般廃棄物 終処分場の安全性を確保す
るため、各機器の保守管理や水質検査など
適正な維持管理を行う。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

268
破砕物等搬出事
業

環境経
済部

環境資
源課

H18 -
　資源化センターにおいて分別した破砕可燃
物等を東埼玉資源環境組合第一工場などへ
搬入し、適正な処分を行う。

高 低 高 高 (a) (b) (a) (b) (b) Ｂ

269
資源化センター施
設運転管理事業

環境経
済部

環境資
源課

H18 -
　資源化センターに搬入される粗大ごみや不
燃物等を効率的に処理するため、機器類の
保守管理など適正に運転管理を行う。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

270
収集業務センター
施設管理事業

環境経
済部

環境資
源課

- -
　不燃ごみや資源物の収集を効率的に実施
するため塵芥車の保管場所及び事務所を適
正に維持管理する。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

271
東埼玉資源環境
組合負担金事業

環境経
済部

環境資
源課

S36 -

　 家庭から排出される可燃ごみ、伐採枝、し
尿及び浄化槽汚泥を適正に処理するため、5
市1町で構成する東埼玉資源環境組合に処
理費用の負担金を支払う。

高 低 高 高 (a) (b) (a) (b) (b) Ｂ

272
資源回収奨励補
助金交付事業

環境経
済部

環境資
源課

H1 -

　コミュニティ意識を高め、ごみのリサイクル
活動を促進するとともに、ごみの減量による
処理経費の削減を図り、さらに環境負荷の低
減を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

273
家庭用生ごみ処
理機器購入費補
助事業

環境経
済部

環境資
源課

H12 -
　家庭から排出される生ごみの減量化及び
資源化を促進する。

低 低 高 高 (d) (d) (c) (d) (b) Ｂ

274
合併処理浄化槽
普及事業

環境経
済部

環境資
源課

S63 -

　 市街化調整区域内に設置されている単独
処理浄化槽の合併浄化槽化を図り、公共用
水域の水質汚濁を防止する。併せて地域環
境の整備、環境衛生の向上を図る。

高 低 高 高 (a) (a) (a) (b) (b) Ｂ

275
環境審議会運営
費

環境経
済部

環境保
全課

H12 -

　環境管理計画などに定められた事項が円
滑に機能するよう、環境行政を総合的に展開
する。また、ISO14000シリーズに準拠した進
行管理を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　一般廃棄物 終処分場の安全性を確保
するため、各機器の保守管理や水質検査
など適正な維持管理を行っている。

①平成21年度は、一般廃棄物 終処分場
の安全性を確保するため、各機器の保守
管理や水質検査など適正な維持管理を
図っていく。
②施設を維持するために、計画的に修繕等
を図っていく。

検討・
見直
し

　ごみの減量に伴い破砕物等の搬出量は、
微減となっている。

①②今後とも、分別を徹底し、破砕物等の
搬出量の減少を図っていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　破砕可燃物等を処理場へ搬入する事
業であり、搬入の外部委託は適切であ
る。
　課題としては、事業費の80%を占める
不法投棄物や乾電池等の廃棄にかかる
処理委託費の削減である。解決には、
市民の理解が求められるので、より効果
的なＰＲ活動を行い、ごみの減量に努力
していただきたい。

　搬入される粗大ごみや不燃物等を効率的
に処理するため、機器類の保守管理など適
正に運転管理を行っている。

①②搬入される粗大ごみや不燃物等を効
率的に処理するため、機器類の保守管理
など適正に運転管理を図っていく。

検討・
見直
し

　現在は、倉庫として使用しているが、施設
の老巧化やアスベストの問題があり、今後
の施設の活用について、検討しなければな
らない。

①②平成19年10月にリサイクルプラザに移
転のため、今後の施設利用について検討し
ていく。

検討・
見直
し

　更なるごみの減量・資源化

①平成21年度は、分別を徹底し、可燃物の
搬入量の減少を図っていく。
②ごみの減量・資源化を市民･事業者に働
きかけていく。

検討・
見直
し

　少子化による子供会活動の縮小や高齢
化による自治会活動の縮小など、資源回収
団体の減少が懸念される。

①平成21年度は自治会などの資源回収対
象団体に対して積極的に取り組むよう意識
啓発を図っていく。
②補助金額について、資源物の買取価格
や近隣自治体の補助金の動向を見なが
ら、適正な補助額の有り方について検討を
進めていく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　リサイクル活動の促進とごみ減量に回
収奨励補助金を交付することは大変有
効な事業と思料する。ごみ処理経費１キ
ログラム当たり１７円に対し、８円の補助
金も妥当と考える。将来、補助金額の単
価の見直しが考えられるが、単位当たり
のごみ処理経費の大幅な縮減がなされ
る場合は別として、補助金が地域社会コ
ミュニティ育成に活用されている点も考
慮していただきたい。

　生ごみ処理機器を活用することにより、日
常生活の中からごみ問題に関する意識高
揚が図られるとともに、家庭から排出される
生ごみの減量化及び資源化を促進すること
ができることから、引き続きその普及と啓発
を図る必要がある。

①平成21年度は利用の拡大を図るため、
要綱の補助対象要件の緩和を検討する。
②家庭から排出される生ごみの減量化を図
るため、啓発活動を実施する。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　生ごみ収集は市民生活にとって不可
欠な事業である。単に、「生ごみ処理機
器購入費の補助」の周知活動にとどまら
ず、家庭での生ごみの処理が、市全体
の生ごみの減量、ごみの資源化に有意
義であることについて、積極的に啓発さ
れることを期待する。

　新築･建替えの際、現在使用している単独
浄化槽等を使用することはできず、合併処
理浄化槽を設置することが義務付けられて
いるため、今後も補助金の見直しなどを検
討する必要がある。

①平成21年度も合併処理浄化槽への転換
に対し、適正に補助を行い、更なる転換を
図っていく。
②市街化調整区域の単独浄化槽を合併処
理浄化槽へ転換するため、適正な補助を行
い、水質汚濁の防止を図っていく。

検討・
見直
し

16 Ｂ
　補助金のみではなく、残額の融資も検
討され普及をめざされたい。

現状
維持
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終
期
年
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7.事業内容と意図

276
環境保全推進事
業

環境経
済部

環境保
全課

H12 -

　地球温暖化対策等を推進するため、市民・
事業者への環境意識の啓発や風力発電の
業務委託、雨水貯留槽設置者への助成等の
環境事業を実施する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

277 自然保護事業
環境経
済部

環境保
全課

H12 -

　市内に残された自然環境の保全と環境学
習の場を確保するため、市民への啓発や身
近な場所に多様な野生生物が生息できる空
間（ビオトープ）の整備を行う。
市長から委嘱された市民調査員約300名に
よって1年間を通して調査された市内の野生
動植物の生息情報結果を集計・出版し身近
な自然環境の保護に向け市民への啓発を図
る。

高 高 高 高 (b) (a) (b) (b) (b) Ｂ

278
大気・水質対策事
業

環境経
済部

環境保
全課

H13 -

　公害の未然防止および生活環境の保全を
図るため、大気や公共用水域の環境測定を
実施するとともに、規制基準を超える工場等
の改善指導を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

279
生活環境対策事
業

環境経
済部

環境保
全課

- -

　日常感じる騒音・振動・悪臭等の感覚公害
の発生源を特定し、指導又は抑制をはかり、
安心して市民生活を送れるよう問題解決に取
り組む。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

280
防疫活動推進事
業

環境経
済部

環境保
全課

S33 -

　地域の衛生害虫等駆除活動を支援するた
め、自治会が実施している環境害虫駆除活
動に必要な乳剤、油剤、殺鼠剤を無償配布
する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

281 空閑地除草事業
環境経
済部

環境保
全課

S44 -
　空閑地及び空閑地以外の土地に繁茂した
雑草類を除去することにより、清潔な生活環
境を保持する。

高 高 高 高 (c) (b) (b) (b) (b) Ｂ

282 犬の登録等事業
環境経
済部

環境保
全課

- -
　狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止
し撲滅することにより公衆衛生の向上、公共
の福祉の増進を図ること。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

283
産業雇用支援セ
ンター管理事業

環境経
済部

産業支
援課

H16 -
　地域産業の振興及び雇用対策の強化を図
る越谷市産業雇用支援センターの適正な運
営管理を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　エネルギー使用量や温室効果ガスの削
減等

①②地球温暖化防止等に向けて市民・事
業者に対する更なる啓発活動を推進する。

検討・
見直
し

　自然保護の市民意識の啓発
①第3次ふるさといきもの調査事業の推進
②ふれあいサンクチュアリ（ビオトープ）の設
置

検討・
見直
し

　大気の常時監視における測定局の設置
においては、現在市内中央に一般監視局と
して一局の設置であるが、60ｋｍ内におけ
る2局の設置の必要性と自動車排出ガス測
定局について、検討が必要と考える。

①大気一般測定局の機器更新を優先す
る。
②道路環境測定局を設置する。

検討・
見直
し

　環境問題が重要視される中、住工隣接地
における生活環境問題は、解決が難しい状
況が続いており、今後の対策を検討する必
要がある。

①②住民と工場の共生を目的とした、事業
所設置時の指導に重点を置き、今後の生
活環境保全を図っていいく。

検討・
見直
し

　未散布地域への対応

①②公衆衛生の確保のため、引き続き薬
剤の配布を行っていくとともに、地域自治会
において薬剤散布機購入補助や市所有の
散布機の貸出しを行い、防疫活動を実施し
てもらう。

検討・
見直
し

16 Ｂ
　事業の実施効果を見極めるため、成
果指標の設定を考慮されたい。

　民有地の除草は市への委託によらず所
有者自ら行うことが必要である。

①②空閑地の管理は地権者の義務である
ことを基に推進しているが、止むを得ず市
に委託をしている地権者の大半は市外在
住者であり、地権者が直接業者に委託する
のは難しく、ただちに委託制度を止めること
は、苦情の増加につながるものと考えられ
る。既に委託制度が利用者等に浸透してい
る現状を考慮して委託制度を継続して行く
が、今後も環境改善は地権者の義務である
ことを啓発していく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　地権者156名が所有する217ヶ所の空
閑地の除草であるが、多くは市に除草の
委託をしており、経費も完納の状況であ
る。しかし、経費を負担して市が除草す
る図式を見直し、空閑地の雑草の除去
対策に止まらず、空閑地の環境改善に
向けての多面的な取組を市民ボランティ
アの働きを醸成して進めてほしい。ま
た、地権者にも、環境改善は義務である
との考え方を理解いただく取組みを進め
てほしい。

　犬の登録制度・狂犬病予防注射の周知徹
底

①②市広報や自治会に対して啓発、チラシ
等の回覧を行い、制度の周知を図る。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　犬の登録管理を徹底し、狂犬病を予防
することは重要である。保健所からの事
務移管を前提として、獣医師会ならびに
地域自治会等との連携を深め、犬の登
録率向上を目指していただきたい。登録
の電子申請化など、登録を容易にする
手段は今後も引き続き検討をお願いす
る。また、予防注射の実施にあたって
は、獣医師に委託する等、会との連携を
さらに強化することを望む。

　施設の利用率の向上

①②施設の利用率を向上させるため、セミ
ナー等多数の利用があるときに施設利用
のチラシを配布するなど、施設の周知を
図っていく。

検討・
見直
し
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284
相談事業（旧：労
働相談事業・内職
相談事業）

環境経
済部

産業支
援課

S53 -

　労働問題に関し、事業者・労働者・市民から
の相談に応じる。また、家庭外で働くことが困
難で内職を希望する人に対し、内職の相談・
斡旋を行う。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (a) Ｂ

285
高年齢者支援事
業

環境経
済部

産業支
援課

S57 -

　シルバー人材センターが行う高齢者の補助
的、短期的な就業を通じて自己の労働能力
を活用し、自らの生きがいの充実、社会参加
への就業機会の増大と福祉の増進を図るた
めの事業及び能力を生かした活力ある地域
社会づくりに寄与するための事業に対し、補
助金を交付し、センターの事業推進を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

286
若年者等就職支
援事業

環境経
済部

産業支
援課

H17 -

　労働市場における雇用のマッチングを主眼
に、若年者、女性、中高年者等の就職支援と
してキャリアコンサルタントを配置し、求職者
の能力の開示から心配・気苦労等の解消、
企業の求める人材、履歴書の書き方、面接
の受け方等、早期就職に向けたきめ細やか
な総合的コンサルティングを実施する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

287

能力開発支援事
業　(旧：勤労者等
能力開発支援事
業）

環境経
済部

産業支
援課

S55 -

1.勤労者等の能力開発を支援するため、セミ
ナー等を開催する。
2.勤労者等の人材育成を支援するため、市
内中小企業等を対象にOA室の貸出しを実施
する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (a) Ｂ

288
勤労者等福利厚
生事業

環境経
済部

産業支
援課

S53 -

　市内産業の発展と向上に貢献した事業所
及び従業員を表彰し、地域経済の活性化を
図る。　また、勤労者の生活向上、福祉の増
進、雇用の安定等を図るため、市内の勤労
団体が行う福利厚生事業に対し経費の一部
を助成する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

289
商工対策委員会
運営事業

環境経
済部

産業支
援課

S48 -
　市が実施する商工行政における重要な課
題や今後の方針などについて、市長の諮問
に応じ調査・審議する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

290
商店街活性化推
進事業

環境経
済部

産業支
援課

- -

　消費者ニーズの多様化やモータリゼーショ
ンの進展への対応の遅れ等により、商店街
への来客が減少し、空き店舗の増加が進ん
でいることから、商店街の活性化が急務であ
る。商店街の活性化を促進するため、各種事
業を実施する商店街団体や空き店舗を活用
した「大袋ギャラリーひろば」を支援する。

高 高 低 低 (a) (d) (b) (a) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要
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外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　労働相談における緊急相談への対応。
内職提供事業所の開拓

①②労働相談において、理想は常時相談
を受け付けできる体制作りだが、相談日以
外の問合せ等については県での労働相談
や関係機関での相談窓口を確認し紹介す
る。
内職相談においては、内職希望者に比べ、
求人数が少なく斡旋率が低い状況となって
いるため、求人開拓を積極的に実施し、斡
旋率の向上を図る。

検討・
見直
し

　センターの自主財源による運営

①②センターにおける事業の現状や課題の
把握と分析を行い、中長期的な具体的方
針、目標、事業計画を策定し、自主財源に
よる運営ができるよう指導していく。

検討・
見直
し

　長期に相談を要する方の支援

①②キャリアコンサルタントによる相談のほ
か、臨床心理士によるフォロー体制を実施
し、相談者の状況に応じた就職に向けたき
め細かな相談支援を継続していく。

検討・
見直
し

　講座等参加者数

①平成21年度は実施内容を検討して時代
に即した講座を実施していく。
②良好な労働環境づくりや雇用促進を図る
ため、多くの方が参加できるよう実施内容
の充実を図っていく。

検討・
見直
し

　制度の周知を図り、地域経済の活性化を
図る。

①②勤労者の福利厚生事業として定着し、
地域経済の活性化につながっているが、更
に制度の周知を図り、地域経済の活性化を
図る。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　昭和53年より永年継続している事業で
あり、地域経済の発展を目的とした当初
の表彰の意義は既に薄められている
が、平成14年度から制度の見直しに取り
組まれている。さらに、市内で長年地道
に伝統技術の向上に取り組まれている
事業者に対してスポットをあて、技術の
伝承とあわせ、市民の働き甲斐を掘り起
こすような施策の検討もお願いしたい。

①②経済環境の変化に対応すべく、適宜開
催していく。

現状
維持

　適正に補助金が使われているか、更に
チェック機能を強化する。

①平成21年度は引き続き補助対象事業の
周知を図り、さらなる支援を実施していく。
②商店街を活性化するために、この事業の
継続を図っていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

【商店街活性化推進事業費補助金】
（内部評価：終期設定・統合・メニュー化）
（外部評価：終期設定・統合・メニュー化）
　補助金交付の効果が薄れたことから、
「商店街活性化」の判断基準を明確化
し、補助の実績を個別に評価し成果を公
表していただきたい。また、補助メニュー
以外の申請も広く取入れる考え方が必
要と思われる。大型店の出店にともなう
影響は避けがたく、現状の補助金レベル
では活性化には限界がある。郊外の大
型ショッピングセンターとの共存共栄に
ついて調査研究するとともに、商店街の
自主的な工夫を支援する施策に転換す
ることを商店側と一緒になって検討する
必要がある。
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291
産業情報化推進
事業

環境経
済部

産業支
援課

H15 -

　急激に進展する高度情報化に対応するた
め、市内産業（商・工・農業等）の情報化推進
を図る観点から、個別企業のデータ化を図
り、インターネットを活用した産業情報の収
集、促進を行うとともに企業PR等、総合支援
システムとして整備する。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (a) Ｂ

292
創業者等育成支
援事業

環境経
済部

産業支
援課

H15 -

市内産業を振興し雇用の創出を図るため、
既存産業への支援はもとより、その担い手と
なる創業者等の育成・支援を行う。
①創業者オフィス家賃補助　②インキュベー
ション施設を低料金で提供する。　③インキュ
ベーション施設にアドバイザーを常駐させ、経
営相談、創業相談等、各種支援事業を展開
する。　④創業等に関する各種のセミナー等
を開催する。

低 高 高 高 (b) (a) (d) (d) (b) Ｂ

293
産業活性化推進
事業

環境経
済部

産業支
援課

H15 -

　市内産業の活性化等を図る観点から、新技
術・新製品の保護や研究開発等を奨励する
ため、工業所有権取得費の一部を助成す
る。
　市内産業の活性化を図るため、商工業者・
農業者が一堂に会し、市民とのふれあいを通
じて地域産業の理解を深めてもらえるよう、
実行委員会を組織し「こしがや産業フェスタ」
を開催する。また、地域特産品販売促進事業
として、こしがや鴨ネギ鍋の開発等を支援す
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

294
伝統的地場産業
育成支援事業

環境経
済部

産業支
援課

H9 -

　本市に古くから伝わる伝統的技術に立脚し
た地場産業（だるま・せんべい・ひな人形・桐
箱・桐たんす）等の育成支援を図るため、各
イベント出展によるPRの実施、市内小中学校
での見学・体験学習への協力、商工会におけ
る伝統的地場産業育成事業への助成等を行
うことにより、市内の伝統的地場産業の育成
支援を図る。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

295
物産展示場等管
理事業

環境経
済部

産業支
援課

H10 -

　東武伊勢崎線越谷駅高架下（交番の隣）の
物産展示場等の維持管理を行い、市内伝統
的地場産業（だるま・せんべい・ひな人形・桐
箱・桐たんす）等を常設展示することにより、
需要や販路の拡大、宣伝普及を進め、同産
業の育成支援を図る。

高 高 低 高 (b) (d) (b) (a) (b) Ｂ
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10.総合評価 13.外部評価
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施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　利用者及び登録事業所等の数

①平成21年度は、企業訪問やハローワーク
来所者などへの周知を図り、登録事業者及
び企業掲示板（求人・求職）の利用拡大を
図っていく。
②毎日、トップページ内が更新されるよう情
報収集を図っていく。

検討・
見直
し

　インキュベーション施設の相談事業の拡
大、入居者の支援及び卒業後の活動支援

①平成21年度は、市ホームページ等を活用
し事業のPRを行い、創業者等の相談件数
の拡大を図っていく。
②創業者の意欲を掻き立てるようなセミ
ナー等を開催していく。

検討・
見直
し

　工業所有権取得費補助金については、企
業間競争を勝ち抜いていくために、工業所
有権取得の重要性がますます高まっている
ものの、補助対象者が減少してきている。

①平成21年度は、工業所有権取得費補助
金制度について、越谷市商工会工業部会
等と補助対象枠の減額について調整する。
②産業フェスタについては、事業がマンネリ
化しないよう実行委員会とも協議していく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　産業活性化の支援は市の重要な施策
と思われるが補助の対象、効果の見直
しを行い関連機関との協議を実施してい
ただきたい。
【越谷市工業所有権取得費補助金】
（内部評価：減額(縮小)）（外部評価：終
期設定）
　補助実績は3件（29万円弱）と少なく、
産業活性化に寄与しているとは思われ
ない。
　対象が少ないこともあり、工業所有権
等の取得費補助だけではなく、差別化で
きる商品及び技術の開発支援など抜本
的な支援策の検討が求められる。
【地域特産品販売推進事業費補助金】
（内部評価：終期設定）（外部評価：終期
設定）
　「鴨ネギ鍋」の普及に注力を期待した
い。3年間の補助金交付の成果を検証さ
れることを望む。
　当市のブランド確立に向け更なる支援
をすべきと思われる。

　事業所の見学会・体験学習以外で伝統的
地場産業の普及啓発を考えなければならな
い。

①②平成21年度は市内で行われるイベント
等を通じて普及啓発を図っていく。

検討・
見直
し

　展示場所、展示内容、展示方法等を工夫
し、市民の認知度を高めていかなければな
らない。

①平成21年度は展示場のリニューアルを
図っていく。
②（平成22年度までに）越谷駅東口再開発
を踏まえ展示場の拡大を検討する。

検討・
見直
し

18 Ｃ

　伝統工芸の継承事業としても２４時間
無人での管理によるどちからというと静
態的な展示事業であるが、思い切ったリ
ニューアルが必要と思われる。伝統工芸
品の製作は、ものづくりの基本でもあり、
地域を特徴づけるソリューションである。
地域の活性化を視野におきながら、業
者・市民を巻き込んだ事業展開を期待す
るが、あまりお金をかけずに市民が伝統
工芸に関心を持ち、活性化できるような
施策を検討・研究していただきたい。
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296 観光推進事業
環境経
済部

産業支
援課

- -

　自由時間の増大や余暇活動の多様化に対
応した都市型観光を推進し、市民生活の潤
いを満たすとともにまちの活性化を図る。越
谷市観光協会と連携し、市内にある伝統文
化や伝統工芸品、また、葛西用水等の水辺
の景観を活かした各種事業を実施する。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

297
勤労者等貸付事
業

環境経
済部

産業支
援課

H14 -
　勤労者及び家内労働者に対し、応急に必
要となった生活資金の貸付を行うことにより、
勤労者等の福祉の向上を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

298
消費者動向調査
事業

環境経
済部

産業支
援課

- -
　消費者ニーズを把握し、消費者に愛される・
消費者ニーズに応えられる商業環境を作る
ため、消費者動向調査を実施する。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

299 商工会補助事業
環境経
済部

産業支
援課

- -

　市内の商工業の総合的な改善発展を図る
ため、越谷市商工会が実施する金融･税務･
経営･労務などの指導や研修会･講演会の開
催など幅広い事業に対し助成する。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

300
中心市街地活性
化推進事業（旧：Ｔ
ＭＯ推進事業）

環境経
済部

産業支
援課

H13 -

　中心市街地活性化法第18条第3項の規定
に基づき、越谷市商工会が策定し越谷市が
設定した「越谷市中心市街地活性化商業タウ
ンマネージメント構想（TMO構想）」を推進す
るため、越谷市商工会TMOが実施する中心
市街地の環境整備、商店街活動の支援、ま
ちづくりノウハウの蓄積、TMOの運営基盤強
化などを支援する。

高 高 低 低 (d) (d) (b) (a) (b) Ｂ
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担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　観光協会と協力し、観光資源の開発に勤
めると共にイベントの充実をはかる。

①平成21年度は観光協会と連携して観光
客誘致の拡大を図っていく。
②（平成22年度までに）散策ハイキングを開
催し市内外の観光客の誘致拡大を図って
いく。

検討・
見直
し

　制度の周知を図る。
①②制度の周知を図るとともに、貸付に係
る資金使途等について、相談の内容を勘案
しながらさらに検討していく。

検討・
見直
し

　昭和49年に第1回の調査を実施して以
来、3年ごとに実施している。従来からの整
合性を踏まえ質問項目を時代の状況により
部分的に変更をして12回実施したが、全面
的に見直しを検討する時期に来ているもの
と考える。

①平成21年度は実施予定なし（3年に1度実
施する予定）。
②質問項目の見直し、利用者が必要として
いる情報の再確認をしていく。

検討・
見直
し

　経済不況が長引いており、市内小規模事
業者に対し、今後も金融・経営・税務・労務
などの全般にわたる指導が必要である。

①②経済不況が続き、市内の大半を占める
小規模事業者は厳しい状況におかれてお
り、商工会と連携を図る中で、企業活動を
支援する必要がある。企業の成長を促し市
内産業の活性化を図るためには、人材の
育成・技術の向上・経営者間の交流の場確
保等を推進する必要があり、商工会の果た
す役割は重要であることから、引き続き支
援をしていく。なお、今後も自主財源の確保
に努めるよう働きかけていく。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　補助金の項目ごとに限度額を設定され
る方向は、評価できる。
　補助金の使い方のみでなく、補助金に
より実施した事業の成果を把握しなけれ
ば、市としての説明責任を果たせなくな
るおそれがある。
　商工会との連絡調整を密にして、それ
ぞれの補助金事業の目的、目標を明確
に定めたうえで、各事業の実績を把握さ
れ、補助金額、補助率等の評価をされる
ことを望む。
【⑨税務指導費補助金】、【⑩小規模指
導費補助金】、【⑪商工会一般事業費補
助金】、【⑬タバコ小売活性化事業費補
助金】
　補助金により実施した事業の実績を把
握すること。
【⑫若手後継者育成事業費補助金】
　平成19年度より商工会一般事業費補
助金へ統合されたことは評価できる。

　旧中心市街地活性化基本計画は平成18
年8月に改正され、事実上法的根拠を失っ
ている。新法での中心市街地活性化基本
計画の策定に向け、更に現状を分析し、実
態に即した計画を策定し、事業を推進す
る。

①②平成22年度に中心市街地活性化基本
計画策定予定。今後は地元住民等との協
議・勉強会・ワークショップなどを行い、まち
づくり会社の設立などを検討しながら協議
会を設立していく予定。

検討・
見直
し

20 Ｃ

【中心市街地活性化推進事業費補助
金】
（内部評価：統合・メニュー化）（外部評
価：終期設定）
　当該補助金は恒常化しており、事業の
成果が分かりづらい。現状では、3カ年
にわたり予算及び実績が変わっていな
いなど、マンネリ化がうかがわれる。助
成の成果を十分精査し、補助対象事業
及び対象経費の助成割合等の検討、ま
た各々の補助の結果、どのような状況に
なったのかについて具体的評価が必要
と思われる。
　今後は、住民の自主性を強力に支援
する方向で事業を運用していくよう見直
しをされたい。
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301
農産物生産奨励
事業

環境経
済部

農政課 S38 -
　高品質な農産物の生産を図るため、地場野
菜産地育成などの各種奨励事業による支援
を行う。

低 高 低 高 (c) (a) (d) (c) (b) Ｂ

302
農業環境衛生改
善事業

環境経
済部

農政課 - -

1　市内の園芸用廃ビニール(ポリエチレン・
塩化ビニール）を収集し、適正に処理する。
2　病害虫回避及び経営改善を図るため、防
除する農家団体、また、農業共済組合が行う
農作物損害防止事業活動に要する経費に対
して補助金を交付し、農業生産力の向上や
農業経営の安定化を図る。

高 高 低 低 (c) (d) (b) (a) (b) Ｂ

303
（仮）越谷市農業
自然公園整備事
業

環境経
済部

農政課 H15 -

　農業従事者の高齢化と後継者の減少など、
農業を取り巻く環境が厳しい状況にある中、
今後の農業の担い手育成や地産地消の積
極的な推進を図るため、農産物直売所を含
む（仮）農業自然公園の整備に向けた取組を
行う。

高 高 低 高 (b) (a) (b) (a) (b) Ｂ

304
農業技術センター
施設管理事業

環境経
済部

農政課 H10 -
　都市型農業の拠点として農業者が活用でき
るよう、試験温室や分析機器など施設の維持
管理を行う。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

305
農政審議会運営
費

環境経
済部

農政課 S46 -
　市長の諮問に応じ農政に関する必要な事
項を調査及び審議し、答申する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　農業従事者の高齢化や後継者不足によ
り、資金を投入して機械の導入・施設の充
実を図ろうとする農家が減少しているため、
当該制度の活用も年々減少している。その
中で、資金を投入して経営改善を図ろうとす
る担い手に支援することは、今後の農業の
維持発展を図っていくために必要なことで
ある。

①②担い手の確保・育成を図るために、規
模拡大を図ろうとする担い手へ制度資金の
活用を促すだけでなく、農業委員会・JA越
谷市等の関係団体と連携し、耕作者のいな
い農地のあっ旋などの支援を積極的に行
い、農地の利用集積等の推進を図る。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　農業世帯の高齢化により、大規模な融
資案件は減少する傾向にある。事業の
実態として、職員が農業現場や、研究会
等へ立会い農業指導を行っている。これ
を事業として明記する必要がある。農業
団体連合会や農業協同組合等との連携
を通じて農業者のニーズを把握し、都市
型農業としての経営改革支援への転換
を検討することを望む。活動結果指標に
ついては、目標を明確に定め計画的に
事業推進していただきたい。

　安全・安心な農産物を提供できる農業及
び環境に配慮した農業を推進していく必要
がある。都市部の中で農業経営をする者に
対しては、環境や衛生面で農地の近隣住
居者に対する影響は大きく地場産農産物に
対するイメージも大切なことから、行政とし
ての支援、指導を行う必要がある。

①②園芸用廃ビニール適正処理の徹底周
知

検討・
見直
し

20 Ｂ

　平成20年度より取り組まれている農政
課の地区担当者制は、評価に値する。
地区担当者と各地域の農業組織団体と
の情報連携を一層強化し、市の農業の
実態を把握し今後の農業施策のあり方
を検討するとともに、市民にも農業の重
要性をご理解いただくための取組を進め
られることを望む。
【園芸用廃ビニール収集処理運営協議
会負担金】（内部評価：継続）（外部評
価：継続）
　地区担当者と組織団体との情報連携
によって、廃ビニールの不法処理ゼロ化
を進める努力が必要である。
【病害虫防除事業費補助金】（内部評
価：継続）（外部評価：継続）
　地区担当者による各農家の実態把握
と事業内容のさらなる広報を推進し、病
害虫防除に参加する農家の組織率向上
が必要である。
【埼玉東部農業共済組合補助金】（内部
評価：継続）（外部評価：継続）
　農業育成上必要な制度であり、継続と
する。

　農産物直売所整備後のＪＡ越谷市の運営
に対し、市としてどのように関与していくか。
また、地産地消を推進していく上で、当直売
所を活用してどのような仕組みづくりを展開
していくかの検討が必要。

①平成21年度は、農産物直売所の展開か
ら浮上する課題や要望等を勘案しながら全
体計画の検討を行っていく。
②全体計画に基づき、段階的整備を行なっ
ていく。

検討・
見直
し

16 Ｃ
　計画段階とはいえ、目的を明確にし年
度ごとの到達点を明らかにしていただき
たい。

　施設の機能を十分発揮するには、設備等
の大規模修繕やリニューアルが必要となる
時期にきているが、財政的な面で計画通り
の修繕ができず、財源の確保が課題となっ
ている。

①平成21年度は、光熱水費等の省力化に
より固定的経費の削減を図り、財源を確保
し、計画的な修繕を行っていく。
②今後の農業技術センター業務の民間委
託化や業務内容の見直し等を図っていく中
で、その機能に見合った施設改善を行って
いく。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　経年変化とともに、施設や設備のメン
テナンスが必要とのことであるが、都市
型農業のオープンラボ（農業者の意見を
反映した、開かれた研究施設）としての
農業技術センターの存在意義を再確認
し、それに従った修繕計画を作成するこ
とが必要であろう。
　ユニークなセンターであり、食育、環
境、農業振興の問題解決や指導に取り
組んでいただきたい。

　近年、諮問する案件が農用地除外に関す
ることのみとなっている。

①平成21年度も前年度に引き続き、農用地
除外以外の農業政策の諮問を積極的に
行っていく。
②農業政策の諮問も積極的に行うための
体制づくりを図っていく。

検討・
見直
し
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306
水田農業構造改
革対策事業

環境経
済部

農政課 H16 -

　米づくりの本来あるべき姿の実現を目指し、
地域の作物戦略・販売、水田の利活用、担い
手育成等の方向性を明確にした地域水田農
業ビジョンに沿って構造改革を推進するた
め、農業者・農業団体の主体的取組を支援
し、米の計画的生産が実施されるよう生産目
標数量の配分及び達成状況の確認を行う。
また、学校給食米として必要な数量を確保す
るとともに、普及啓発を促進する。

低 高 高 高 (d) (a) (d) (d) (b) Ｂ

307
水田保全花園整
備事業

環境経
済部

農政課 S62 -

①　地域防災活動の推進
②　農地の保全・活用
③　景観農地の整備を目的に、大吉地区約
8.7ｈａの休耕田をコスモス等の花園として整
備する。休耕田を集団化することにより水田
の持つ遊水機能を確保し、雨水の新方川へ
の急激な流入を防ぐとともに、休耕田の地力
を維持しつつ、市民の憩いの場を整備する。

高 低 低 高 (a) (b) (a) (a) (b) Ｂ

308
市民農園整備事
業

環境経
済部

農政課 H4 -

　都市化の進展により自然や身近な緑地が
減少し、市民が直接土に親しむ機会が少なく
なっていることから、農作物の栽培を通して
自然に触れ合うとともに農業に対する理解を
深めることを目的に市民農園貸付制度を実
施する。

低 低 高 低 (d) (d) (c) (d) (a) Ｂ

309
農業技術研究事
業

環境経
済部

農政課 H10 -

　農業技術センターで培った養液栽培技術や
バイオテクノロジー関係の技術や情報を蓄積
し、それらを活用した都市型農業を推進し、
今後の参考資料として活用できるように研究
を重ねていく。

低 高 低 低 (b) (b) (d) (c) (a) Ｂ

310
末田・須賀堰整備
事業

環境経
済部

農政課 H7 H23

　農業用水の安定した取水並びに堰の持つ
多面的機能と地域の活性化を図るため、水
資源機構が施行した埼玉合口二期事業末田
須賀堰改築工事に要した借入金を償還す
る。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ａ

311 土地改良事業
環境経
済部

農政課 - -

　生産性の向上および地域環境の改善を図
るため、県や土地改良区などと連携を取りな
がら、土地改良事業の推進と効率的な運営
を行う。

高 高 高 高 (d) (b) (b) (b) (b) Ａ

312
農業施設維持管
理事業

環境経
済部

農政課 - -

　農業生産の安定や、各農家の生活環境の
保全並びに農業用水の安定供給を行うた
め、農業用用排水施設の維持、修繕を行うと
ともに、国営事業、水資源機構及び県営事業
により造成された土地改良施設に対し、維持
管理費の一部を関係土地改良区、関係市町
で負担する。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　越谷市の地域特性にあった水田農業を実
現するため、引き続き地域水田農業ビジョ
ンに基づき推進する必要がある。

①需要に応じた米づくりの推進、水田の活
用など効率的かつ安定的な経営対策を図
るため、関係機関と連携し埼玉県奨励品種
である「彩のかがやき」を学校給食米として
提供することで地産地消の推進を図る。
②稲作以外で水田を活用して生産できる農
産物の研究に努め、併せてそれを原料とし
た加工品開発や観光農業事業などに取り
組む。

検討・
見直
し

　地権者の取りまとめに時間を要すること
と、播種時期に大雨が降ると、遊水機能は
発揮されるが、播いた種が育たなかったり
等、花の開花に影響がある。農地保全と遊
水機能の確保が目的にあるが、花園として
の期待が大きくなっている。

①②本事業が、事業地域における集落営
農展開に結びつくような「しかけ」づくりを検
討する。

検討・
見直
し

　利用率100％であり、利用申込も抽選とな
るなど需要の高い事業である。しかし、近隣
住民からの苦情もあり、一部利用者に貸付
条件を守らない者もいるため、今後も周辺
住宅の迷惑施設にならないよう、貸付条件
の遵守を徹底していく。

①平成21年度は現行の市民農園運営管理
をＪＡ越谷市に委託することの調整を図って
いく。
②多くの市民に農業に対する理解を深めて
もらうために、市民農園整備計画を策定し
て、ふれあい農業の推進を図っていく。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　農地の遊休化が進む他方で、家庭菜
園を望む住民が増加することも予見され
る。遊休農地の所有者と家庭菜園の希
望者との出会い場をつくるなど、潜在的
な借り受け農園利用者の発掘と、遊休
農地の積極的活用をさらに進めることを
願う。

　研究事業の一部民間委託について、関係
機関と協議を進めているが難航している。

①平成21年度は研究事業の一部民間委託
を図っていく。
②農業自然公園整備の取組の中での位置
付けや、都市型農業の推進へどのように係
わっていくかを十分検討し、農業技術セン
ターそのもののあり方や方向性を見直して
いく。

検討・
見直
し

18 Ｃ

　越谷市の農業産業維持発展のために
は、重要な事業である。事業の実施に、
正規職員が７名配置されており、５～７
年で人事ローテーションしている。事業
内容が高度に専門的である中で、職員
が入れ替わることは、事業運営上非効
率な面もある。市としての企画的業務を
正規職員に残し、専門的研究業務は、
農業団体連合会や農業協同組合とも協
力し委託化または、大学等と共同研究
するなどの検討を求める。

①借入金の返還24,304,535円及び協議会
の負担金20,000円。
② 終償還は、平成23年度。

現状
維持

16 Ｂ
　低利の市債の借り入れも含め、繰上げ
償還を早急に検討していただきたい。

現状
維持

　維持管理コストに対する管理意識を常時
持つ必要がある。

①②施設の定期管理による、機能の維持を
図る。

検討・
見直
し
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313
農業従事・後継者
育成事業

環境経
済部

農政課 - -

　農業を支える農業関係団体や担い手がより
一層効果的な活動ができるよう、農業者相互
の情報交換・技術向上を図るとともに、農業
後継者の確保・育成について支援する。

高 高 低 低 (c) (d) (b) (a) (b) Ｂ

314
畜産振興・衛生事
業

環境経
済部

農政課 S38 -

　家畜伝染病予防法に基づく家畜の伝染性
疾病の予防・まん延防止、および飼育環境の
衛生整備に対して補助を行い、畜産事業の
振興を図る。

低 高 低 低 (a) (d) (d) (c) (b) Ｂ

315
かんがい排水整
備事業

環境経
済部

農政課 - -

　農用地における作物栽培等に必要な用水
の供給、並びに洪水等による農地の湛水被
害を防止し、農業生産性の向上と生産量の
安定化、農村地域の環境改善を図るため、
かんがい排水の整備を行う。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

316
地盤沈下対策事
業

環境経
済部

農政課 H8 H23

　地盤沈下により用水施設に被害が生じ、機
能低下が著しい末田大用水路を県営事業で
改修し、農業用水の安定確保と農業経営の
安定化に資する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

317
農林漁業資金融
資補助事業

環境経
済部

農政課 - -

　農業生産力の維持増進及び食料の安定供
給を確保するため、農林漁業資金融資事業
により農業基盤整備や生活環境整備を行っ
た農業者へ、その償還に対する補助を行う。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ａ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　越谷市の農業振興を図るという同様な目
的を持っているが、個別に活動してるため、
事業効果が充分に発揮されていない面が
ある。各団体の連携等による事業効果の拡
大が必要である。

①越谷市担い手総合支援協議会が機能的
活動ができるようにする。
②認定農業者や農業生産法人の育成に取
り組む。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　農業関係団体育成支援のためいくつか
の補助金が支出されているが、支援の一
貫性確保のため農政課が事務を取り扱っ
ている。
　中には、収入が補助金主体の団体もあ
り、運営や事業展開に当たり、補助金に依
存しがちにならないよう将来、自立に向け
た取り組みや実施した事業の成果の把握
もお願いしたい。
【⑭越谷市農業団体連合会補助金】
　会員相互の連携を取りながら、関係団体
とも協議し、地産地消を推進するなど、そ
菜、花卉、稲作、畜産の各部会の活動は見
るべきものがある。行政として農業関係団
体の育成支援を通し、後継者育成に積極
的な働きかけを行ってほしい。
【⑮農業後継者等育成費補助金】
　越谷市グリーンクラブと越谷市農協女性
部への補助金であるが、両者とも農協との
係わりが強く、JA越谷市からの補助金も受
けている。事業活動も見るべきものがあ
り、越谷市の農業発展や地産地消活動に
も寄与しており、地域農業の担い手である
後継者育成のためにも、行政の支援は必
要と思われる。
【⑯２１世紀・越谷塾補助金】
　２１世紀越谷塾は、農業関係団体の代表
者で構成されているが、そのメリットが充分
生かされていると思えない。
取り組んでいる事業も２１世紀越谷塾が取
り組むべき事業とは思えず、「越谷市農業
農村活性化推進機構の設置及び運営に関
する要領」の目的に示されている「農業農
村の活性化」に寄与する事業の実施を再
考していただきたい。

　市内の畜産農家の減少等により、養鶏関
係では予防接種の必要性がなくなった。養
豚の規模も縮小傾向にあり、補助金の対象
者が減少している。一方では、食の安全安
心が求められる中で、食の生産工程におけ
る安全・衛生管理の充実も求められてい
る。

①平成21年度は対象農業者が少ないた
め、他の農業団体との併合の意向について
働きかけていく。
②他の農業団体との併合を進め、総合的な
補助金の支援に切り替え、業務の効率化を
図る。

検討・
見直
し

20 Ｂ

【畜産環境衛生整備事業費補助金】
（内部評価：継続）（外部評価：統合・メ
ニュー化）
　事業の必要性は認められるが、対象
事業者が減少傾向にあることから、他の
補助金事業との整理統合の視点で見直
し、事業の効率化を検討する必要があ
る。

　 既存の施設が、老朽化や破損等により改
修の必要箇所が増加している。そのため、
新規整備が財源上困難となっている。ま
た、農業従事者の高齢化により、農業者の
主体的整備が困難となり、行政に対する整
備要望が拡大している。

①新規整備事業費の確保。
②かんがい排水整備計画の見直しとそれ
に連動した資金計画の策定。

検討・
見直
し

本年度で事業完了である。
終了
(H20
年度)

①償還金35,865,000円の返還。
② 終償還は、平成26年度。

現状
維持
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1.
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2.事業名 3.部名 4.課名

5.
事
業
開
始
年
度

6.
事
業
終
期
年
度

7.事業内容と意図

318
道水路管理業務
事業

建設部
建設総
務課

- -

　道水路等の適正管理
道路を公共空間として利用している電気・ガ
ス・上下水道・電話等、公共・公益施設などの
道路占用許可や市道からの沿道住民の出入
り口の設置工事の承認、さらには特殊車両
の通行に関する許可など道路法に基づいた
業務執行を行う。併せて水路占用許可等の
事務処理を行う。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

319
道水路境界管理
事業

建設部
建設総
務課

- -

　官民境界が確定していない地域については
速やかに確定させ、確定している境界につい
ては、それが速やかに確認できるように基準
点、境界点等を管理していく。また、市道の用
地取得を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

320
道路管理システム
事業

建設部
建設総
務課

H8 -
　業務効率や行政サービスの向上を目指し、
道路情報を地図と関連づけたシステムを構
築する。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

321
道路台帳整備事
業

建設部
建設総
務課

- -

　道路法に道路管理者がその管理する道路
の台帳を調整し、保存することとされているこ
とから廃止、認定や改良状況等を取り入れて
道路台帳の整備を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

322
都市再生地籍調
査事業

建設部
建設総
務課

H10 H21

　国土調査法に基づき、土地境界に関するト
ラブル防止、土地取引、公共工事・災害時復
旧事業の円滑化を図ることを目的に市街地
の官民及び官官の境界を調査、確認し、測量
する。道水路等の官地と民地の境界を確認
する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

323
道路施設維持管
理事業

建設部
建設総
務課

- -
　誰もが安全・快適に利用できるよう、道路の
維持管理を行うとともに、良好な道路環境を
保全する。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

324
道路施設維持管
理事業

建設部
道路街
路課

- -

　既存道路の側溝整備及び舗装の打ち換え
などの補修に加え、私道の公道化に伴う整
備、建築行為に伴う道路後退部の整備を行
う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　道水路占用・施工承認の事前協議・許可
に際し、専門的な指導・判断が必要なケー
スが増加している。

①平成20年度は、引き続き許可基準及び
業務マニュアルを作成する。申請様式等
ホームページに掲載するなどサービスの改
善を図る。
②申請から許可までの期間の短縮を検討
する。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　許可等の件数を活動指標に記入して
いただきたい。
　道路管理台帳のシステム化や電子申
請などITを利用した業務の効率化、およ
び申請に対する迅速な対応をはかり、住
民の利便性を高めていただきたい。

　申請から確認までの期間が、申請者の
ケースによって異なるため、迅速な対応が
難しい。

①②地籍事業の進捗を図り、座標管理区
域を拡大していくことで、コスト削減を目指
す。

検討・
見直
し

　地籍事業の進捗により、座標管理区域を
拡大する必要がある。また、座標データの
更新をより低コストで行う必要がある。

①②座標による登記を促すため、基準点管
理区域の拡大を図る。

検討・
見直
し

20 Ｃ

　越谷市道路管理システムとして、道路
台帳管理、路線測量成果、道路工事、
測量計算、基準点・境界線などのシステ
ムを構築している。システムに道路台帳
現況平面図データ、官民境界線＋現況
道路録データ、道路中心線データなど膨
大なデータを保守管理していく必要があ
り、データ保守管理費だけで、年間数千
万円のコストがかかっている。このコスト
に対する効果が明確になっておらず、至
急、効果を明確に算定し、事業のあり方
を見直すべきである。将来の国のGIS化
に備えたものとのことだが、地図データ
に互換性があるかについても懸念され
る。また、地図データ等については、民
間で市販されているデータの活用も検討
してほしい。

　ﾏｲﾗｰの処理が既存のままであるため、効
率的に運用がされていない。

①ﾏｲﾗｰでのデータをデジタル化し総合的な
経費の削減を図る。
②データをデジタル化することにより、将来
的に各課でデータの共有を図り、経費の削
減に取り組む。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　地図に関する情報の必要性と利用方
法を全庁的にとりまとめ、全庁で一括し
て必要な情報を収集することにより、全
体でのコストの低減化を検討することを
望む。また、得られた情報の他部門との
共有化を進め、情報の有効活用を検討
することを望む。

　事業の成果・効率性の観点から、街区区
画線での境界確認を優先しているため、1
筆地測量の着手に取りかかれていない。

①②国の都市再生事業を活用し、事業進
捗を進めていく。基準点管理区域の拡大を
図り、座標での登記を促し、後の地籍事業
に活用していく。

検討・
見直
し

　良好な道路環境をいかに持続させるかが
課題であり、コスト縮減についても、単年度
ごとではなく、ある程度長い期間において検
討する必要がある。

①②安全・快適な道路環境を維持するた
め、道路占用事業者や交通事業者の協力
を得て、道路の不良箇所の早期発見に努
める。

検討・
見直
し

18 Ｂ

<道路修繕事業>
　道路環境を改善する為、当該事業は
必須である。今後は道路パトロールの強
化や、計画的道路補修等、機能強化も
求められる。但し、事業効率を向上させ
る為、安全管理センターの正規職員から
非正規職員への切り替えを含め、正規
職員定数削減の検討の余地がある。

①②整備手法や費用対効果を検討し、効
率化を図った取組を行う。

現状
維持

16 Ｂ

<道路補修事業>
　補修箇所の客観的な優先順位付け(危
険度・交通量等を考慮)を検討していた
だきたい。工事そのものだけでなく、設
計も含めて委託も考えられる。市は管理
に徹することが望ましい。
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325 農道整備事業 建設部
道路街
路課

- -
　交通の便、農作物の生産性及び品質の向
上を図り、併せて農村の生活環境を改善する
ため、農道の整備を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

326
街路施設維持管
理事業

建設部
道路街
路課

- -
　街路事業に係る用地の先行取得及び適正
な管理を行い、事業の進捗を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

327
交通安全施設整
備事業

建設部
道路街
路課

S37 -

　歩行者や自転車利用者等の安全確保を図
るとともに交通事故を未然に防止するため、
暗い交差点や見通しの悪い道路に道路照明
灯や道路反射鏡を設置し、交通安全の確保
に努める。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

328
交通安全応急対
策事業

建設部
道路街
路課

S37 -

　交通死亡事故発生箇所等の重大かつ緊急
的に安全対策の必要な箇所に、警察署等と
協議のうえ応急的、効果的に白線、看板、滑
り止め舗装等を施工し安全対策を図る。ま
た、交通量の増大や道路形態などの変化等
により、交通障害が生じた箇所や信号機の
設置要望箇所に施工し、交通事故防止を図
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

329 道路舗装事業 建設部
道路街
路課

- -

　車両の大型化に対応すべく市内の幹線道
路並びに生活に密着した一般市道の舗装改
築を行い、車両走行性の向上を目指すととも
に、安全で円滑な道路環境を形成していく。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

330 道路改良事業 建設部
道路街
路課

- -

　生活道路の拡幅改良舗装を行い、安全性と
快適性の向上を目指し、地域特性と利用状
況を考慮した整備を行うと共に、歩車道の分
離を図り歩行者に配慮した道路環境を形成し
ていく。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

331 歩道整備事業 建設部
道路街
路課

- -

　歩車道の分離を推進するとともに、安全で
快適な歩道空間を拡充し、人にやさしい都市
環境を創造していく。また、既設歩道の段差
解消を行い高齢者や障害者に配慮した歩道
への改良を進める。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

332
斎場関連道路整
備事業

建設部
道路街
路課

H15 -

　斎場建設に伴う周辺地域の環境整備の一
環として、生活道路の拡幅改良舗装を行い、
安全性と快適性を確保するとともに、歩車道
を分離し歩行者に配慮した道路環境を形成
する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

333
電線類地中化事
業(レイクタウン事
業地内）

建設部
道路街
路課

H15 H20
　越谷レイクタウン特定土地区画整理事業地
内において、都市再生機構と整備区分を定
め、電線類地中化の工事を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　農業振興地域内で農道拡幅を行うと、大
型車等の通過車両の増加や、資材置場等
が増え、農地の保全が保てなくなる。

①②道路脇の水路敷きについては、側溝
整備をする。道路幅員については、4ｍ程度
に抑える。

検討・
見直
し

①②街路事業に係る用地の先行取得及び
適正な管理を行い、事業の進捗を図る。

現状
維持

　道路照明灯の設置について目標値を定
めているが、設置増に伴う電気料の増加が
危惧される。

①電気料金の契約内容について、精査を
引き続き行い、電気料増加の抑制を図る。
②交通安全施設の台帳をシステム化し、適
正な安全対策を図る。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　交通安全施設整備に対する市民の要
望が多い状況で、限られた予算を調整し
対応されている点は評価できる。
　今後、年間１億円にのぼる電気代、及
び電球交換等の保守にかかる経費がま
すます増大することが予想される中で、
市としての優先順位を定め予算を配分
することを求める。
　成果指標については、安全度の向上
が評価できる指標とすることを望む。

①②効果的な安全対策が図れるよう、関係
機関との調整を積極的に図る。

現状
維持

19 Ｂ

　警察等他関連機関と連携して、事業を
推進されている点は評価できる。
　応急対応の結果を集約し、類似危険
箇所については先手を打った対応をす
るなど、事故発生を未然に防止するため
の計画的な事業推進を検討する余地が
ある。
　成果指標については、活動指標（標識
等延長した長さ）ではなく、安全度の向
上が評価できる指標、例えば、交通事故
件数の減少度等を設定すべき。

　車両の大型化が進み、舗装の老朽化が
目立つ路線が増え、今後工事費の増額が
必要になってくる。

①②各幹線道路の舗装診断の調査が必要
であり、今後の道路事業の方向性を決める
必要がある。

検討・
見直
し

　沿道住民に整備計画を理解して頂き、用
地取得等に伴う権利移転や物件移転業務
の効率化を図る。

①②厳しい財政状況であるが、継続して取
組む必要があり、更なる整備促進を図って
いく。

検討・
見直
し

①②道路沿いの水路を活用した整備を積
極的に行う。

現状
維持

　沿道地権者に整備計画を理解して頂き、
用地等の協力が不可欠である。

①②年度ごとに整備計画が定められてお
り、今後も用地協力等を得ながら整備を進
めていく。

検討・
見直
し

①②区画整理事業の進捗に合わせて取り
組む。

現状
維持

18 Ｂ

　国の方策でもあり、わが国の電線事情
を改善する上でも不可欠な事業である。
今後は工法を含めたコスト削減を図り、
計画通り事業を終了することが重要であ
る。
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334
土地区画整理地
区界整備事業

建設部
道路街
路課

H19 -
　区画整理地区界における周辺環境整備を
行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

335
大袋駅西口線整
備事業

建設部
道路街
路課

H12 H22
　西大袋土地区画整理事業にあわせ、大袋
駅へのアクセス道路として整備を行い､交通
の円滑化及び商業の活性化を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

336
浦和野田線整備
事業（県営）

建設部
道路街
路課

H4 -
　当該路線は東西交通の要である。県施工
であり、（用地、補償、工事）への負担金であ
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

337
越谷吉川線整備
事業（県営）

建設部
道路街
路課

H8 H25

　当該路線は、市内の東西交通を担う重要な
路線である。事業主体は県であり、（用地、補
償、工事）への負担金及び、県から委託を受
けて行っている用地交渉を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

338
八潮越谷線整備
事業（県営）

建設部
道路街
路課

H10 H24
　当該路線は、市内を南北に縦貫する重要
路線である。事業主体は県であり、（用地、補
償、工事）への負担金である。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (a) Ｂ

339
南浦和越谷線整
備事業（県営）

建設部
道路街
路課

H8 -
　当該路線は、市南部地区の東西交通を担う
重要な路線である。事業主体は県であり、
（用地、補償、工事）への負担金である。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

340
新越谷駅北通り
線整備事業

建設部
道路街
路課

H16 H20
　南越谷駅北口広場から大間野南荻島線ま
での区間の整備を行い、交通の円滑化を図
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

341
鳩ヶ谷別府線整
備事業

建設部
道路街
路課

H17 H20

　県道足立越谷線から市道90007号線までの
区間において、右折レーンを確保し拡幅工事
を行うことにより、渋滞の緩和を図り交通の
安全性を確保する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

342
弥生町中町線整
備事業

建設部
道路街
路課

H19 H22
　越谷駅東口再開発事業に合わせて周辺街
路の整備を行い、交通環境の向上を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

343
河川施設維持管
理事業

建設部 治水課 H2 -
　流水阻害の除去及び河川環境の保全のた
め草刈、浚渫、修繕などを行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

①H19に用地買収完了の七左第一他の工
事を行う。
②各区画整理の進捗に合わせ、事業の進
捗を図る。

現状
維持

①②早期完成を目指し、工事に取り組んで
行く。

現状
維持

　県道足立越谷線から県道大野島越谷線
までは供用開始したが、東武鉄道から国道
4号までの約1．3ｋｍ区間である元荒川工区
について、建設に伴う諸問題がある。

①②元荒川工区の、早期事業化に向けて
建設に伴う諸問題の解決を図る。

検討・
見直
し

①②埼玉県と連携を図りながら、事業の進
捗を図る。

現状
維持

20 Ａ

　県が事業主体となって実施する事業に
対する費用負担であり、市の視点から事
業を評価することは難しい。今後も県と
連携を図りながら推進していただきた
い。

　国道4号バイパス以南の下間久里工区は
供用開始したが、相生陸橋以北の西方工
区については、用地交渉が難航している。

①②西方工区の、早期事業化に向けて埼
玉県と連携を図りながら進めていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　県が事業主体となって実施する事業に
対する費用負担であり、市の視点から事
業を評価することは難しい。今後も県と
連携を図りながら推進していただきた
い。
　但し、6年以上継続してほとんど進展が
ない一部用地の買収については、県と
の連携をより密にして、現実的な解決策
を提案し、早期決着ができるよう努力し
ていただきたい。

①②埼玉県と連携を図りながら、事業の進
捗を図る。

現状
維持

18 Ｂ

　東西交通を担う重要な道路整備事業
である。県とのコミュニケーションを深
め、用地買収をスムーズに行うことによ
り、市の一般財源の追加負担を抑制す
べきである。

終了
(H20
年度)

終了
(H20
年度)

①用地買収に入る。
②越谷駅東口再開発事業の進捗に合わせ
事業を行う。

現状
維持

　施設の老朽化が深刻であり、改修が課題
である。河川の堆積物等により浚渫の必要
性がある。

①②河川の清掃・しゅんせつ等を実施し、
流下能力を確保し浸水被害の軽減を図る。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　河川施設を公園利用等へ活用し施設
維持する目的で、地域住民とともに維持
管理方法を検討する場を設け、草刈等
の環境問題を地域住民とともに解決す
る方向で検討することを望む。住民協働
化の時代に対応し、周辺住民とともに施
設を維持し、費用の低減化を図ることを
望む。
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344
排水機・ポンプ場
施設維持管理事
業

建設部 治水課 H4 -
　ポンプ場等機器類の点検により水防施設
が正常に機能するよう努める。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

345
新川用水整備事
業

建設部 治水課 H11 -
　新川都市下水路の整備に合わせ、関連す
る新川用水の整備を行う。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

346 平新川改修事業 建設部 治水課 S55 -
　平新川流域における浸水被害の軽減と河
川環境の改善を図る。また、管理用道路の整
備を進め、河川管理の利便性を図る。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

347
都市下水路施設
維持管理事業

建設部 治水課 H2 -
　流水阻害の除去及び都市下水路環境の保
全のため草刈、修繕などを行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

348
ポンプ場施設維持
管理事業

建設部 治水課 H4 -
　ポンプ場機器類の点検により水防施設が
正常に機能するよう努める。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

349
排水路施設維持
管理事業

建設部 治水課 - -

　排水路などの清掃･しゅんせつを行うこと
で、排水機能の保全向上、さらに堆積物の除
去による環境改善をはかる。
　歩道版のがたつきや蓋破損、水路構造物
の損壊、防護柵の修繕を迅速に処理すること
により市民生活の安全を図る。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

350 排水路整備事業 建設部 治水課 - -
　雨水対策としての水路整備を行い、生活環
境の向上と浸水被害の軽減を図る。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

351
排水路安全施設
整備事業

建設部 治水課 - -
　既存水路に歩道版を布設することで、緊急
避難通路の確保を行い、市民生活の安全と
快適な環境の提供を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

352 管路整備事業 建設部 治水課 S47 -
　浸水被害の軽減、生活環境の改善を図る
ため、雨水幹線等の整備を行う。

高 低 高 低 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ
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11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　施設の老朽化が課題である。施設の機能
を 大限活用するために、現在実施されて
いない排水機場等の維持管理も加える必
要がある。

①施設を 大限に機能させるため、引き続
き施設の維持管理に努める。
②老朽施設の更新が必要であるため、排
水機場等の施設台帳を整備し、事前保全
に努めていきたい。

検討・
見直
し

　既存新川は用排水兼用であり、施設の老
朽化、土砂の堆積、ゴミ等の投棄による水
質の悪化、悪臭等安全な農業用水の確保
に支障をきたしている。先行する新川都市
下水路（排水路整備）との同時整備が望ま
しいが、その差が年々開いており、今後ど
のように連動して整備していくかが課題であ
る。

①引き続き護岸整備を行い、老朽化してい
る既存施設を更新する。
②新川都市下水路（排水路整備）の進捗と
合わせて新川用水を整備する。既存新川
の整備（用排水の分離）を進めることで、老
朽化している施設の更新、水質、悪臭の改
善、浸水被害の軽減等に十分効果があり、
環境に配慮した護岸整備を促進する。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　新川都市下水路（排水管）整備の事業
にあわせ、新川用水を整備する事業で
ある。1990年から2004年までの15年間
に3回の大きな浸水被害があり、新川都
市下水路の整備は不可欠な事業であ
る。また、地権者や周辺住民のために用
水路整備及び緑地を整備する当該事業
の必要性は認められる。
　新川都市下水路整備の進捗とあわせ
て、スムーズに新川用水整備事業が進
められることを期待する。

　平新川沿いで実際に浸水災害が発生して
いる場所があるため、早急な対応が必要で
ある。浸水被害軽減の成果を現すためには
まとまった工事量が必要であり、重点的な
取組が必要である。

①浸水被害の軽減を図るため、引き続き既
設水路の嵩上げを行う。
②適正な施設管理のため管理用道路の整
備を図ると共に、浸水被害の解消を図るた
め、ポンプの増強や既設水路の嵩上げを行
う。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　全体予算計画の中で、市民の理解と
満足度を得られる優先順位をつけること
が重要である。
　また、今までの取り組みの結果として
治水効果が、向上している点を市民にさ
らに広報し理解を得る必要がある。

　施設の老朽化、地盤沈下等による修繕及
び改修が課題である。しゅんせつ等を行
い、流下能力を確保する必要がある。

①計画的に施設の改修を行っていく。
②国・県の補助制度を検討する。適正な維
持管理を行い、浸水被害の軽減を図る。

検討・
見直
し

　施設の老朽化が進んでいるが、市民の生
命・財産を守ることから、施設の信頼性の
向上を図るため今後改築等の必要がある。

①施設の信頼性の維持のため、老朽施設
の改築の検討及び補助制度の活用などを
検討する。
②既存施設を有効に機能させるため引き続
き施設の維持管理、事前補修に努める。

検討・
見直
し

　地域住民の高齢化や水路整備に伴う、暗
きょ化により、水路の清掃が出来なくなって
きており、市への依頼は年々増加する傾向
にあるが、地域で出来るものは地域で行っ
てもらう必要がある。また、水路等は、経年
変化による勾配不良から排水の滞留発生
箇所が増加している。修繕については、人
為的な原因による破損箇所も見受けられ
る。

①地域住民の清掃要望等は年々増加傾向
にあるので、事業費の拡大を図る。
②自治会（日曜）清掃等の地域住民による
清掃活動を支援する。浸水箇所について
は、定期的な清掃や改修を行い、浸水被害
の軽減に努める。

検討・
見直
し

18 Ｂ

<排水路等清掃委託事業>
　排水路を清潔にすることは、快適な生
活空間を保つために必要なことであり、
住民の要望にも極力柔軟に対応していく
ことが求められる。当該事業は、今後継
続して、活動を強化すべきであるが、あ
わせて、事業の効率化を向上させるた
め、特に安全管理センターの正規職員
を非正規職員に置き換え、定数削減、人
件費抑制を図ることが望まれる。

　排水路整備は、経年変化によるものが多
く、状況が把握できていない。計画的な既
存施設の改修、未整備区間の改修を図る
ため、水路台帳の整備が急務である。

①②浸水被害の解消を図ること並びに良好
な施設管理に資するため、水路台帳の整
備を推進し、計画的な整備を進める。

検討・
見直
し

　公共下水道の普及に伴い、排水路は雨水
の排水路へと用途が変わり、自治会等から
は歩道版設置など蓋架け要望が急増して
おり、年度内受付分の実施が、次年度以降
に繰り延べとなり、対応に苦慮している。

①住民要望箇所について、その必要性を精
査し、優先順位を明確にして実施していく。
②要望延長に対する実施延長は58％であ
り、市民要望に答え、利便性の向上を図る
ため事業費の拡充が必要である。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　排水路の歩道化による安全対策は重
要である。今後も引き続き、住民とのコ
ミュニケーションを密にし、適切な安全施
設整備を推進していく必要がある。

　施設の耐震化や道路占用物件の切廻し
等で施行コストがアップしている。より効率
的な整備が図れるよう実施方法等の検討
が必要である。

①計画的に整備を進める。
②近年、気象の変化に伴い雨の降り方も変
化してきている。このため、中長期的には雨
水計画の見直し並びに計画的な施設整
備、維持管理を図るため水路台帳の整備
が必要である。

検討・
見直
し

16 Ｂ
　雨水管の台帳が未整備なので整備し
計画的な水路補修ができるように配慮し
ていただきたい。
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353 管路改修事業 建設部 治水課 - -
　管路を対象に修繕及び補修を行い、浸水被
害の軽減を図る。

高 高 高 低 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

354
洪水ハザードマッ
プ作成事業

建設部 治水課 H18 H20
　平時からの防災意識の高揚を図り、災害時
の円滑な避難を確保する。

低 高 低 低 (b) (c) (d) (c) (b) Ｂ

355
都市防災河川等
整備事業

建設部 治水課 H9 -

　平成8年に計画された越谷市都市防災河川
等整備構想に基づき、消火用水や生活用水
として利用ができる構造の多目的な河川整
備を行う。

低 高 高 高 (b) (c) (d) (d) (b) Ｂ

356
都市基盤河川改
修事業

建設部 治水課 H7 H21
　古綾瀬川流域の治水安全度の向上及び環
境改善を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

357
流域貯留浸透事
業

建設部 治水課 S60 -
　遊水機能の向上のため、市内小中学校校
庭に、雨水を一時的に貯留し、河川負担の軽
減を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

358
東町ポンプ場整備
事業

建設部 治水課 H9 -
　一級河川中川の改修に合わせ、大相模地
区の約150haの浸水被害の軽減を図るため
の雨水ポンプ場を建設する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

359
新川都市下水路
整備事業

建設部 治水課 H15 H21
　新川流域の浸水被害の軽減及び環境改善
を図る。

高 高 高 低 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　排水路整備は、経年変化によるものが多
く、状況が把握できていない。計画的な既
存施設の改修、未整備区間の改修を図る
ため、水路台帳の整備が急務である。

①既存施設が良好に機能するよう、引き続
き施設の維持管理に努める。
②施設の老朽化により、現在予定していな
い修繕等の増加が見込まれるため、限られ
た予算内で適切かつ効果的な処置が必要
となってくる。また、既存施設の把握と計画
的な改修を図るため水路台帳の整備を進
める。

検討・
見直
し

　当該事業の本旨は「防災意識の高揚」で
あるが、地震ハザードマップの作成（他課検
討中）や洪水ハザードマップの更新などに
より、情報の煩雑化がかえって市民の意識
低下（麻痺）につながる恐れがある。また、
シミュレーション上の大規模災害の結果を
どのように具体的な避難計画に生かしてい
くのか、国・県レベルでの対応・検討がなさ
れていない。

①②越谷市地域防災計画を上位計画とし、
各種災害時に対応可能な具体的行動マ
ニュアル等の作成について、行政と市民と
の役割分担を念頭に検討していく必要があ
るものと思われる。

終了
(H20
年度)

　今後の事業展開について、施行ルートの
選定、整備手法、整備グレード等慎重な検
討が必要。

①②平成19年度に事業の見直しを行い、整
備ルート、整備手法等の検討を行った。今
後の事業について、さらに具体的な検討を
進める。

検討・
見直
し

20 Ｃ

　水路を利用して、消防用水や生活用水
として利用できるよう河川整備を行う事
業である。越谷の豊かな川を利用し、安
心・安全な都市形成をする意義は認めら
れる。総合振興計画では重点計画に指
定されているが、平成19年度～20年度
においては、整備は進められていないの
が現状である。事業効果を、住民にもわ
かりやすく提示していただくことを希望す
る。

　低水路部分の整備が平成19年度事業で
完了するが、河川施設の良好な管理を図る
ため、管理用道路の整備が必要である。

①国、県及び草加市と協議、調整を図りな
がら平成20年度の管理用道路の整備完了
を目指す。
②流域の浸水被害の軽減を図るため、良
好な施設管理に努める。

検討・
見直
し

　昭和60年度より、学校に降った雨を一時
的に校庭の地表面に貯留する方法で事業
を行ってきたが、中川・綾瀬川流域整備計
画で定められている流出抑制対策量は確
保していない。今後は、地表面の貯留に必
要となる広さが得られない公共公益施設用
地において、地下貯留等が必要と考える。

①平成20年度で施工可能な小中学校の整
備が終わるため、今後の事業の方向性に
ついて検討を行う。
②公園、既存水路、道路等の公共施設を利
用した施設整備を検討する。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　計画的に事業を推進されている点は評
価できるが、市の事業だけでは限界が
ある。
　貯留浸透による治水の考え方を、市民
ならびに市役所他部署にも積極的に広
報し、例えば市民一人ひとりが雨水を貯
留する協力を得られるような取り組みを
検討し、事業目標に含める必要がある。

　事業の必要性は高いが、ポンプ場建設中
である現時点では上位施策への貢献度は
低い。工事完成、供用開始については、中
川改修事業（国土交通省施行）との整合を
図る必要があるため、関係機関との調整を
図り、平成21年度の完成、供用開始を目指
す。

①②平成21年度の完成を目指し、円滑な事
業推進を目指す。

検討・
見直
し

　既存新川は用排水兼用であり、施設の老
朽化、土砂の堆積、ゴミ等の投棄による水
質の悪化、悪臭等安全な農業用水の確保
に支障をきたしている。先行する新川都市
下水路（排水路整備）との同時整備が望ま
しいが、その差が年々開いており、今後ど
のように連動して整備していくかが課題であ
る。

①浸水被害の軽減、生活環境（水質汚濁、
悪臭等）の改善等の観点から、引き続き
ボックスカルバーとによる整備を行う。
②事業認可区間の早期完成に向けて事業
を進める。

検討・
見直
し
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360
受益者負担金・使
用料徴収業務費
①

建設部
下水道
課

S58 - 　受益者負担金の収納率向上を目指す。 高 高 低 高 (a) (b) (b) (a) (b) Ｂ

361
受益者負担金・使
用料徴収業務費
②

建設部
下水道
課

S58 -

　越谷・松伏水道企業団において、水道使用
料と下水道使用料の併合徴収業務を実施。
市は、事務費負担金の支出。収納率向上を
目指す。

高 高 高 高 (d) (b) (b) (b) (b) Ｂ

362
公共下水道情報
管理システム事業

建設部
下水道
課

H12 -
　公共下水道の情報データを適正に管理し、
業務の効率化と市民サービスの向上を図る。

高 高 低 低 (d) (b) (b) (a) (b) Ｂ

363
水洗便所普及啓
発事業

建設部
下水道
課

S58 -
　水洗便所普及啓発により、水洗化率の向上
を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

364
管路施設維持管
理事業

建設部
下水道
課

- -
　施設を適正に管理をすることで、公共下水
道を利用する住民の快適な生活確保や事故
防止、また、管路施設の機能維持を図る。

高 高 高 低 (d) (b) (b) (b) (b) Ｂ

365
ポンプ場施設維持
管理事業

建設部
下水道
課

S58 -

　ポンプ場施設の適正な維持管理を行うこと
で、一日24時間稼動している施設の機能維
持を図り、利用者の快適な生活の確保を行
う。

高 高 高 低 (d) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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施
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価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　受益者負担金は減少傾向にあり、現年度
分に比べて滞納繰越分の収納率が低い。

①②滞納繰越分については、未納者の追
跡調査を実施し、収納を図っていく。

検討・
見直
し

18 Ｃ

　受益者負担の回収率は現年度が96％
であるが、過年度は、金額的には低く
なっているが1％程度と極端に低い。回
収方法の工夫が必要である（使用料に
上乗せしてリース料として徴収するな
ど）。回収コスト（人件費，システム費）が
13百万円かかっており、採算性を改善す
る必要がある。

　下水道使用料は、水道料金と併合徴収を
していることから、越谷・松伏水道企業団と
の連携が必要である。

①②水道料金と下水道使用料の賦課・徴
収業務を実施している越谷・松伏水道企業
団との連携を強化し、更なる収納率の向上
を図っていく。

検討・
見直
し

　整備した情報データの有効活用を図る。

①大地震の被災時における重要管渠の選
定や管渠図を作成し、災害に備える。
②下水道情報管理システム内にある管渠
情報をホームページに掲載し、利用者への
利便を図る。

検討・
見直
し

20 Ｃ

　公共下水道情報管理システムの必要
性は認められる。しかし、これまでのＩＴ
投資額は3億円を超えており、以下のよ
うな課題が考えられる。
・システム構築の内訳が明確になってい
ない。
・保守費の算定根拠が不明確である。
・情報システムの関連図等がなく、シス
テムの構成が不明確である。
・情報システム調達時に、情報システム
部門等他部門との連携がなされてない。
　このため、システム調達におけるコスト
削減や品質向上の視点から、改善の余
地が大きいと思われる。ＩＴ化にあたり、Ｉ
Ｔの専門部署である情報統計課との連
携を強化すべきである。

　未接続世帯への継続的な普及活動が必
要である。

①委託事業拡大と再雇用職員活用の検討
を進める。
②未接続世帯解消について戸別訪問指導
を継続し、更に効果的な手法の調査・検討
を進めていく。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　公共下水道への接続100％化を達成
する期限を区切り、各年度ごと達成率の
計画を明確に立案されることを望む。事
業期間が長引けば、それだけ総事業費
がかかることを認識され、各年度ごとの
事業の実施方法の検討を願う。また、融
資あっせん制度などの積極策について
は、引き続き指定工事店及び管工事組
合等との連携を強化し、普及促進するこ
とを望む。

　管路等の状況把握が不十分なことから、
計画的な維持管理実施が難しい。

①TVカメラ調査や巡視点検を実施し、早期
に異常個所を発見・対処することで安全性
向上を図る。
②管路施設全体の状況把握を早期に行
い、維持管理計画を策定し効率的な維持管
理を図る。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　公共下水道を利用する住民の快適な
生活確保や事故防止を図るために、当
該事業は必要であると認められる。ただ
し、事業費が多額となるため、今後とも
一層のコストダウンを図ってほしい。成
果指標として修繕箇所数や清掃実施件
数をあげられているが、事業目的に沿っ
て管路施設の機能維持を表す成果指標
を設定すべきである。

　ほとんどのポンプ場で設備の耐用年数が
経過し、部分的な設備故障は修繕等で対
応可能であるが、大規模な故障に対して
は、部品の保管保障期間が過ぎて交換部
品がないため対応ができない。

①平成21年度は、20年度に引続きポンプ場
の遠方監視制御装置の改修を進める。
②各ポンプ場の状態を調査確認し、改修優
先度や効率性を考慮した改修計画を策定
する。

検討・
見直
し

16 Ｂ
　委託範囲を可能な限り拡大し、人件費
削減を図られたい。
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366 流域下水道事業 建設部
下水道
課

S47 -

　越谷市が関連する中川流域下水道は、埼
玉県東部地区15市町が関連し、効果的に水
質汚濁防止を図るための、管渠・ポンプ場・
終末処理場からなる。それらの建設費及び
維持管理費の一部を負担するものです。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

367
公共下水道会計
繰出金事業

建設部
下水道
課

S58 -

　公衆衛生の向上や河川等の公共水域の保
全を図り、安全で快適な生活環境を確保する
ため、公共下水道の整備に要する費用の一
部を一般会計から公共下水道特別会計へ繰
り出す。汚水処理費については、使用料収入
で賄うことが原則なので、収入確保に努め繰
出金の削減を図る。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

368
公共下水道台帳
整備事業

建設部
下水道
課

H12 -

　新設や変更があった下水道施設を下水道
台帳に取り込むことで、 新の管路情報の把
握や利用者への情報提供を行うことができ
る。

高 低 高 低 (d) (b) (a) (b) (b) Ｂ

369 管路整備事業 建設部
下水道
課

S58 -

　公共下水道供用開始区域内の未整備箇所
を対象に汚水管の整備を行い、都市の健全
な発達や公衆衛生の向上、公共用水域の水
質保全を図る。

高 低 高 低 (d) (b) (a) (b) (b) Ｂ

370 管路改修事業 建設部
下水道
課

- -
　公共下水道施設を対象に補修及び改修を
実施し、施設の機能確保や延命化、通行等
の安全を図る。

高 低 高 低 (d) (b) (a) (b) (b) Ｂ

371
営繕管理事業
（CADシステム）

建設部 営繕課 H9 -
　設計図書作成作業の軽減による、設計･監
理業務の充実とペーパーレスや机上から製
図板がなくなる等の執務環境の向上。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

372
営繕管理事業（公
共施設維持管理
システム）

建設部 営繕課 H15 -
　公共施設の予防保全や点検整備の基準を
明確化し、適切な維持管理をすることで、今
後の修繕費の負担軽減や平準化を図る。

低 高 高 高 (b) (a) (d) (d) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　流域下水道は、広域的に処理を行うこと
により、効果的に河川等の水質汚濁防止を
図ることができるので、水洗化を促進する
必要がある。

①②効果的な水質汚濁防止を図るために
は、未水洗化世帯の解消に取り組む。

検討・
見直
し

　公共下水道事業(汚水）は、概ね面整備が
完了したことにより、今後維持管理費が増
加傾向にある。歳出においては更なる経費
の縮減を図り、歳入においては、使用料金
の確保に努める必要がある。

①建設コストの縮減や水洗化促進事業によ
り未接続世帯の解消を図っていく。
②平成18年度に使用料改定を実施し収入
確保を図ったが、必要性があれば再度の使
用料改定を図っていく。

検討・
見直
し

①新設、変更された下水道施設の台帳へ
の反映期間を短縮する。
②管止め位置が現場と台帳が一致しない
場合がある。

①平成21年度は、20年度より取り組む年2
回の委託発注を行う。
②現在管路施設維持事業で行っているTV
カメラ調査結果を利用し、台帳に表示され
ている管止め施設の位置確認を行い、台帳
の精度を向上させる。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　ITを活用し、職員の負荷軽減、市民の
利便性向上を図られている点について
は評価できる。
　新設、変更箇所の台帳への反映期間
を短縮することを検討する必要がある。
　また、工事中および工事申請中箇所の
一覧表を情報提供すればさらに利便性
が向上すると思われる。

　整備を行った施設の利用率が100％にな
るまでに時間がかかる。

①水洗便所啓発事業と併せ、戸別訪問PR
活動により水洗化促進に努める。
②水洗化促進計画に基づき、戸別訪問指
導等の水洗化促進業務を進めていく。

検討・
見直
し

16 Ｂ
　下水道台帳の整備を行い、現地確認
作業の軽減等によるコスト削減および工
事実施までの期間短縮を図られたい。

　管路改修計画に沿った改修実施が難し
い。

①管路改修計画に沿い、予算化、改修工事
を実施していく。
②平成26年度までに、施設の機能維持や
延命化、通行等の安全を図るために、老朽
管（コンクリート）の改修を進める。

検討・
見直
し

18 Ｃ

　下水道の施設（管路）は、初期投資か
ら３０年以上経過しており、大規模な改
修工事が必要な時期に来ている。市全
体の管路の改修計画を早急に策定し財
政計画へ織り込んでいく必要がある（１０
～２０年）。一般会計からの操出金も多
額になっており、下水道事業の採算性を
見直す必要がある。法適用も検討すべ
きである。

　人事異動等により、ＣＡＤシステムの操作
に不慣れであると事務が滞る。

①②今年度ＣＡＤシステム機器賃貸借契約
が終了したことから、今後は庁内ＬＡＮを活
用し、現状と同様なシステムで業務を遂行
する。

検討・
見直
し

　事業目的がシステムの完成にあるのでは
なく、各施設の長期的保全計画の作成にあ
ることから、その体制づくりが必要である。

①②システムの考え方及び各施設台帳の
調査項目を見直すことで、経費の削減を図
るとともに、当システムの早期完成を目指
す。

検討・
見直
し

19 Ｃ

　事業目的が、当システムの完成にある
のではなく、市全施設の長期的な保全
計画の作成にある。
システムの完成を待つのではなく、市保
有施設を有するそれぞれの部署に対し
て計画的な営繕をするよう勧告する体制
を整備する必要がある。
　また、施設の維持には巨額の経費を
要するとともに、適切な保全により施設
の延命化につながる。長期保全計画
は、市役所全体の財政運営に大きな影
響を与えることを認識し、長期保全計画
の早期策定を目指し、当システムの早期
完成を検討すべきである。
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373
都市計画審議会
運営事業

都市整
備部

都市計
画課

H12 -

　都市計画法では、学識経験者等の第三者
からなる都市計画審議会を設置のうえ、都市
計画を決める前にその案について調査・審議
することとしている。本審議会は、市長が委
嘱する委員（現在の構成は学識経験者6人・
市議会の議員6人・関係行政機関または県の
職員3人・市の住民委員3人の計18人）で組織
されており、都市計画決定等に関する事項に
係る市長の諮問に応じて調査審議を行うとと
もに、審議の結果を答申する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

374
公共事業再評価
委員会運営事業

都市整
備部

都市計
画課

H15 -

　本委員会は、市長が委嘱する委員（法律・
経済・都市計画・環境・建築の識見を有する5
人）で組織されており、国土交通省所管の補
助事業において、事業採択後一定期間を経
過した後も未着工である事業や事業採択後
長期間が経過している事業等に関し、市長が
作成した対応方針案を付議する諮問機関で
ある。委員会は当該諮問に対し、継続または
見直し等の意見を決定し、市長に答申する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

375
都市計画支援シ
ステム事業

都市整
備部

都市計
画課

H11 -

　都市計画に関する多種多様な情報を一元
的に処理することにより、日常行われている
都市計画業務の効率化と質の向上を図り、
あわせて多様化、高度化する市民ニーズに
対応し市民サービスの向上を図る。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

376
都市計画図書等
作成事業

都市整
備部

都市計
画課

- -

　市内の土地利用状況は絶えず変化が生じ
ており、定期的に地形図を更新することによ
り、円滑な都市計画業務の推進を図る。様々
な計画や事務の基図として市民や庁内利用
できるように地図印刷を行い、多様化する市
民ニーズに応え、有償頒布を行う。また、本
市の都市計画情報に係る広報的周知を図る
ため、PR用冊子「越谷の都市計画」、「地区
計画パンフレット」等の作成を行い、頒布す
る。

高 低 高 高 (d) (b) (a) (b) (b) Ｂ

377
都市景観推進事
業

都市整
備部

都市計
画課

H10 -

　美しい都市景観を促進するため、地区計画
を導入するとともに、新たな開発地区におけ
る先導的な景観形成を図る。
　景観に関する市民意識の高揚を図り、自然
環境や歴史的特性と調和した、ゆとりやうる
おいある街並みを創造する。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

378
都市計画基礎調
査事業

都市整
備部

都市計
画課

- -

　都市計画法第6条の規定により、おおむね5
年ごとに都市計画に関する基礎調査を行う。
調査内容については、人口規模、土地利用
をはじめ、都市の現状、都市化の動向等につ
いて広範囲なデータを把握し、都市計画につ
いては、同法第21条第1項の規定により、必
要に応じて変更等を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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度
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評
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外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

現状
維持

　現組織は、国土交通省所管補助事業だけ
を対象としているが、より広い範疇の公共
事業等について評価（再評価、事後評価
等）を行う第三者機関として機能する可能
性を秘めている。このため、組織のあり方、
関係例規の改正など、今後において検討し
ていく必要があると考える。

①公共事業の効率性及び実施過程の透明
性の向上を図るため、再評価を実施する必
要がある公共事業及びその評価手法は、
国土交通省所管公共事業の再評価実施要
領に基づき従来通り実施する。
②より広い範疇の公共事業等について評
価（再評価、事後評価等）を行う第三者機
関として機能する可能性を秘めているた
め、組織のあり方、関係例規の改正など、
将来に向け検討していく。

検討・
見直
し

　平成18年度から現行システムが稼動して
おり、事務データの整備や、機能の追加に
よる事務の効率化等、更なる市民サービス
の向上が求められている。

①窓口照会等の事務データの更新や、機
能の追加により、更なる市民サービスの向
上を図るとともに、現行システムの更新時
期が平成21年度となっているため、次期シ
ステムの検討を行っていく。
②関係各課のデータの共有や、インター
ネット配信できるシステムを活用することに
より、事務の効率化を図るため、庁内統合
型システム等の検討を行っていく。

検討・
見直
し

　都市計画支援システムによる地図の部分
印刷の窓口サービスについては、平成20年
度4月から実施しているが、あくまでも参考
資料提供というサービスである。情報化社
会の進展に伴う市民ニーズに対応するた
め、ホームページ上で提供できる都市計画
情報の充実が課題になっている。

①引き続き都市計画図等の頒布（販売サー
ビス等）を行う。また、都市計画支援システ
ムによる窓口での地図の部分印刷サービ
スについては、平成20年度4月から実施し
ており、あくまでも参考資料提供というサー
ビスであるが、窓口要求が多いことから、引
き続きこのサービスを行う。
②情報化社会の進展に伴う市民ニーズに
対応するため、都市計画図等の情報が
ホームページ上で提供できるよう検討する。

検討・
見直
し

17 Ｂ

<地図印刷事業>
　地図のもととなる地形図等の情報収集
については、全庁的に統一して収集する
などの工夫により、全体のコスト削減の
方法を検討願う。また、頒布価格につい
ては、原価に見合った負担の検討をお
願いする。

　公共サインの整備等については、平成18
年度事務事業評価外部評価において、そ
の必要性は一定の理解をいただいている。
しかし、現段階としては、緊急性が高い事
業でないとされ、当事業を単独で実施する
のは、財政的にも厳しい状況にある。この
ため、今後、未整備箇所については、他事
業との併合整備などによる整備推進及び整
備の優先順位を考え進める必要がある。

①当面、情報拠点となる鉄道駅の大拠点サ
インの設置を 優先に、他事業との併合整
備などにより順次整備推進を図る。また、既
設サインについては、案内地図等の時点修
正など、修繕を行い、維持管理に努める。
②中長期的な取組として、今後の第4次総
合振興計画実施計画の中で、改めて公共
サイン整備について、優先順位を設定し、
その年次整備計画を基に整備推進を図る。
また、今後の越谷市の景観計画策定につ
いては、別途新規事業として取り組む。

検討・
見直
し

18 Ｃ

　公共サインの必要性は認められる。但
し、緊急性がある事業ではなく、当事業
を単独で実施するのは財政的な制約を
受ける。新たな公共施設の設置や、既
存施設の改修、補修計画にあわせ、優
先順位を付けて計画的に整備する必要
がある。都市景観推進事業として、市全
体の実施計画に基づき設置計画の抜本
的見直しが求められる。

　県は、「農地転用、建築状況」について、
毎年求めてきたこれまでの調査方法を改め
てきていることから、今後の県の動向を見
極めて、適切に対応していく必要がある。ま
た、調査に当たっては、都市計画支援シス
テムの更なる活用を図り、事務の省力化・
基礎調査のデータの効率的な運用を図るこ
とが課題である。

①今後、全庁的な統合型システム（GIS)等
の整備導入により関係各課のデータを共有
することができ、さらには都市計画支援シス
テムの機能を追加することで、更なる事務
の効率化が図られる。
②次回大規模調査年度（平成22年度）に向
けて、毎年の「農地転用、建築状況」を把握
していく。

検討・
見直
し
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379
地区計画推進事
業

都市整
備部

都市計
画課

- -

　良好な市街地環境を形成・保全し、地区の
特性を生かしたきめ細やかなまちづくりへの
規制・誘導を推進するため、積極的な住民参
加による地区計画の策定を促進する。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

380 公共交通事業
都市整
備部

都市計
画課

- -

　社会状況の変化により交通環境に対する
ニーズが多様化している中、だれもが外出や
活動しやすい、バリアフリーのまちづくりを進
めるため、市民の利便性、安全性の向上を
図り、また、公共交通機関と各種公共施設と
のアクセスの維持・強化による利用拡大を目
指し、各同盟会、協議会を通じ輸送力増強及
び施設改善等の要望活動を行うとともに、新
規ノンステップバス車両導入等の交通手段の
バリアフリー化を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

381
まちづくり推進事
業

都市整
備部

都市計
画課

- -

　市街地における整備促進のための調査研
究及び越谷レイクタウン特定土地区画整理
事業の推進を図る。(駅前広場整備、大相模
調節池、水辺の親水、無電柱化等)

高 高 高 高 (d) (b) (b) (b) (b) Ｂ

382
開発審査会等運
営事業
（都市計画課分）

都市整
備部

都市計
画課

H15 -

　都市計画法第78条に基づく越谷市開発審
査会は、都市計画法第50条に規定する審査
請求に対する裁決のほか、同法第34条第14
号に規定する開発行為等について審議を行
う。
　また、越谷市まちの整備に関する審査会
は、越谷市まちの整備に関する条例に基づく
市の審査、処分において行政不服審査法に
基づく不服申立てがあった場合に、市長の諮
問に応じて審査し、答申を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

383
建築審査会運営
事業

都市整
備部

都市計
画課

S59 -

　建築基準法第78条の規定による建築審査
会を組織し、建築基準法の規定に基づく例外
許可に関する同意及び同法第94条第1項の
審査請求に対する採決を行うとともに、特定
行政庁の諮問に応じて建築基準法に関する
重要事項を調査審議し、関係行政機関に対
して建議を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　地区計画は、地区独自のまちづくりの
ルールとして画期的なものであるが、届出･
勧告制度であるため、その実効性を高める
ためにも、建築条例化等について、建築住
宅課との連携を図ることが必要である。ま
た、既存の市街地での住環境の保全等の
ため、地区計画の策定を推進していく必要
がある。

①②住民全体のまちづくりのルールとして、
有効な手段の一つであり、その策定過程で
住民間のコミュニティづくりが図れることか
ら、今後も積極的に取り組んでいく必要が
ある。また、地区計画は届出･勧告制度で
あり、その実効性に限界があるため、建築
住宅課と連携し、計画内容の建築条例化を
推し進めていくほか、届出啓発のリーフレッ
トを配布することなどにより、関係権利者を
啓発していくことが重要である。平成21年度
は、JR南側のレイクタウン地区では、魅力
あるまちづくりのため、地区計画を決定して
いく。

検討・
見直
し

　高齢社会への進展、環境に対する意識の
高まり等、社会情勢の変化に合わせ、公共
交通機関と連携し、交通空白地帯を解消す
るとともに、市民の利便性、安全性の向上
が求められている。毎年、継続的に行って
いる関係機関への各種要望活動等につい
ては、その効果等が 大限得られるよう
に、効率化を図る必要がある。

①②関係機関との連携を深め、要望活動
等をより活発に行っていく。

検討・
見直
し

　市街地の整備手法には市街地開発事業
が考えられるが、現下の社会経済情勢にお
いては新規事業は厳しい状況にある。今後
は、真に必要な事業を見極めながら、地元
発意によるまちづくりの組織育成をはじめ、
行政側からの支援を検討する必要がある。

①関係権利者の意向の把握に努め、事業
の可能性を探る。地域の理解を得ながら一
緒に取り組む話し合いの場を作ることが大
切である。そこで、まちづくり支援のための
補助制度の活用を図る。レイクタウン地区
では、平成25年度の工事完了に向け、UR
都市機構と連携して事業の推進を図る。
②越谷レイクタウン特定土地区画整理事業
の早期完成に向け、計画的な事業進捗が
図られるようUR都市機構と協議調整を進め
る。

検討・
見直
し

　審査会の独立性を確保するため、平成18
年度より、審査会事務局を都市計画課に置
いて取り組んでいる。審査会の委員による
審議が円滑に実施されることが求められて
いる。今後とも事務局運営において、事務
処理の効率を図っていく必要がある。

①②審査会事務の効率性を高めるため、
各審査会相互の課題共有や情報交換を行
うほか、開発許可等の処分を所管する開発
指導課との緊密な連携に努める。

検討・
見直
し

　建築審査会の独立性を確保するため、平
成18年度より、審査会事務局を都市計画課
に置いて取り組んでいる。建築審査会は、
法律の規定に基づき、同意、裁決、建議等
を行う機関であり、委員による調査審議が
円滑に実施されることが求められている。
今後とも事務局運営において、事務処理の
効率を図っていく必要がある。

①年間の開催予定を設定し、委員の日程
調整等連絡事務の軽減を図り、また、複数
案件の一括開催など、審査会事務の効率
を図る。
②審査請求等の事務は、特に迅速かつ効
率的な運営に資するため、各建築審査会
相互の課題共有や情報交換を行うほか、
特定行政庁や建築主事等の処分を所管す
る建築住宅課との緊密な連携に努める。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　建築審査会は、専門的な知識を有する
弁護士や学識経験者等から組織する第
三者機関として組織され、また、事務局
も建築住宅課から独立した都市計画課
が担当しており、適切に運用されている
といえる。
　成果指標として、審査会の開催回数を
設定しているが、案件処理件数等業績
を示す指標を設定する工夫が必要であ
る。また、審査会の開催効率を更に高め
る努力を期待する。
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384
越谷レイクタウン
新駅設置事業

都市整
備部

都市計
画課

H15 H20

　越谷東南部地域の新たな拠点として、春日
部・越谷業務核都市形成に寄与すること。治
水事業と越谷都市計画事業越谷レイクタウン
特定土地区画整理事業の整備により、ＪＲ武
蔵野線南越谷駅・吉川駅間に新駅を設置し、
鉄道の利便性を活かしながら、健康でかつ良
質な住環境を有する新市街地の形成を図
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

385
副次核整備検討
調査事業

都市整
備部

都市計
画課

- -

　西大袋土地区画整理事業地内の中心部に
位置する調節池、近隣公園、公共公益施設
の建設予定地約6.5ヘクタール内に副次核と
してふさわしい行政機能（図書館、世代間交
流センター、公民館、健康管理センターなど）
を備えた施設の整備を図る。また、レイクタウ
ン地区では、良好な水辺都市の拠点形成を
図るため、導入すべき機能や公共公益施設
の検討を行い、業務核都市構想との連携を
図る。

高 高 高 高 (d) (b) (b) (b) (b) Ｂ

386
東越谷土地区画
整理事業

都市整
備部

市街地
整備課

S61 H20

　市施行により、面積91.6haの土地区画整理
を行う。越谷駅前線が地区の中央にあり、ま
た病院、警察署、裁判所等公共施設も多く、
市の中核として、にぎわいのある街並みの形
成を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (a) Ｂ

387
七左第一土地区
画整理事業

都市整
備部

市街地
整備課

H6 H20
　市施行により、駅に近い新たな地区拠点と
して魅力ある住宅地を形成するため、面積
42.5haの土地区画整理を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (a) Ｂ

388
西大袋土地区画
整理事業

都市整
備部

市街地
整備課

H8 H24
　市施行により、面積125.9haの土地区画整
理を行う。また、北部地域の副次核となる施
設の整備にあわせて調整池の整備を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

389
越谷駅東口市街
地再開発事業

都市整
備部

再開発
課

H9 H22

　細分化された土地の整理や高度利用、道
路や駅前広場などの整備を一体的に行う再
開発事業を行い、新たな商業、業務機能等
の集積を図り、中心市街地の賑わいの創出
や活性化などを図る。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

390 緑化推進事業
都市整
備部

公園緑
地課

S48 -
　市民や団体に記念樹や苗木を配布し、庭や
空閑地の緑を育てることにより、緑化推進運
動の一環として事業を展開している。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

391
公園施設維持管
理事業

都市整
備部

公園緑
地課

S56 -
　公園・街路樹等の清掃、剪定・除草等を委
託することで、市民が常に快適に利用できる
よう維持管理を行う。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

①②平成20年3月15日に「越谷レイクタウン
駅」が開業。今後は、駅周辺地域のまちづく
りを更に推進し、駅利用者の増加を図る。

終了
(H20
年度)

　地区内の整備や開発状況等を見極め、拠
点施設の機能や規模、整備時期や手法等
の詳細について検討する必要がある。

①平成21年度は、西大袋地区の中心核の
整備に向け、西大袋中心核基本計画検討
業務を実施する。
②平成23年度には、中心核周辺の道路や
調節池の整備が完了し、南側の商業施設
の開業も予定されている。また、大袋駅西
口線の供用が開始され、大袋駅へのアクセ
スが確保されることから、平成24年度の施
設建設を目指す。

検討・
見直
し

　工事や移転補償交渉を実施するため、財
源の確保と課内の柔軟な職員配置が必要
である。

①②平成20年度から新たな財源として、ま
ちづくり交付金を活用する。また、職員配置
についても、各グループ間で柔軟に取組ん
でいく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　すでに全事業費の8割を超えており、
今後一般財源の負担を 小にする為、
平成20年度以降早期の事業完了が求
められる。また、正規職員の作業範囲を
見直し、定数削減の検討を加えるべきで
ある。

　平成19年度実施計画を見直した。結果、
国庫補助対象事業が平成20年度でほぼ施
行済みとなる。

①②平成20年度は事業計画の変更を行
い、事業期間を平成23年度までとし、新た
に、平成21年度はまちづくり交付金（第二
期）を計画申請していく。

検討・
見直
し

　西大袋地区の中心核となる「近隣公園・公
共施設等」の整備と都市計画道路「大袋駅
西口線」の早期完成に向け、これまで以上
に財源の確保が必要であり、また、平成14
年度以来の実施計画の第2回変更の見直
し時期にきている。

①②北部副次核形成地区として、公共施設
整備や大袋駅駅舎整備等を取り込んだ、ま
ちづくり交付金（第二期）を計画申請してい
く。

検討・
見直
し

16 Ｂ
　長期にわたる事業のため、外部環境
の変化に応じて当初計画の適宜見直し
を進めていただきたい。

　平成19年度に組合設立認可を得たもの
の、その後の権利変換計画作成に若干時
間を要している。組合・地権者との連携を図
り、事業を支援していく。

①平成21年度は施設建築物の工事が集中
するため、全体設計等補助事業の精査を
行い、事業推進のサポートを図っていく。
②平成22年度までに竣工するために、組合
と連携して事業のスケジュール管理を図っ
ていく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　ベットタウン化しつつある越谷市とし
て、駅東口の市街地の再開発は大変魅
力のある事業であるが、買い物は都心
やロードサイドに流れる傾向があり、駅
前の一等地周辺を魅力ある街区にして
いくためには特段の集客要素が求めら
れる。また若者が集まる特段の工夫が
必要と思われるので、市の役割を 大
限活用されての事業進展を期待する。

　一部の市民には苗木の配布事業が浸透
しているが、アンケートの集計によると、リ
ピーターの市民の方が多く、今後、苗木の
配布事業を知らない市民に対して、広報活
動を強化する必要がある。

①苗木の配布時のアンケートによる育成調
査を平成18年度より始めており、平成21年
度についても同様に調査を継続すると共
に、緑化に対する意識を啓発する。
②緑の基本計画に基づき緑化を推進する
ためには、今後も苗木配布を継続し、併せ
て緑化意識の向上を図る。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　緑化推進の必要性は高いが、配布樹
木の手渡し以外の方法も検討すること
で、正規職員の人件費削減の余地あり。
苗木配布時アンケート等をもとに事業活
動に連携した適切な成果指標を設定す
ることが望ましい。

　維持管理業務のアウトソーシング

①昨年度制定した「越谷市市民参加による
公園の維持管理に関する要綱」に基づき、
自治会やボランティア団体による公園維持
管理活動が進められているが、更なる普及
に努めていく。
②引き続き要綱の普及に努めていくととも
に、業者に委託していない部分についても
委託し、アウトソーシングを図っていく。

検討・
見直
し

16 Ｃ

　管理委託から指定管理者制度への移
行および職員の人工見直しによるコスト
削減を図ることが必要。市は住民からの
苦情・要望受付と、運営管理を主に行
う。・維持管理事業の活動結果指標、成
果指標は、コストを配慮した設定としてい
ただきたい。
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392
公園施設改修事
業

都市整
備部

公園緑
地課

- -

　市民の日常的なレクリエーションやコミュニ
ティの場である公園を、緑の多い憩いの場と
して保全すると共に、地域住民に愛されるよ
う整備する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

393
住区基幹公園等
整備事業

都市整
備部

公園緑
地課

- -
　市民が気軽に利用でき、くつろげる生活圏
に対応した住区基幹公園等の整備を行い、
安全で快適なまちづくりを図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

394
ふれあい公園整
備事業

都市整
備部

公園緑
地課

S60 -
　自治会のスポーツ・レクレーション活動及び
交流の場としての広場を整備する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

395
（仮）増林公園整
備事業

都市整
備部

公園緑
地課

H15 H25

　日常的なレクリエーションやコミュニティの
場である身近な公園として、さらに災害時の
一時避難場所として緑の多い憩いと健康増
進を図る場として整備する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

396
元荒川緑道整備
事業

都市整
備部

公園緑
地課

H13 -
　緑の基本計画に基づき、市民が散策・健康
増進の場として利用できる緑道を整備する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

397
須賀用水緑道整
備事業

都市整
備部

公園緑
地課

H18 H20
　緑の基本計画に基づき、市民が散策・健康
増進の場として利用できる緑道を整備する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

398
東越谷緑道整備
事業

都市整
備部

公園緑
地課

H18 H22
　緑の基本計画に基づき、市民が散策・健康
増進の場として利用できる緑道を整備する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

399
開発審査会等運
営事業
（開発指導課分）

都市整
備部

開発指
導課

H15 -

　越谷市まちの整備に関する条例に基づくま
ちの整備に関する審議会に関する事務及び
審議会等への付議案件等の事務処理を行
う。
　（平成17年度まで開発審査会、まちの整備
に関する審査会、まちの整備に関する審議
会の運営は、開発指導課で行っていた。）

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

400
開発指導業務事
業

都市整
備部

開発指
導課

H15 -
　越谷市まちの整備に関する条例の冊子及
びパンフレットを作成し、市民や関係団体等
に広く周知することを目的とする。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　市民から多岐にわたる改修要望や新設要
望があるが対応しきれない。

①予算の範囲内で優先順位を設定し、施設
の改修・新設を行う。
②市民の利用頻度の高い公園施設や体育
施設の充実を図るため、永続的かつ計画
的な点検・補修・改修を行う必要がある。

検討・
見直
し

　用地取得や公園整備における財源を確保
する必要がある。

①国庫補助金を有効に活用し、事業の進
捗を図っていく。
②公園空白区域の用地買収と公園整備を
積極的に取り組んでいく必要がある。

検討・
見直
し

18 Ｂ

<住区基幹公園等整備事業(用地買収)>
　市民が安全で快適に生活できる街づく
りのうえで、計画的な公園整備は必要な
事業である。土地開発公社が公園用地
として取得した23,166㎡（30億6400万円）
の用地取得については、公社の健全化
計画に従い、計画的に進めることを願
う。また、公園空白地を把握し、優先順
位を付け用地買収を進めていく必要が
ある。

　地権者・地元自治会の協力が必要。

①②地権者の都合で用地返還が生じた場
合、公園空白区域に存するふれあい公園
については、将来の街区公園予定地として
用地取得に努める必要がある。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　市民と自治会の協力のもとに、無償で
公園用地を取得し、維持管理する仕組
みは評価できる。さらなる自治会の協力
を得るために、自治会等への積極的な
働きかけを行い、必要な用地取得のた
め協力要請を推進することを望む。

　財政状況が厳しく整備に多年な期間が必
要となっているため、工期の短縮が必要で
ある。

①②平成21年度以降は、予算の拡充を行
うことにより、工期の短縮と単位あたりのコ
スト縮減を図り、早期の完成を目指す。

検討・
見直
し

　補助金終了以降の財源確保が課題であ
る。

①平成19年度の国庫支出金が約2年分確
保されたことや整備コストが予想以上に縮
減されたことにより、平成22年度までの整
備予定箇所が平成20年度末に完了する予
定である。
②今後も更なる延伸を図るため、「まちづく
り交付金」に代わる財源確保が必要であ
る。

検討・
見直
し

終了
(H20
年度)

①②当初計画どおり平成22年度に終了す
る予定である。

現状
維持

現状
維持

現状
維持

17 Ａ

　越谷市まちの整備に関する条例の役
割について、一般市民の方のご理解を
得るための広報は継続して実施して頂
きたい。また、引き続き条例の調整につ
いての検討をお願いしたい。
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8.個別評価結果 9.クロス分析結果
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(1)
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1.
番
号

2.事業名 3.部名 4.課名

5.
事
業
開
始
年
度

6.
事
業
終
期
年
度

7.事業内容と意図

401
画像情報システム
事業

都市整
備部

開発指
導課

H10 -

　開発指導業務の窓口業務等にかかる申
請・相談に迅速・正確に対応するため、申請
書類等をＰＣファイリングシステムの機器に蓄
積し、その情報提供に関する事務の効率化
を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

402
開発行為等に係
る事業

都市整
備部

開発指
導課

H15 -

　越谷市まちの整備に関する条例に基づき、
開発地等に接する道路の後退要請を行い、
市に道路用地として帰属した土地の所有者
に対して分筆手数料負担金、物件等補償料
及び道路後退協力金を交付することにより住
民負担の軽減を図り、道路後退による道路
拡幅を円滑に行い住環境の改善と都市整備
を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

403
建築指導業務事
業

都市整
備部

建築住
宅課

S59 -

　建築物の確認申請に対し、審査、検査、指
導等を行い、法令違反を防止する。また、特
殊建築物及び昇降機等の所有者又は管理
者に、特定行政庁への定期的な維持管理状
態を報告させることにより、適正な維持管理
を図り、人命及び財産の消失を未然に防止
することを目的とする。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

404
屋外広告物対策
事業

都市整
備部

建築住
宅課

H11 -

　道路及び公共用地の不法占用広告物の撤
去活動を行うことにより、美観（街並みなどの
人工的美しさ）と風致（自然のもつ美しさ）の
維持や、公衆に対する危害の防止を目的と
する。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

405

市営住宅施設管
理事業
（住宅対策事業
共）

都市整
備部

建築住
宅課

S39 -
　市営住宅の水質検査、保険加入、各種保
安機器等の保守点検を行い、入居者の安全
と住環境の向上を図る。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

406
住まいの情報館
施設管理事業

都市整
備部

建築住
宅課

H11 -

　新たな戸建て住宅や集合住宅の建設や建
替え等において「災害に強く人にやさしい家
作り」を進める上での参考となるよう、耐震
性・耐久性・耐火性及び省エネルギ－と高齢
者等にやさしい住宅の情報を視覚的、体験
的に提供を行う。
　住まいの情報館施設管理費を含む。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (a) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

現状
維持

20 Ｂ

　画像情報システムには、都市計画法に
基づく許可申請書、条例、建築基準法関
連のデータが蓄積され、業務効率をあげ
ているといえる。しかし、システムコスト
は努力次第で削減可能な面があるた
め、常に見積の妥当性、根拠を検証し、
コストダウンに努めていただきたい。

現状
維持

18 Ｂ

　開発許可は市（特例市）の行政指導で
あり、正規職員１４名（前年より１名減）で
行っている。開発許可や建築許可の他
に、事前協議件数が1000件程度ある。
しかしながら、業務の全てを正規職員で
行う必要は必ずしもないのではないか。
入力業務のように、臨時職員が行うよう
なこともあり、業務分析をして人員配置
を見直す必要がある。

　建築物所有者及び管理者の違法意識の
低下

①現場パトロールでの現地指導や、建築物
等所有者及び管理者に対する事前の情報
提供と合わせた指導の強化を図る。
②違反建築主や、定期報告対象建築物等
の所有者及び管理者の遵法意識の高揚に
よる成果の向上を図る。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　建築確認については、大きな問題はな
いと考える。
　定期報告対象建築物については、昇
降機に関する報告率と、その他施設に
関する報告率を個別に捉え、実態を把
握したうえで報告率向上のための対策
を検討する必要がある。

　現行法では撤去物に保管管理等の規制
があり、事務処理に難しい面がある。

①違反広告物を掲示させないことが一番で
ある。
②ボランティア団体の撤去活動と併せ広報
活動を行い、事業者への協力を図る。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　屋外広告物対策協議会の活用は、今
後さらに進展が予想される地域住民との
協働のありかたを示す例として評価でき
る。今後、さらにボランティアによる活動
を促進し、地域住民の参加意識を高め、
撤去のための巡回回数を増加させるな
ど事業の推進を図ることを望む。

　一部業務内容を見直すことによってコスト
の削減を検討する。

①法的に義務付けられた施設管理事業等
であり、施設の安全・住環境の維持を図る。
②施設の安全・住環境の維持を図る上で必
要不可欠であるが、いっそうのコスト削減の
検討を行う。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　市内の公営住宅は、市営197戸・県営
644戸の合計　841戸あり、世帯数の0.7%
となり、一定程度のセーフティネットを維
持してるといえる。「越谷市市営住宅ス
トック総合活用計画」（平成15年）に基づ
き、既存の土地・建物の有効活用を図っ
ており、団地毎の維持修繕・更新計画が
作成されている。しかし、見直しは平成
20年となっており、必要な金額の試算と
財政的な裏付の検討を前倒しで実施す
ることが望まれる。また、住宅管理業務
の県住宅供給公社への管理代行を協議
中であるが、トータルコストの削減にむ
けた取組を進めていく必要がある。

　関連事業を採用するとともに老朽化した
設備の更新の検討が必要。

①今後も関連事業と併用し、住まいの情報
館の来場者の増加を図る。
②展示設備の更新等を検討する。

検討・
見直
し

16 Ｄ

　耐震性・耐久性・耐火性および省エネ
ルギーと高齢者等に優しい住宅につい
ての情報提供の重要性は高いが、立
地・展示品の旧式化、利用者数低迷等
から有用性および妥当性に問題があ
る。成果指標には、当活動の結果が実
際の建築設計に結びついた件数を反映
していただきたい。現状設備の処分と併
せ、新たな普及啓発の方法を再検討し
ていただきたい。
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7.事業内容と意図

407

市営住宅施設改
修事業
（耐震対策事業
共）

都市整
備部

建築住
宅課

S39 -
　市営住宅の施設･設備の修繕や改修等に
より、安全性・住環境の向上を図る。

高 低 高 高 (b) (d) (a) (b) (b) Ｂ

408
市営住宅運営事
業

都市整
備部

建築住
宅課

S39 -
　市営住宅入居者の入退去・収入調査・家賃
徴収等の迅速かつ適切な管理運営。

高 低 高 高 (b) (d) (a) (b) (b) Ｂ

409
借上型市営住宅
運営事業

都市整
備部

建築住
宅課

H16 H37
　ストック活用計画に基づき、市営住宅の供
給拡大を図る。

高 低 高 高 (b) (d) (a) (b) (b) Ｂ

410
木造住宅耐震改
修促進事業

都市整
備部

建築住
宅課

H18 H28

　国の中央防災会議において「地震防災戦
略」を決定し、東海地震及び東南海・南海地
震の被害想定の死者数や経済被害につい
て、今後10年間で半減させるという減災目標
が定められた。また、この目標を達成するた
め、住宅の耐震化率が現在の62％から10年
後には90％に設定された。本市においても同
様の目標設定とする。

高 高 低 高 (c) (b) (b) (a) (b) Ｂ

411 住宅融資事業
都市整
備部

建築住
宅課

H16 -

　勤労者の住宅確保並びに高齢者の専用居
室の増改築並びに低地にある浸水住宅の改
良を図るため、融資を行う。（3制度）
　高齢福祉課、環境保全課、産業支援課にお
いて行っていた事業。

高 低 高 高 (b) (d) (a) (b) (b) Ｂ

412 市立病院繰出金
市立病
院

市立病
院庶務
課

S47 -

　民間病院では経営困難な救急・高度・特殊
医療に要する経費及び施設・設備等の建設
改良費に対する法に基づく繰出金により、市
民に対して良質な医療の提供と病院経営の
健全化を図る。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

413 照査管理事業 - 出納課 S33 -

　市が各種事業を実施する中で、公金の支出
及び収入が法令・予算に適合していることを
確認する。また、公金を安全確実に保管し、
適正な会計事務を確保する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　老朽化した施設・設備の改善や手法をど
のように進めていくか検討が必要。

①維持管理に関しては、平成22年度からの
指定管理者制度の導入に向けた準備を進
める。
②第4次総合振興計画内で建替え等に関し
て、協議を行う。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　長期的な市営住宅施策のもとに、低所
得者、母子家庭を対象とした福祉政策と
の関連を考慮し、事業計画を策定する
必要がある。

　管理委託業務（指定管理者・管理代行）に
ついて検討が必要である。

①平成22年度からの指定管理制度導入に
向けて、平成21年度は導入準備を行う。
②管理委託によって市民サービスの向上を
図る。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　市営住宅の需要は高く、今後ますます
重要性が高まる。公の施設として、指定
管理者制度の適用で効率性の改善して
いただきたい。当事業に加え、市営住宅
施設管理事業、市営住宅施設改修事業
および減価償却費を含めて、事業全体
の効率性を評価していただきたい。

　管理委託業務について検討が必要であ
る。

①平成22年度からの指定管理者制度導入
に向けて、平成21年度は、導入準備を行
う。
②第4次総合振興計画内で建替え等に関し
て協議を行う。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　現在直営で行っている住宅の運営管
理については、外部委託を検討し経費
の軽減を進めていただきたい。
　今回の借上型のケースの成果を分析・
検証し、公営住宅制度のあり方を見極
める努力をしてほしい。

　補助制度のＰＲ不足
①補助制度のＰＲ方法等の再検討を行う。
②より多くの所有者が活用できる制度を検
討する。

検討・
見直
し

19 Ｂ
　事業として開始されて間がなく、住民に
対して制度を積極的にアピールし、より
多くの活用を図っていただきたい。

　民間の金融機関においても、金利の自由
化により低利の融資が行われるようにな
り、公的融資制度の利用率の低下してい
る。

①制度のＰＲや制度の効率を図る。審査会
の簡素化を図る。
②一部代替できる制度があるか、さらに融
資制度の改善をし、事業の見直しを図る。

検討・
見直
し

18 Ｃ

　住宅融資事業には３つの異なる目的
の事業が含まれている。高齢者の専用
居室の増改策と浸水住宅の改良は、
ニーズが減少しており、取扱い件数、残
高ともに僅かであり、廃止を含めて見直
しが必要である。勤労者住宅は一定の
ニーズがあり、維持することに効果があ
る。今後は、耐震改修を含めた住宅政
策の中で、融資事業のあり方について、
必要性の有無、市民に利用しやすい制
度を検討する必要がある。預託金方式
の見直しも必要である。

　地域医療の基幹病院としての役割を果た
せるよう、経営の健全化を図りつつ、診療
体制の整備及び充実に努める。

①②平成21年度には、医業外収益におけ
る他会計補助金を削減することを計画して
いる。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　病院の経営状況を救済するような印象
を受ける一般会計からの繰出ではなく、
繰出金のルール化を早急に協議し、市
立病院財政・経営の健全化に一層努め
てほしい。経営健全化委員会が設置さ
れているとのことであるが、職員のアイ
ディアや他病院の成功事例を参考に、
支出削減策、収入の増収策を検討し、
独立採算経営を目指し積極的に取り組
まれるよう期待する。

　本事業においては、全ての予算執行に伴
う支出命令等の審査を行っているが、照査
事務の充実・向上を図る必要がある。

①平成21年度は支出命令等の審査・照合
において、一層の精度向上を目指し、日々
の精進と共通認識の醸成が必要である。
②将来的には審査・照合事務の的確な判
断に基づき、効率的な運用を図っていく。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　照査管理事業は、内部統制の視点か
らも重要な業務である。今後の課題とし
ては、職員数が5名なので、人事異動を
考慮した研修プログラム(OJT含む）の開
発、業務処理マニュアルの整備、出納課
として危機対応マニュアルの作成(地震、
銀行破たん等）等に取り組むことが望ま
しい。
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414 出納管理事業 - 出納課 S33 -

　歳計現金及び歳計外現金の収納及び支払
に係る出納事務を正確に執行し、収支日計・
月計の記録・作成及び決算書等の調製を行
う。また、収納及び支払事務の効率化を図り
収納サービス等の維持向上を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

415 広報活動事業
議会事
務局

議事課 S42 -

　インターネットのホームページや議会報等
により、市議会の活動状況を広く住民等に周
知し、議会に対する理解と認識を深めてもら
うことを目的とする。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

416
学区審議会運営
事業

教育総
務部

総務課 S47 -
　越谷市教育委員会の諮問に応じ、学区編
成に関し必要な調査及び審議を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

417 表彰事業
教育総
務部

総務課 S29 -

（1）教育の振興に寄与し、特に功績が顕著で
あるもの、（2）越谷市立小中学校の児童生徒
で、学業優秀にして他の模範となるもの、（3）
越谷市立小中学校に永年勤続する教職員
で、成績優秀なる者及び（4）その他特に表彰
に値すると認められるものに対し表彰を行う
ことにより、被表彰者のさらなる活躍を期待
する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

418
学校活動支援事
業

教育総
務部

総務課 H18 -

　研修を行って校務主事又は学校業務員とし
て必要な学校環境整備及び給食関係業務に
関する知識を修得させることにより、学校運
営の円滑化とさらなる充実に資する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

419
小・中学校施設管
理事業

教育総
務部

総務課 - -
　小中学校の施設・設備等を良好な状態に維
持し、学習空間のさらなる整備・充実を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

420
小・中学校施設改
修事業

教育総
務部

総務課 H11 -
　施設・設備等を改修することにより良好な教
育環境の維持を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　出納事務を正確に執行するために、収納
及び支払事務の効率化を図り、収納サービ
ス等の維持・向上を図る必要がある。

①平成21年度は収納事務の効率化を図る
ために、事務処理方法を見直し、一層の維
持向上を進めていく。
②収納及び支払事務全般を見直し、外部
委託等を含めて効率化を図っていく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　基幹業務である。出納係７名の正規職
員で担当されている。財務会計システム
のさらなる活用、公共料金等の支払方
法の改善に取組まれ、一層の業務改善
を進められることを望む。

　ホームページの平成19年度のアクセス数
は、前年度より増加しているが、市内の人
口を考えるとアクセス数はまだ少ない。

①②ホームページのアクセス数は、議会を
開会している月のほうが、開会していない
月よりも多い結果になっており、議会に関心
のある市民等が多いと判断される。アクセ
ス数は、年々増加しており、引き続き議会
報により啓発し、アクセス数を増やす努力を
行っていく。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　越谷市議会だよりに加え、ホームペー
ジや議会中継による情報提供により、市
議会の状況を広く伝えることは、大変重
要な業務である。ただし、ホームページ
等による市民への伝達力はまだ非常に
脆弱であると言わざるを得ない。平成16
年度のアクセス率実績4.54%の向上改善
を早急に行い、アクセス単位当りコスト
の低減が急務である。

　越谷市審議会等の設置及び運用に関す
る要綱により、委員在任期間は、連続3期
以内ということがあり、審議途中において新
たな委員となってしまうことが生じる。よっ
て、学区審議会のあり方全般の見直し、検
討を行っていく。

①②越谷市審議会等の設置及び運用に関
する要綱により、委員在任期間は、連続3期
以内ということであるが、審議会案件の審
議状況によっては、答申までの間連続3期
を超えても継続することができるような運用
を図るとともに今後のあり方について検討し
ていく。

検討・
見直
し

　表彰を受ける側の意識の変化等、諸般の
状況を勘案しながら、表彰規程や表彰実施
要領に定める基準及び事業の進め方の一
部に見直しが必要。

①平成21年度において、被表彰者の選考
にあたり表彰規程や表彰実施要領の基準
が適切であるか精査し、必要に応じて見直
しを行う。
②教育行政において顕著な功績をのこした
ものや他の小中学生の模範となるような児
童・生徒を表彰することにより、本市の教育
行政の振興を図っていく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　教育関係者の意識高揚のために必要
な事業である。　一方で、昭和２９年より
継続している事業でもあり、近年の被表
彰者の意識の変化を考慮し、表彰制度
の在り方を再検討する必要がある。秘書
課が検討している越谷市全体の表彰制
度の見直しと併せて再検討を進めること
を望む。

　研修内容の見直し

①平成21年度においても業務内容に即した
研修を実施していくが、特に、校務主事につ
いては、技能研修や労働安全衛生に関す
る研修を行うなど、意識の向上を図ってい
く。
②研修内容がマンネリ化しないよう、常に
見直しを行い研修効果の向上を図ってい
く。

検討・
見直
し

　施設の老朽化のためまとまった改修が必
要である。また、経済設計及び費用対効果
を上げる工夫が必要。

①②本事業は、児童・生徒の良好な教育環
境を維持するために必要不可欠な事業で
あり、現在の施設・設備の状況を的確に把
握し、今後も引き続き推進していく必要があ
る。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　日常の点検が施設管理経費の節減に
もつながることから、コスト意識を持たれ
適切な執行に努めておられる。公共施
設において、点検が義務付けられたこと
もあり、日常点検に加え、定期点検の円
滑さ、統一的な管理のため、学校施設管
理指針の越谷市バージョンの一層の整
備、徹底に努められたい。
　なお、管理の円滑さのため、学校毎の
施設管理台帳やチェックマニュアルを
ネットワークで学校の教職員も容易に検
索し、点検チェックリスト等を入力できる
システムについて検討いただきたい。

　施設の老朽化のため、雨漏り、外壁、設
備等の大規模な改修が必要である。

①②学校施設の老朽化等に伴う学習環境
の低下を招くことのないよう、今後も計画的
に雨漏り、外壁、設備等の大規模な改修に
努め、良好な教育環境の維持を図る。

検討・
見直
し
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421
小・中学校活動運
営費

教育総
務部

総務課 - -

　越谷市立小･中学校45校の学校活動に支
障のないよう、学級数、児童・生徒数等を考
慮して各学校へ予算を配分するとともに、共
通経費の予算を一括で管理し、効率的かつ
円滑な学校運営を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

422
小学校仮設教室
借上事業(東越谷
小)

教育総
務部

総務課 H14 H20
　児童数増加による教室不足を解消するた
め、仮設教室を借上げ必要な教育環境を確
保する。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

423
小学校仮設教室
借上事業(蒲生南
小)

教育総
務部

総務課 H15 H20
　児童数増加による教室不足を解消するた
め、仮設教室を借上げ必要な教育環境を確
保する。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

424
小学校仮設教室
借上事業(大袋北
小)

教育総
務部

総務課 S34 -
　児童数増加による教室不足を解消するた
め、仮設教室を借上げ必要な教育環境を確
保する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

425
教育委員会運営
事業

教育総
務部

総務課 H17 H21

　教育委員会は、教育・学術・文化の特質や
重要性を踏まえ、教育行政の中立性、安定
性を確保し、地方の実情に即した教育行政を
行うことを目的として、地方公共団体の長か
ら独立した行政委員会として設置されてい
る。そして、委員の合議により大所高所から
本市の教育行政の基本方針や重要施策など
について審議する。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

426
小学校仮設教室
借上事業(西方小)

教育総
務部

総務課 H17 H22
　児童数増加による教室不足を解消するた
め、仮設教室を借上げ必要な教育環境を確
保する。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

427
小・中学校図書整
備事業

教育総
務部

総務課 - -

　学校図書は、児童・生徒の知的活動を増進
し、人間形成や情操を養う上で学校教育上重
要な役割を担っており、学校教育に欠くことの
できない基礎的備品であることからその充
実・活用を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

428
定時制教育等振
興会負担金

教育総
務部

総務課 - -

　県定通教育振興会及び越ヶ谷高校他3校の
定時制教育振興会が円滑に運営されること
により、県高等学校定時制及び通信制教育
の普及・振興を図る。勤労青少年に、勤労と
修学に対する正しい信念を確立させることに
より、教育水準と生産能力の向上を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

429
小・中学校備品整
備事業（教材等整
備事業含む）

教育総
務部

総務課 - -

　学校教育における備品の重要性にかんが
み、新規教材の整備及び現有教材の更新を
行うとともに管理備品の整備を進め、学校教
育の充実を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　多様化する学校活動を円滑に実施するた
め、学校活動の実情を十分に把握する必
要がある。

①多様化する学校活動を円滑に実施する
ために必要な経費であり、また、市立小中
学校に通う全児童生徒の教育環境の確保
に資するものであることから、今後も十分な
予算の確保に努める必要がある。
②学校活動の実情を十分に把握し、より適
正な予算の配分を推進する。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　学校活動の必要経費を学校に配分し
て執行するもの、教育委員会で一括発
注した方がコスト削減が図れるものに分
けて執行している。
　執行のガイドラインを配布し、科目毎の
執行状況が把握できるようになっている
が、学校活動の実態を整理し、備品台
帳等のデータベース化を進めるなど適
切及び円滑な執行と指導をお願いした
い。

　仮設教室の維持管理
①②特別教室等の不足を解消し、必要な学
習空間を確保するため、今後も仮設教室の
適切な維持管理に努めていく必要がある。

検討・
見直
し

　仮設教室の維持管理
①②特別教室の不足を解消し、必要な学習
空間を確保するため、今後も仮設教室の適
切な維持管理に努めていく必要がある。

検討・
見直
し

　仮設教室の維持管理

①②児童数増加に伴う教室数不足を解消
し、必要な学習空間を確保するため、今後
も仮設教室の適切な維持管理に努めていく
必要がある。

検討・
見直
し

　本市教育行政の中立性と安定性を確保
するとともに本市の実情に即した教育行政
を推進する。

①平成21年度は、より一層教育行政の中
立、安定性を確保し、市の実情に即した教
育行政を図っていく。
②本市の教育行政を実施する機関であり、
経費の節減に努めるとともに効率的な執行
を行い、本市教育行政の向上を図っていく。

検討・
見直
し

　仮設教室の維持管理

①②児童数増加に伴う教室数不足を解消
し、必要な学習空間を確保するため、今後
も仮設教室の適切な維持管理に努めていく
必要がある。

検討・
見直
し

　学校図書館の更なる充実のために、新刊
の整備だけでなく劣化が著しい図書の更新
が必要である。

①各学校で教育内容に適した図書の選定
を進めるとともに蔵書管理を徹底し、学校
図書館の充実を図る。
②全校が蔵書整備率100%を達成する。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　図書ボランティアの活用は評価でき
る。図書ボランティアや各学校の図書主
任間の情報連携をさらに進め、必要とな
る書籍の選定の精度を向上させる取組
が必要である。また、保護者の協力を得
て各家庭に書籍の寄贈を求めるなど、
経済的な蔵書充実に向けた検討を願う。
さらに、蔵書の利用率、回転率について
も把握し、図書館の利用促進に向けた
取組と連携することが必要である。

　定時制及び通信制教育の普及振興

①平成21年度以降も勤労青少年や不登
校・全日制中途退学者等、多様な生徒が学
ぶ生涯学習の場の確保と定時制及び通信
制教育等の普及振興を図っていく。
②定通教育の普及振興に資するため各振
興会に負担金の支出を実施していく。

検討・
見直
し

　新たな教育内容や指導方法にあった教材
の整備充実

①教育環境の一層の充実を図るため、新
たな教育内容や指導方法にあった教材・教
具の整備を検討する。
②備品管理の一元化を推進し学校間での
備品保有情報の共有を図ることにより、備
品の有効活用を進める。

検討・
見直
し

16 Ｂ

<教材教具等整備事業>
　今後の財源の動向を勘案し、教材・教
具の学校内・学校間共有化の推進およ
び事務処理のIT化によるコスト削減と効
率化の向上を図っていただきたい。
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430
小・中学校理科教
育等備品整備事
業

教育総
務部

総務課 - -
　理科教育振興法に則って理科教育の充実
のために、理科備品の整備を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

431
小・中学校施設耐
震化事業

教育総
務部

総務課 H11 -
　児童生徒が安全に学べる学習環境を整備
する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

432
科学技術体験セ
ンター運営委員会
運営事業

教育総
務部

総務課 H10 -

　体験センターの円滑な運営を図るため、越
谷市科学技術体験センター運営委員会を置
き、事業計画やセンター機能の充実など、専
門的あるいは色々な立場からご意見をいた
だいた。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

433
科学技術体験推
進事業

教育総
務部

総務課 H10 -

　青少年をはじめ市民の方の理科又は科学
に対する興味・関心を高めるため、身近なも
のから 先端の科学技術に触れ、体験でき
る場を提供する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

434
科学技術体験セ
ンター施設管理事
業

教育総
務部

総務課 H10 -

　子供から大人まで、気軽に科学技術を体験
することのできる拠点センターとして、多くの
市民の利用促進を図るため、効果的な施設
管理を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (a) Ｂ

435
語学指導助手等
招致事業

教育総
務部

指導課 S63 -

　21世紀の国際社会の一員として、日本及び
諸外国の文化伝統などについて理解を深
め、豊かな人間性を育む。そのために、語学
指導助手（ＡＬＴ）を学校へ派遣し、英語によ
るコミュニケーション能力及び異文化理解の
育成に努るとともに、国際交流員（ＣＩＲ）を指
導課に配置し、国際交流事業の充実及びＡＬ
Ｔ活用の促進を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

436
学校教育推進事
業

教育総
務部

指導課 - -

・　学校教育を通して、市内全小中学生に
様々な活動の機会や体験の場を提供する。
・　小中学生に様々な体験の機会や本物に
触れる機会を持たせ、学習環境・活動環境を
整え、子どもたちのたくましく「生きる力」を養
う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

437 学校農園事業
教育総
務部

指導課 - -

　農業体験を通して、子どもたちに作物等を
育てる苦労や楽しさ、勤労生産的な体験を味
わわせるとともに、生命の尊さや思いやりの
気持ちをはぐくむことをねらいとする。また、
地域の農家の方々やＰＴＡの協力を得ること
で、地域との連携や地域に開かれた学校づく
りに資する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　各校で現有している理科備品の合計金額
（現有金額）が、理科教育振興費国庫補助
金交付要綱に定める基準金額を満たしてい
ないため、理科備品の更なる整備が必要。

①平成21年度は各学校における設備備品
の現有状況の把握及び適正な管理の指導
をしていく。
②現有備品の更新も考慮した上で整備計
画を策定する。

検討・
見直
し

　事業を行うための財源確保及び積極的な
事業の前倒しによる実施を図る。

①事業の円滑な実施を図るため、国庫補助
金等の財源確保及び積極的な事業の前倒
しを図る。
②児童・生徒数の推移や施設の老朽化に
伴い早期に的確な新増改築計画を立てる。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　学校施設は、災害等における市民の
避難場所でもあり、市民の重要関心事
である。耐震化計画についての積極的
な広報を通じて、市民の意見を全庁的な
耐震改修促進計画に反映させる努力が
求められる。

　開館以来、委員より意見を聞きながらより
円滑な運営が図られるよう事業を行ってい
るが、今後、指定管理者制度の導入に向け
た検討と併せ、当該委員会の廃止について
も検討する必要がある。

①②今後は、指定管理者制度の導入に
よって廃止(指定管理者に管理運営を任せ
ることに伴い運営委員会の必要性が無くな
る。)へ向けて検討していく。

検討・
見直
し

　平成13年開館以来使用している体験装置
のリニューアルを検討する必要がある。

①来館者の確保に当たっては、体験装置
のリニューアル化は財政負担が厳しいこと
から、創意工夫のもと、実験・工作等の新た
な取り組みをおこない、来館者及び体験者
の増を図っていく。
②事業運営の推進に当たっては、民間活
力のノウハウ等を活用することを視野に入
れた見直しを行なっていく。

検討・
見直
し

　平成13年度開館以来、来館者が安全で
安心して利用できるよう施設の維持管理を
行っている。今後は来館者の確保と拡充を
図るため、開館日の増・開館時間延長等を
検討し、今以上の住民サービスの提供を行
う。

①公の施設の管理運営については、自治
法の一部改正に伴い民間企業へ委ねるこ
とが可能になったことから、そのあり方及び
移行に向けた調査・検討を行い事務手続き
を行う。
②調査のうえ、指定管理者制度の導入を検
討していく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　市の学校教育、体験学習としての位置
づけは大きい。施設の管理面について
は、管理条件を仕様として明確に定めた
うえで指定管理者制度の導入を含め、
委託化によるさらなるコストダウンを検
討する余地がある。

　ALTの量及び質の向上と活用の改善

①平成21年度はALT（語学指導助手）との
効果的な協働授業のための指導法研修を
図っていく。
②民間ALTの勤務の実態を把握し、委託内
容を確認しながら委託業者の管理を徹底を
図っていく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　国際理解教育の推進の立場から、英
語によるコミュニケーション能力の向上
は、必要な事業である。ＪＥＴによる招致
期間満了後、順次委託化に切りかえ、経
費削減を実施されている方針は継続し
ていただきたい。一方、教育現場でのト
ラブル回避のため、委託内容を要求仕
様として明確化し、委託業者の管理を徹
底することを望む。

　傷害及び賠償の保険の拡充を図る必要
がある。

①②平成21年度も市内中学校へ部活動外
部指導者を派遣し、部活動の技術的な向上
を図っていく。また、市内小・中学校へ研究
委嘱のための助成金を交付し、研究推進の
一助とする。

検討・
見直
し

　継続的な体験活動を考えると、教育課程
内での実施が時間的に困難な面がある。

①平成21年度は地域・保護者との連携を図
りながら、体験活動を推進していく。
②教育課程内で十分な時間が取れないこと
から、地域・保護者との連携を図りながら推
進していくように、常に見直しや検討を図っ
ていく。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　児童・生徒が農業体験をすることは教
育上、大変重要なことであり、今後も大
いに強化すべき事業である。ただし今後
は、市内の全ての小・中学校で同じ体験
ができるよう拡充を図り、偏りを無くすこ
とが必要である。また、農地の手当を土
地開発公社からの購入で購うことは財
政上、無理が生じる可能性が高く、慎重
に対処すべきである。
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438
伝統芸術鑑賞事
業

教育総
務部

指導課 - -

　小学生に様々な体験や本物に触れる機会
をもたせ、子どもたちのたくましく生きる力を
養う。伝統芸術に触れることにより、小学生
の豊かな心を育成する。

低 高 高 高 (b) (a) (d) (d) (b) Ｂ

439
学校図書館運営
ボランティア活動
事業

教育総
務部

指導課 H18 -

　市内小中学校の学校図書館を児童生徒が
自ら学ぶ学習・情報センターとして充実させ、
児童生徒がより一層利用しやすくする必要が
ある。そのために、学校図書館運営ボラン
ティアの組織を確立し、活動の活性化を図
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

440
人権教育推進事
業（学校教育）

教育総
務部

指導課 - -

　基本的人権の尊重に徹する教育を推進し、
部落差別をなくしていくことのできる児童生徒
を育成する。
　子どもの権利条約リーフレット（10,000部）を
市小学校4年生以上全員に配布。　人権教育
の窓No.59・No.60　各1,500部を市内教職員
全員に配布。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

441
副読本等整備事
業

教育総
務部

指導課 - -
　児童生徒の学習意欲を高め、基礎基本の
定着を図り、主体的な学習活動の推進と充
実を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

442
小・中学校学校活
動運営事業

教育総
務部

指導課 - -
　通級指導教室及び院内学級等の指導に必
要な消耗品を購入し、指導の充実を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

443
学校系ネットワー
ク運用事業

教育総
務部

指導課 H19 H24
　教育センターを中心に各学校間を繋げる学
校系ネットワークにより、教育の情報化及び
校務の効率化を図る。

低 高 高 高 (b) (d) (d) (d) (b) Ｂ

444
小・中学校情報教
育事業

教育総
務部

指導課 H12 H24

　急速な社会のＩＴ化の進展の中で、小中学
校全児童生徒の情報技術を向上させるととも
に、学校での日常的なコンピュータ機器等の
活用によって、「子どもたち」の論理的な思考
力・創造力・表現力を高める。また、平成19年
度からの教職員用のコンピュータの配備によ
り教職員一人一人のＩＣＴ活用能力の更なる
向上と効率化を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

125/158



126/158

事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
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外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　上位施策への貢献度を成果指標により客
観的に説明できるようにする必要がある。

①②平成21年度は現状を維持しながら、時
間的な調整を図る。また、事前指導の充実
を図り、当日の能楽鑑賞がより有意義なも
のとなるよう学校に働きかける。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　市の資産である能楽堂を有効活用した
事業であり、日本の伝統芸術への関心
を高めるためには必要な事業である。例
年実施している事業であるので、企画や
計画の方法をマニュアル化するなど、事
務の一層の効率化を推進していただき
たい。

　中学校であと1校学校図書館運営ボラン
ティアの組織が立ち上がっていないので、
来年度は組織率が100％になるように学校
へ働きかけていく。

①平成21年度に向けて、各校の図書ボラン
ティアのニーズや経験に応じた養成研修を
企画し、図書ボランティアの質的向上に努
める。
②市内全ての小中学校で学校図書館運営
ボランティアの組織が機能するように、越谷
市ＰＴＡ連合会、市立図書館と協力して事業
を進めていく。

検討・
見直
し

　人権教育研修会の量的・質的な向上を図
る。

①②人権問題の多様化に対応するため、
研修会の回数を増やすとともに、外部指導
者との連携をより深めるよう各学校にはた
らきかける。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　事業名称が同和教育から人権教育へ
と変わり人権教育推進の事業内容が変
化してきている状況の中で、同和問題に
重点を置いた教育から内容を拡大して
対応する必要がある。配布するパンフ
レット等についても、市が実施されている
状況調査の結果を踏まえ、現状に合わ
せた内容としていただきたい。
　現在市として取組まれているさまざま
な活動を、事務事業評価表に反映させ
ていただきたい。

①②副読本については、教育指導の充実
を図るために不可欠である。そのため、今
後も無償配布は必要である。

現状
維持

20 Ａ

　現役の先生方の参加による市独自の
副読本の編集活動は、評価に値する。
今後は、独自に編集する副読本と、一般
に出版されている教科書を活用するもの
とを授業の科目によって見極め、副読本
編集にかける作業の効率化も検討する
必要がある。

　通級指導教室での指導を希望する児童
や保護者が増加してきている。児童生徒の
教育的ニーズに応じた教材の用意や適切
な教室環境の整備をする必要がある。

①通級を希望する児童生徒数について、相
談状況や学校訪問などの状況から、平成
21年度の予想を立てていく。
②通級指導教室の適切な教育環境や教材
について、県と連絡を取りながら、検討して
いく。

検討・
見直
し

　ＰＣ教室系のネットワークが学校ごとに独
立しているため、教育センターから直接管
理することが困難。

①②ＰＣ教室系ネットワークと学校系ネット
ワークを繋ぐ中間サーバの設置等増強を
図っていく。

検討・
見直
し

　普通教室でＩＣＴを活用した授業を行うため
には、ＰＣの台数が不足している。さらに、
普通教室へＬＡＮを敷設する必要がある。

①②普通教室のパソコン設置やＬＡＮの敷
設等今後も増強を図っていく。

検討・
見直
し

17 Ｂ

<情報関連機器整備事業>
　学校教育における情報教育の充実は
今後ますます重要となり、情報関連機器
を活用した新しい学習システムの整備は
必要である。ただし、各年度ごとにどこま
で整備するかを計画し、その計画に基づ
いて事業を進めることが求められる。設
備導入計画にあわせ、教師の育成も計
画的に実施することをお願いする。

126/158



127/158

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

(4)
妥
当
×
有
効

8.個別評価結果 9.クロス分析結果

(4)
貢
献
度

(3)
有
効
性

(5)
事
業
×
直
接

(3)
妥
当
×
効
率

(2)
同
×
廃・
縮

(1)
受
益
×
負
担

(2)
効
率
性

(1)
妥
当
性

1.
番
号

2.事業名 3.部名 4.課名

5.
事
業
開
始
年
度

6.
事
業
終
期
年
度

7.事業内容と意図

445
学校教育団体支
援事業

教育総
務部

指導課 - -

　市内小中学生の体力の向上を目指し、ス
ポーツに対する興味関心を高めるとともに、
競技力の向上を図る。また、小中学校の教員
の体育指導法の改善に努める。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

446
全国大会等選手
派遣事業

教育総
務部

指導課 - -

　越谷市を代表し、関東・全国大会に出場す
る児童・生徒に交通費・宿泊費等を補助する
ことで実力を十分発揮し、活動できる環境を
つくる。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

447
小・中学校教育指
導書等整備事業

教育総
務部

指導課 - -
　教科書の採択替えに伴い、教員の教育活
動が円滑に推進できるよう指導書を整備す
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

448
小・中学校備品整
備事業

教育総
務部

指導課 - -

　特別支援学級在籍児童生徒の社会的自立
に向けた指導に活用する備品を購入し、指導
の充実を図る。また、通級指導教室に通う児
童の指導の充実を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

449 教育研究事業
教育総
務部

指導課 - -
　教科の指導方法改善に関する研究等を行
うほか、年間を通じた各種研修会を実施し、
教職員の資質向上を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

450 教育相談事業
教育総
務部

指導課 - -
　相談員による専門的なカウンセリングや発
達相談などを行い、幼児、児童生徒の健全育
成を図るとともに保護者の支援をする。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

451
障害児就学支援
事業

教育総
務部

指導課 - -
　障害のある児童の就学に関する相談結果
について就学支援委員会の判断を受け、保
護者と就学先を決定する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

452
臨時教職員配置
事業

教育総
務部

学校課 H12 -

　重度の障害を持つ児童生徒の学校生活へ
の支援、並びに帰国・外国人児童生徒への
日本語指導の支援など、市費で配置し、児童
生徒の学校生活の充実を図る。又、欠員補
充等の臨時的任用教職員の配置時に、県の
任用決定までの一定期間市費による任用を
行い、担任が不在の状態を軽減し学校運営
の円滑化を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

453
学校活動支援事
業

教育総
務部

学校課 - -

　児童・生徒の課外活動や各種学校活動へ
の支援、特別支援学校の教育振興への支援
事業を推進し、保護者の経済的負担を軽減
する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　事業の必要性をさらに明確にするため、
それを裏付けるためのデータを多く揃える。

①②平成21年度は受益者以外からも意見
をさらに聴き、事業の充実を図っていく。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　活動結果指標、成果指標として当事業
の妥当性、効率性、有効性を表す指標
を設定する必要がある。例えば、体力向
上の相対的比較等。補助金単価の妥当
性について検証していただきたい。

　本事業の必要性を明確にするため、需要
予測を立て妥当性を高める。

①②平成21年度は、大会派遣のための諸
情報をさらに適切に把握して、需要予測を
図っていく。

検討・
見直
し

16 Ａ

　全国大会等選手、派遣状況に応じ予
算対応をせざるを得ない。都度、予算管
理の難しさがあるが適切な対応をお願
いしたい。

①②学習指導要領の改訂により、教科書
の改訂が発生した場合に必要となる事業で
ある。したがって、平成21年度には小学校
の改訂が予定されているため、再度拡充が
必要となる予定である。

現状
維持

19 Ａ

　小・中学校の学習指導書を購入し、
小・中学校の教員(小学校は学級担任、
中学校は教科担任）に配布する事業で
ある。購入は 小限の必要部数とされて
いるが10年ごとの学習指導要領改定の
際の購入経費(消耗品費)は高額になる
ので、教科書活用のため有効活用をお
願いしたい。

　特別支援学級等に在籍する児童生徒数
の増加と学級数の増加に応じた適切な備
品の購入が必要。特別支援学級等に在籍
する児童生徒数が年々増加しているが、備
品の予算がそれに応じていない。特に、中
学校の生徒数の増加が多い。

①特別支援学級への入級予定の児童生徒
について、相談状況や学校訪問などの状況
から、平成21年度の予想を立てていく。
②特別支援学級の適切な教育環境や教材
について、県と連絡を取りながら、今後の整
備を検討していく。

検討・
見直
し

　教職員の資質向上のための各種研修会
を、さらに充実させていく必要がある。特
に、ＰＣに関しては、各学校での指導者養成
のための研修やスキルアップのための研修
を増やしていく必要がある。

①各種研修会の講師謝礼等を見直し、より
多くの質の高い研修会を実施できるよう
図っていく。
②成果が十分にあがる適切な研修会を実
施していけるよう、常に見直しや検討をして
いく。

検討・
見直
し

　就学相談、教育相談ともに増加し、相談
員の相談日程が過密化しており、十分な相
談記録の記入や相談準備等ができない。

①②専任教育相談員(非常勤特別職）を増
員し、増加している就学相談、教育相談を
適正に行えるようにする。

検討・
見直
し

　保護者、本人の希望と発達段階に応じた
よりよい就学を目指すために、話し合う時
間を確保しなければならない。判断件数が
増加しているため、開催回数を増やす必要
がある。また、就学後の支援についても助
言等を行っていく必要がある。

①②20年度増やした実施回数と判断件数
の相関関係から、効率的で、よりよい就学
判断ができるよう実施時期を検討する。

検討・
見直
し

　重度障害のある児童・生徒の普通学級へ
の就学が増えており、引き続き特別支援教
育支援員（補助員）の配置をするとともに配
置日数及び時間の延長を検討する必要が
ある。

①②さらなる制度の充実に向けて検討した
い。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　学校側の教職員配置状況、児童の在
籍状況等により、臨時教職員を配置する
当該事業は、不可欠といえる。
　しかしながら、重度障害児対応の補助
員配置による市費負担増が課題となっ
ている。
　市費負担を軽減すべく、保護者への協
力、理解を促すとともに、県費負担を要
望することも考えられる。

　課外活動や特別支援学校等に対する教
育振興への支援事業であり継続は必要で
ある。補助金の効果的な活用。

①②実績報告等による成果の確認・林間学
校等開設費補助金については、学校間で
現地等の情報を共有し、一層の事故防止、
安全確保に努め効果的な活用を指導した
い。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　児童・生徒の課外活動や各種学校活
動への支援の意味から事業の継続は必
要である。補助金交付後のフォローを確
実に行う必要がある。また、林間学校等
開設費補助金については、現地実地調
査の結果を学校間で共有するなどして、
補助した事業の成果を効果的に活用す
ることを望む。
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454
入学準備金貸付
事業

教育総
務部

学校課 S42 -

　高等学校及び大学等に入学を希望する生
徒の保護者で入学支度金の調達が困難なも
のに対して貸付を行い、就学意欲のある者の
教育機会を確保する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (a) Ｂ

455
小・中学校就学援
助事業

教育総
務部

学校課 S32 -

　経済的理由により就学困難と認められる学
齢児童生徒の保護者に対して就学費用の一
部を助成し、保護者の経済的負担を軽減す
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

456
校医及び薬剤師
運営事業

教育総
務部

学校課 S33 -
　学校医等の配置を行い児童生徒の健康診
断を実施し、適正な健康管理を行うとともに
学習効率や学習環境の向上に資する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

457
教職員健康管理
事業

教育総
務部

学校課 S33 -
　定期健康診断等を実施し、教職員の疾病
の早期発見・早期治療に努めるとともに心身
両面からの健康づくりを推進する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

458
児童生徒健康管
理事業

教育総
務部

学校課 S33 -
　定期健康診断に併せて心臓健診等を実施
し、児童生徒の疾病の早期発見・早期治療に
努めるとともに、学習能率の向上に資する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

459
健康教育推進事
業

教育総
務部

学校課 S35 -

　学校保健の推進・安全教育の啓発に努め
るとともに、学校管理下における児童生徒の
災害に関する医療費等の必要な給付を行
い、保護者の経済的負担の軽減を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　経済状況から他の融資が困難な世帯へ
の貸付制度でもあり、継続は不可欠と考え
る。新システムへの移行により、従来の紙
台帳及び台帳作成、消し込み、システムに
よる二重管理がなくなることから、未納者対
策、償還率の向上を図ること並びに制度全
体の見直しの検討を行う必要である。

①②貸付条件や償還開始時期等の検討
検討・
見直
し

19 Ｂ

　進学を希望する生徒に公平に場を与
える当該事業の意義は高いと思われ
る。
　しかしながら、貸付額の未償還額が
年々増加しており、抜本的な債権回収に
取り組むことが急務である。
　医療費、給食費等、他の債権回収とあ
わせ、効率的なルール作りをすることも
考えられる。

　年々、申請件数は増加しており、事務処
理の効率化が必要である。

①②平成21年度からの学齢簿と連携した
就学援助システムの本稼動に向けて、平成
20年10月からシステムを仮稼動し、事務処
理の効率化を図る。

検討・
見直
し

現状
維持

20 Ｂ

　学校保健法に基づき、学校に校医・歯
科医・薬剤師を配置する事業で、市の医
師会、歯科医師会、薬剤師会からの推
薦を受け、委嘱している。校医等の職務
は「執務状況調査一覧表」で報告を受け
ているが、医師会等ともさらに連絡を密
にし、今後とも校医等推薦にあたっての
協力を継続的に得て、児童・生徒の健康
管理に資していただきたい。

○人間ドック受診者を含む有所見率の算定
及び特定健康診査対象者の健診結果の把
握
○メンタルヘルス対策及び生活習慣病対策

①平成21年度は人間ドック受診者を含む健
康診断結果及び特定健康診査結果の有所
見率を把握して、教職員の健康状態の把握
と課題の分析を図っていく。
②人間ドック受診者を含む健康診断結果及
び特定健康診査結果をより正確に把握する
ために、保険者と調整しながらデータの電
子化を目指し、分析調査の実施を図ってい
く。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　教職員の健康管理は特に重要である
が、定期的な健康診断や特定健康診査
結果を一元管理し、健康管理に役立て
る情報管理の仕組みを作り、健康状況
の分析に取り組まれることを期待する。
　なお、メンタルヘルス面での取組につ
いては、産業医とも連携し、制度や仕組
みにこだわらず、身近で信頼関係のある
者に相談できるようにするなど、積極的
な対策をしていただきたい。

　効率的なデータ管理をするためのＯＡ化、
また、有所見者への対応等について検討
が必要である。受診者率の達成度の向上。

①②事務処理システム化の検討
検討・
見直
し

20 Ｂ

　心臓健診、検尿、検便、結核等の健
診・検査を行う事業でる。児童・生徒の
健康管理は家庭の義務であり、定期健
診を学校として実施すべきかどうかとい
う議論もあるが、疾病の早期発見に寄与
している面もあり、保護者と協力して早
期発見治療に努めていただきたい。これ
らの健診結果を効率的に管理するシス
テム化を検討し、検査結果等を分析し、
専門家の協力を得て、予防対策につな
げることを検討いただきたい。

　原則は任意加入となっているが、公立学
校の児童生徒の加入は概ね100％である。
事務処理の効率化が必要である。

①②学校給食管理システムと連携し、徴
収、給付事務の一元管理の検討

検討・
見直
し

20 Ｂ

　スポーツ振興センターへの児童生徒の
学校管理下での事故等に対する給付保
険であり、掛金の半額を市が負担するこ
とは妥当と思われる。しかし、掛金の現
金徴収を教員が扱っており、負担軽減の
ためにも、料金徴収、給付等の事務の
効率化が必要と思われる。
　なお、保険給付申請状況等を分析する
事により、事故発生情報の把握が可能
となる。分析結果を教育現場にフィード
バックし、安全対策に生かす仕組みを確
立していただきたい。
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460 医療扶助事業
教育総
務部

学校課 S33 -

　学校定期健康診断の結果、治療の指示を
受けた学校病（学校保険法施行令第7条で定
める疾病）の治療費の一部を要保護、準要保
護者に助成し、保護者の経済的負担の軽減
を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

461
幼稚園就園奨励
費補助事業

教育総
務部

学校課 S47 -
　幼児期の集団生活を通して社会性を身に
つけるため、幼稚園への就園を奨励するとと
もに、保護者の経済的負担の軽減を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

462 幼稚園振興事業
教育総
務部

学校課 H1 -
　私立幼稚園の教育環境の保持及び向上を
図り、幼稚園教育の振興に資する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

463
給食センター施設
管理事業

教育総
務部

給食課 S44 -
　学校給食センタ－における衛生管理・安全
管理を行うため、調理機器やボイラーなど、
施設の適正な管理を行う。

高 低 高 高 (b) (b) (a) (b) (b) Ｂ

464
給食センター施設
改修事業

教育総
務部

給食課 S44 -
　学校給食を安定して継続的に提供するた
め、学校給食センタ-の施設・設備の改修を
行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

465
学校給食運営委
員会運営費

教育総
務部

給食課 S44 -

　学校長7名・ＰＴＡ3名・学校医2名・学校歯科
医2名・学校薬剤師2名・保健所長1名・知識
経験者2名・公募による市民2名からなる委員
をもって構成する学校給食運営委員会を組
織し、学校給食の適正な運営に資する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

466
臨時職員配置事
業

教育総
務部

給食課 S44 -
　調理業務職員の欠員分等を補完・確保する
ため、調理経験者や有資格者を配置する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要
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担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　財政面での負担はあるが、治療を促進す
るために事業の実施は不可欠である。ま
た、手処理で行っている事務処理の効率化
が必要である。

①②就学援助システム導入による一元管
理。

検討・
見直
し

　データの効率的な管理が必要。交付申請
から補助金決定に至るまでに手作業が多
く、事務処理に時間がかかる。

①②国の制度改正に伴う事務処理に対し、
柔軟に対応できるシステムの開発。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　国の補助金制度に従い実地している
事業である。少子化対策の意味もあり、
事業の必要はある。対象園児数の6400
人、市内２６園、市外４０園の事務処理を
効率的に実施することが課題である。学
校業務全体のシステム化を検討する教
育委員会総合システム検討会での検討
結果をふまえ、市の全体 適視点によ
る業務の効率化を検討して頂きたい。

　公立の幼稚園がないことから、私立幼稚
園児と保育所児に対する市からの支援に
ついて、バランスをとる必要がある。

①②私立幼稚園と保育所に対する、市から
の支援のバランスが適正か検討。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　私立幼稚園の教育環境の維持及び向
上を図るため重要性を増している。継続
（維持）の方向で進めていくことが必要で
ある。２６私立幼稚園の管理等事務処理
の改善による効率性向上を図っていた
だきたい。

　学校給食を継続提供するために、衛生管
理の強化に努めながら、効率的・合理的な
運営が求められている。

①②厳しい財政状況であるが、施設の管理
上不可欠な事業であるため、安全と衛生管
理の強化に努め、効率的・合理的な運営を
図る。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　安心、安全な給食を提供するために適
切な施設管理を行うことは、重要な事業
であり、今後適宜更新していく必要があ
る。更新にあたっては、学校給食事業の
効率性を勘案し、全面委託方式を視野
に入れた施設更新計画を検討する必要
がある。

　学校給食を安定して継続提供するため
に、安全・衛生管理の強化が求められてい
る。経年により老朽化した施設設備の更新
や改修等を計画的に実施する必要がある。

①②厳しい財政状況であるが、施設の管理
上不可欠な事業であるため必要な財源確
保を図るとともに効率的・合理的な運営に
努める。
　衛生的で安全な施設運営をするためには
施設設備の改修は不可欠だが、多額の経
費を必要とすることから、順次改修する計
画を立てていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　市内45校の給食を供給する3つの給食
センターの役割は大きく、学校給食を安
定して継続的に提供することは不可欠で
ある。しかし、給食センターの機器・設備
の老朽化に伴い、改修・修繕にコストが
かかる現状がある。当該事業は、機器・
設備の改修・修繕に関する事業だが、機
器・設備の買い替え、改修・修繕、清掃・
定期点検など施設維持の総合的視点で

適化を図ることが重要である。
　さらに、成果の指標が、改修・修繕の
実施件数／全体計画件数となっている
が、適切な機器・設備の買い替えや清
掃・定期点検を行い、改修・修繕の実施
件数・コスト減を図ることも重要である。

　議題に対する意見が少なくなっているた
め、専門分野の委員に前段で説明の機会
を設けるなど運営に工夫をする余地があ
る。

①②委員から意見を聴き、会議の運営方法
を改善する。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　学校給食運営委員会の運営が、形骸
化している感がある。
　委員会の本来の使命（ミッション）を明
確にし、市が主体的に検討課題を与え、
活動の成果を評価できるようにする。

　地方公務員法の関係から短期雇用となっ
ている現状であり、資質の確保が課題であ
る。また、特に年度当初は一時に多くの人
員が必要となるためその確保が難しくなっ
ている。

①②臨時職員に対する体系的職場研修を
実施し、衛生･安全等の教育を雇用時に実
施していく。

検討・
見直
し
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467

学校給食調理事
業
(旧学校給食内容
充実事業)

教育総
務部

給食課 S44 -

　児童生徒に魅力ある給食を提供するため、
地域の特色を生かした郷土料理や地場産野
菜を活用した献立を作成するとともに、衛生
的で安全な調理を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

468 衛生管理事業
教育総
務部

給食課 H9 -

　衛生管理の徹底を図るため、「学校給食衛
生管理の基準（文部科学省）｣に基づき、施
設・食材の点検や給食従事者の細菌検査な
どを実施する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

469 備品整備事業
教育総
務部

給食課 S44 -
　給食センタ-および小中学校の各種給食用
備品の老朽化等に対応するため、調理用機
械器具や牛乳保冷庫・配膳台の整備を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

470 給食研究事業
教育総
務部

給食課 S44 -

　学校給食における献立・調理技術等の向上
を図るため、調理研究や各種研修会に参加
し、職員の資質向上を図る。また、学校ＰＴＡ
に研究委嘱を行い、家庭・学校との連携によ
る食指導の向上を図る。さらに、教師と栄養
士とが協力するＴＴ授業方式等を活用し、月1
回以上の食指導を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

471 給食扶助事業
教育総
務部

給食課 S32 -
　保護者の経済的負担を軽減するため、経
済的理由により就学困難な児童生徒の保護
者に対し、給食費を援助する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

472
社会教育委員運
営事業

生涯学
習部

生涯学
習課

S30 -
　すべての市民があらゆる機会、あらゆる場
所を利用して、自ら実生活に即する文化的教
養を高め得るような環境を醸成する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

473
人権教育推進事
業（社会教育）

生涯学
習部

生涯学
習課

S52 -

　すべての市民が、同和問題をはじめとする
あらゆる人権問題に対する正しい理解と認識
を深め、社会に存在する差別意識の解消を
図り、人権尊重の精神に立って行動すること
ができるように人権教育・啓発を一層推進す
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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度
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評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　飽食の時代とも言われている現在、子供
たちに対する食育が求められており、指導
の方法が課題となっている。また、食に対
する「安全・安心」の確保が急務となってい
る。

①②郷土料理・地場農産物を積極的に活
用していく。学校給食を「生きた教材」として
活用するため、給食時間を中心に学校訪問
を実施する。
埼玉県でも平成18年度からは単独調理校
への、平成19年度からは給食センターへの
栄養教諭の配置が一部始まっており、食指
導のための質の充実に努めていく。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　学校給食の内容を充実させることは重
要な事業である。現在、配送業務の委託
は行われているが、調理の委託化を含
めたコストダウンの具体化、調理の工夫
や食育指導にもとづく残食率の低下を図
ることが大切である。また、コスト把握と
しては、食材費、委託費、施設管理費、
減価償却費、職員人件費も含めたトータ
ルコストを認識する必要がある。

　食に関する安全確保は国の施策として整
備されるものであるが、検査体制の水準の
向上が必要である。

①②国・県の動向を注視しながら、衛生管
理の徹底に努める。保健所、薬剤師などの
外部からの衛生監視を積極的、定期的に
実施する。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　国や県の指針・基準に基づき、必要不
可欠な衛生管理を実施している事業で
ある。学校給食の衛生管理の徹底を図
るため、引き続き、国や県の指針・基準
などの動向に注目しながら衛生管理に
努めてほしい。

　学校給食を安定して継続的に提供するた
めの安全・衛生管理強化が求められてい
る。経年劣化した備品を計画的に整備する
必要がある。

①平成20年度に第二給食センターの洗浄
機が更新されることに伴い、平成21年度も
施設設備更新のための予算の確保に努
め、安全・衛生管理の強化を図る。
②学校給食を安定して継続的に提供するた
めに、老朽化の激しい機械設備を計画的に
更新・整備していく必要がある。

検討・
見直
し

　食育は学校・家庭・地域との連携が必要
であり、その共通認識をより広めることが課
題となっている。

①②栄養職員を中心に食育指導を充実し
ていく。また、食育専門の栄養教諭制度が
整備されていく中で、長期的に取り組んで
いく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　児童・生徒の食育を家庭・地域と連携
して展開する必要がある。今後は長期
的視野も取り込みつつ、効率性（１食当
たりコスト等）や効果性（残菜率等）の指
標も加味して具体的な研究事業に携わ
る必要がある。

　現下の経済・雇用状況を反映し、申請・認
定者は増加する見込みである。また、4,000
件を超える申請に対して手処理で事務を
行っているため、電算化システムを構築し
て効率化を図る必要がある。

①業務の効率化を図る点から、平成20年度
は予算を小学校費・中学校費の就学援助
事業に統合した。
②平成20年度に就学援助システムの構築
が予定されているが、教育総務部として総
合的な見地から給食管理システムを含めた
電算システムの構築を目指す。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　小学校・中学校の就学にかかる業務を
総合的に管理する「教育委員会総合シ
ステム」を計画中とのことである。住民基
本台帳と学齢簿の管理を統合するなど、
市民窓口の一本化、業務の効率化の観
点から大いに期待する。
　また、就学援助制度の情報システム化
を進めており、給食扶助費も就学援助シ
ステム（学校課管理）に一本化されること
も評価できる。
　当該事業は、就学援助制度が実費で
援助世帯に振り込む関係上、学校給食
費を給食課で把握せざるを得ず、「教育
委員会総合システム」完成までは、現行
通り継続する必要がある。

現状
維持

　すべての市民が同和問題をはじめ、様々
な人権問題を自分自身の問題として捉え、
自ら積極的に学ぼうとする意識づくりができ
るかが課題。

①平成21年度は資料等を充実し、人権教
育・啓発を推進する。
②講義形式のみの学習ではなく、参加型の
学習プログラムを組み入れていきたい。

検討・
見直
し
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474
各種学級・講座開
催事業
(公民館)

生涯学
習部

生涯学
習課

- -

　市民の多様なニーズに対応するため、各年
代に応じた学習機会を提供し、豊かな市民生
活が行われるように、各種学級・講座・講習
会等を行う。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

475
ＩＴ講習会開催事
業

生涯学
習部

生涯学
習課

H12 -
　すべての市民がＩＴ（情報通信技術）に十分
対応できるよう操作技術の向上と普及を図る
ため、講習会を開催する。

高 高 高 高 (d) (b) (b) (b) (b) Ｂ

476
社会教育団体支
援事業

生涯学
習部

生涯学
習課

- -

　社会教育団体の目的遂行のための事業活
動が自主的・主体的にできるよう、また、健全
かつ適切に事業展開が図れるよう支援を行
う。
  連合婦人会会員数880人、ＰＴＡ連合会会員
数　23,666人

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

477
生涯学習推進事
業

生涯学
習部

生涯学
習課

H13 H22

　第２次越谷市生涯学習推進計画に基づき
越谷市生涯学習推進市民委員会を推進母体
として、市民の学習ニーズに合わせた市民と
の協働による生涯学習の環境づくりの充実を
図る。

高 低 高 高 (a) (b) (a) (b) (b) Ｂ

478
文化総合誌「川の
あるまち」発行事
業

生涯学
習部

生涯学
習課

S57 -

　市民に文芸創作活動の発表の機会を提供
するとともに、越谷の文化について広く市民
の交流を図り、豊かな教養と人間性を養い、
誇り高い文化を育む一助とする。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

479
展覧会開催事業
（市展）

生涯学
習部

生涯学
習課

H12 -

　日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の6部門
を対象に作品を公募し、審査により入選以上
の作品を公開展示するもの。この事業は、芸
術の質的向上を図るとともに芸術文化の振
興に貢献していくことを目的としている。

高 高 高 高 (a) (d) (b) (b) (b) Ｂ

480
市民文化祭開催
事業

生涯学
習部

生涯学
習課

S44 -
　文化に対する理解を深めるとともに、豊か
な教養と人間性を養い、地域文化の向上に
寄与する。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要
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担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　高齢社会の到来や国際化・情報化等、社
会情勢の急激な進展により、学習要求は高
度化・多様化している。市民の多様なニー
ズを的確に把握し、各種学級・講座等を開
催する必要がある。

①②公民館は、地域の生涯学習の拠点施
設であり、「いつでも、どこでも、だれでも」ラ
イフスタイルやライフステージに応じて主体
的に学ぶことができるよう、引き続き学級・
講座を開催する。また、団塊の世代を視野
に入れ、地域デビューのきっかけとなるよう
な講座も併せて開催し、学習環境の充実を
図っていく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　平成１７年度実績として２１５事業、
29,688人の参加を得ている実績を評価
表に記載するべきである。運営協力委
員会を通じての、市民の要望、意見を取
り入れる仕組みは、評価できる。今後
は、ＮＰＯ団体等の協力を得て、講師の
確保と新規講座の企画を推進する仕組
みを検討されたい。生涯学習の拠点とし
てのさらなる拡充を望む。

　開催方法等の検討が必要。

①高度情報化社会の進展など、パソコンの
普及に伴い、本事業に対する期待度は大き
い。受講者から好評を得ていることから、今
後も改善するところは改善し、発展するとこ
ろは発展させ、内容の充実に務めていく。
②パソコンの講習を通して、市民同士の親
睦を深めるとともに、パソコン技術の向上を
図る。そして、市民が情報社会に積極的に
参加できるように行政が後押しする。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　初級者講座に特化し、市民にパソコン
操作をするきっかけ作りをする意義は認
められる。
　講習会参加者のネットワーク作りなど
の支援も期待したい。
　当面は事業を継続するも、中長期的に
公民館などの自主事業とのすみわけを
見直すなど、検討・見直しを図るべきで
ある。

　市民の要望を取り入れた魅力ある活動と
なるよう、事業内容を見直していく必要があ
る。

①②平成21年度は事業内容を見直して、活
動の活性化を図っていく。

検討・
見直
し

19 Ｂ

【⑰連合婦人会助成金】
　当該事業の有意性は認められる。
　今後、社会教育団体が自主的・主体的
に事業展開できるように健全かつ適切
に都度、助成額を見直しながら支援する
ことが重要である。

　生涯学習の推進母体である生涯学習推
進市民委員会の活性化を図る。

①②今後ますます多種・多様化・高度化す
る生涯学習に関するニーズに的確に対応
するため、生涯学習推進市民委員会を中
心として、市民との協働により、関係機関・
団体との連携のもと、ライフステージに応じ
た多様な学習機会の拡充を図るとともに、
豊かな学習環境づくりを推進し、生涯学習
社会を実現していく。

検討・
見直
し

　購読者の固定化、高齢化が見られる。若
年層の購読もあるものの、多くの市民に受
け入れられるようPRを図る必要がある。

①事業は、広報誌、ポスター・ホームページ
での周知に加え、若年層への周知に向けて
広報手段を検討する。
②幅広い層の方に購読していただけるよう
に、他市を参考にして紙面水準の向上を図
る。

検討・
見直
し

16 Ｄ

　民間の自由な文化芸術活動に委ね、
市はそれを側面的に見守るに留めてい
ただきたい。市場性のある原価、販売価
格を設定していただきたい。宣伝広告の
掲載等、事業収入の方策も検討してい
ただきたい。

　市の文化レベルの向上を図るために必要
な事業だが、展覧会を自主運営できる組織
の確立が必要。

①自主運営を実現させるための組織と運営
の方法を協議していく。
②市民の芸術活動の普及を図り、芸術文
化活動の成果発表の場となるよう、自主運
営を行なうための対応を図る。

検討・
見直
し

　出品・出演を希望している個人や団体は
増加しており、抽選をするなどして参加人
数・参加団体を調整しなければ、現在の開
催日程では希望者全員が出演することは
困難となっている。

①開催日程で調整ができるように抽選を行
い、個人参加者・団体参加者の増加に対応
する。
②市民文化の祭典として、また文化に親し
む市民の成果発表の場として充実するよう
に、文化祭の開催・運営方法を他市などを
参考にしつつ検討する。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　来場者が12,000人となる大きなイベント
である。市民参加による実行委員会をボ
ランティアにより運営しており評価でき
る。参加者が年々増え続けている中で、
収容施設は限られており、限界に達しつ
つある。参加費を徴収するなど運営方針
の再検討が求められる。また、市の方針
との調整を前提にパンフレットへの広告
掲載など、経費縮減方法を検討し事業
の拡大を目指すべきである。

136/158



137/158

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

(4)
妥
当
×
有
効

8.個別評価結果 9.クロス分析結果

(4)
貢
献
度

(3)
有
効
性

(5)
事
業
×
直
接

(3)
妥
当
×
効
率

(2)
同
×
廃・
縮

(1)
受
益
×
負
担

(2)
効
率
性

(1)
妥
当
性

1.
番
号

2.事業名 3.部名 4.課名

5.
事
業
開
始
年
度

6.
事
業
終
期
年
度
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481
伝統芸術文化振
興事業

生涯学
習部

生涯学
習課

H2 -
　市民に日本の伝統芸術文化や古典芸能の
舞台を身近に鑑賞・学習する機会を提供す
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

482
日本文化伝承の
館運営事業

生涯学
習部

生涯学
習課

H5 -
　伝統文化の振興、市民文化の向上、地域コ
ミュニティの推進のため、施設の効率的な運
用と利用促進を図る。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

483
文化振興支援事
業

生涯学
習部

生涯学
習課

H4 -
　社会教育関係団体として文化活動の活性
化を図れるよう支援をする。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

484
文化財調査委員
運営事業

生涯学
習部

生涯学
習課

S33 -
　すべての市民が市内にある文化財に親し
み、それを利用した学習機会に恵まれるよう
な文化的環境を醸成する。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

485 文化財調査事業
生涯学
習部

生涯学
習課

H6 -

　開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に指定さ
れている場合、開発事業地内の埋蔵文化財
を破壊から守るため、事前に試掘調査・現状
保存等の対策を講じる。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

486
文化財施設管理
事業

生涯学
習部

生涯学
習課

- -

　文化財施設を適正に管理することによって
歴史的建物を後世へ保存・継承するととも
に、学校教育や生涯学習・郷土学習等にお
いて利用していただくために一般公開を行い
施設の活用を図る。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ
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10.総合評価 13.外部評価
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外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　成果は上がってきているが、芸術文化活
動の向上に向け、さらにPRを図っていく。

①事業は、広報紙、ポスター、ホームページ
で知らせているが、平成21年度に向けミニ
コミ紙なども含めいろいろな広報媒体を活
用していく。
②芸術文化は人生を豊かにすることができ
る活動であり、生涯学習や余暇を充実させ
るものである。このため、事業を拡大してい
く必要がある。

検討・
見直
し

17 Ｃ

　「こしがや能楽堂」を核とした、伝統芸
術の振興は、越谷市の心豊かなまちづく
りに大いに貢献できるものと思われる。
ただ、事業の効率性、経済性および「こ
しがや能楽堂」の設備維持運営費、減価
償却費等を勘案し、より一層に設備有効
活用と受益者負担を考慮した料金設定
により、採算性改善に真剣に取り組むこ
とが強く求められている。

　県内唯一の公立能楽堂をもっとPRし、利
用促進を図る必要がある。

①平成21年度に向け、広報紙、ホームペー
ジのほかに、パンフレットを広く配布するな
どの広報活動を行う。
②能楽を市民に広め、能楽まちづくりを推
進するため、種々の事業を開催していく。

検討・
見直
し

　自主運営団体として活発な活動を展開し
ており、市の文化水準の向上に大きく貢献
している。それとともに補助金の交付だけで
なく、活動団体の自立を促す必要がある。

①平成21年度に向け文化活動のをさらなる
育成を求めていく。
②生涯学習の浸透に伴って越谷における
文化活動はさらに発展が見込まれる。ま
た、自主的な活動の充実を図る。

検討・
見直
し

20 Ｂ

【文化連盟助成金】
（内部評価：終期設定）（外部評価：終期
設定）
　市の文化事業に貢献するという事業の
重要性は十分認められる。ただし、現在
は各行事などの参加人数を把握するに
とどまり、助成金交付に対する事業成果
が十分に把握されていない。
　今後は、参加者によるアンケート調査
を盛り込むなど、事後評価を適切に行う
ことが望まれる。また、実施した事業の
成果によって、助成金の額を決めるよう
にすべきである。

　既存の文化財保護に加え、市民参加型の
文化財保護を目指す必要がある。また、文
化財調査委員会がすすんで調査・研究がで
きるような、委員会の運営を図る必要があ
る。

①②「郷土資料館の建設」については、郷
土資料館の整備方法、展示内容等を議論
するだけではなく、市内の文化財の保護・
活用や大間野町旧中村家住宅の活用等に
ついて提言をいただくなど、文化財保護行
政を推進する上での役割は大きく、今後も
審議・調査機関として十分機能していくよ
う、当委員会の円滑な運営を図っていく。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　越谷市民の精神的支柱の一つである
文化財を調査し、維持運営していくこと
は重要な事業と言える。今後、文化財の
適切な評価、保存のため学識者を中心
とした、効果的な委員会運営が求められ
る。

　埋蔵文化財に係る調査と他の文化財保
護業務との人的・事務的調整を図る必要性
がある。また、埋蔵文化財に係る自主調査
や事務がより適切に行えるよう、埋蔵文化
財担当専門職員の配置が必要と感じる。

①②文化財保護法に規定されている「周知
の埋蔵文化財包蔵地」に係る開発行為等
に対して、試掘調査等を行うなど、開発行
為との調整を図りながら、埋蔵文化財の保
護に努めていく。

検討・
見直
し

　管理体制の充実を図り、広く公開すること
により、後世に継承する。

①②施設の有効活用を図るため、NPO法
人との協働による四季にあったイベントを実
施する。また、文化財施設にふれながら学
習できる事業を検討し、積極的に開催す
る。

検討・
見直
し

16 Ｂ

　文化財施設の活用による教育効果は
高いと認識するが、適切な入場料設定、
市民参加による管理方法を検討してい
ただきたい。また、隣接市を巻き込んだ
生涯学習の一環としてより一層高い展
示効果の実現も検討していただきたい。
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487 文化財普及事業
生涯学
習部

生涯学
習課

- -
　すべての市民が市内にある文化財に親し
み、それを利用した学習機会に恵まれるよう
な文化的環境を醸成する。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

488
中村家等復元整
備事業

生涯学
習部

生涯学
習課

H14 H20

　レイクタウン事業に伴い解体部材として保
管している中村家住宅を復元する。復元した
建物は越谷市の歴史に欠くことのできない建
物として適正な維持管理を行い、後世に保
存・継承する。また、市史に関する理解を深
める良い機会となるよう、一般公開すること
ができる施設とする。さらに、市民から寄贈を
受けた約3,000点を超える民俗資料を公開、
展示、保管するための郷土資料館の建設に
ついて調査、検討する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

489 成人式開催事業
生涯学
習部

生涯学
習課

S29 -

　新成人者の地域社会への参加の機会とし
て各地区で「成人式実行委員会」を組織し、
成年に達した青年男女を祝福し、社会の一
員としての役割と責任を自覚する節目として
地域の方々とともに成人式を開催する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

490
少年自然の家施
設管理事業

生涯学
習部

生涯学
習課

S56 -

　市内の小中学校が授業の一環として林間
学校や自然教室、スキー教室を実施する施
設として、また、各種団体や一般市民が野外
活動の拠点施設として安全で快適に利用で
きるよう施設の保守管理を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

491
少年自然の家施
設改修事業

生涯学
習部

生涯学
習課

S56 -

　市内の小中学校が授業の一環として林間
学校や自然教室、スキー教室を実施する施
設として、また、各種団体や一般市民が野外
活動の拠点施設として安全で快適に利用で
きるよう施設の修繕・改修を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

492
少年自然の家運
営委員会運営事
業

生涯学
習部

生涯学
習課

S56 -
　少年自然の家の適正な運営を図るため、運
営委員会の開催及び現地視察を実施する。

高 高 低 高 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

493
少年自然の家活
動運営事業

生涯学
習部

生涯学
習課

S56 -

　市内の小中学校が授業の一環として林間
学校や自然教室、スキー教室を実施する施
設として、また、各種団体や一般市民が野外
活動の拠点施設として安全で快適に利用で
きるよう施設を運営する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　インフラ整備部分の計画を検討する。
　NPO法人などの市民団体を育成し、協働
の事業展開を図る。

①②指定文化財、郷土芸能など地域に残
る文化遺産の継承を図るため、NPO法人な
どの市民団体を育成し、それらと協働した
事業を積極的に展開する。

検討・
見直
し

19 Ｂ

【⑱越谷市郷土芸能保存協会助成金】
　越谷市の文化継承を支援していく意義
は大きい。
　指導者の高齢化の問題等を解決すべ
く、リーダーバンク制度の活用等、指導
者への支援や指導の場作りなどを強化
することが重要である。
　また、次世代を担う子供たち等が、文
化財に触れる機会作りをより積極的に
支援することを期待する。

　中村家の保存・一般公開に向け、移築復
元に係る関係法令との整合性を図っていく
必要がある。また、郷土資料館の建設につ
いては、施設内容・整備方法等を検討する
必要がある。

①②郷土資料館の整備については文化財
調査委員会の答申を尊重しつつ、中村家住
宅の復元整備については、関係各機関と連
携を図りながら、復元整備に向け、取り組
んでいく。

検討・
見直
し

　各地区実行委員会を公民館区で組織し、
成人式を実施している。新成人の要望等を
把握し、各地区独自の催し物が実施できる
ように努める。

①②今後も、新成人が社会の一員としての
役割と責任を自覚する節目として、成人式
を開催する。現在の各地区の開催を継続し
つつ、出席率のアップを図っていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　新成人が実行委員会に参加して自ら
企画運営を行うなど特徴ある成人式を
行っており、意義が認められる。
　現在の成人式に対する満足度は70%を
超えているが、アンケートの回収率が
25%程度と低い。今後は、回収率を向上
させ、さらに精度の高い情報収集のため
の工夫が望まれる。
　また、新成人に越谷市の文化を紹介す
るなど越谷市の特色を加えることが望ま
れる。

　小中学校の自然教室・林間学校、スキー
教室として、また一般市民が安全・安心に
利用できるよう、施設機能の維持・向上に
努める。

①施設設備の保守管理業者の専門的意見
を参考に、施設設備の維持・管理に努める
とともに、経年劣化等について、状況を把握
する。
②利用者の安全・安心の確保に努めるとと
もに、保守費用の削減を図る。

検討・
見直
し

　経年劣化等により、施設の維持及び修繕
等改修費用が増大している。

①施設設備の適正管理を行い、不要な費
用がかからないよう努める。
②施設設備の適正管理を行うとともに、施
設設備の経年劣化など状況を把握し、経費
削減のため計画的な修繕等改修に努め
る。

検討・
見直
し

　施設の適正な運営のための意見・提言を
もらうために、委員の資質の向上及び会議
の活性化を図る必要がある。

①近隣施設の状況等を参考に活発な意見
をいただく。
②運営委員会の意見を内容別に計画的に
具現化していく。

検討・
見直
し

　小中学校の自然教室･林間学校、スキー
教室として、また一般市民が快適に利用で
きるよう施設運営の向上に努める。

①少年自然の家運営委員会の意見や利用
者アンケートを参考に施設運営の向上に努
める。
②少年自然の家運営委員会の意見等を参
考に施設運営に係る課題解決に取り組む。

検討・
見直
し
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号

2.事業名 3.部名 4.課名

5.
事
業
開
始
年
度

6.
事
業
終
期
年
度

7.事業内容と意図

494
ふれあいの森整
備事業

生涯学
習部

生涯学
習課

S61 -

　自然環境における緑の保全や水資源のか
んよう、豊かな森林資産を次世代へ引き継ぐ
ため、分収造林制度を活用した、市民の手に
よる森づくりを推進する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

495
青少年問題協議
会運営費

生涯学
習部

生涯学
習課

- -

　青少年の諸問題に携わる関係団体の長及
び関係機関の代表で協議会を構成し、青少
年問題の解決策及び今後の在り方について
調査・審議する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

496
青少年指導相談
員運営費

生涯学
習部

生涯学
習課

- -

　喫煙・暴力行為などの非行対策と、不登校
や引きこもりなど、青少年の内面に係る問題
解決のため、関係機関との連携を図りながら
青少年対策の充実を図る。

高 高 高 高 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

497
青少年健全育成
推進事業

生涯学
習部

生涯学
習課

- -
　青少年が社会の一員として、将来の目標を
持ち、主体的に生きられるよう、青少年の健
全育成を目指す。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

498
青少年育成者養
成事業

生涯学
習部

生涯学
習課

- -

　青少年が健全に成長するためには、幅広い
分野にわたり、社会体験、自然体験等の指
導者の養成を行う必要がある。地域や青少
年関係者への指導者の派遣や親子での体験
学習機会の充実を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

499
公民館運営審議
会運営事業

生涯学
習部

生涯学
習課

- -

　公民館が実生活に即する教育、学術及び
文化に関する各種の事業を行い市民の教養
の向上、健康の増進、情報の純化を図り、生
活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する
よう調査審議する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

500
南部図書室管理
事業

生涯学
習部

生涯学
習課

H8 -
　生涯学習社会の進展に伴う学習意欲の向
上に資するため、南部図書室として建物を借
用する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　平成18年度から発生している間伐材の有
効活用について、さらに検討する。

①植栽した樹木の保護・育成に引き続き努
めるとともに、平成18年度から発生している
間伐材の有効活用を図り、その利用状況や
効果を把握する。
②間伐材の有効活用について、小中学校
のほか市内公共施設や関係機関・団体と
連携を図り、検討していく必要がある。

検討・
見直
し

　青少年の健全育成及び非行防止は、学
校・家庭・地域などが連携して対応する必
要がある。複雑に多様化する青少年問題
の現状と課題を把握し、中長期的視点で取
り組む必要がある。

①平成20年度において提言された、具体的
な対応策の具現化に向けた取組について
協議する。
②具体的対応策の実践に向け、各関係団
体・関係機関と連携、強化を図っていく。

検討・
見直
し

　青少年や保護者が持つ、非行や健全育
成上の悩みは、複雑、多様化している。相
談機関も学校、児童相談所、少年サポート
センター等、それぞれの相談機関で実施し
ているが、内容に類以性がある。

①各相談機関が、定期的に打合せ会議を
開催するなど多様化する相談の問題解決
の充実に努める。
②近年の相談内容は、不登校や引きこもり
等の心の悩み相談が増加している。相談者
から信頼されるために相談員の研修の実
施や関係機関との相互連携を図っていく。

検討・
見直
し

　情報化社会の進展により、青少年を取り
巻く環境は、凶悪犯罪の低年齢化、不登
校、児童・生徒の安全対策など、問題・対策
が複雑、多様化しており、関係団体・関係機
関との更なる連携・強化に努めていく必要
がある。

①子どもたちが、地域で安全・安心に活動
できるよう見守り活動を推進していく。
②子どもたちに関わる重大事件の続発等、
青少年の問題行動の深刻化や地域・家庭
の教育力の低下等に対応するため子ども
たちが、安全・安心に活動できるよう健全な
環境づくりを推進する。

検討・
見直
し

　講習を受けたジュニアリーダー、シニア
リーダー、レクリエーション指導者には、既
に青少年関係事業に派遣、協力をいただい
ているが、より多くの人材を活用できるよう
にする必要がある。

①青少年関係者への指導者の派遣、体験
学習機会の提供について、より一層の充実
を図る。
②次代を担う青少年が、豊かな心をはぐく
み社会の一員として自己実現できるよう、
活動の充実・整備を図っていく。

検討・
見直
し

　多様化・高度化する市民の学習ニーズの
現状と課題を把握し、更なる社会教育・生
涯学習機能の充実が必要である。

①市民が「いつでも、どこでも、だれでも」ラ
イフスタイルやライフステージに応じて主体
的に学ぶことができるよう、審議会において
積極的に協議していく。
②市民が自ら進んで学習できる環境づくり
を推進するとともに、広範な生涯学習を積
極的に展開し、生涯学習社会の実現を目
指し、学習環境の充実を図っていく。

検討・
見直
し

現状
維持
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度

7.事業内容と意図

501
青少年団体育成
事業

生涯学
習部

生涯学
習課

- -

　青少年団体自らが自主的に活動できるよう
支援する。また、団体の活動が地域や学校と
連携しながら地域に密着した青少年育成活
動の充実を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

502

運営委員会運営
事業（旧地域子ど
も教室推進事業・
青少年健全育成
事業から分離）

生涯学
習部

生涯学
習課

H19 -
　越谷市放課後子ども教室推進事業の適正
な推進を図るため、運営委員会の開催等を
実施する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

503

教室運営事業（旧
地域子ども教室推
進事業・青少年健
全育成事業から
分離）

生涯学
習部

生涯学
習課

H19 -

　放課後及び週末における子どもたちの安全
で安心な活動の拠点となる居場所を整備し、
異年齢の子どもたちの交流、地域の大人と
の交流及び子どもたち自身の意思によるの
びのびとした活動を通じ、心豊かなたくましい
子どもたちを育むとともに、地域の教育力の
活性化を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

504
コミュニティセン
ター管理事業

生涯学
習部

生涯学
習課

S54 -
　市民の明るく豊かな近隣社会の形成と文化
生活の向上に資するため、コミュニティセン
ターの効率的運用と利用促進を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

505
屋外体育施設管
理運営事業

生涯学
習部

体育課 S59 -

　屋外体育施設の効率的な管理運営並びに
備品等の管理を効果的に行い、利用者の安
全管理、利用促進及びサービスの向上を図
るため、指定管理者制度に基づき、市民球
場、弓道場、総合公園庭球場、しらこばと運
動公園競技場・庭球場・野球場・ソフトボール
場の施設の管理運営を行う。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　少子化に伴い、参加者、参加チーム数が
減少傾向であるため、より参加率を高める
事業の企画、運営を図る必要がある。

①子どもを取り巻くすべての人が、子どもた
ちとのかかわりを見直し、家庭、学校、地
域、青少年育成団体との緊密な連携を図っ
ていく。
②地域や団体の実情にあわせて、活動の
支援や指導者や団体の育成を図っていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　少子化が進展する中、子ども会、ボーイスカ
ウト、ガールスカウト、いずれの組織において
も加入者数が減少してきている。今後は、各
組織が自立した運営ができるよう、助成金を
主体とした事業から、指導者の育成や組織か
らの相談に乗るなどソフト面の強化を図る方
向に向かうことが望まれる。
【越谷市子ども会育成連絡協議会交付金】
（内部評価：減額(縮小)・終期設定）
（外部評価：減額(縮小)・終期設定）
　現行でも子供会の加入率は約40%にとどまっ
ている。少子化の進展、保護者の地域活動参
加に対する意識の変化等により、今後とも子
供会に加入する児童の数は減少することが予
想される。現在の予算額にこだわることなく、
子供会への加入数、加入率などの推移を確
認しつづけ、柔軟に予算額を見直すことが望
まれる。
【ボーイスカウト助成金】
（内部評価：減額(縮小)・終期設定）
（外部評価：減額(縮小)・終期設定）
　ボーイスカウトの登録人数は、ここ数年、激
減してきている。ボーイスカウトは、花火大
会、市民祭り、ユニセフの募金活動など社会
貢献を積極的に担っているが、助成金の性質
から、特定の団体に偏らないことが求められ
るため、本事業のあり方について見直す時期
にきている。
【ガールスカウト助成金】
（内部評価：終期設定）
（外部評価：減額(縮小)・終期設定）
　ガールスカウトの登録人数は、ここ数年、激
減してきている。ガールスカウトは、綾瀬川の
水質調査など社会貢献を積極的に担っている
が、助成金の性質から、特定の団体に偏らな
いことが求められるため、本事業のあり方に
ついて見直す時期にきている。

　平成19年度より取り組んでいる事業であ
り、現状では行政、学校、放課後児童クラブ
や社会教育・児童福祉関係者等が委員とな
り、「放課後子ども教室推進事業」の適正な
推進を図るため、各種課題等について協議
する等、当初の予定に基づき進行してい
る。今後も更なる「放課後子ども教室推進
事業」の拡充を図るため各種課題等へのご
意見・ご提言等をいただく。

①平成21年度についても子どもたちの健や
かな成長を育むための「放課後子ども教室
推進事業」を円滑に推進できるよう、開催し
て行く。
②中長期的にも「放課後子ども教室推進事
業」の円滑な推進には、関係等からの提言
をいただくことが不可欠なことから、充実に
努めていく。

検討・
見直
し

　総合的な子どもたちの居場所づくりを推進
する観点から、趣旨、目的は異なる事業で
はあるが、「学童保育室」等との連携が課
題となっている、平成19年度については、テ
ストケースとして年6回の連携事業を実施し
た。また、より多くの子どもたちの受け入れ
をするには、ボランティア指導者の増員や
広いスペースの確保が必要となることから、
今後も広くボランティアを募集し、また、関
係者と協議しながらスペースの確保に努め
ていく。

①平成21年度についても拡充を図ってい
く。
②少子高齢化や核家族化、さらに一人で遊
べるゲームの普及等から現代の子どもたち
には、異年齢の子ども同士の遊びや地域
の大人との交流等が不足し、結果としてコ
ミュニケーション能力の低下が懸念されて
いる。このような課題に対応するため「放課
後子ども教室」では、地域のボランティアの
方々に参画いただき、「相手の意見を聞く」
「自分の考えをしっかり伝える」等、交流活
動・体験活動の場として市民との協働によ
り拡充に取り組んでいく。

検討・
見直
し

現状
維持

　施設及び設備の老朽化に伴う維持管理
費の増加が見込まれる。

①公園緑地課と連携を図り、屋外体育施設
の整備を計画的に行っていく。
②定期的な整備の実施により、利用者の増
加を図っていく。

検討・
見直
し
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506
江戸川運動公園
管理事業

生涯学
習部

体育課 S60 -
　江戸川運動公園野球場（4面）の管理を委
託し、施設の利用促進を図る。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

507
越谷市民プール
管理運営事業

生涯学
習部

体育課 H14 -

　市民の健康増進と体力向上を図るため、指
定管理者制度に基づき、越谷市民プールの
積極的な利用促進及び管理運営を効率的に
行う。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

508
体育指導委員活
動充実事業

生涯学
習部

体育課 S33 -
　教育委員会主催事業の実施や生涯スポー
ツ講座の講師、自治会や各種団体への講師
を派遣し、スポーツの振興を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

509
スポーツ教室等開
催事業

生涯学
習部

体育課 S59 -

　気軽に健康・体力づくりができる場として、
講座・教室等を開催し、生涯スポーツの普及
を図り、市民の健康・体力の維持増進を目指
す。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

510
スポーツ振興審議
会運営事業

生涯学
習部

体育課 S46 -

　スポーツ振興法の規定に基づきスポーツ振
興審議会を設置し、スポーツの振興に関する
事項について、調査審議をいただき、スポー
ツの振興を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

511
スポーツ・レクリ
エーション推進事
業

生涯学
習部

体育課 - -

　スポーツ講演会、体力テスト、なわとび大会
などの運営、また、各種大会等の参加者傷
害見舞金の支給等の事業を実施し、スポー
ツ・レクリエーションの推進を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　施設利用が休日に集中し、平日の利用が
極端に少ない。

①②　平日利用の促進を図る。平日の利用
促進については、青少年のスポーツ振興と
活動場所の確保の観点から、夏休み期間
中の少年野球などの、利用を図るなどPRに
努める。

検討・
見直
し

　指定管理者により、管理運営面での課題
は減少しているが、利用者のニーズに応え
られるよう、施設の整備等が必要である。

①指定管理者の自主事業の見直しなどに
より、参加者の増加を目標に利用促進を
図っていく。
②より安全で快適に施設を利用していただ
くため、指定管理者と連携を図り、計画的な
設備の保守、改修を図っていく。

検討・
見直
し

　スポーツ・レクリエーションの振興のため、
ニュースポーツの普及等の主催事業を実施
しているが、事業実施後の普及策や継続方
法について検討が必要である。
地域におけるスポーツ活動への支援者、指
導者として、活動機会が少ない。

①ニュースポーツの普及に向けた活動を推
進する。事業の普及策や継続方法につい
て検討し、生涯スポーツの振興を図る。指
導者要請に対応した、指導者派遣の充実を
図る。
②市民の交流と健康・体力づくりが進めら
れるよう、スポーツ・レクリエーションの活動
機会の充実を図る。

検討・
見直
し

17 Ｃ

　スポーツ・レクリエーション事業の充実
により、心豊かなまちづくりを推進するこ
とは重要であり、そのための指導員を生
涯スポーツ講座やスポーツ教室に派遣
することは、これまで十分意義を持って
いた。しかし、スポーツ・レクリエーション
の大衆化が浸透した今日では、必ずしも
スポーツ指導に公が関与する必要性は
少なくなってきており、今後、類似事業と
の統合も踏まえた検討を行うべきであ
る。

　参加者に対し、受益者負担の観点から、
参加費の徴収することについて見直しの余
地がある。

①受益者負担の観点から、参加費の徴収
を検討する。
②市民ニーズに応じた参加しやすい教室・
講座の開催方法を検討し、スポーツ・レクリ
エーション活動の充実を図っていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　市民の健康増進のためにスポーツ参
加意識を向上させるための当事業の意
義は大きく、また提供されている教室や
講座の満足度が高いことは評価できる。
現在の課題は、高齢者特に男性の参加
が女性に比べて少ない事ではないだろう
か。男性や高齢者、初心者を気軽に参
加させるための新しいスポーツ、軽ス
ポーツ等種目の充実の検討が求められ
る。
　また、参加者にスポーツを継続させる
ことをねらいとして、週ごとのエクササイ
ズ数を把握し合うなど、参加者の励みに
なるようなプログラムの検討もお願いし
たい。

　審議会委員の構成について、越谷市審議
会の設置及び運用に関する要綱及び審議
会等の委員への女性登用推進要綱に定め
る公募委員の選任、女性比率が要綱の基
準を達成していない。

①公募委員の選任20％、女性比率35％の
委員構成の適正化を図る。
②生涯スポーツの振興のため、事業の実
施状況などから、今後のスポーツ・レクリ
エーションの振興の施策等について、広く
意見を聞く。

検討・
見直
し

　事業の成果をより良いものとするため、講
演会の開催方法等について、見直しが必要
である。

①講演会の運営、進行などの開催方法に
ついて、検討する。
②講演会事業の充実を図ることにより、ス
ポーツへの関心の高まりや活動への取り組
みの向上を促進する。
※2年任期の13地区スポーツ･レクリエー
ション推進委員会委員の記念品代を隔年で
計上している。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　スポーツ講演会、スポーツリーダーバ
ンク登録、体力テスト、なわとび大会の
運営、また競技参加者への障害見舞金
の支給等、スポーツ・レクリエーション振
興の事業である。
　今後、後援ないし共催団体である体育
協会やレクリエーション協会との役割分
担、すみわけを検討し、各種団体に事業
を委託することも考慮していただきたい。
　また、生涯スポーツ振興計画を踏ま
え、各活動状況を分かりやすく取りまと
めた越谷スポーツレポート（仮称）の発
行等により一層市民の健康・体力づくり
の啓発に努められてはどうだろうか。ま
た、成果指標を設定し、定量的効果の公
表にも努めていただきたい。
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512
市立体育施設管
理事業

生涯学
習部

体育課 S36 -
　地域体育館の維持管理を行う上で、法令等
で定められた点検等を適正に実施する。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

513
市立体育館施設
改修事業

生涯学
習部

体育課 H15 -
　施設の維持管理及び利用者の安全管理を
踏まえ、日常の点検を徹底し、必要な箇所の
修繕、改修を行い、サービス向上を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

514
市立体育館管理
運営事業

生涯学
習部

体育課 - -

　地域体育館（併設の庭球場も含む）の夜間
の鍵開閉業務及び体育館の個人開放事業
の運営等を私人に依頼することで、効果的か
つ経済的な管理運営を行う。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

515
総合体育館管理
運営事業

生涯学
習部

体育課 S62 -
　総合体育館の管理運営を効率的に行うた
め、指定管理者制度に基づき、管理運営を図
る。

高 高 高 高 (a) (b) (b) (b) (b) Ｂ

516 市民体育祭事業
生涯学
習部

体育課 S31 -

　市民の交流と健康づくり、体力づくりを促進
するとともに、スポーツ・レクリエーション宣言
都市として、健康で明るく豊かな市民生活の
形成と市民文化の発展を目指す。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

517
スポーツ・レクリ
エーション団体支
援事業(統合)

生涯学
習部

体育課 S44 -

　越谷市体育協会、越谷市レクリエーション
協会、越谷市ゲートボール協会の事業を奨
励・推進するための3協会に対する補助事
業。補助することにより、主催事業の自主的・
自発的な運営を望む。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要
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担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　施設及び設備の老朽化が進み、維持管
理費の増加が見込まれる。

①施設、設備及び備品等の維持管理や保
守点検の充実を図っていく。
②老朽化の著しい第1・第2体育館について
は、建て替え等も検討する。
②北体育館については、耐震化に向け、検
討する。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　市内4地区にある5体育館の施設管理
業務で、光熱水費、保険料、保守点検等
の委託料、土地の借上料の管理業務で
ある。
　委託料については、相見積もりをとっ
ているが、再任用者の活用による人件
費の節減も含め、体育館職員による軽
微な修繕や利用者の協力を得て、一層
経費節減や施設の点検に努め９０％の
稼働率の市民地域体育館の安全な利用
に供するよう努めてほしい。

　施設の老朽化に伴う修繕箇所が多く、利
用者の安全確保のため引き続き改修が必
要である。

①引き続き、計画的に施設整備及び点検を
実施する。
②災害時の避難所でもあるため、耐震につ
いても検討・実施の必要がある。

検討・
見直
し

　夜間個人開放事業は、参加者が特定する
傾向にある。また、鍵開閉業務依頼人の高
年齢化が進んでいる。

①夜間個人開放については、勤労者の参
加者が増えるよう、検討する。
②地域に密着した施設として、地域との協
働による管理運営体制について検討する。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　地域のスポーツ、レクリエーション活動
の拠点である市立体育館としての役割
は大きい。夜間、休日開放等、市民の
ニーズに対応する努力は評価する。施
設の運用管理にあたっては、外部委託
または再任用職員の活用による一層の
経費削減を望む。

　施設の改修等により、利用者の安全を確
保し、利用促進を図る必要がある。

①指定管理者の自主事業の拡大とPR活動
の充実により利用者の増加を図っていく。
②施設管理については、保守点検の徹底と
計画的な施設改修を行い、安全確保と利用
促進を図っていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　総合体育館の主会場については、利
用率が97%に達しており、利用促進面の
努力が認められる。利用率71%のサブ会
場等施設の更なる効率的活用に向け
て、指定管理者の自主事業の拡大は重
要と考える。自主事業については、ス
ポーツ教室等開催事業と連携するなど
の工夫が求められる。ビーチバレー、エ
アロビクス、バドミントンの開催が成果指
標に挙げられたが、市民の健康増進を
図る目的としてふさわしいかについて
は、対象者の満足度を調査するなどの
検討が必要ではないだろうか。

　事業の成果を挙げるため、各種大会の内
容・開催方法等について、より一層の検討
が必要である。

①市民が参加しやすい大会となるよう、種
目や運営方法について、関係団体との協
議、検討を図る。
②市民の交流と健康・体力づくりが進めら
れるよう、スポーツ・レクリエーションの活動
機会の充実を図る。

検討・
見直
し

16 Ｄ
　フェスティバルの開催を含め事業を一
旦廃止し、市民の新たなニーズを踏まえ
た上で再検討していただきたい。

　団体の自主的運営がさらに進められるよ
う、育成、支援、指導を促す必要がある。

①団体の自主的な取り組みを促し、引き続
き、育成、支援、指導を促していく。
②団体との連携により、自主的な取り組み
を促進し、活動への支援の充実に努め、市
民の団体への参加を促すことにより、団体
の活動の充実を図っていく。

検討・
見直
し

18

16

Ｂ

Ｃ

<越谷市レクリエーション協会補助事業>
　高齢者の健康維持の面からも、スポー
ツ、レクリエーションの普及は必要であ
る。運営主体をレクリエーション協会へさ
らに移管し、職員工数の削減を図るよう
検討していただきたい。また、補助金が
有効に活用されているかを評価するた
めに、利用者アンケートを活用する等、
市民の視点から成果指標を設定するこ
とを望む。
<越谷市体育協会補助事業>
　当事業の運営方法等改善すべき点は
多く、組織との関係を整理し改善に努め
ていただきたい。
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518
総合体育館施設
改修事業

生涯学
習部

体育課 - -
　施設の維持管理や誘致事業などの利用促
進を図る上で、計画的な施設整備を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

519

平成20年度全国
高等学校総合体
育大会剣道大会
開催事業

生涯学
習部

体育課 H19 H20

　平成20年8月に開催される平成20年度全国
高等学校総合体育大会剣道大会の開催にあ
たり、関係者及び関係団体等と連携し、大会
の開催準備、運営を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

520
図書館施設管理
事業

生涯学
習部

図書館 - -
　図書館を快適に利用できるよう、施設管理
に努める。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

521
図書館施設改修
事業

生涯学
習部

図書館 - -
　市民が快適に施設を利用できるよう、施設
の整備を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

522
図書館協議会運
営事業

生涯学
習部

図書館 S29 -

　図書館の運営に関し館長の諮問に応ずる
とともに、図書館の行う図書館奉仕につき、
館長に対して意見を述べる機関を設置し、図
書館の効果的運営を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

523
講演会・講座開催
事業

生涯学
習部

図書館 - -
　図書館利用の一層の推進、市民文化の高
揚の一助として、講座・講演会等を実施す
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

524 蔵書等整備事業
生涯学
習部

図書館 - -
　資料の製本・図書情報の作成・電算システ
ムの借上げを行い、蔵書の整備を図ることに
より、より良いサービスを提供する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　設備に関しては、経年劣化のため、引き
続き改修が必要である。

①設備に関しては、耐用年数の経過に伴
い、保守点検の充実を図っていく。
②災害時の避難所でもあり、天井の構造に
ついては調査・点検を実施し、将来的には
改修を進める。

検討・
見直
し

　全国の高校生 大のスポーツ大会を成功
させるとともに、越谷市を全国にアピールす
るため、引き続き万全を期す。

終了
(H20
年度)

現状
維持

18 Ｂ

　図書館施設の維持管理上必要な事業
である。清掃、庭園管理については、委
託内容を見直し要求仕様を明確にする
ことにより一層の経費削減を望む。警備
員の配置については、今後夜間開館時
間のさらなる延長が求められることか
ら、特に１７時以降の警備体制強化を検
討すべきである。

①②現在使用のエレベータは設置後25年
以上が経過し、経年劣化・老朽化が進行し
ているため、リニューアル工事を行ってい
く。

現状
維持

20 Ｂ

　老朽化した図書館の施設改修事業で
ある。図書館は、多くの市民が訪れる公
共施設であり、安全、バリアフリーにも配
慮し、高齢者や子供にも優しい施設であ
るためには、適切な改修箇所を確認し改
修計画を立案し、積極的に対応されるこ
とを期待する。
　予算通り執行し改修完了したことをもっ
て事業評価をＡ（事業内容は適切であ
る）とすべきかには疑問である。改修対
象案件及び改修内容を 小コスト、 大
効果の視点でどの様に決定したか、また
改修費用の妥当性は何をもって確認し
たか等、明らかにしていただきたい。

①②第2図書館に関して協議を重ね、図書
館協議会としての意見をまとめていく。

現状
維持

現状
維持

19 Ｂ

　市民が図書にふれる機会を拡大してい
くため、当該事業の有意性は認められ
る。
　一定の事業費内でより魅力的な講座を
展開していくことが重要である。

　事業は計画どおり実行されているが、利
用者の要求は増加するばかりであるため、
図書館システムのバージョンアップなどによ
る、効率化を図る必要がある。

①図書館システムにより、蔵書の的確な管
理を行っていく。
②第2図書館建設に向けて蔵書等の整備を
図っていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　図書館システムは5年間のリース購入
であり、平成22年にバージョンアップを計
画されている。現システムについて、利
用者の利便性向上と業務効率化のため
の改善ポイントを整理するとともに、専門
家の意見を聞くなどして慎重な更新をお
願いしたい。現状での図書館運営上の
問題点を明らかにし、その問題点をどの
様に改善するのか、更に何がどうなれば
成果が出たと判断できるのかを整理した
うえで、成果指標及び目標値を設定し評
価していただきたい。分かり易く納得性
のある指標の設定をされることにより、
更に市民の理解を得られると思われる。
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525
野口冨士男文庫
運営事業

生涯学
習部

図書館 H6 -

　越谷に縁のある作家・野口冨士男とその周
辺作家の作品鑑賞をとおして、より豊かな市
民生活を送る。野口冨士男研究の拠点となり
うる。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

526 移動図書館事業
生涯学
習部

図書館 S45 -
　図書館から離れた地域に居住する市民や
学童保育室への図書館サービスを行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

527
視聴覚教材・教具
整備事業＝備品
整備事業

生涯学
習部

図書館 H12 -
　社会教育と学校教育における視聴覚教育
の振興を図る。啓発等に視聴覚教材を利用
し広く市民に周知する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

528 図書購入事業
生涯学
習部

図書館 S28 -
　市民の生涯学習の拠点として、蔵書の充実
と確保に努め、幅広く質の高い資料提供を行
う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

529 雑誌購入事業
生涯学
習部

図書館 - -
　市民の生涯学習の拠点として、資料の充実
を図り、幅広く質の高いサービスを行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

530
選挙管理委員会
運営事業

選挙管
理委員
会事務
局

選挙管
理委員
会事務
局

- -
　選挙が公平公正に執行されるよう、適正な
管理を行う。

高 低 低 低 (b) (b) (a) (a) (b) Ｂ

531 選挙啓発事業

選挙管
理委員
会事務
局

選挙管
理委員
会事務
局

- -
　市民が政治に高い関心を持ち、各選挙に際
して積極的に投票するよう、啓発活動を行う。

高 低 低 低 (b) (b) (a) (a) (b) Ｂ

532
土地改良選挙事
業

選挙管
理委員
会事務
局

選挙管
理委員
会事務
局

H19 H20
　選挙が公平公正に執行されるよう、適正な
管理を行う。

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ａ

533 監査事業
監査委
員事務
局

監査課 - -
　公正で合理的かつ効率的な行財政の執行
を確保し、住民の福祉の増進と地方自治の
本旨の実現に寄与する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

534
公平委員会運営
事業

公平委
員会事
務局

公平委
員会事
務局

S29 -

（1）　職員の勤務条件等に関する措置の要
求を審査し、判定し、必要な措置を執る。
（2）　職員に対する不利益な処分についての
不服申立てに対する裁決又は決定をする。
（3）　職員からの苦情相談に関すること

高 高 高 高 (b) (a) (b) (b) (b) Ａ
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12.
改革
改善
の方
向性

現状
維持

　全体としては、利用は増加しているが、駐
車場によっては利用の減少が見られる。

①移動図書館利用者の少ない巡回箇所に
ついては利用時間を短縮し、利用者の多い
巡回箇所については利用時間の延長を行
い、継続的に利用の拡大を図っていく。
②移動図書館の担う役割を十分考慮し、よ
り効率的・効果的な移動図書館事業を目指
す。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　一定の利用者を確保しており当該事業
の有効性は認められる。
　事業を継続すべく、適正な巡回箇所の
見直しを図り、利用率の拡大を図ること
が重要である。

現状
維持

①図書館サービスの要である図書購入に
ついては、利用者の要望や、図書館協議会
委員の意見を反映させ、蔵書の充実を図っ
ていく。
②大型地区センターの開設や、第2図書館
の建設に向けて図書購入を検討していく。

現状
維持

17 Ｂ

　図書館サービスの高度化、図書館の
役割拡大は、今後ますます求められて
いる。電子図書館等高度な図書館サー
ビスへの移行もにらみ、現在の効果的
かつ効率的な図書購入事業を継続させ
ることはもちろん、当該事業の意義を再
度見直し、市民ボランティアの活用、職
員の能力向上による適正な事業展開が
求められる。

①雑誌の創刊、廃刊が頻繁に行われてい
る。利用者のニーズに応えた購入計画を立
て、利用の増加を図る。
②本館、北部図書室、南部図書室で、分担
購入を検討し、より多くのタイトル数となるよ
う調整していく。

現状
維持

18 Ｂ

　公共図書館として、雑誌類の購入は必
要である。限られた予算の中で、 大の
市民満足度を得る雑誌の取捨選択を行
うためには、雑誌別の閲覧実態を調査
分析し、市民に説明できるデータ収集が
必要である。また、市の政策・施策と連
携した資料を購入する等の検討が必要
である。

　事務の効率化
①②作業手順のマニュアル化等をさらに検
討していきたい。

検討・
見直
し

　特に若年層を中心とした投票率の低下

①②選挙啓発は、直ちに結果の出る事業
でないため、今後も一人でも多くの市民（特
に若年層）が政治に関心を持ち、選挙に行
くよう、粘り強く、啓発を行っていきたい。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　市民、特に若年層からの意見を収集
し、今後の選挙啓発活動に反映させるこ
とが必要と思われる。なお、若年層への
政治に関する関心の喚起には、立候補
者側へ工夫を求めることも必要と思われ
る。

現状
維持

　効率的で効果的な監査を進めるため、各
都市の実務の調査・研究や各種研修の参
加などにより、職員の監査業務遂行能力の
一層の向上を図る。

現状
維持

①②審査事案はないが、公平委員会として
全国の措置要求・不服申立て等の事例研
究を行うなどして、迅速かつ的確に対処で
きるよう努めていく。

現状
維持
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535
農業委員会運営
事業

農業委
員会

農業委
員会事
務局

- -

　農業委員会等に関する法律に基づいて次
のような業務を行っている。
1.法令業務　（農地法に規定される農地の転
用などの許認可等の審査を主とした業務）
2.任意業務　（優良農地の確保、農地流動化
の推進などの地域農業の振興を図る業務）
3.意見の公表、建議、答申に関する業務

高 高 高 低 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

536 農業者年金事業
農業委
員会

農業委
員会事
務局

- -

　農業者の老後の生活安定及び福祉の向上
を図るとともに農業者の確保に資することを
目的とする農業者年金基金との業務委託契
約に基づく事務事業

高 高 低 低 (b) (b) (b) (a) (b) Ｂ

537
農地地図情報シ
ステム整備事業

農業委
員会

農業委
員会事
務局

H12 -

　越谷市における農地と農家状況や農業経
営に関する情報を地図上に表して的確に把
握することにより、現在及び将来に渡った効
率のよい迅速な農業施策を実行するために
整備する。

高 高 高 低 (b) (d) (b) (b) (b) Ｂ

538
固定資産評価審
査委員会運営事
業

固定資
産評価
審査委
員会

固定資
産評価
審査委
員会

S30 -
　固定資産課税台帳に登録された価格の不
服申出について審査し、決定をする。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ａ

539
消防委員会運営
事業

消防本
部

総務課 S30 H21
　消防行政（消防力の整備、消防施設の改
善、消防団員の服務・待遇）について効率的
運用に努める。

低 低 低 低 (b) (c) (c) (c) (d) Ｃ

540
消防庁舎施設管
理事業

消防本
部

総務課 - -
　火災、救急等の活動拠点である消防本庁
舎及び各分署の効果的な施設管理を実施す
る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

541
職員研修事業（救
急救命士養成事
業含む）

消防本
部

総務課 H5 -

　救急現場及び搬送途上における応急処置
の高度化、心肺停止傷病者の救命率の向上
を図るため、特定の高度な処置ができる救急
救命士を養成する。また、複雑多様化する各
種災害や高度化する救急需要に対応するた
め、さらには火災予防業務の専門化などに職
員が迅速かつ的確に対応できるよう知識の
向上、技能の取得を図るため、各種教育訓
練及び研修に参加する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　農業委員会系統組織は今、農業構造改
革に向けて「優良農地の確保とその有効利
用」と「担い手の確保・育成」に取り組むこと
が求められている。この使命と役割を効率
的かつ充分に果たす上で、農業委員会の
活動と組織のあり方を見直していく必要が
ある。

①所有地及び耕作地に関する申告（8・1調
査）と合わせて実施する農地流動化アン
ケート結果の分析をさらに充実させ、地区
担当委員と連携し、利用集積を推進し遊休
農地の解消を図っていく。
②農地の利用集積の推進方法を確立して
いくなど、担い手育成総合支援協議会のア
クションプログラムの実現のための体制を
強化していく。

検討・
見直
し

　農業者に農業者年金制度への理解と加
入促進を引き続き図る必要がある。

①研修により推進員である農業委員及び
事務局員の認識を高め、農業者に対する
制度のＰＲ活動を強化する。
②加入対象者の絞り込みができるよう、
データの整備を図っていく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　年金制度自体の課題もあり、平成１４
年度以降加入者がない状況にある。現
在の受給者　８３件分の維持管理に徹
し、コストの一層の削除の検討を望む。

　地図情報は、現地確認のための地図出
力や農地法違反状態の把握、転用地の周
囲の把握など利用価値が高いが、利用集
積や遊休農地解消のための有効活用が必
要と思われる。

①システムの機能の再確認を行い、遊休農
地の解消等に有効な活用を図る。
②農水省が打ち出した地図を基礎とした農
地情報の一元化に向けて地図情報・農地
基本台帳等のデータの検証を進めていく。

検討・
見直
し

20 Ｂ

　地図情報の活用については、固定資
産税業務等既存の情報システムとの
データ連携を図られていることは評価で
きる。今後は、既に整備された地図情報
システムの更なる有効活用を検討する
必要がある。
農地地図情報システムの活用によって
得られた業務実施上の効果、例えば相
談対応に要した時間の短縮化などを成
果指標として設定し、成果を明確にする
必要がある。
　また、事業名、事業目的が事業内容を
正確に表していない。訂正を要する。

①平成21年度に向けても現状を維持し、審
査申出が出された場合は、委員会を合理的
に開催し、迅速かつ適正に審査の決定が
行われるよう努める。
②法改正が行われた場合には、法を遵守し
適切な対応をしていく。

現状
維持

　現行の消防委員会については、設置後50
年余りが経過し、初期の目的は達成されて
いるため、消防の他の制度を活用するなど
の見直しが必要である。

①消防委員会の廃止に向け、調査・検討を
行っていく。
②消防の他の制度を活用することにより、
平成21年度までに廃止する。

検討・
見直
し

18 Ｃ

　今後諮問したい議題について、年２回
の委員会で十分な審議は困難と思われ
るし、現行委員会は設置後５０数年たっ
ており、初期の目的は十分達したと思わ
れるので、組織目的の抜本的な見直し
が必要ではないだろうか。一案として、
消防本部で消防行政の抱えている諸問
題を把握・整理し、それらの事項を調査・
審議するため、現行委員会は廃止し、新
たに協議する体制を５年毎に設置し、実
効性のある審議を図ることとしてはどう
だろうか。

　老朽化している各分署の要修繕箇所が増
えていることから、計画的な施設管理が難
しい状態である。

①庁舎定期点検を行い、異常箇所の早期
発見に努め、適応した修繕等を実施、さら
に保守点検委託による設備の維持管理を
図る。
②老朽化した各分署が災害発生時の活動
拠点施設として機能を発揮できるように、適
正に庁舎を維持管理する必要がある。

検討・
見直
し

　職員教育訓練及び研修については、計画
どおり実施されているが、救急救命士養成
については、経費がかかるため、有資格者
の採用を含め計画的な養成が必要である。

①職員教育訓練及び研修については計画
どおり実施していく。救急救命士養成につ
いては、計画的に養成していくとともに、有
資格者の採用に努める。
②予防業務等の専門化や救急業務の高度
化に対応するため、計画的に研修・養成に
取り組んでいく。

検討・
見直
し

17 Ｂ

<救急救命士養成事業>
　近年、救急の件数は1万件(年間）を超
えて増加しているが、その半分以上は軽
症者であり、到着時間も5分45秒と少し
ずつ延びている。その一方で、重症者を
救うために、救急現場および搬送途上で
の応急処置の必要性が高まっている。し
たがって、救急救命士を計画的に育成
し、配備していくことは必要かつ重要なこ
とである。
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542 消防団員事業
消防本
部

総務課 - - 　消防団による地域防災活動の推進を図る。 高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

543 消防団活動事業
消防本
部

総務課 - -
　 消火活動をはじめ風水害、火災予防など
地域防災活動を推進し、地域住民の安全確
保のための活動を実施する。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

544
消防団施設管理
事業

消防本
部

総務課 - -
　地域における災害の活動拠点である消防
団器具置場の維持・管理を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

545
消防施設管理事
業

消防本
部

総務課 - -
　消防団の活動拠点としての消防器具置場
用地及び消防水利確保のための防火水槽用
地の確保を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

546
消防施設改修事
業

消防本
部

総務課 - -

　市民の生命・身体及び財産を各種災害から
守るための活動拠点施設である分署等の老
朽化を防ぐため計画的に改修等を実施し、施
設の維持管理に努める。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

547
消防団施設整備
事業

消防本
部

総務課 - -
　既存の消防団器具置場は老朽化しており、
また狭あいであることから、地域防災の活動
拠点施設として計画的に整備していく。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

548
消防車両等整備
事業（常備）

消防本
部

総務課 - -

　市民の安全を確保するため、老朽化した常
備消防用消防車両、資器材の更新時期を考
慮しながら、消火、救急、救助の高度化を図
りつつ、計画的に整備していく。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

549
消防車両等整備
事業（非常備）

消防本
部

総務課 - -

　火災、風水害等から市民の安全を守るた
め、地域の防災組織としての消防団の役割
は高い。そのために、老朽化した非常備用消
防車両を整備していく。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

550 火災予防事業
消防本
部

予防課 - -
　火災予防思想の一層の普及を図り、火災
の発生を防止し、死傷事故や財産の損失を
防ぐ。

高 低 高 高 (c) (b) (a) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　近年、就業形態の変化等により、被雇用
者団員の比率が高くなっていることや団員
の高齢化に伴う消防団の消防力の低下が
課題である。

①女性消防団員の加入促進を図っていく。
②地域の防災組織としての目的を果たすた
め、団員の確保を推進する。

検討・
見直
し

　複雑多様化する災害現場で活動する消防
団員が安全かつ円滑な活動を行うため、装
備の充実を図る必要がある。

①②全団員に防火衣等を整備して、消防団
員の安全かつ円滑な活動を図っていく。

検討・
見直
し

　消防団器具置場の多くは老朽化した木造
建物であり、機能低下が懸念されている。

①②地域防災の拠点である消防団施設の
機能を適正に維持管理するため、計画的に
修繕等を実施する。

検討・
見直
し

　消防用施設については、老朽化が進んで
いる。また、今後は、土地所有者から契約
解除の申請が多くなることが予想されるた
め、公共用地を含めた用地の確保が必要
である。

①火災等から市民の身体・生命及び財産を
守るため、消防用施設用地の維持管理に
努めていく。
②土地所有者からの用地確保が難しい現
状から、公共用地での消防用施設の確保
に努めていく。

検討・
見直
し

17 Ｂ

　市の消火栓および防火水槽の設置率
は、国基準の82%であり、今後も計画的
に整備を進めていく必要がある。また、
地震等の災害に備えた対策も必要であ
り、例えば、県レベルでのハイパーレス
キューの装備などの検討も望まれる。

　谷中・蒲生分署については、老朽化が進
んでおり、改修工事等では費用負担が大き
くなるため、建て替えが必要である。また、
その他の分署についても、改修工事等の対
応でなく、計画的な建て替えが必要である。

①②分署については、災害活動の拠点施
設であるため、計画的に改修工事を行って
いく。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　消防施設は市民の安全安心を守る拠
点として重要な施設である。
　建て替えを含めた適切な施設の長期
的な改善改修計画を市の財政計画と整
合させ策定する必要がある。
　消防施設は24時間稼動が前提であり、
他の施設とは異なる視点で改修計画を
策定することが、求められる。

　既存の消防団器具置場は、かなり老朽化
しており、また狭あいであるため、大規模災
害等に対応できるよう、施設を建て替えて
いく必要がある。しかし、施設用地をどのよ
うに確保していくかが課題である。

①老朽化や狭あいな消防団器具置場の建
て替えと消防団の部の統廃合を行い、器具
置場の整備を図っていく。
②消防団器具置場の計画的な建て替え及
び施設用地の確保を推進する。

検討・
見直
し

　各種災害に適切に対処できるように、消
防力の強化を図る必要があることから、計
画的に整備を進める。

①老朽化した車両、資器材を各種災害に対
処するため、 新鋭にすることが求められ
ている。更新時期を踏まえて計画的に整備
を進める。
②常備消防の消防力低下を招かないた
め、計画的に車両、資器材を更新する必要
がある。

検討・
見直
し

　火災・その他の災害から市民の安全を確
保するため、地域の防災組織として消防団
は必要である。そのために、年次計画に
沿って消防車両を整備していく必要があ
る。

①平成21年度は、分団の統合に伴う消防
ポンプ自動車の増車を図る。
②消防団は地域において、各種災害時等
に不可欠な組織であるため、消防車両の整
備を計画的に進めていく必要がある。

検討・
見直
し

　火災予防事業は、消防本来の 重要業
務であり、今後も変わらない継続的な業務
である。防火管理者の選任率及び防火対
象物の査察実施率の目標に対する達成率
が低いため、積極的に査察等を行い防火
管理の強化を図っていく。コスト削減の検討
を行い、火災予防思想の普及啓発運動を
広範囲にわたって推進していく。

①平成20年度から住宅用火災警報器の設
置義務化が既存住宅にも適用されたことか
ら、今後も積極的に住宅用火災警報器の
設置に向けての普及啓発に努めていく。ま
た起震車の再リースを行い借上料コストを
削減する。さらに、査察等の業務の強化を
図っていく。
②建物火災の死者数を減らすことを目的
に、住宅防火対策、放火火災防止対策及
び違反防火対象物の解消を推進していく。
また、再任用の職員を活用し、査察率の向
上を図っていく。

検討・
見直
し

19 Ｂ

　防災対象物の査察等により、人口1万
人当たりの年間出火件数は年々減少し
ており、当該事業の重要性が充分にうか
がわれる。
　今後は、起震車の再リース等により事
業費の削減努力を実施し、削減分を人
件費に配分するなどし、査察実施率をあ
げることが重要である。再任用者の活用
など適切な人件費管理に努めていただ
きたい。
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551
消防音楽隊運営
事業

消防本
部

予防課 H4 -
　音楽を通じて火災予防を呼びかけて、防災
意識を啓発し、火災の発生を防止する。

高 高 高 高 (a) (a) (b) (b) (b) Ｂ

552
火災・救助活動事
業

消防本
部

警防課 H15 -

　都市構造の変化に伴い建築物が高度化、
多様化し、さらに複雑多岐にわたる各種災害
から市民の生命、財産を守るため、迅速かつ
的確に対処できるよう消防車両及び救助資
器材等の整備、維持管理を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

553 救急活動事業
消防本
部

警防課 - -
　高齢化の進展と疾病構造の変化に伴い、
傷病者が増加していることから、迅速かつ的
確な救急業務を実施できるようにする。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

554
自動体外式除細
動器（AED）整備
事業

消防本
部

警防課 H18 -

　自動体外式除細動器（AED)を一般市民が
使用可能となり、心室細動などの突然の心停
止に対して有効な機器であることから、不特
定多数の人が出入りする公共施設に設置
し、救命率の向上を図る。

低 高 高 高 (d) (d) (d) (d) (b) Ｂ

555
消火栓等整備事
業

消防本
部

警防課 - -
　火災から市民の生命、財産を守り、被害を
軽減するために必要な消防水利施設等の整
備、維持管理を行う。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ

556 通信指令事業
消防本
部

指令課 - -

　災害事案を覚知したときに、その通報内容
を迅速かつ的確に収集し、速やかに出動指
令を行い、救援部隊への早期現場活動の後
方支援として、情報伝達を行うことによる救命
率の向上、火災の延焼防止等による被害の
軽減を図る。

高 高 高 高 (b) (b) (b) (b) (b) Ｂ
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事業内容は適切である

課題が少しあり事業の一部見直しが必要

課題が多く事業の大幅な見直しが必要

事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓ 【　】は、補助金等名称

担当課の評価
10.総合評価 13.外部評価

実
施
年
度

総
合
評
価

外部評価コメント

11.改革改善案

　　　　　① 平成21年度に向けた取組
　　　　　② 中長期的な取組

12.
改革
改善
の方
向性

　防火防災広報はもとより、市民行事など
広く演奏活動を行い、市民と消防を音楽を
通じて結び火災予防を呼びかけている。反
面、出演が土日及び祝祭日に多く、時間外
となりやすく財政負担がともない交代制勤
務員の労働負担となりやすい。

①住宅用火災警報器の設置義務が既存住
宅にも適用されたことから、消防音楽隊の
演奏活動を通じて積極的に住宅用火災警
報器の設置について普及啓発に努めてい
く。
②火災の大半は、火の取扱いの不注意や
不始末から発生しているため、消防音楽隊
の演奏活動を通じて防火意識の高揚と防
火管理の徹底を推進していく。

検討・
見直
し

18 Ｂ

　音楽隊の練習・活動は、ほぼボラン
ティアで運営されていると思料される。音
楽隊の活動は、火災予防広報に大変強
い影響力を持つと思われるので、活動を
継続するための予算のルール化を期待
したい。活動結果を積極的にＰＲし、表
彰制度の活用により隊員の意識を鼓舞
することも考えてよいのではなかろうか。

　災害態様の複雑多様化に伴い、各種資機
材の使用頻度及び消耗度が高くなり、これ
ら資機材の維持管理に大半の予算執行を
行うことから、資器材の新規購入などによる
充実増強を図ることが難しい。

①資器材の維持管理と整備を図る。
②計画的な資器材の整備と充実を図る。

検討・
見直
し

　高齢化の進展や疾病構造の変化等によ
り救急需要が増加しているため、救急隊の
現場到着や病院到着が遅延している。

①救急隊が1隊増隊になることから、出動
区域の見直しを実施し救急隊の有効活用
を図る。
②計画的に救急隊を増隊し、また、救急自
動車の適正利用について住民にＰＲする。
　更に医療機関と協力体制の強化を図り、
病院前救護体制を充実させる。

検討・
見直
し

　平成19年度末でＡＥＤを129台設置した
が、今後は駅などの民間施設にも設置する
必要がある。

①民間施設にもＡＥＤを設置する有効性に
ついて、広報活動を実施する。
②救命効果を向上させるために、ＡＥＤの使
用方法を含む応急手当の普及啓発活動を
更に推進する。

検討・
見直
し

　消防水利の充足率を高めるため、消火栓
等の増加を図っているものの、一方でこれ
らの設備の老朽化により補修工事が増加し
ている。

①消火栓等の維持管理と増設を図る。
②計画的な消防水利の充足と整備を図る。

検討・
見直
し

　民間サービス会社による緊急通報システ
ムの普及、及び携帯電話・IP電話からの緊
急通報が増加し、発信位置の特定等、消防
が覚知するまでに時間を要する要因が増
え、車両選定出動指令の遅延による現場
到着時間への影響が懸念される。

①携帯電話・ＩＰ電話からの位置情報通知シ
ステム機器については、平成20年度予算で
導入予定
②埼玉県消防救急無線のデジタル化（広域
化・共同化）について検討

検討・
見直
し

17 Ｂ

　新しい情報システムの導入（平成12年
度）により、119番受信から出動指令発
令までの所要時間が96秒と短縮された。
しかしながら、携帯電話の増加（受信件
数15,000件のうち3,000件）により、住所
特定のための手作業が増加し対応時間
が延びている。そのためのシステム対応
が急がれる。また、119番受信体制とそ
の他業務（代表電話受付、住所データ入
力）は分離し、より効率的な運営を検討
することが望まれる。
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